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古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
（
一
）

　
　

は
じ
め
に
―
―
国
家
と
は
何
か

一　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
・
謀
叛

　
　
　

（
一
）
唐
律
一
〇
悪

　
　
　

（
二
）
養
老
律
八
虐

二　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛

　
　
　

（
一
）
律
令
制
度
以
前

　
　
　

（
二
）
律
令
制
度
盛
期

お
わ
り
に

論　

説

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て

―
―
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
―
―

新　
　

井　
　
　
　
　

勉



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
（
二
）

　
　
　
　
　

は
じ
め
に
―
―
国
家
と
は
何
か

　

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
宝
律
令
は
全
巻
散
逸
し
た
。
養
老
律
令
は
、
令
が
注
釈
書
の
「
令
義
解
」
や
「
令
集
解
」
の
形
で
残
っ
て

い
る
が
、
律
は
散
逸
し
て
一
部
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
早
く
か
ら
逸
文
の
収
集
が
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
現
在
で
は
養
老
律

の
か
な
り
の
部
分
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
養
老
律
を
開
く
と
、
ま
ず
律
目
録
が
あ
り
、
次
に
笞
杖
徒
流
死
の
五
罪
（
唐
律
は
五
刑
）
が

続
き
、
さ
ら
に
八
虐
（
唐
律
は
一
〇
悪
）
が
続
い
て
い
る
。
最
初
の
三
つ
の
罪
名
と
構
成
要
件
（
訓
読
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る

（
１
）

。

　

○
養
老
律
・
八
虐

　
　

一
曰
。
謀　

反
。
謂
謀
危
國
家
（
国
家
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

二
曰
。
謀
大
逆
。
謂
謀
毀
山
陵
及
宮
闕
（
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

三
曰
。
謀　

叛
。
謂
謀
背
圀
従
偽
（
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　

罪
名
の
読
み
は
順
に
、
ム
ヘ
ン
、
ボ
ウ
タ
イ
ギ
ャ
ク
、
ム
ホ
ン
で
あ
る

（
２
）

。
謀
大
逆
が
「
ム
」
タ
イ
ギ
ャ
ク
で
な
い
の
が
お
ち
つ
か
な
い

が
、
ム
ヘ
ン
も
ム
ホ
ン
も
、
平
安
後
期
の
辞
書
『
色
葉
字
類
抄
』
に
和
訓
（
読
み
）
が
あ
る
と
い
う

（
３
）

。
さ
ら
に
、
謀
反
の
「
反
」
と
謀
叛

の
「
叛
」
の
意
味
が
ど
う
違
う
の
か
気
に
な
る
し
、
謀
反
の
「
國
家
」
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
と
謀
叛
の
「
圀
」
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と

謀
る
の
、
國
家
と
圀
は
同
じ
意
味
か
違
う
の
か
気
に
な
る
。

　

國
は
無
論
国
の
正
字
で
、
圀
は
國
の
則
天
文
字
で
あ
る
。
国
史
大
系
本
の
養
老
律
第
一
巻
は
江
戸
城
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
の
写
本
を
底
本

と
し
、
写
本
の
筆
写
者
は
金
沢
文
庫
所
蔵
本
を
書
き
写
し
た
ら
し
い

（
４
）

。
と
す
る
と
、
鎌
倉
中
期
か
そ
の
前
か
ら
、
八
虐
の
「
國
」
家
の
字

と
「
圀
」
の
字
は
字
体
が
違
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
と
、
こ
れ
に
家
を
く
み
あ
わ
せ
た
国
家
、
こ
れ
ら
二
つ
の
語
に
何
か
意
味



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

三
（
三
）

の
違
い
が
あ
る
の
か
。
あ
っ
た
の
か
。

　

國
は
、
四
方
の
境
を
示
す
囗
（
ク
ニ
）
と
、
戈
・
囗
・
一
（
一
は
土
地
を
表
す
）
の
合
字
た
る
或
（
四
境
を
戈
で
守
る
土
地
。
こ
の
字

も
ク
ニ
の
意
味
）
の
合
字
だ
と
い
う

（
５
）

。
家
は
、
宀
（
屋
根
を
た
れ
た
イ
エ
の
意
味
）
と
豕
（
ブ
タ
や
イ
ノ
コ
）
の
合
字
で
、
本
来
の
意
味

は
豕
小
屋
。
豢
豕
（
家
畜
の
ブ
タ
）
の
多
産
か
ら
転
じ
て
、
人
の
集
ま
っ
て
い
る
所
、
す
な
わ
ち
イ
エ
を
い
う

（
６
）

。
な
お
、
豢
（
カ
ン
）
の

字
は
飼
う
、
養
う
、
の
意
味
で
あ
る
。

　

国
（
國
、
圀
）
の
字
と
、
家
の
字
の
意
味
は
、
右
の
よ
う
で
あ
る
。
国
は
四
方
に
城
壁
を
巡
ら
し
た
古
代
中
国
の
都
邑
を
想
像
す
れ
ば

よ
い

（
７
）

。
そ
れ
な
ら
、
国
の
字
に
家
の
字
を
く
み
あ
わ
せ
た
国
家
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
っ
た
の
か
。
少
し
考
え
れ
ば
わ
か
る

が
、
七
世
紀
中
頃
の
唐
朝
永
徽
（
永
徽
律
令
が
大
宝
律
令
・
養
老
律
令
の
母
法
）
の
国
家
と
い
う
語
や
、
八
世
紀
初
め
大
宝
・
養
老
の
頃

の
国
家
と
い
う
語
の
意
味
し
た
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
以
降
の
国
家
の
概
念
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　

謀
反
条
の
疏
（
注
釈
）
は
、
謀
反
の
条
文
に
つ
い
て
「
謂
。
臣
下
将
図
逆
節
。
而
有
無
君
之
心
。
不
敢
指
斥
尊
号
。
故
託
云
国
家
」
と

説
明
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
れ
は
「
臣
下
ま
さ
に
逆
節
（
反
逆
）
を
図
ら
ん
と
し
、
君
を
無
み
す
る
（
蔑
ろ
に
す
る
）
の
心
あ
り
。
あ
え
て
尊
号

を
指
斥
（
指
し
示
す
）
せ
ず
、
故
に
託
し
て
国
家
と
い
う
」
と
よ
む
。
古
代
史
家
の
青
木
和
夫
氏
は
、
こ
の
国
家
に
つ
い
て
「
唐
律
で
は

社
稷
。
社
稷
も
国
家
も
直
接
に
皇
帝
・
天
皇
な
ど
の
尊
号
を
指
称
す
る
の
を
憚
っ
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る

（
９
）

。

　

し
か
し
、
右
の
説
明
の
中
に
「
国
家
」
と
は
何
か
、
何
を
意
味
す
る
の
か
記
述
が
な
い
。
養
老
令
は
、
儀
制
令
天
子
条
が
尊
号
の
規
定

を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
に
は
天
子
、
詔
書
に
は
天
皇
、
華
夷
（
外
交
）
に
は
皇
帝
、
上
表
に
は
陛
下
と
称
し
、
服
御
（
衣
服

を
は
じ
め
身
の
回
り
の
品
）
に
は
乗
輿
、
行
幸
に
は
車
駕
と
称
す
る
の
で
あ
る

）
10
（

。
陛
下
・
乗
輿
・
車
駕
の
語
は
、
天
皇
の
代
名
詞
と
み
て

よ
い
。
こ
の
儀
制
令
天
子
条
に
は
国
家
と
い
う
語
は
み
あ
た
ら
な
い
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

四
（
四
）

　

国
家
の
意
味
は
古
代
史
家
に
と
っ
て
注
記
す
る
ま
で
も
な
い
、
周
知
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
古
代
史
家
は
国
家
の

意
味
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
諸
橋
轍
次
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
唐
の
太
宗
（
七
世
紀
前
半
）
の
と
き

編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』
陶
侃
伝
か
ら
「
国
家
年
少
、
不
出
胸
懐
」
の
句
を
引
用
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
は
「
天
子
年
少
に
し
て
、
思
い
を
口
に

だ
さ
な
い
」
こ
と
で
、
こ
の
国
家
は
天
子
の
別
称
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
中
国
・
モ
ン
ゴ
ル
史
家
の
岡
田
英
弘
氏
も
、
国
家
の
語
は
「
紀
元
二
世
紀
の
後
漢
の
時
代
の
漢
文
文
献
に
現
れ
る
が
、
そ
の

時
代
の
宮
廷
の
用
語
で
は
『
国
家
』
は
皇
帝
個
人
を
指
す
、
口
語
的
な
言
い
方
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
の
字
は
「
城
壁

を
め
ぐ
ら
し
た
都
市
」
を
意
味
し
、
日
本
語
の
国
家
を
意
味
し
な
い
。
国
家
の
語
は
前
漢
時
代
の
皇
帝
の
別
称
た
る
「
県
官
」
を
後
漢
に

な
っ
て
い
い
か
え
た
も
の
で
、
県
官
も
国
家
も
「
都
市
の
主
人
」
を
意
味
す
る
、
と
指
摘
し
て
い
る

）
12
（

。

　

謀
反
条
の
国
家
は
、
実
は
古
代
中
国
の
皇
帝
の
別
称
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
た
上
で
、
手
元
の
国
語
辞
典
で
謀
反
（
ム
ヘ
ン
）
の

語
を
ひ
く
と
、
こ
の
辞
典
は
「
律
に
規
定
す
る
八
虐
の
第
一
番
目
の
重
罪
。
天
皇
を
殺
害
し
、
国
家
を
顛
覆
し
よ
う
と
す
る
罪
。
君
主
に

対
す
る
殺
人
予
備
罪
。
犯
人
は
斬
刑
に
処
さ
れ
る
」
と
詳
し
い
語
釈
を
ふ
し
て
い
る

）
13
（

。
謀
反
が
国
家
（
天
皇
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
と

い
う
以
上
、
そ
れ
は
普
通
の
人
（
臣
下
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
場
合
と
違
い
、
天
皇
そ
の
人
に
対
す
る
危
害
も
、
天
皇
の
位
に
対
す
る

危
害
も
含
ん
で
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
謀
反
の
概
念
は
近
代
刑
法
学
の
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
「
天
皇

を
殺
害
し
、
国
家
を
顛
覆
し
よ
う
と
す
る
罪
」
と
い
う
の
は
よ
い
（
王
朝
顛
覆
の
方
が
さ
ら
に
よ
い
）
が
、
次
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人

予
備
罪
」
と
い
っ
て
は
ぶ
ち
毀
し
で
あ
る

）
14
（

。
確
か
に
謀
反
は
反
を
謀
っ
た
段
階
（
陰
謀
か
予
備
）
で
成
立
す
る
が
、
君
主
そ
の
人
を
対
象

と
す
る
場
合
に
限
っ
て
も
、
殺
人
・
傷
害
の
未
遂
・
既
遂
も
身
体
の
拘
束
・
廃
位
の
強
制
も
謀
反
で
あ
る
。

　

一
方
、
八
虐
の
七
番
目
の
不
孝
条
は
、
唐
律
一
〇
悪
の
不
孝
条
に
、
同
じ
一
〇
悪
の
内
乱
条
の
「
姦
父
祖
妾
」
を
併
せ
て
一
条
（
八
虐



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

五
（
五
）

の
一
つ
）
と
し
た
も
の
で
あ
る

）
15
（

。
す
な
わ
ち
、
近
代
天
皇
制
国
家
の
国
家
権
力
の
防
壁
と
な
っ
た
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
名
称
は
、
ど
ち
ら

も
唐
律
一
〇
悪
の
謀
大
逆
条
・
内
乱
条
の
語
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
、
明
治
一
三
年
刑
法
（
旧
刑
法
）
の
草
案
編
纂
の
さ
い
、
フ
ラ
ン
ス

を
は
じ
め
欧
州
刑
法
を
参
照
し
な
が
ら
「
文
字
ノ
用
法
ハ
従
来
慣
行
ノ
律
文
ニ
依
ル
コ
ト
」
を
方
針
と
し
た
た
め
で
あ
る

）
16
（

。

　

こ
れ
も
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
一
三
年
刑
法
は
、
第
二
編
第
一
章
に
皇
室
に
対
す
る
罪
、
第
二
章
第
一
節
に
内
乱
に
関
す
る
罪

を
お
い
た
。
皇
室
に
対
す
る
罪
は
第
一
一
六
条
「
天
皇
三
后
皇
太
子
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
と

い
う
条
文
が
核
心
で
、
一
般
に
こ
の
犯
罪
を
大
逆
罪
と
よ
ん
だ
。
内
乱
に
関
す
る
罪
は
第
一
二
一
条
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃

シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
と
い
う
条
文
が
、
一
節
中
の
中
心
で

あ
る
。
四
半
世
紀
の
後
、
明
治
四
〇
年
刑
法
（
現
行
刑
法
）
は
、
第
二
編
の
第
一
章
第
七
三
条
、
第
二
章
第
七
七
条
で
そ
れ
ぞ
れ
旧
刑
法

の
第
一
一
六
条
・
第
一
二
一
条
の
構
成
要
件
を
継
承
し
た

）
17
（

。

　

ざ
っ
と
み
た
と
こ
ろ
か
ら
見
当
が
つ
く
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
は
、
古
代
日
本
の
律
（
元
は
唐
律
）
の
定
め
る
謀
反

の
罪
（
一
部
は
謀
叛
の
罪
）
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
研
究
に
手
を
つ
け
る
に
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
の
考
察
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
務
上
必
要
性
が
あ
っ
た
の
に
学
術
上
の
関
心

は
低
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
分
野
は
先
行
研
究
が
乏
し
い
。

　

先
行
研
究
中
比
較
的
容
易
に
参
照
で
き
る
も
の
の
一
つ
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
の
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』
の

末
尾
に
ふ
さ
れ
た
、
裁
判
官
垂
水
克
己
氏
の
「
日
本
叛
逆
罪
立
法
の
沿
革
」
で
あ
る

）
18
（

。
こ
れ
は
、
律
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
ま
で
の
大
逆

罪
・
内
乱
罪
に
関
す
る
法
令
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
一
つ
、
法
制
史
家
の
滝
川
政
次
郎
氏
が
昭
和
八
年
の
雑
誌
に
発
表
し
た
「
内
乱

罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」
が
あ
る

）
19
（

。
こ
れ
も
、
内
乱
罪
を
主
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
半
世
紀
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
（
六
）

時
を
へ
て
、
今
一
つ
優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
学
者
の
渡
辺
治
氏
が
昭
和
五
四
年
の
雑
誌
に
発
表
し
た
「
天
皇
制
国
家

秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
―
―
大
逆
罪
・
不
敬
罪
を
素
材
と
し
て
」
と
い
う
論
文
で
あ
る

）
20
（

。
こ
の
長
大
な
論
文
の
考
察
は
、
大
逆
罪
よ
り

不
敬
罪
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
考
察
の
前
提
と
し
て
、
天
皇
制
国
家
秩
序
の
形
成
過
程
に
お
け
る
君
主
と
国
家
の
分
離
を

論
じ
る
さ
い
、
唐
律
や
養
老
律
に
遡
っ
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
1
）

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
律
・
令
義
解
』
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
律
・
二
頁
。
謀
叛
の
「
背
圀
」
を
国
史
大
系
本
の
書
き
入
れ

は
国
「
を
」
背
き
、
と
よ
ん
で
い
る
。
な
お
、
第
一
版
は
一
九
三
九
年
発
行
。

（
2
）

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
三
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
）
八
二
頁
、
八
虐
の
項
。

（
3
）

注（
2
）第
三
巻
九
〇
〇
頁
。
こ
の
辞
典
は
謀
反
を
ム
ヘ
ン
、
ボ
ウ
ヘ
ン
の
二
箇
所
に
あ
げ
て
い
る
（
六
〇
四
頁
、
八
九
九
頁
）
が
、
ボ
ウ
ヘ
ン

と
よ
む
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
謀
大
逆
も
ム
タ
イ
ギ
ャ
ク
の
は
ず
で
、
果
し
て
ボ
ウ
タ
イ
ギ
ャ
ク
と
よ
む
典
拠
が
あ
る
の
か
。

（
4
）

注（
1
）律
・
凡
例
一
～
二
頁
。

（
5
）

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
三
巻
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
）
七
三
頁
。

（
6
）

注（
5
）第
三
巻
一
〇
二
二
頁
。
家
の
字
の
成
立
は
、
大
き
く
立
派
な
羊
が
「
美
」
の
字
と
な
っ
た
話
を
想
起
さ
せ
る
。

（
7
）

中
国
史
家
の
宮
崎
市
貞
氏
は
、
古
く
春
秋
時
代
に
は
邑
、
邦
、
国
と
い
う
、
多
数
の
都
市
国
家
（
周
囲
に
城
郭
を
廻
ら
し
て
人
民
が
そ
の
中
に

す
み
、
耕
地
は
城
郭
の
外
に
あ
る
）
が
あ
り
、
こ
の
都
市
国
家
が
互
い
に
覇
権
を
争
い
、
戦
国
時
代
に
入
る
（
紀
元
前
四
〇
三
年
）
と
、
ど
の
君
主

も
王
号
を
称
す
る
、
七
雄
国
が
領
土
国
家
に
成
長
し
て
い
っ
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。
宮
崎
市
貞
『
中
国
史
』
上
巻
（
岩
波
全
書
、
一
九
七
七
年
）

三
八
頁
以
下
。

（
8
）

注
（
1
）と
同
じ
。

（
9
）

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
六
頁
。
名
例
律
の
注
解
者
は
青
木
和
夫
氏
。

（
10
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
二
〇
五
頁
。
ち
な
み
に
、
乗
輿
は
、
乗
輿
御
馬
・
乗
輿
御
食
・
乗
輿
御
書
な
ど
と
使
う
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

七
（
七
）

（
11
）

注（
5
）第
三
巻
七
四
頁
。
こ
の
『
晋
書
』
は
唐
の
太
宗
の
執
筆
し
た
箇
所
が
あ
り
、
太
宗
御
撰
と
も
称
さ
れ
る
。

（
12
）

岡
田
英
弘
『
歴
史
の
読
み
方
』（
弓
立
社
、
二
〇
〇
一
年
）
四
二
～
四
三
頁
。
一
般
書
の
た
め
か
、
何
ら
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。

（
13
）

注（
3
）と
同
じ
（
第
三
巻
八
九
九
頁
）。

（
14
）

注（
9
）の
『
律
令
』
一
六
頁
で
、
青
木
和
夫
氏
が
謀
反
条
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人
予
備
罪
」
と
注
解
を
ふ
し
た
。
本
稿
が
参
照
す
る
『
精
選

版
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
原
型
た
る
、
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
九
巻
（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）
謀
反
の
項
（
一
〇
三

頁
）
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人
予
備
罪
」
と
い
う
語
釈
は
な
い
。
日
本
思
想
大
系
の
『
律
令
』
発
行
後
、
国
語
学
者
が
青
木
氏
の
注
解
を
無
批
判
に

語
釈
に
追
加
し
た
に
違
い
な
い
。

（
15
）

注（
1
）律
・
三
～
四
頁
。
な
お
、
国
史
大
系
本
の
用
字
は
「
姧
」
父
祖
妾
。

（
16
）

明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
九
月
二
〇
日
、
司
法
省
刑
法
草
案
取
調
掛
の
起
案
の
大
意
。
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
法
草
案

会
議
筆
記
』
別
冊
・「
刑
法
編
集
日
誌
」（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
）
四
頁
。

（
17
）

明
治
四
〇
年
刑
法
の
第
七
三
条
を
含
む
第
二
編
第
一
章
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
一
二
四
）
に

よ
り
全
面
削
除
さ
れ
た
。
同
じ
く
第
七
七
条
は
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
九
一
）
に
よ
り
表
記
の
平
易
化

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
第
七
七
条
が
単
な
る
表
記
平
易
化
に
止
ま
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
こ
の
点
、
新
井
勉
「
昭
和
後
期
・
平
成
期
の
刑
法

改
正
（
案
）
と
内
乱
罪
」（
日
本
法
学
第
七
四
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
18
）

垂
水
克
己
訳
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』（
司
法
資
料
第
一
二
五
号
、
一
九
二
八
年
）
附
録
。
こ
の
と
き
垂
水
氏
は
東
京
地
方
裁
判
所

判
事
・
司
法
省
刑
事
局
事
務
嘱
託
。
後
に
大
阪
・
東
京
の
高
等
裁
判
所
長
官
を
歴
任
し
て
、
最
高
裁
判
所
判
事
。

（
19
）

滝
川
政
次
郎
「
内
乱
罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」（
歴
史
公
論
第
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
三
年
）。
滝
川
氏
は
後
の
律
令
学
の
権
威
。

（
20
）

渡
辺
治
「
天
皇
制
国
家
秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
―
―
大
逆
罪
・
不
敬
罪
を
素
材
と
し
て
」（
社
会
科
学
研
究
第
三
〇
巻
第
五
号
、
一
九
七
九

年
）。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
（
八
）

　
　
　
　
　

一　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
・
謀
叛

（
一
）
唐
律
一
〇
悪

　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
の
考
察
は
、
ま
ず
大
宝
・
養
老
の
二
律
の
母
法
た
る
「
唐
律
」
の
一
瞥
か
ら
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で

み
る
の
は
、
唐
律
の
一
〇
悪
で
あ
る
。
七
世
紀
中
頃
、
唐
で
編
纂
さ
れ
た
『
隋
書
』
刑
法
志
は
、
六
世
紀
初
め
の
南
朝
の
梁
律
を
先
駆
と

し
て
、
六
世
紀
中
期
の
北
朝
の
斉
律
が
重
罪
一
〇
条
を
掲
げ
た
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
六
世
紀
後
期
の
隋
律
（
開
皇
律
）
が
こ
の
北
斉
律

に
倣
っ
て
、
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
、
悪
逆
、
不
道
、
大
不
敬
、
不
孝
、
不
睦
、
不
義
、
内
乱
の
一
〇
悪
の
条
を
お
い
た
こ
と
を
記
し
て

い
る

）
21
（

。
一
〇
世
紀
中
頃
、
後
晋
で
編
纂
さ
れ
た
『
旧
唐
書
』
刑
法
志
は
、
七
世
紀
中
期
の
貞
観
律
が
隋
の
開
皇
律
を
踏
襲
し
て
、
一
〇
悪

を
お
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

）
22
（

。

　

唐
律
中
著
名
な
も
の
に
は
、
七
世
紀
前
期
の
武
徳
律
、
中
期
の
貞
観
律
・
永
徽
律
、
後
期
の
垂
拱
律
、
八
世
紀
前
期
の
神
竜
律
、
中
期

の
開
元
律
が
あ
り
、
官
撰
注
釈
書
と
し
て
著
名
な
も
の
に
は
、
六
五
三
年
の
永
徽
律
の
「
律
疏
」
や
七
三
七
年
の
開
元
律
の
「
律
疏
」
が

あ
る
。
古
く
か
ら
珍
重
さ
れ
て
き
た
「
唐
律
疏
議
」
は
開
元
律
疏
だ
と
い
う
説
が
通
説
な
が
ら
、
永
徽
律
疏
だ
と
い
う
説
も
あ
り
、
決
着

を
み
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
唐
律
は
こ
の
「
唐
律
疏
議
」
の
形
で
残
っ
て
い
る
。

　

唐
律
の
一
〇
悪
も
、
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥
大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
睦
、
⑨
不
義
、
⑩
内
乱
、
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
律
の
中
で
支
配
秩
序
を
脅
か
す
重
大
犯
罪
を
選
ん
で
、
律
の
冒
頭
に
大
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
〇
悪
は
「
一
に
曰
く

謀
反
」
と
い
う
本
条
と
「
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
」
の
注
の
形
式
で
一
〇
並
ん
で
い
る
。
①
②
③
は
そ
れ
ぞ
れ
罪
名
で
、
注

が
構
成
要
件
で
あ
る
。
④
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
罪
名
を
一
括
り
と
し
て
総
称
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

九
（
九
）

　

唐
律
疏
議
を
開
く
と
、
ま
ず
疏
議
目
録
が
あ
り
、
次
に
名
例
律
に
入
り
、
笞
杖
徒
流
死
の
五
刑
の
五
条
が
続
き
、
さ
ら
に
一
〇
悪
の
条

が
続
い
て
い
る
。
最
初
の
三
つ
の
罪
名
と
構
成
要
件
（
訓
読
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る

）
23
（

。

　

○
唐
律
・
一
〇
悪

　
　

一
曰
。
謀　

反
。
謂
謀
危
社
稷
（
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

二
曰
。
謀
大
逆
。
謂
謀
毀
宗
廟
山
陵
及
宮
闕
（
宗
廟
、
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

三
曰
。
謀　

叛
。
謂
謀
背
國
従
偽
（
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　

ま
ず
謀
反
は
反
を
謀
る
。
反
（
そ
む
く
）
の
内
容
が
注
の
「
社
稷
を
危
う
く
す
る
」
で
、
謀
に
つ
い
て
は
名
例
律
の
中
に
定
義
規
定
が

あ
る
。
称
日
者
以
百
刻
条
の
「
謀
と
称
す
る
は
二
人
以
上
。
謀
状
彰
明
な
ら
ば
一
人
と
雖
も
二
人
の
法
に
同
じ
」
で
あ
る

）
24
（

。

　

古
代
中
国
で
建
国
の
と
き
君
主
が
壇
を
築
い
て
祀
っ
た
、
土
地
の
神
を
「
社
」
と
い
い
、
五
穀
の
神
を
「
稷
」
と
い
う
。
中
国
の
歴
代

王
朝
は
、
王
宮
を
背
に
し
て
右
に
社
稷
二
神
、
左
に
君
主
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
御
霊
屋
で
あ
る
「
宗
廟
」
を
お
き
、
王
朝
の
最
も
重
要
な

守
り
神
と
し
た

）
25
（

。
君
主
と
社
稷
は
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
社
稷
と
は
君
主
の
こ
と
を
い
う
。
謀
反
は
不
祥
の
条
だ
か
ら
、
尊
号

を
さ
す
の
を
憚
っ
た
の
で
あ
る
。
君
主
と
し
て
の
「
王
」
と
い
う
称
号
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
紀
元
前
三
世
紀
秦
王
嬴
政
が
中
原
に
覇

を
唱
え
る
と
、
王
よ
り
上
位
の
称
号
と
し
て
「
皇
帝
」
を
創
始
し
て
、
自
ら
始
皇
帝
と
称
し
た
。
唐
律
一
〇
悪
に
お
け
る
社
稷
は
、
無
論

皇
帝
（
天
子
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
法
制
史
家
の
滋
賀
秀
三
氏
は
、
謀
反
条
の
疏
「
あ
え
て
尊
号
を
指
斥
せ
ず
、
故
に
託
し
て
社
稷
と
い
う
」
と
、
一
〇
悪
六
番

目
の
大
不
敬
条
の
疏
「
あ
え
て
尊
号
を
指
斥
せ
ず
、
故
に
乗
輿
に
託
し
て
以
て
こ
れ
を
い
う
」
が
同
じ
構
文
だ
か
ら
、
社
稷
が
「
乗
輿
と

同
様
、
婉
曲
に
皇
帝
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
社
稷
は
「
乗
輿
と
異
な
っ
て
、
皇
帝
の
人
身
と
そ
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
（
一
〇
）

主
権
と
が
不
可
分
的
に
含
意
さ
れ
る
。
現
在
の
皇
帝
の
廃
位
・
殺
害
を
直
接
目
指
し
な
い
し
は
窮
極
的
に
そ
れ
に
連
な
る
性
質
の
暴
力
の

行
使
―
―
現
王
朝
そ
の
も
の
の
顛
覆
を
意
図
す
る
場
合
も
あ
り
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
―
―
そ
れ
が
『
反
』
で
あ
り
、
そ
の
予
備
・

陰
謀
が
『
謀
反
』
で
あ
る
」
と
敷
衍
し
て
い
る

）
26
（

。
す
な
わ
ち
、
社
稷
に
対
す
る
攻
撃
は
殺
害
・
廃
位
と
い
う
皇
帝
そ
の
人
に
対
す
る
も
の

と
、
反
乱
・
兵
乱
と
い
う
皇
帝
の
位
に
対
す
る
も
の
と
、
二
者
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
現
王
朝
の
権
力
に
対
す
る
攻
撃
で

あ
り
、
究
極
の
形
態
は
現
王
朝
の
顛
覆
を
目
的
と
し
、
王
朝
の
交
代
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

　

謀
反
は
反
を
謀
っ
た
（
陰
謀
か
予
備
の
）
段
階
で
成
立
す
る
。
疏
議
を
参
照
す
る
と
「
案
ず
る
に
公
羊
伝
に
云
う
。
君
親
に
将
（
ま
さ

に
せ
ん
と
す
）
な
し
。
将
す
れ
ば
必
ず
誅
す
と
。
謂
う
こ
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
逆
心
あ
っ
て
君
父
を
害
せ
ん
と
す
る
者
、
則
ち
必
ず
こ
れ
を

誅
す
る
な
り
」
と
記
し
て
い
る

）
27
（

。
こ
れ
は
、
疏
議
が
紀
元
前
戦
国
時
代
の
「
公
羊
伝
」
の
記
述
を
ひ
い
て
、
反
は
そ
れ
を
謀
っ
た
だ
け
で

誅
す
る
（
殺
す
）
の
だ
、
と
注
釈
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
〇
悪
の
う
ち
、
①
②
③
は
本
条
が
罪
名
、
注
が
構
成
要
件
を
定
め
、
賊
盗
律
の
中
に
刑
罰
を
定
め
る
条
文
を
お
い
て
い
る
。
④
以
下

は
複
数
の
罪
名
を
括
っ
て
総
称
を
ふ
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
各
律
の
中
に
構
成
要
件
と
刑
罰
を
定
め
る
条
文
を
お
い
て
い
る
。
①
②
に

つ
い
て
は
、
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
が
二
つ
の
罪
を
一
つ
に
括
っ
て
刑
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
刑
罰
規
定
の
中
で
重
要
箇
所
は
次
の
よ
う
で

あ
る

）
28
（

。

　

○
唐
律
・
謀
反
大
逆

す
べ
て
謀
反
（
謀
る
だ
け
で
）
お
よ
び
大
逆
（
実
行
に
移
す
と
）
は
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
。
父
子
（
む
す
こ
）
年
十
六
以
上
は

皆
絞
。
十
五
以
下
お
よ
び
母
女
（
む
す
め
）
妻
妾
（
子
の
妻
妾
ま
た
同
じ
）
祖
（
祖
父
）
孫
兄
弟
姉
妹
、
も
し
く
は
部
曲
（
私
家
の

隷
属
民
）
資
財
田
宅
は
並
び
に
没
官
（
没
収
）
せ
よ
。
伯
叔
父
兄
弟
の
子
は
皆
流
三
千
里
。
そ
れ
謀
大
逆
は
（
首
は
）
絞
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
一
（
一
一
）

　

二
番
目
の
謀
大
逆
は
大
逆
を
謀
る
。
大
逆
の
内
容
が
注
の
「
宗
廟
、
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
す
」
で
、
疏
議
は
三
者
に
注
釈
を
ふ
し
て

い
る

）
29
（

。
簡
単
に
い
う
と
、
宗
廟
は
皇
室
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
御
霊
屋
、
山
陵
は
歴
代
皇
帝
の
墳
墓
、
宮
闕
は
皇
居
で
あ
る
。
謀
反
の
比
喩

の
語
（
社
稷
）
に
対
し
て
、
謀
大
逆
は
皇
帝
の
権
威
を
示
す
重
要
な
建
造
物
・
築
造
物
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
謀
反
の
重
大
性
に

比
べ
る
と
、
こ
れ
ら
を
毀
す
こ
と
自
体
は
軽
小
な
犯
罪
で
あ
る
。
刑
罰
は
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
が
定
め
て
い
る
。

　

三
番
目
の
謀
叛
は
叛
を
謀
る
。
叛
（
そ
む
く
）
の
内
容
が
注
の
「
国
に
背
き
偽
に
従
う
」
で
あ
る
。
叛
は
半
（
分
れ
る
）
と
反
の
合
字

で
、
本
来
の
意
味
は
離
反
す
る

）
30
（

。
謀
反
・
謀
叛
を
区
別
す
る
反
・
叛
の
違
い
に
つ
い
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
「
反
・
叛
両
字
の
差
は
、
反
は

面
を
む
け
な
お
し
て
攻
め
て
来
る
貌
、
叛
は
背
を
む
け
て
去
っ
て
行
く
貌
、
た
る
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
は
皇
帝
権
力
の
中
枢

部
に
起
り
や
す
く
、
叛
は
外
縁
部
に
起
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
」
と
明
快
で
あ
る

）
31
（

。
疏
議
は
「
人
あ
っ
て
本
朝
に
背
か
ん
と
謀
り
、
ま
さ
に

蕃
国
に
投
ぜ
ん
と
す
。
あ
る
い
は
城
を
翻
し
て
偽
に
従
わ
ん
と
欲
し
、
あ
る
い
は
地
を
以
て
外
に
奔
ら
ん
と
欲
す
」
と
例
示
し
て

）
32
（

、
武
官

が
守
備
す
る
城
を
あ
げ
て
、
文
官
が
支
配
す
る
土
地
を
あ
げ
て
、
偽
（
正
統
な
ら
ざ
る
王
朝
）
に
服
従
せ
ん
と
す
る
場
合
や
、
外
（
周
辺

の
蕃
国
）
に
出
奔
せ
ん
と
す
る
場
合
を
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
滋
賀
氏
は
、
賊
盗
律
謀
叛
条
の
疏
に
よ
り
「
一
地
を
占
拠
し
て
官
軍

に
対
し
て
徹
底
抗
戦
す
れ
ば
、
も
は
や
叛
で
な
く
反
と
な
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る

）
33
（

。

　

謀
叛
罪
の
刑
は
、
賊
盗
律
謀
叛
条
が
定
め
て
い
る
。
こ
の
刑
罰
規
定
の
中
で
重
要
箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る

）
34
（

。

　

○
唐
律
・
謀
叛

　
　

す
べ
て
謀
叛
（
謀
る
だ
け
で
）
は
（
首
は
）
絞
。
す
で
に
上
道
し
た
ら
（
実
行
に
移
し
た
ら
）
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
。
妻
子
は

　
　

流
二
千
里
。
も
し
部
衆
（
部
下
）
百
人
以
上
を
率
い
た
ら
、
父
母
妻
子
は
流
三
千
里
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
（
一
二
）

（
二
）
養
老
律
八
虐

　

さ
て
、
唐
律
の
一
〇
悪
、
そ
の
三
カ
条
を
一
瞥
し
た
の
に
続
き
、
次
に
「
大
宝
律
・
養
老
律
」
の
八
虐
を
み
よ
う
。
古
代
史
の
通
説
に

よ
る
と
、
大
宝
律
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
年
）
令
と
一
緒
に
成
立
し
、
翌
年
施
行
さ
れ
た
。
養
老
律
は
養
老
二
年
（
七
一
八
年
）
こ
れ
も

令
と
一
緒
に
成
立
し
た
が
、
施
行
さ
れ
た
の
は
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
七
世
紀
後
期
か
ら
強
力
に

推
進
さ
れ
た
強
大
な
王
権
確
立
の
過
程
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
宝
律
も
養
老
律
も
冒
頭
に
八
虐
の
条
を
お
い
た
。
お
そ
ら
く
二
律
の
八
虐
は
同
じ
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
る

）
35
（

。
虐
は
悪
の
言
い
換
え
で

あ
る
。
八
虐
は
、
一
〇
悪
か
ら
⑧
不
睦
、
⑩
内
乱
の
二
つ
を
除
い
た
も
の
で
、
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥

大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
義
、
の
八
つ
で
あ
る
。
最
初
に
み
た
よ
う
に
、
八
虐
も
「
一
に
曰
く
謀
反
」
と
い
う
本
条
と
「
国
家
を
危
う
く

せ
ん
と
謀
る
を
い
う
」
の
注
の
形
式
で
並
ん
で
い
る
こ
と
は
、
一
〇
悪
と
同
じ
。

　

唐
律
と
養
老
律
の
①
②
を
並
べ
る
と
、
容
易
に
わ
か
る
が
、
一
〇
悪
を
八
虐
と
し
て
継
受
す
る
さ
い
、
編
纂
者
は
謀
反
条
の
注
「
謂
謀

危
社
稷
」
の
社
稷
を
削
り
、
謀
大
逆
条
の
注
「
謂
謀
毀
宗
廟
山
陵
及
宮
闕
」
の
宗
廟
を
削
っ
た
。
社
稷
も
、
宗
廟
も
、
古
代
日
本
に
実
物

が
な
い
以
上
、
右
か
ら
左
へ
模
倣
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
宗
廟
は
削
除
し
て
す
む
が
、
社
稷
は
削
除
し
た
だ
け
で
は

す
ま
な
い
か
ら
、
古
代
中
国
の
皇
帝
の
別
称
た
る
「
国
家
」
を
そ
こ
に
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

養
老
律
令
の
編
纂
者
の
場
合
と
違
い
、
大
宝
律
令
の
編
纂
者
は
『
続
日
本
紀
』
を
み
る
だ
け
で
、
養
老
律
令
編
纂
者
に
数
倍
す
る
人
の

氏
名
が
わ
か
る

）
36
（

。
そ
の
中
に
は
、
伊
岐
博
得
ら
渡
唐
経
験
者
が
い
る
し
、
唐
か
ら
渡
来
し
た
薩
弘
恪
を
は
じ
め
、
渡
来
系
氏
族
の
出
身
者

が
何
人
も
い
る
。
大
宝
律
（
養
老
律
も
）
の
編
纂
者
は
、
国
家
が
皇
帝
の
別
称
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
く
し
っ
て
い
た
。
よ
く
し
っ
て
い
た

か
ら
、
社
稷
の
代
わ
り
に
国
家
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ご
く
安
易
に
代
置
し
た
の
で
あ
る

）
37
（

。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
三
（
一
三
）

　

次
に
唐
律
と
養
老
律
の
③
を
並
べ
る
と
、
注
の
「
謂
謀
背
國
（
圀
）
従
偽
」
は
同
じ
で
あ
る
。
広
大
な
中
国
大
陸
に
あ
っ
て
は
、
中
原

の
古
代
帝
国
の
内
部
に
す
ら
遠
隔
の
地
に
偽
王
朝
が
出
現
す
る
虞
れ
が
あ
っ
た
し
、
途
方
も
な
く
長
い
国
境
の
外
部
に
数
し
れ
ぬ
蕃
族
が

犇
め
い
て
い
た
。
古
く
か
ら
中
原
諸
国
は
そ
れ
ら
蕃
族
を
、
蛮
、
夷
、
戎
、
狄
と
称
し
た
。
狭
小
と
い
え
古
代
日
本
に
も
、
大
和
盆
地
に

本
拠
を
お
く
中
央
権
力
の
支
配
に
服
さ
な
い
、
南
九
州
や
関
東
地
方
以
北
の
地
域
が
存
在
し
た
。

　

次
に
①
②
③
の
刑
罰
が
唐
律
と
養
老
律
で
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
。
養
老
律
も
①
②
は
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
、
③
は
賊
盗
律
謀
叛
条
が

刑
罰
規
定
を
お
い
て
い
る

）
38
（

。
謀
反
大
逆
条
で
は
、
養
老
律
の
方
が
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
が
狭
い
し
刑
も
軽
い
。
な
お
、
養
老
律
は
条
末

に
「
謀
毀
大
社
者
徒
一
年
。
毀
者
遠
流
」
と
し
て
、
唐
律
に
な
い
規
定
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
大
社
は
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
を
さ
し
て

い
る
。
謀
叛
条
で
も
、
養
老
律
の
方
が
同
じ
く
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
が
狭
い
。

　

○
養
老
律
・
謀
反
大
逆

お
よ
そ
謀
反
お
よ
び
大
逆
は
皆
斬
。
父
子
も
し
く
は
家
人
資
財
田
宅
は
並
び
に
没
官
。
祖
孫
兄
弟
は
皆
遠
流
に
配
せ
。
そ
れ
謀
大
逆

は
絞
。
大
社
を
毀
さ
ん
と
謀
れ
ば
（
首
は
）
徒
一
年
。
毀
せ
ば
（
首
は
）
遠
流
。

　

○
養
老
律
・
謀
叛

お
よ
そ
謀
叛
は
絞
。
す
で
に
上
道
し
た
ら
皆
斬
。
子
は
中
流
。
も
し
部
衆
十
人
以
上
を
率
い
た
ら
、
父
子
は
遠
流
に
配
せ
。

こ
こ
で
編
纂
者
が
削
っ
た
、
唐
律
一
〇
悪
の
一
つ
、
内
乱
条
も
み
て
お
こ
う

）
39
（

。
近
代
日
本
が
「
内
乱
」
を
古
代
の
謀
反
の
概
念
を
示
す

語
と
し
て
使
用
し
は
じ
め
た
た
め
で
あ
る
。

　

○
唐
律
・
一
〇
悪

十
曰
。
内　

乱
。
謂
姦
小
功
以
上
親
。
父
祖
妾
。
及
与
和
者
（
小
功
以
上
の
親
、
父
祖
の
妾
を
姦
し
、
お
よ
び
と
も
に
和
す
る
者
を



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
四
（
一
四
）

　
　

い
う
）。

　

小
功
と
い
う
の
は
、
親
族
の
親
疎
の
順
に
斬
衰
、
斉
衰
、
大
功
、
小
功
、
緦
麻
と
い
う
、
中
国
の
五
服
（
服
は
喪
に
つ
く
）
の
一
つ
で

あ
る
。
各
等
級
で
喪
服
（
の
生
地
や
裁
縫
の
型
）
と
服
喪
期
間
が
異
な
り
、
喪
服
の
名
称
が
等
級
の
名
称
と
な
っ
た

）
40
（

。
唐
律
は
、
親
族
中

か
な
り
広
い
範
囲
の
女
性
や
父
・
祖
父
の
妾
と
通
じ
る
こ
と
を
大
書
し
て
、
倫
理
紊
乱
と
し
て
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
中
国
と
違
い
同
姓

不
婚
の
慣
習
の
な
い
古
代
日
本
は
、
内
乱
条
の
「
姦
父
祖
妾
」
を
他
の
虐
に
回
し
、
残
り
を
削
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
21
）

内
田
智
雄
編
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
』
補
訂
版
（
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
七
頁
、
六
一
頁
、
八
八
頁
。
北
斉
律
と
同
じ
六
世
紀
中
期

の
北
周
律
の
重
罪
に
つ
い
て
は
七
〇
頁
、
七
三
頁
参
照
。

（
22
）

注（
21
）一
四
四
頁
。

（
23
）

律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
二
巻
・
律
本
文
篇
上
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
）
四
三
～
四
四
頁
。

（
24
）　

前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
五
巻
・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
一
九
七
九
年
）
三
二
八
頁
。
こ
の
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
名
例
）
の
著
者
は
滋
賀

秀
三
氏
。

（
25
）

前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
八
巻
（
一
九
八
五
年
）
四
一
八
頁
。

（
26
）

注（
24
）三
三
～
三
四
頁
。

（
27
）

注（
24
）三
三
頁
。
滋
賀
秀
三
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
（
国
家
学
会
雑
誌
第
七
二
巻
第
一
〇
号
、
一
九
五
八
年
）
六
三
頁
。

（
28
）

前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
七
巻
・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
（
一
九
八
七
年
）
五
九
～
六
一
頁
。
こ
の
唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
中
（
賊
盗
）
の
執
筆

者
は
中
村
茂
夫
氏
。
謀
反
大
逆
条
の
中
村
氏
の
解
説
は
、
六
六
～
六
七
頁
。

（
29
）

注（
24
）三
四
～
三
五
頁
。
滋
賀
・
前
掲
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
六
四
頁
。

（
30
）

前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
二
巻
（
一
九
八
四
年
）
七
一
〇
頁
。

（
31
）

滋
賀
・
前
掲
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
六
五
頁
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
五
（
一
五
）

（
32
）

注（
24
）三
六
頁
。

（
33
）

注（
32
）と
同
じ
。
賊
盗
律
謀
叛
条
の
疏
は
「
そ
れ
城
隍
を
攻
撃
し
、
よ
っ
て
即
ち
（
奪
っ
た
城
隍
で
官
軍
に
）
拒
守
し
た
ら
、
自
ず
か
ら
反
法

に
よ
る
」
で
あ
る
。
注（
28
）七
六
頁
。

（
34
）

注（
28
）七
四
～
七
六
頁
。
謀
叛
条
の
中
村
氏
の
解
説
は
、
七
八
～
七
九
頁
。

（
35
）

さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
律
令
』
の
青
木
和
夫
氏
の
補
注
「
八
虐
の
沿
革
と
構
成
」（
四
八
七
頁
）
参
照
。

（
36
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
二
八
～
二
九
頁
。
井
上
光
貞
氏
・
早
川
庄
八
氏
の
補
注
「
大
宝

律
令
撰
定
者
」（
二
八
九
～
二
九
一
頁
）。

（
37
）

渡
辺
治
氏
は
、
古
代
日
本
の
編
纂
者
が
「
社
稷
」
の
語
を
削
る
こ
と
に
よ
り
「
そ
れ
に
伴
っ
て
『
唐
律
疏
議
』
中
に
あ
っ
た
国
家
存
立
の
正
統

性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
（
前
掲
「
天
皇
制
国
家
秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
」
一
〇
三

頁
）
が
、
渡
辺
氏
も
論
文
も
「
国
家
」
が
皇
帝
の
別
称
で
あ
る
こ
と
を
し
ら
な
い
。

（
38
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
五
五
～
五
六
頁
、
五
六
～
五
七
頁
。

（
39
）

注（
23
）五
二
頁
。
内
乱
罪
の
刑
は
、
雑
律
の
姦
緦
麻
親
及
妻
条
、
姦
従
祖
母
姑
条
、
姦
父
祖
妾
条
に
よ
り
、
軽
き
は
徒
三
年
か
ら
重
き
は
絞
に

至
る
。
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
三
巻
・
律
本
文
篇
下
巻
（
一
九
七
五
年
）
七
五
〇
～
七
五
二
頁
。

（
40
）

詳
し
く
は
、
注（
24
）唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
る
、滋
賀
秀
三
氏
の
「
親
族
称
謂
お
よ
び
服
制
に
つ
い
て
」
参
照
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

二　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛

（
一
）
律
令
制
度
以
前

　

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
養
老
律
令
の
成
立
と
同
じ
頃
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
年
）
に
『
日
本
書
紀
』
が
成
立
を
み
た
。
編
纂
の
過
程

は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
古
代
史
の
通
説
に
よ
る
と
、
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
朝
廷
が
帝
紀
・
上
古
諸
事
の
検
討
や
記
録



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
（
一
六
）

を
始
め
た
の
が
、
編
纂
の
濫
觴
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
持
統
・
文
武
・
元
明
・
元
正
の
四
代
、
四
〇
年
の
歳
月
を
要
し
た
。
こ
の
編
纂
者

の
中
に
も
、
渡
唐
経
験
者
や
渡
来
系
氏
族
の
出
身
者
が
い
た
と
い
う

）
41
（

。

　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
を
論
じ
て
き
た
序
で
に
、
ま
ず
こ
れ
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
う
ち
目
に
つ
い
た
、
垂
仁
紀

の
「
皇
后
母
兄
狭
穂
彦
王
謀
反
、
欲
危
社
稷
」
と
い
う
記
事
、
履
中
紀
の
「
汝
与
仲
皇
子
共
謀
逆
、
将
傾
国
家
」
と
い
う
記
事

）
42
（

、
二
つ
を

み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
前
者
は
、
垂
仁
四
年
（
世
紀
不
明
）
皇
后
狭
穂
姫
の
同
母
兄
狭
穂
彦
王
が
逆
心
を
起
し
、
天
皇
を
刺
殺
せ
よ

と
狭
穂
姫
に
匕
首
を
渡
す
話
の
書
き
出
し
の
場
面
で
あ
る
。
後
者
は
、
履
中
元
年
（
五
世
紀
頃
か
）
前
年
の
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
に
荷
担

し
た
阿
曇
浜
子
を
、
天
皇
が
「
罪
は
死
に
あ
た
る
」
と
断
罪
し
な
が
ら
鯨
刑
に
処
す
る
（
顔
に
入
れ
墨
を
す
る
）
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
唐
律
の
「
社
稷
」
と
大
宝
律
（
養
老
律
）
の
「
国
家
」
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
混
在
を
以
て
、
垂
仁
紀
・
履
中
紀
の
成
立
時
期
が

大
宝
律
公
布
の
前
後
に
分
れ
る
と
推
測
し
た
り
、
履
中
紀
編
纂
者
に
渡
唐
経
験
者
や
渡
来
系
氏
族
出
身
者
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
何
ら
意
味
が
な
い
。
全
三
〇
巻
に
及
ぶ
『
日
本
書
紀
』
の
各
部
分
が
作
成
さ
れ
漢
籍
に
よ
り
全
体
の
文
章
が

整
え
ら
れ
た
の
は
大
宝
律
公
布
後
の
こ
と
だ
ろ
う
し
、
社
稷
と
国
家
の
違
い
く
ら
い
で
各
紀
編
纂
者
の
渡
唐
経
験
や
出
自
が
わ
か
る
も
の

で
は
な
い
。
混
在
は
律
令
制
度
の
発
足
と
歴
史
書
の
編
纂
が
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

神
話
の
中
の
天
皇
の
う
ち
、
第
一
〇
代
崇
神
天
皇
は
御
肇
国
（
は
つ
く
に
し
ら
す
）
天
皇
の
呼
称
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
崇
神
天
皇

を
初
代
の
大
王
だ
と
編
纂
者
が
捉
え
た
歴
史
意
識
の
投
影
な
が
ら
、
事
実
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
第
一
二
代
景
行
天
皇
は
日
本
武
尊

に
命
じ
て
熊
襲
や
蝦
夷
を
征
討
さ
せ
た
こ
と
で
し
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
景
行
天
皇
の
代
に
朝
廷
の
支
配
が
全
国
に
及
ん
だ
と
み
る
編
纂

者
の
歴
史
意
識
の
所
業
だ
ろ
う
。
こ
の
景
行
紀
の
中
に
次
の
記
事
が
あ
る

）
43
（

。

　

○
『
日
本
書
紀
』
景
行
紀



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
七
（
一
七
）

　
　

十
二
年
秋
七
月
、
熊
襲
反
之
不
朝
貢
（
熊
襲
反
い
て
朝
貢
せ
ず
）。

　
　

廿
七
年
秋
八
月
、
熊
襲
亦
反
之
、
侵
辺
境
不
止
（
熊
襲
ま
た
反
い
て
、
辺
境
を
侵
し
て
や
ま
ず
）。

　
　

卌　

年
夏
六
月
、
東
夷
多
叛
、
辺
境
騒
動
（
東
の
夷
多
く
叛
い
て
、
辺
境
騒
ぎ
動
く
）。

　

大
宝
律
（
や
養
老
律
）
に
従
え
ば
、
熊
襲
や
蝦
夷
（
東
夷
）
の
離
反
に
は
「
叛
」
の
字
を
あ
て
る
と
こ
ろ
を
、
編
纂
者
は
「
反
」
の
字

も
用
い
て
い
る
。
熊
襲
と
蝦
夷
の
支
配
・
服
属
の
形
態
に
質
的
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
景
行
四
三
年
日
本
武
尊

の
病
没
を
き
い
た
天
皇
が
「
我
が
子
小
碓
王
（
武
尊
の
本
名
）
昔
熊
襲
の
叛
き
し
日
に
、
い
ま
だ
総
角
（
一
七
、
八
歳
少
年
の
髪
形
）
に

及
ば
な
い
の
に
、
久
し
く
征
伐
に
煩
い
」
な
ど
と
嘆
く
記
事
が
あ
り
、
原
文
に
は
「
昔
熊
襲
叛
之
日
」
と
あ
る

）
44
（

。
熊
襲
に
対
す
る
二
字
の

混
在
は
、
編
纂
者
が
反
と
叛
の
二
字
を
正
確
に
区
別
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
八
〇
〇
年
の
歳
月
に
及
ぶ
伝
写
の

過
程
で
二
字
が
紛
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

）
45
（

。

　

一
方
、
雄
略
七
年
（
五
世
紀
後
半
）
任
那
の
吉
備
田
狭
が
新
羅
と
結
ん
だ
と
き
、
天
皇
か
ら
新
羅
攻
撃
を
命
じ
ら
れ
た
弟
君
（
田
狭
の

子
）
が
大
島
で
荏
苒
日
を
送
る
の
を
み
て
、
婦
の
樟
媛
が
こ
の
謀
叛
を
憎
ん
で
夫
の
弟
君
を
殺
し
た
。
原
文
は
樟
媛
が
「
悪
斯
謀
叛
」
と

あ
り
、
そ
こ
に
青
木
和
夫
氏
が
「
律
で
は
天
皇
に
対
す
る
を
謀
反
、
国
家
に
対
す
る
を
謀
叛
と
区
別
。
こ
こ
は
後
者
」
と
注
解
を
ふ
し
て

い
る

）
46
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
謀
叛
は
現
王
朝
か
ら
の
離
反
を
示
す
も
の
と
し
て
、
正
確
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

雄
略
紀
の
吉
備
弟
君
の
謀
叛
や
、
樟
媛
の
弟
君
殺
害
の
話
は
、
事
実
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
の

創
作
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
斉
明
紀
の
伝
え
る
有
馬
皇
子
の
場
合
は
、
周
到
な
罠
に
は
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
謀
反
の
事
実

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
斉
明
四
年
（
六
五
八
年
）
有
馬
皇
子
は
、
蘇
我
赤
兄
の
策
略
に
の
せ
ら
れ
、
挙
兵
の
意
思
を
口
に
し
た
。
皇
子
は

捕
縛
さ
れ
、
天
皇
一
行
の
滞
在
す
る
紀
州
牟
婁
温
湯
に
護
送
さ
れ
た
。
中
大
兄
皇
子
が
自
ら
「
何
故
謀
反
」
か
と
訊
問
し
、
皇
子
は
謀
反



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
八
（
一
八
）

の
事
実
を
否
定
し
た
。
朝
廷
は
皇
子
を
絞
刑
に
処
し
、
二
人
を
斬
刑
、
二
人
を
流
刑
に
処
し
た

）
47
（

。
こ
の
事
件
は
、
一
般
に
、
中
大
兄
皇
子

が
有
馬
皇
子
を
排
除
し
た
も
の
だ
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

類
似
の
事
件
と
し
て
、
大
津
皇
子
の
謀
反
が
あ
る
。
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
年
）
強
大
な
王
権
を
築
き
上
げ
た
天
武
天
皇
が
崩
じ
、
飛
鳥

浄
御
原
宮
の
南
庭
で
（
本
葬
前
の
）
殯
り
の
儀
式
の
さ
い
「
大
津
皇
子
、
謀
反
於
皇
太
子
」
が
発
覚
し
た
。
律
の
社
稷
や
国
家
の
概
念
は

皇
太
子
を
含
ま
な
い
。
し
か
し
、
皇
后
の
称
制
（
君
主
権
の
執
行
）
の
下
で
、
朝
廷
は
皇
子
を
捕
縛
し
自
死
さ
せ
た

）
48
（

。
自
死
は
拒
ん
で
も

力
で
自
死
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
実
際
は
死
刑
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
皇
太
子
は
天
皇
と
皇
后
（
後
の
持
統
天
皇
）
の
第
一
皇
子
た
る
草
壁

皇
子
で
、
天
武
紀
は
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
皇
子
の
立
太
子
の
記
事
を
の
せ
て
い
る

）
49
（

。
も
っ
と
も
、
皇
太
子
制
の
成
立
は
そ
れ
よ
り
少
し

後
の
こ
と
だ
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
皇
太
子
の
称
号
も
お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
修
飾
だ
ろ
う
。

　

有
馬
皇
子
の
事
件
も
、
大
津
皇
子
の
事
件
も
、
時
の
権
力
者
が
邪
魔
に
な
る
皇
子
を
皇
位
継
承
候
補
者
か
ら
排
除
し
た
と
い
う
、
構
図

は
同
じ
で
あ
る
。
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
を
有
利
に
回
避
す
る
た
め
、
持
統
天
皇
は
皇
太
子
の
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
天
皇
在
位

中
に
次
の
皇
位
継
承
者
を
決
定
し
て
お
く
も
の
で
、
持
統
一
一
年
（
六
九
七
年
）
故
草
壁
皇
子
と
阿
閉
皇
女
（
後
の
元
明
天
皇
）
の
皇
子

た
る
珂
瑠
皇
子
（
後
の
文
武
天
皇
）
を
最
初
の
皇
太
子
の
地
位
に
つ
け
た
の
で
あ
る

）
50
（

。

　

こ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
の
中
か
ら
、
内
乱
の
記
事
を
み
て
お
こ
う
。
一
〇
悪
の
内
乱
が
本
来
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
、
有
名

な
木
梨
軽
皇
子
・
軽
大
娘
皇
女
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
允
恭
二
四
年
（
五
世
紀
頃
か
）
夏
、
天
皇
の
膳
の
羹
汁
が
凍
っ
て
氷
と
な
る

異
変
が
あ
っ
た
。
卜
者
は
「
内
乱
あ
り
。
蓋
し
親
々
相
姧
す
る
か
」
と
占
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
人
の
関
係
が
発
覚
し
た
。
こ
の
親
々
は

ハ
ラ
カ
ラ
ド
チ
と
よ
み
、
こ
こ
で
は
同
母
の
兄
妹
を
い
う
。
皇
子
は
儲
君
（
皇
太
子
）
な
の
で
罰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
皇
女
を
伊
予
へ

配
流
し
た
の
で
あ
る

）
51
（

。
ち
な
み
に
、
皇
子
は
容
姿
が
優
れ
、
同
母
妹
の
皇
女
も
優
れ
た
美
貌
を
も
ち
、
皇
子
が
思
い
焦
が
れ
て
通
じ
た
と



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
九
（
一
九
）

い
う
。

　

現
在
の
意
味
の
内
乱
の
例
が
な
い
か
と
探
す
と
、
崇
峻
紀
に
一
つ
あ
る
。
崇
峻
五
年
（
五
九
二
年
）
一
一
月
、
蘇
我
馬
子
が
東
漢
駒
を

使
嗾
し
て
天
皇
を
殺
害
さ
せ
た
。
遺
体
は
そ
の
日
の
う
ち
に
埋
葬
さ
せ
た
。
馬
子
は
筑
紫
へ
駅
使
（
早
馬
）
を
送
り
、
任
那
奪
回
の
た
め

派
遣
し
て
あ
る
軍
勢
の
将
軍
ら
に
「
内
乱
に
よ
り
、
外
事
を
怠
る
な
か
れ
」
と
伝
え
、
軍
勢
の
動
揺
を
来
さ
な
い
よ
う
手
立
て
を
講
じ
た

の
で
あ
る

）
52
（

。

（
二
）
律
令
制
度
盛
期

　

六
国
史
の
二
番
目
の
『
続
日
本
紀
』
は
、
大
雑
把
に
い
っ
て
前
半
と
後
半
の
編
纂
の
過
程
を
異
に
す
る
。
併
せ
て
四
〇
巻
の
『
続
日
本

紀
』
が
成
立
を
み
た
の
は
、
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
代
数
で
淳
仁
・
光
仁
・
桓
武
の
三
代
、
こ
れ
も
四
〇

年
の
歳
月
を
要
し
た
。
時
代
は
恰
も
大
宝
律
令
・
養
老
律
令
の
盛
期
と
い
っ
て
よ
く
、
全
四
〇
巻
に
及
ぶ
大
量
の
記
事
は
謀
反
が
（
も
し

あ
れ
ば
謀
叛
も
）
出
来
し
た
と
き
ど
の
よ
う
な
法
的
処
理
が
行
わ
れ
た
か
を
考
察
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。

　

①
最
初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
天
平
改
元
前
夜
の
長
屋
王
の
変
で
あ
る
。
神
亀
六
年
（
七
二
九
年
）
二
月
一
〇
日
、
数
人
の
下
級
官
人

が
朝
廷
に
、
左
大
臣
長
屋
王
が
「
私
学
左
道
、
欲
傾
国
家
」
と
密
告
し
た
。
長
屋
王
が
私
か
に
邪
道
を
学
ん
で
、
国
家
（
聖
武
天
皇
）
を

危
う
く
せ
ん
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
夜
朝
廷
は
兵
力
を
以
て
王
の
邸
宅
を
包
囲
し
、
一
一
日
朝
舎
人
親
王
ら
を
派
遣
し
て

罪
を
窮
問
し
、
一
二
日
王
を
し
て
自
尽
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
正
室
の
吉
備
内
親
王
、
子
息
の
膳
夫
王
、
桑
田
王
、
葛
木
王
、
鉤
取
王
ら
が

自
経
（
縊
死
）
し
た
。
一
七
日
朝
廷
は
官
人
七
人
を
流
に
処
し
て
処
分
を
終
了
し
、
一
八
日
王
の
弟
の
鈴
鹿
王
を
は
じ
め
、
王
の
子
息
の

安
宿
王
、
黄
文
王
、
山
背
王
（
三
人
は
藤
原
不
比
等
の
女
の
生
ん
だ
子
）
ら
縁
坐
す
る
べ
き
人
々
を
赦
免
し
た

）
53
（

。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
〇
（
二
〇
）

　

こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
で
あ
る
。
大
宝
律
の
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
（
養
老
律
と
同
じ
だ
ろ
う
か
ら
）
は
、
謀
反
を
犯
す
と
首
従

の
別
な
く
斬
に
処
す
る
が
、
縁
坐
は
父
子
（
没
官
に
処
す
る
）
に
し
か
及
ば
さ
な
い
。
実
際
は
長
屋
王
は
自
尽
に
止
め
ら
れ
た
が
、
妻
と

子
ら
は
自
経
に
お
い
こ
ま
れ
た
。
大
宝
令
の
獄
令
決
大
辟
条
（
養
老
令
と
同
じ
だ
ろ
う
か
ら
）
は
大
辟
（
死
刑
）
は
五
位
以
上
の
官
人
と

皇
族
は
悪
逆
以
上
で
な
け
れ
ば
家
で
自
尽
す
る
こ
と
を
聴
す
と
定
め
て
い
る

）
54
（

か
ら
、
王
が
八
虐
中
第
一
の
謀
反
の
罪
で
自
尽
を
聴
さ
れ
た

の
は
特
別
の
扱
い
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
方
で
唐
律
の
謀
反
大
逆
条
を
想
起
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
正
室
の
内
親
王
所
生
の
膳
夫
王
ら
は

自
経
に
お
い
こ
ま
れ
な
が
ら
、
他
方
で
妾
の
一
人
不
比
等
の
女
所
生
の
安
宿
王
ら
縁
坐
す
る
べ
き
人
々
（
同
じ
く
自
経
に
お
い
こ
ま
れ
て

よ
い
人
々
）
が
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
、
極
端
に
異
な
る
扱
い
か
ら
推
測
す
る
と
、
藤
原
氏
を
中
心
と
す
る
勢
力
が
長
屋
王
を
強
引
に
朝
廷

か
ら
抹
殺
し
た
構
図
が
み
え
て
く
る
。

　

強
引
に
と
い
う
の
は
、
時
の
最
上
位
の
権
力
者
が
密
告
に
よ
っ
て
僅
か
に
正
史
に
名
を
残
す
下
級
官
人
ら
の
行
為
に
よ
り
易
々
と
抹
殺

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
平
安
初
期
薬
師
寺
の
僧
景
戒
の
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
元
興
寺
大
法
会
の
さ
い
長
屋
王
が
笏
で
貧
相
な
一
沙
弥
の

頭
を
う
ち
傷
つ
け
た
。
大
法
会
の
参
会
者
が
こ
れ
を
み
て
顰
蹙
し
た
。
二
日
後
密
告
者
が
あ
り
、
王
は
自
殺
し
、
死
骸
は
平
城
京
の
外
で

焼
き
砕
か
れ
河
に
流
さ
れ
た
、
と
い
う
話
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
因
果
応
報
譚
の
中
で
は
、
王
は
殺
さ
れ
る
よ
り
は
と
、
子
ら
に
毒
薬
を

の
ま
せ
縊
り
殺
し
た
後
で
、
自
分
も
服
毒
自
殺
し
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る

）
55
（

。
景
戒
の
記
す
話
が
ど
の
程
度
事
実
を
含
ん
で
い
る
の
か
不
明

な
が
ら
、
法
的
処
理
が
律
の
定
め
る
と
お
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

②
同
じ
構
図
の
事
件
が
、
奈
良
後
期
の
井
上
内
親
王
廃
后
・
他
戸
親
王
廃
太
子
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
人
の
下
級
官
人
が
自
首
し
た

こ
と
に
端
を
発
し
た
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
年
）
三
月
二
日
、
光
仁
天
皇
は
皇
后
の
井
上
内
親
王
を
巫
蠱
（
ま
じ
な
い
で
人
を
呪
う
）
に

よ
る
謀
反
の
罪
に
と
い
、
皇
后
位
か
ら
退
け
た
。
内
親
王
は
聖
武
天
皇
の
皇
女
。
側
近
者
二
人
は
斬
を
免
し
遠
流
と
し
た
。
続
い
て
五
月



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
一
（
二
一
）

二
七
日
、
天
皇
は
内
親
王
の
「
魘
魅
大
逆
之
事
」
が
繰
り
返
し
発
覚
し
、
そ
の
子
の
他
戸
親
王
を
皇
太
子
の
位
に
お
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
て
、
こ
れ
も
皇
太
子
位
か
ら
退
け
た
の
で
あ
る

）
56
（

。
こ
の
魘
魅
大
逆
は
、
養
老
律
の
賊
盗
律
厭
魅
条
が
「
お
よ
そ
憎
悪
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
厭
魅
（
人
形
）
を
造
り
、
お
よ
び
符
書
（
ま
じ
な
い
の
札
）
を
造
り
、
咒
詛
し
て
以
て
人
を
殺
さ
ん
と
し
た
ら
、
各
々
謀
殺
を

以
て
論
じ
二
等
を
減
じ
よ
。
も
し
乗
輿
（
天
皇
）
に
渉
れ
ば
、
皆
絞
せ
」
と
定
め
て
い
る

）
57
（

。
す
な
わ
ち
、
廃
后
事
件
は
正
確
に
は
皇
后
の

魘
魅
謀
反
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
犯
人
は
皆
絞
の
と
こ
ろ
を
廃
后
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
の
は
、
特
別
の
扱
い
で
あ
る
。
後
に
（
宝
亀

六
年
四
月
二
七
日
）
廃
后
・
廃
太
子
は
幽
閉
地
で
同
じ
日
に
没
し
た

）
58
（

。
同
じ
日
と
い
う
か
ら
、
自
然
死
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
件
の
背
後

に
、
山
部
親
王
（
後
の
桓
武
天
皇
）
立
太
子
を
実
現
さ
せ
た
藤
原
氏
の
群
像
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

　

③
長
屋
王
の
変
や
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
が
で
っ
ち
上
げ
を
疑
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
謀
反
の
事
実
が
確
か
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

の
は
、
奈
良
中
期
の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
年
）
六
月
二
八
日
の
山
背
王
の
密
告
な
ど
に
よ
り
、
朝
廷
は

橘
奈
良
麻
呂
一
派
の
数
人
を
捕
え
て
訊
問
し
、
謀
反
の
企
て
を
把
握
し
た
。
そ
れ
は
、
奈
良
麻
呂
ら
が
七
月
二
日
夜
四
〇
〇
人
の
精
兵
で

挙
兵
し
、
孝
謙
天
皇
や
皇
太
子
大
炊
王
（
後
の
淳
仁
天
皇
）
の
滞
在
す
る
田
村
第
（
紫
微
内
相
藤
原
仲
麻
呂
の
私
邸
）
を
包
囲
し
、
内
相

を
殺
し
、
皇
太
子
を
廃
し
、
続
い
て
皇
太
后
（
光
明
子
）
宮
を
占
拠
し
、
天
皇
御
璽
な
ど
を
奪
っ
た
後
、
天
皇
を
廃
し
、
塩
焼
王
・
道
祖

王
・
安
宿
王
・
黄
文
王
の
中
か
ら
選
ん
で
即
位
さ
せ
る
、
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
厳
重
な
警
戒
の
下
、
四
日
朝
廷
は
奈
良
麻
呂
ら
を

一
網
打
尽
と
し
、
九
日
謀
反
に
関
与
し
た
嫌
疑
で
藤
原
乙
縄
（
右
大
臣
藤
原
豊
成
の
子
）
の
身
柄
を
拘
束
し
た

）
59
（

。
こ
こ
に
謀
反
の
企
て
は

潰
え
、
奈
良
麻
呂
ら
は
全
員
獄
に
下
っ
た
の
で
あ
る
。

　

孝
謙
天
皇
の
朝
廷
が
（
大
宝
律
令
に
代
え
て
）
養
老
律
令
を
施
行
し
た
の
は
、
天
平
勝
宝
九
年
五
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
橘
奈
良
麻
呂
ら
は
養
老
律
を
以
て
処
断
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
養
老
律
の
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
は
、
反
を
謀
っ
た
段
階
（
陰
謀
か



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
二
（
二
二
）

予
備
の
段
階
）
で
首
従
の
別
な
く
斬
に
処
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
変
の
経
緯
を
詳
細
に
記
す
『
続
日
本
紀
』
は
、
法
的
処
理
の
入
り
口

で
、
黄
文
、
道
祖
、
大
伴
古
麻
呂
、
多
治
比
犢
養
、
小
野
東
人
、
賀
茂
角
足
ら
「
並
杖
下
死
」
と
記
し
て
い
る

）
60
（

。
養
老
令
の
獄
令
察
獄
之

官
条
は
、
確
か
に
拷
掠
に
よ
る
訊
問
（
拷
問
）
を
許
し
て
い
る

）
61
（

。
し
か
し
、
律
の
法
文
上
拷
問
し
な
い
は
ず
の

）
62
（

道
祖
王
（
天
平
勝
宝
九
年

三
月
廃
太
子
）
や
黄
文
王
を
は
じ
め
、
鎮
守
府
将
軍
大
伴
古
麻
呂
ら
が
皆
、
拷
問
の
杖
に
よ
り
撲
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
異
常
な
刑
事

手
続
き
で
あ
る
。
朝
廷
は
そ
の
上
で
、
安
宿
王
を
佐
渡
、
佐
伯
大
成
を
信
濃
、
大
伴
古
慈
斐
を
土
佐
へ
流
し
、
藤
原
豊
成
・
乙
縄
父
子
を

左
遷
し
た
。
そ
の
他
、
奈
良
麻
呂
一
派
で
処
罰
さ
れ
た
（
流
罪
か
）
者
は
四
四
三
人
に
上
っ
た

）
63
（

。

　

問
題
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
最
期
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
首
謀
者
の
奈
良
麻
呂
が
斬
に
処
さ
れ
た
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
浩
瀚

な
『
続
日
本
紀
』
の
ど
こ
を
捜
し
て
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
前
半
二
〇
巻
は
、
奈
良
中
期
に
藤
原
仲
麻
呂
の
下
で
編
纂

さ
れ
た
「
曹
案
」
全
三
〇
巻
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
つ
い
て
記
す
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
宝
字
元
年
（
天
平
勝
宝

九
年
）
紀
は
、
こ
の
「
曹
案
」
第
三
〇
巻
に
あ
た
る
。
奈
良
後
期
の
光
仁
天
皇
の
と
き
「
曹
案
」
を
編
纂
し
な
お
し
た
と
き
、
第
三
〇
巻

は
亡
失
し
て
い
た
と
い
う
。
仲
麻
呂
ら
が
滅
亡
し
て
、
奈
良
麻
呂
ら
の
関
係
者
が
朝
廷
に
返
り
咲
く
中
で
、
天
平
宝
字
元
年
紀
は
新
た
に

書
き
直
す
し
か
な
か
っ
た
。
結
局
、
次
の
桓
武
天
皇
の
代
に
な
っ
て
天
平
宝
字
元
年
紀
を
増
補
し
、
前
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
後
半
二
〇
巻

に
併
せ
て
全
四
〇
巻
の
編
纂
を
終
了
し
た

）
64
（

。
こ
の
編
纂
の
複
雑
な
過
程
で
奈
良
麻
呂
の
最
期
は
削
ら
れ
た
ま
ま
、
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
通
説
は
、
奈
良
麻
呂
も
杖
の
下
に
撲
殺
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

）
65
（

。

　

④
奈
良
後
期
の
和
気
王
事
件
は
、
小
さ
な
謀
反
で
あ
る
。
和
気
王
は
舎
人
親
王
の
孫
で
、
藤
原
仲
麻
呂
の
謀
反
を
密
告
し
、
そ
の
功
に

よ
り
参
議
・
兵
部
卿
と
な
っ
た
。
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
年
）
八
月
一
日
、
和
気
王
が
皇
位
を
窺
い
、
紀
益
女
に
称
徳
天
皇
・
道
鏡
を

呪
詛
さ
せ
た
、
と
い
う
嫌
疑
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
朝
廷
は
王
を
伊
豆
へ
流
す
途
中
、
絞
殺
し
た
。
益
女
も
絞
殺
し
た
。
さ
ら
に
王
の
謀
議



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
三
（
二
三
）

に
参
加
し
た
嫌
疑
で
、
上
級
官
人
数
人
を
左
遷
し
事
実
上
の
流
罪
と
し
た

）
66
（

。

　

⑤
奈
良
末
期
の
氷
上
川
継
事
件
も
、
同
じ
く
小
さ
な
謀
反
で
あ
る
。
川
継
は
塩
焼
王
（
藤
原
仲
麻
呂
の
偽
帝
）
と
不
破
内
親
王
（
聖
武

天
皇
の
女
）
の
子
で
、
血
筋
は
一
級
な
が
ら
因
幡
守
と
い
う
中
級
官
人
で
あ
る
。
資
人
の
大
和
乙
人
が
私
か
に
兵
仗
（
武
器
）
を
お
び
て

宮
中
に
闌
入
（
乱
入
）
し
た
と
こ
ろ
を
捕
え
ら
れ
た
。
乙
人
の
自
供
に
よ
る
と
、
天
応
二
年
（
七
八
二
年
）
閏
一
月
一
〇
日
夜
、
川
継
が

衆
を
聚
め
て
宮
中
に
入
り
、
朝
廷
（
桓
武
天
皇
）
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
朝
廷
は
、
逃
走
し
た
川
継
を

捕
え
、
法
に
よ
り
処
断
す
る
と
罪
は
極
刑
と
な
る
が
、
諒
闇
（
光
仁
崩
御
の
喪
）
の
始
め
だ
か
ら
と
し
て
死
一
等
を
減
じ
、
川
継
を
伊
豆

へ
流
し
、
内
親
王
と
川
継
の
姉
妹
を
淡
路
へ
流
し
た
。
一
八
日
三
方
王
ら
を
左
遷
し
、
一
九
日
大
伴
家
持
ら
を
解
任
し
た

）
67
（

。

　

⑥
謀
反
が
大
き
な
反
乱
と
な
っ
た
の
は
、
藤
原
広
嗣
の
乱
で
あ
る
。
天
平
一
二
年
（
七
四
〇
年
）
九
月
三
日
、
広
嗣
は
大
宰
府
で
挙
兵

し
た
。
右
大
臣
橘
諸
兄
を
支
え
る
玄
昉
・
吉
備
真
備
を
除
く
こ
と
を
朝
廷
に
求
め
た
。
朝
廷
は
、
武
官
大
野
東
人
を
大
将
軍
と
し
、
五
道

の
兵
を
徴
発
し
て
、
広
嗣
征
討
を
命
じ
た
。
一
〇
月
九
日
、
板
櫃
河
畔
で
両
軍
が
対
峙
し
た
が
、
広
嗣
軍
か
ら
降
服
者
が
続
出
し
、
征
討

軍
が
勝
利
し
た
。
そ
の
た
め
広
嗣
は
九
州
脱
出
を
図
っ
た
が
失
敗
し
、
征
討
軍
に
捕
え
ら
れ
た
。
一
一
月
一
日
、
肥
前
松
浦
郡
で
東
人
の

命
に
よ
り
征
討
軍
々
兵
が
広
嗣
を
斬
っ
た
。
一
一
月
三
日
、
聖
武
天
皇
は
、
東
人
に
広
嗣
の
罪
が
顕
露
（
明
白
）
だ
か
ら
法
に
よ
り
処
決

せ
よ
（
斬
れ
）
と
命
じ
た
が
、
軍
事
行
動
の
最
中
の
こ
と
で
あ
り
、
既
に
処
刑
が
終
っ
て
い
た

）
68
（

。

　

藤
原
広
嗣
の
乱
の
法
的
処
理
は
、
天
平
一
三
年
紀
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
死
罪
（
斬
）
二
六
人
、
没
官
五
人
、
流
罪
四
七
人
、
徒
罪

三
二
人
、
杖
罪
一
七
七
人

）
69
（

。

　

⑦
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
で
は
な
い
が
、
平
城
京
を
震
撼
さ
せ
た
の
は
、
奈
良
後
期
の
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
あ
る
。
恵
美
押
勝
の
乱
と
い
う

方
が
、
あ
る
い
は
通
り
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
乱
の
原
因
は
、
道
鏡
を
寵
愛
す
る
孝
謙
上
皇
と
、
淳
仁
天
皇
を
擁
す
る
仲
麻
呂
、
二
人



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
四
（
二
四
）

の
不
和
で
あ
る
。
和
気
王
や
下
級
官
人
ら
の
密
告
を
し
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
年
）
九
月
一
一
日
、
仲
麻
呂
が

挙
兵
し
た
。
仲
麻
呂
は
天
皇
御
璽
な
ど
の
争
奪
に
敗
れ
、
近
江
へ
走
っ
た
。
追
討
軍
が
勢
多
橋
を
焼
き
落
し
た
た
め
、
仲
麻
呂
は
湖
西
を

北
上
し
た
。
途
中
、
氷
上
塩
焼
（
塩
焼
王
）
を
皇
位
に
つ
け
た
。
一
八
日
高
島
郡
で
両
軍
の
激
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
仲
麻
呂
軍
が
敗
北

し
た
。
追
討
軍
々
士
が
仲
麻
呂
を
斬
っ
た
。
追
討
軍
は
仲
麻
呂
の
妻
子
・
塩
焼
・
徒
党
の
人
、
併
せ
て
三
四
人
も
斬
っ
た

）
70
（

。

　

一
〇
月
九
日
、
孝
謙
上
皇
は
淳
仁
天
皇
を
廃
し
、
淡
路
へ
流
し
た
。
仲
麻
呂
の
一
派
と
み
て
、
船
親
王
を
隠
岐
へ
、
池
田
親
王
を
土
佐

へ
流
し
た
。
そ
の
上
で
上
皇
は
重
祚
し
た
。
称
徳
天
皇
で
あ
る
。

（
41
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
冒
頭
の
「
解
説
」
二
三
頁
。
こ
の
項
（
漢
籍
と
の
関
係
）
の
執
筆
者

は
小
島
憲
之
氏
。

（
42
）

注（
41
）二
六
一
頁
、
四
二
五
頁
。
垂
仁
天
皇
（
大
王
）
の
実
在
は
疑
わ
し
く
、
履
中
天
皇
（
大
王
）
の
実
在
を
疑
う
見
方
も
あ
る
。
履
中
天
皇

は
倭
の
五
王
の
一
人
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
43
）

注（
41
）二
八
七
頁
、
二
九
九
頁
、
三
〇
一
頁
。

（
44
）

注（
41
）三
一
〇
～
三
一
一
頁
。

（
45
）

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
理
図
書
館
所
蔵
の
卜
部
兼
右
本
を
底
本
と
す
る
。
卜
部
家
に
伝
え
ら
れ
た
写
本
が
室
町
後
期

の
争
乱
の
中
で
紛
失
し
た
。
そ
こ
で
、
卜
部
家
本
を
書
き
写
し
た
三
条
西
（
実
隆
）
本
を
卜
部
兼
右
が
書
き
写
し
、
他
の
諸
本
と
対
校
し
た
校
訂
本

が
そ
れ
で
あ
る
。
天
文
年
間
（
一
六
世
紀
中
頃
）
浄
書
終
了
。
同
書
上
巻
「
解
説
」
二
六
頁
。

（
46
）

注（
41
）四
七
六
～
四
七
七
頁
。
長
く
引
用
す
る
と
「
弟
君
之
婦
樟
媛
、
国
家
情
深
、
君
臣
義
切
、
忠
踰
白
日
、
節
冠
青
松
、
悪
斯
謀
叛
、
盗
殺

其
夫
、
隠
埋
室
内
」
で
あ
る
。
国
家
の
情
（
こ
こ
ろ
）
深
く
、
君
臣
の
義
（
こ
と
わ
り
）
切
な
り
。
こ
の
「
国
家
」
は
天
皇
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く

単
純
に
「
く
に
」
を
さ
し
て
い
る
。
前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
三
巻
七
四
頁
、
国
家
の
項
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
五
（
二
五
）

（
47
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
巻
（
一
九
六
五
年
）
三
三
四
～
三
三
五
頁
。
下
巻
が
上
巻
よ
り
早
く
発
行
さ
れ
た
。

（
48
）

注（
47
）四
八
〇
～
四
八
一
頁
、
四
八
六
～
四
八
七
頁
。

（
49
）

注（
47
）四
四
四
～
四
四
五
頁
。

（
50
）

大
平
聡
「
古
代
の
国
家
形
成
と
王
権
」
三
〇
～
三
一
頁
。
大
津
透
編
『
王
権
を
考
え
る
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
。
珂
瑠
皇
子

は
軽
皇
子
と
も
記
さ
れ
る
。

（
51
）

注（
41
）四
四
六
～
四
四
九
頁
。
允
恭
天
皇
（
大
王
）
は
倭
の
五
王
の
一
人
。
な
お
、
軽
大
娘
（
皇
女
）
は
カ
ル
ノ
オ
オ
イ
ラ
ツ
メ
と
よ
む
。

（
52
）

注（
47
）一
七
〇
～
一
七
一
頁
。
東
漢
（
駒
）
の
姓
は
ヤ
マ
ト
ノ
ア
ヤ
と
よ
む
。

（
53
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
二
巻
（
一
九
九
〇
年
）
二
〇
四
頁
以
下
。
膳
夫
、
安
宿
、
黄
文
（
王
）
は
順
に
、
カ
シ
ワ
デ
、
ア
ス
カ
ベ
、
キ
フ
ミ
と

よ
む
。

（
54
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
一
三
頁
。
こ
の
決
大
辟
条
は
、
死
刑
を
市
（
東
西
の
市
や
諸
国
の
市
）
で
執
行
せ
よ
と
定
め
て
い
る
。

（
55
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
一
七
二
頁
以
下
。

（
56
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
四
巻
（
一
九
九
五
年
）
三
七
二
頁
以
下
。
な
お
、
他
戸
（
親
王
）
は
オ
サ
ベ
、
巫
蠱
は
フ
コ
と
よ
む
。

（
57
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
六
三
～
六
四
頁
。
こ
の
厭
魅
条
で
、
厭
（
魘
）
魅
は
エ
ン
ミ
、
咒
（
呪
）
詛
は
ジ
ュ
ソ
と
よ
む
。

（
58
）

注（
56
）四
五
〇
～
四
五
一
頁
。

（
59
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
三
巻
（
一
九
九
二
年
）
一
九
四
頁
以
下
。
天
平
勝
宝
七
年
か
ら
九
年
は
、
正
確
に
は
、
天
平
勝
宝
七
歳
、
八
歳
、
九
歳

と
記
す
べ
き
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
九
歳
八
月
一
八
日
、
天
平
宝
字
と
改
元
。
道
祖
（
王
）
は
フ
ナ
ド
と
よ
む
。

（
60
）

注（
59
）二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。
多
治
比
犢
養
、
小
野
東
人
、
賀
茂
角
足
の
名
は
順
に
、
コ
ウ
シ
カ
イ
、
ア
ヅ
マ
ヒ
ト
、
ツ
ノ
タ
リ
と
よ
む
。

（
61
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
二
四
頁
。
拷
も
掠
も
、
罪
を
白
状
さ
せ
る
た
め
に
杖
・
笞
で
う
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
察
獄
之
官
条

は
、
拷
問
は
二
〇
日
を
隔
て
て
行
い
、
三
度
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

（
62
）

養
老
律
の
断
獄
律
議
請
減
不
合
拷
訊
条
、
前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
一
七
三
頁
。
議
は
刑
事
上
の
六
議
の
特
典
、
請
は
六
議
の
親
族
・
中
級

官
人
の
特
典
、
減
は
下
級
官
人
の
特
典
を
い
う
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
六
（
二
六
）

（
63
）

注（
59
）二
〇
六
頁
以
下
、
二
一
二
頁
以
下
、
注（
56
）二
九
〇
～
二
九
三
頁
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。
大
伴
古
慈
斐
の
名
は
コ
シ
ビ
と
よ
む
。

（
64
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
一
巻
所
収
、
笹
山
晴
生
「
続
日
本
紀
と
古
代
の
史
書
」
中
の
「
続
日
本
紀
の
成
立
」
参
照
。
同
書
四
八
五
頁
以
下
。

（
65
）

景
戒
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
で
、
奈
良
麻
呂
が
僧
形
の
絵
を
的
と
し
て
、
黒
眼
を
矢
で
射
る
練
習
を
し
た
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
悪
質
な
悪
戯
は

な
い
。
後
に
奈
良
麻
呂
は
天
皇
に
憎
ま
れ
、
利
鋭
（
刀
剣
）
で
斬
ら
れ
た
。
昔
の
悪
行
は
利
鋭
を
以
て
殺
さ
れ
る
（
処
刑
さ
れ
る
）
自
ら
の
運
命
の

前
兆
だ
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
注（
55
）二
九
〇
～
二
九
一
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
話
の
真
偽
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

（
66
）

注（
56
）八
六
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。

（
67
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
五
巻
（
一
九
九
八
年
）
二
二
四
頁
以
下
。
天
応
二
年
八
月
一
九
日
、
延
暦
と
改
元
。

（
68
）

注（
53
）三
六
四
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
二
巻
）。
な
お
、
養
老
令
の
獄
令
大
辟
罪
条
は
、
死
刑
執
行
の
慎
重
さ
を
期
し
て
、
三
覆
奏
（
三
度
奏
聞

す
る
）
を
原
則
と
し
、
八
虐
中
悪
逆
以
上
は
一
覆
奏
と
定
め
て
い
る
。
前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
一
三
頁
。

（
69
）

注（
53
）三
八
四
～
三
八
七
頁
。

（
70
）

注（
56
）二
〇
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。

　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

謀
反
、
謀
叛
（
お
よ
び
内
乱
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
唐
律
一
〇
悪
や
養
老
律
八
虐
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
一
通
り
み
て
き
た
。
冒
頭
に

疑
問
と
し
た
掲
げ
た
二
点
の
う
ち
、
謀
反
の
「
國
家
」
と
謀
叛
の
「
圀
」
の
意
味
の
違
い
は
、
前
者
が
皇
帝
（
天
子
）
の
別
称
だ
ろ
う
と

見
当
が
つ
い
た
。
今
一
つ
、
謀
反
の
「
反
」
と
謀
叛
の
「
叛
」
の
違
い
は
、
反
が
君
主
に
そ
む
く
、
叛
が
国
か
ら
離
反
す
る
、
の
違
い
だ

と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
た
。
な
お
、
国
家
も
国
も
（
通
常
は
王
朝
を
有
す
る
）
古
代
国
家
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
謀
反

や
謀
叛
を
ざ
っ
と
み
て
き
た
が
、
元
々
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
概
念
の
起
源
を
古
代
日
本
に
求
め
る
の
が
狙
い
だ
か
ら
、
法
制



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
七
（
二
七
）

史
家
や
古
代
史
家
の
研
究
成
果
を
借
用
し
な
が
ら
、
所
期
の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
し
た
。

　

一
〇
悪
や
八
虐
の
謀
反
（
や
謀
叛
）
の
概
念
や
内
容
を
押
え
た
上
で
、
続
い
て
各
論
と
し
て
、
古
代
日
本
の
実
例
を
探
し
て
、
安
易
な

方
法
と
承
知
の
上
で
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
覗
い
て
み
た
。
も
っ
と
も
、
前
者
の
記
述
す
る
範
囲
に
一
〇
悪
や
八
虐

の
実
例
を
求
め
る
方
が
無
理
で
あ
る
。
一
方
、
律
令
制
度
盛
期
の
正
史
た
る
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
謀
反
の
実
例
が
幾
つ
も
収
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
目
に
つ
い
た
も
の
を
、
こ
れ
も
ざ
っ
と
考
察
し
て
み
た
。
対
象
を
『
続
日
本
紀
』
一
つ
に
限
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
法
的

処
理
の
特
徴
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
広
嗣
の
乱
や
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
の
場
合
、
軍
事
行
動
の
最
中
に
敵
対
者
の
処
刑

が
行
わ
れ
る
か
ら
、
法
的
処
理
が
迅
速
で
荒
っ
ぽ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
屋
王
の
変
や
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
は
無
論
の
こ
と
、
氷
上

川
継
事
件
の
場
合
で
も
、
大
宝
律
・
養
老
律
の
定
め
る
謀
反
の
概
念
や
刑
罰
よ
り
実
際
の
運
用
は
柔
軟
で
あ
る
。
し
か
し
、
異
色
な
の
は

橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
、
朝
廷
が
権
力
を
掌
握
す
る
平
和
の
下
で
拷
問
の
猛
々
し
さ
は
思
わ
ず
目
を
覆
う
も
の
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
平
時

も
戦
時
も
律
の
定
め
る
謀
反
の
概
念
や
刑
罰
が
権
力
者
（
や
正
史
の
編
纂
者
）
に
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
律
が
法
的
処
理
の

規
範
と
し
て
十
分
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

二
九
（
二
九
）

　

一　

小
野
組
転
籍
事
件
と
江
藤
新
平
の
関
与

　

二　

民
法
草
案
身
上
証
書
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
並
行
編
纂
と
聚
訟
・
対
峙

　

三　

民
法
草
案
身
上
証
書
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
因
っ
て
立
つ
社
会
地
盤

　

あ
と
が
き

　
　
　
　
　

一　

小
野
組
転
籍
事
件
と
江
藤
新
平
の
関
与

　

明
治
初
年
に
、
三
井
組
と
と
も
に
、
京
都
の
代
表
的
富
豪
商
家
で
あ
っ
た
小
野
組
達
が
、
京
都
よ
り
戸
籍
転
籍
を
求
め
る
が
、
京
都
府

は
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
に
端
を
発
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
（
京
都
府
事
件
と
も
い
う
）
で
あ
る

（
１
）

。

名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙

―
―
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
―
―

小　
　

林　
　

忠　
　

正



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

三
〇
（
三
〇
）

　

本
事
件
に
つ
い
て
は
、『
名
の
法
を
め
ぐ
っ
て

－

明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て

－

』（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周

年
記
念
論
文
集
第
一
巻　

平
成
二
一
年　

二
一
頁

－

四
五
頁
）、『
名
の
法
を
め
ぐ
る
司
法
権
と
行
政
権
と
の
裁
判
権
対
立

－

明
治
六
年
小

野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て

－

』（
日
本
法
学
第
七
十
五
巻
三
号　

平
成
二
一
年　

五
〇
三
頁

－

五
四
一
頁
）、『
名
の
法
を
め
ぐ
る
京

都
戸
籍
仕
法
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
立

－

明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て

－

』（
日
本
法
学
第
七
十
六
巻
二
号　

平
成
二
二

年　

六
〇
三
頁

－

六
四
一
頁
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
述
し
て
き
た
。
す
で
に
そ
れ
ら
の
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
の
だ
が
、
小
野
組

転
籍
事
件
を
太
政
官
正
院
で
指
揮
し
た
の
は
、
参
議
江
藤
新
平
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
、
司
法
省
六
等
出
仕
早
川
勇
が
、
太
政
官
正
院
に
提
出
し
た
陳
述
書
が
あ
る
。
正
院
よ
り
司
法
省
に
、

京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
な
ら
び
に
参
事
槇
村
正
直
を
再
度
刑
事
処
分
に
す
べ
く
、
起
訴
手
続
を
問
い
合
わ
せ
て
き
た
と
き
に
、
提
出
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
京
都
府
知
事
処
分
顚
末
一
件
の
端
尋
相
成
候
処
、
右
は
本
年
七
月
十
二
日
拙
者
正
院
へ
出
頭
三
職
列
席
に
就
き
同

人
の
罪
の
如
き
は
、
問
ふ
に
違
式
を
以
て
し
、
直
に
処
分
し
苦
し
か
ら
ざ
る
耶
、
又
は
兼
て
伺
定
の
通
り
一
応
推
問
を
経
、
罪
を
す
べ
き

や
の
旨
、
口
上
を
以
て
相
伺
候
処
、
違
式
部
分
に
て
推
問
に
及
ば
ず
処
分
す
べ
き
旨
口
上
を
以
て
江
藤
前
参
議
よ
り
御
指
揮
有
之
、
翌
十

三
日
澄
川
検
事
申
立
に
拠
て
、
右
犯
罪
は
違
式
に
擬
し
適
当
な
る
を
以
て
適
律
被
相
伺
、
同
月
十
八
日
に
至
り
『
上
請
之
通
』
御
指
令
相

成
候
儀
に
有
之
全
く
違
式
部
分
と
擬
律
適
当
と
は
両
段
之
伺
に
相
成
居
申
候
、
此
段
及
御
答
候
也　

明
治
六
年
十
一
月
十
日　

早
川
六
等

出
仕

（
２
）

」
と
あ
る
。「
江
藤
前
参
議
よ
り
御
指
揮
有
之
」
と
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

的
野
半
介
は
、「
参
議
と
し
て
太
政
官
に
在
り
し
南
白
が
、
此
事
件
に
関
し
、
如
何
に
有
力
な
る
司
法
省
側
の
掩
護
者
た
る
か
を
知
る

に
足
る

（
３
）

」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
南
白
が
司
法
卿
よ
り
陞
進
し
て
参
議
に
任
じ
た
る
は
、
明
治
六
年
四
月
十
九
日
に
し
て
、
京
都
府
事
件



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

三
一
（
三
一
）

は
其
後
一
箇
月
余
を
経
て
発
生
し
、
南
白
辞
職
後
二
箇
月
を
過
ぎ
た
る
十
二
月
末
日
を
以
て
終
結
し
ゝ
問
題
な
り
。
故
に
南
白
は
直
接
当

局
者
と
し
て
此
事
件
に
干
与
す
る
こ
と
少
な
か
り
し
も
、
初
め
此
事
件
を
惹
起
し
た
る
動
機
は
、
南
白
が
司
法
卿
と
し
て
在
職
中
司
法
部

の
精
神
と
し
て
遺
し
ゝ
主
義
方
針
に
基
け
る
と
、
南
白
は
参
議
と
し
て
太
政
官
内
部
に
在
り
て
熱
心
に
司
法
部
内
に
応
援
し
た
る
跡
あ
る

（
４
）

」

と
記
す
。

　

江
藤
新
平
は
、
明
治
六
年
四
月
一
九
日
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
征
韓
論
議
で
、
一
〇
月
二
四
日
辞
表
を
提
出
、
翌
日
解
任
さ
れ
て
い
る
。

小
野
組
転
籍
事
件
は
、
当
初
、
小
野
組
達
が
転
籍
拒
否
を
不
当
と
し
、
京
都
府
を
相
手
に
、
明
治
六
年
五
月
二
七
日
京
都
裁
判
所
に
提
訴

し
た
行
政
訴
訟
で
あ
っ
た
。
京
都
裁
判
所
は
六
月
一
五
日
「
至
急
送
籍
可
有
」
と
判
決
を
下
し
た

（
５
）

。
し
か
し
京
都
府
は
、戸
籍
送
籍
（
転
籍
）

の
許
諾
は
府
県
行
政
の
権
限
内
に
あ
っ
て
、
司
法
の
干
与
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、
判
決
を
無
視
し
た
。
こ
こ
で
こ
の
判
決
の
拒
絶

は
、「
違
令
條
例
」（
改
定
律
例
第
二
八
八
條
太
政
官
布
告
第
二
〇
六
号

（
６
）

）
違
反
に
該
当
す
る
と
し
て
、
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇

村
正
直
が
起
訴
さ
れ
刑
事
裁
判
に
変
容
す
る
。
一
度
刑
事
処
分
を
受
け
る
が
従
わ
ず
、
司
法
省
臨
時
裁
判
所
で
参
座
制
に
よ
っ
て
、
再
度

刑
事
処
分
と
な
る
の
は
、
明
治
六
年
一
二
月
三
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
江
藤
が
明
治
六
年
四
月
一
九
日
参
議
に
就
任
し

て
後
一
ヶ
月
を
経
て
発
生
し
、
一
○
月
二
五
日
参
議
辞
任
後
二
ヶ
月
の
の
ち
終
結
し
た
事
件
で
あ
る
。
た
し
か
に
的
野
が
述
べ
る
よ
う
に

江
藤
が
本
事
件
に
当
局
者
と
し
て
直
接
関
与
し
た
期
間
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
京
都
府
の
裁
判
所
無
視
の
こ
の
よ
う
な
態
度
に
義
憤
し

た
江
藤
は
、
参
議
在
任
中
、
太
政
官
正
院
に
あ
っ
て
こ
の
事
件
を
指
揮
し
た
し
、
参
議
辞
任
後
も
強
い
関
心
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

江
藤
は
何
ぜ
、
小
野
組
転
籍
事
件
に
注
目
し
憤
慨
し
関
与
し
た
の
か
。
的
野
半
介
は
前
引
用
文
で
「
南
白
が
司
法
卿
と
し
て
在
職
中
司

法
部
の
精
神
と
し
て
遺
し
ゝ
主
義
方
針
に
基
け
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
板
垣
退
助
は
言
う
「
…
司
法
権
の
独
立
を
図
り
新
律
を
定
め
、
民

権
の
基
礎
を
確
立
し
、
我
邦
を
し
て
法
治
国
の
体
裁
を
得
せ
し
め
、
司
法
省
を
し
て
今
日
あ
る
に
至
ら
し
め
た
…

（
７
）

」
と
評
す
る
。
江
藤
新



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

三
二
（
三
二
）

平
の
方
針
は
一
貫
し
て
い
た
。
江
藤
は
終
始
、
民
権
の
確
立
と
司
法
権
の
独
立
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

小
野
組
転
籍
事
件
は
、
京
都
府
が
、
全
国
惣
体
戸
籍
法
第
八
則
の
送
入
籍
（
自
由
転
籍
）
規
定
を
無
視
し
拒
否
し
て
、
認
め
ら
れ
る
人

民
の
権
利
を
侵
害
し
、
ま
た
裁
判
所
判
決
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
事
件
で
あ
り
、
民
権
の
確
立
と
司
法
権
の
独
立
を
目
途
と
す

る
江
藤
の
方
針
と
相
反
し
た
。
し
た
が
っ
て
江
藤
新
平
は
、
本
事
件
に
深
く
関
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
の
江
藤
新
平
の
関
与
に
お
い
て
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
対
立
の
根
底
の
一
つ
と
な
っ
た
と
私
見
す
る
、

江
藤
新
平
が
起
草
を
進
め
た
「
民
法
草
案
身
上
証
書
（
身
分
証
書
）」
と
大
木
喬
任
の
「
全
国
惣
体
戸
籍
法
」
の
対
峙
に
焦
点
を
あ
て
て
、

み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
1
）

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』
下
（
南
白
顕
彰
会　

大
正
三
年
）
六
八

～

一
〇
一
頁
。
尾
佐
竹
猛
『
小
野
組
転
籍
事
件
（
明

治
六
年
）』
著
作
集
第
四
巻
（
一
元
社　

昭
和
四
年　

ゆ
ま
に
書
房
覆
刻　

平
成
一
七
年
）
七
九

～

一
三
四
頁
。
宮
本
又
次
『
小
野
組
の
研
究
』
第

一
巻

～

第
四
巻
（
大
原
新
生
社　

昭
和
四
五
年
）
特
に
第
四
巻
六
四
一

～

六
六
九
頁
。

　

他
に
笠
原
英
彦
『
明
治
六
年
・
小
野
組
転
籍
事
件
の
一
考
察
』
法
学
研
究
五
八
巻
（
慶
応
義
塾
大
学　

昭
和
六
〇
年
）
一

～

二
五
頁
。
藤
原
明
久

『
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議
（
上
）（
下
）』
神
戸
法
学
雑
誌
第
三
四
巻
三
号
・
四
号
（
神
戸
法
学
会　

昭
和

五
九
年
）
四
七
五

～
五
〇
九
頁
。
九
〇
五

～

九
四
〇
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）八
四
頁
。

（
3
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）八
五
頁
。

（
4
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）六
八
頁
。

（
5
）

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
2
）八
八

～

八
九
頁
。

（
6
）

改
定
律
例
第
二
八
八
条
「
凡
式
ニ
違
フ
者
ハ
懲
役
二
十
日
、
軽
キ
者
ハ
、
一
等
ヲ
減
ス
」。
外
岡
茂
十
郎
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』　

別
巻
一



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

三
三
（
三
三
）

補
遺
編
（
早
稲
田
大
学　

昭
和
四
七
年
）
一
一
一
頁
。
近
藤
圭
造
『
皇
朝
律
例
彙
纂
』
巻
六
（
和
本　

明
治
九
年
）
二
四
頁
。

（
7
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）五

～

六
頁
。

　
　
　
　
　

二　

民
法
草
案
身
上
証
書
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
並
行
編
纂
と
聚
訟
・
対
峙

　

明
治
新
政
府
発
足
当
初
か
ら
、
一
方
で
は
民
法
人
事
編
身
上
証
書
（
身
分
証
書
）
の
草
案
が
企
画
さ
れ
、
他
方
で
は
す
で
に
戸
籍
法
の

整
備
が
進
捗
し
て
、
布
告
・
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
に
身
上
証
書
と
は
、
個
を
単
位
と
し
て
、
出
生
・
婚
姻
・
離
婚
・
縁
組
・
死
去
な
ど
の
身
分
変
動
に
つ
き
、
本
人
又
は
代
理
人
が

身
分
取
扱
吏
に
届
出
又
は
意
思
を
申
述
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
証
書
を
編
製
す
る
公
文
書
制
度
で
あ
る
。
身
上
証
書
は
、
個
人
を
社
会
単

位
と
し
て
、
そ
の
個
人
の
意
思
表
示
を
国
家
権
力
が
直
接
と
ら
え
て
法
的
な
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
個
人
の
身

分
変
動
と
国
家
の
公
認
す
る
証
書
と
が
齟
齬
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
戸
籍
と
は
、
戸
を
単
位
と
し
、
そ
の
戸
に
属
す
る
戸
主
及
び
家
族
の
身
分
に
関
す
る
事
項
（
本
稿
が
対
象
と
す
る
全
国
惣

体
戸
籍
法
で
は
、
居
住
地
・
氏
名
・
出
生
年
月
日
・
婚
姻
・
離
婚
・
縁
組
・
離
縁
・
死
去
・
職
業
・
印
鑑
・
宗
旨
・
犯
罪
前
科
な
ど
を
記

載
し
た
）
を
、
戸
主
又
は
名
代
人
（
代
理
人
）
が
届
け
出
て
、
戸
別
に
編
製
す
る
公
文
書
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
戸
籍
は
、
戸
と
称
す
る

抽
象
的
団
体
を
単
位
と
し
て
、
こ
れ
に
属
す
る
人
々
の
関
係
を
、「
戸
籍
同
戸
列
次
ノ
順
」（
全
国
惣
体
戸
籍
法
書
式
）
で
戸
主
、
直
系
尊

属
、
戸
主
の
妻
、
直
系
卑
属
、
傍
系
親
属
、
傍
系
親
属
の
配
偶
者
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
戸
が
数
世
帯
に
別
れ
て
い
た
り
、
一
世

帯
が
戸
籍
上
数
個
の
戸
か
ら
成
っ
て
い
た
り
し
て
、
実
際
生
活
に
即
し
た
戸
口
の
記
録
で
は
な
い
。
一
戸
ご
と
に
編
製
し
、
戸
主
及
び
家



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

三
四
（
三
四
）

族
の
身
分
関
係
に
変
動
が
あ
る
ご
と
に
記
載
し
て
、
人
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
戸
籍
に

よ
る
身
分
規
制
は
、
本
来
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
民
内
部
に
お
け
る
身
分
変
動
の
実
質
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

国
家
権
力
は
、
戸
主
に
よ
っ
て
届
出
ら
れ
る
身
分
変
動
の
結
果
を
知
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戸
主
に
よ
る
届
出
制
度
は
、
…

国
家
権
力
と
人
民
の
利
害
が
直
接
に
衝
突
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
戸
籍
と
現
実
の
ず
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
身
分
行

為
の
要
件
効
果
を
確
定
す
る
実
体
身
分
法
の
必
要
が
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

（
８
）

」。

　

当
時
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
こ
た
え
る
た
め
、
一
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
る
身
上
証
書
制
の
継
受
が
企
画
さ
れ
、
他
方
で
は
戸
籍
法

を
、
単
行
法
令
で
補
い
つ
つ
、
戸
籍
制
度
を
運
営
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
前
期
に
「
こ
の
両
者
は
、
並
行
し
て
行
な
わ
れ
た
が
互

に
無
関
係
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
学
習
が
、
単
行
法
令
の
立
案
あ
る
い
は
地
方
の
伺
に
指
令
を
与
え
る
基
礎
と
な
り
、
ま
た
単
行

法
令
や
伺
指
令
に
よ
っ
て
実
際
に
行
わ
れ
た
身
分
規
制
が
、
民
法
典
の
編
纂
事
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た

（
９
）

」。
両
者
は
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
並
行
し
て
編
纂
さ
れ
多
少
関
連
す
る
が
、
編
纂
過
程
を
異
に
し
、
聚
訟
（
互
い
に
是
非
を
争
っ
て
定
ま
ら
な
い
こ
と
『
広

辞
苑
』）・
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
時
系
列
に
よ
っ
て
、
江
藤
新
平
の
民
法
草
案
身
上
証
書
編
纂
経
緯
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
大
木
喬
任
の
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
制
定

経
緯
の
若
干
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

江
藤
新
平
の
民
法
草
案
身
上
証
書
制
の
立
案
経
緯
か
ら
述
べ
る
。
太
政
官
中
弁
江
藤
新
平
は
、
明
治
三
年
二
月
三
〇
日
太
政
官
制
度
局

取
調
専
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
制
度
局
で
「
人
民
を
大
将
軍
の
号
令
下
一
大
軍
隊
の
よ
う
に
動
か
そ
う
と
す
る
構
想

）
10
（

」
と
の
見
方
も
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
意
図
も
き
っ
と
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
民
権
確
立
の
目
的
に
立
っ
て
、
民
法
典
編
纂
を
企
画
し
、
明
治
三
年
九
月
一
八
日
第
一

回
民
法
会
議
を
起
し
た

）
11
（

、
と
考
え
た
い
。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

三
五
（
三
五
）

　

こ
の
と
き
の
民
法
会
議
に
つ
い
て
、
小
早
川
欣
吾
は
「
明
治
三
年
庚
午
九
月
十
八
日
太
政
官
制
度
局
ニ
於
テ
民
法
会
議
ヲ
開
ク
、
中
弁

江
藤
新
平
主
任
ト
ナ
リ
、
大
学
大
博
士
箕
作
麟
祥
仏
国
民
法
翻
訳
講
義
ヲ
為
シ
、
権
大
史
生
田
精
会
務
ヲ
掌
ル
、
三
八
ノ
日
ヲ
以
テ
会
日

ト
為
シ
、
翻
訳
数
葉
成
ル
毎
ニ
書
記
ヲ
シ
テ
数
部
を
膳
写
セ
シ
メ
、
会
員
ニ
分
ツ
。
会
員
左
ノ
如
シ
。
神
祇
官
少
佑
福
羽
美
静
、
集
議
院

判
官
神
田
孝
平
、
刑
部
官
大
判
事
水
本
成
美
、
大
学
大
丞
加
藤
弘
之
、
兵
学
大
教
授
赤
松
則
良
、
民
部
省
地
理
司
杉
浦
譲
、
大
蔵
省
少
丞

澁
澤
栄
一
、
右
ノ
外
納
言
参
議
臨
席
シ
、
局
中
大
史
楠
田
英
世
、
元
田
直
、
権
大
史
長
谷
川
深
美
、
長
炗
少
史
、
金
井
之
恭
、
蜷
川
式
胤

等
列
席
ス

）
12
（

」
と
い
っ
た
構
成
で
の
出
発
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
蜷
川
式
胤
の
明
治
三
年
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
従
四
位
後
藤
象
二
郎
が

責
任
者
で
、
制
度
局
常
勤
者
と
し
て
、
江
藤
新
平
中
弁
、
生
田
精
権
大
史
、
長
谷
川
深
美
（
昭
道
）
権
大
史
、
長
炗
（
長
谷
三
州
）
大
史
、

金
井
文
八
郎
（
之
恭
）
少
史
、
蜷
川
式
胤
小
史
、
横
山
由
清
少
史
、
依
田
董
権
少
史
、
安
川
文
九
郎
（
繁
成
）
権
少
史
、
杉
山
（
孝
敏
）

権
少
史
、
西
脇
（
幸
蔵
、
飯
村
幸
蔵
）
主
記
、
本
多
足
国
（
郡
司
）
主
記
、
松
田
（
本
生
）
主
記
、
福
永
（
信
治
）
主
記
で
あ
り
、
兼
勤

者
が
、
福
羽
美
静
神
衹
少
副
、
神
田
孝
平
集
議
院
判
官
、
加
藤
弘
之
大
学
大
丞
、
水
本
成
美
大
判
事
、
兵
学
寮
海
軍
兵
学
大
教
授
赤
松
則

良
、
箕
作
麟
祥
大
学
中
博
士
、
澁
沢
栄
一
大
蔵
少
丞
、
杉
浦
譲
地
理
権
正
兼
駅
逓
権
正
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

）
13
（

（
な
お
、
カ
ッ
コ
内
は
筆

者
が
加
え
た
）。

　

人
員
、
官
職
と
も
に
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江
藤
新
平
が
中
心
的
役
割
を
果
し
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
江
藤
は
何
ぜ
民

法
典
の
編
纂
を
企
画
し
た
の
か
、
民
法
会
議
を
開
い
て
の
ち
、
す
ぐ
の
明
治
三
年
閏
一
〇
月
二
六
日
、
参
議
大
久
保
利
通
と
共
に
上
申
し

た
「
政
治
制
度
上
申
案
箇
条
（
国
政
改
革
案
）」
で
、「
民
と
民
と
の
交
際
は
民
法
を
以
て
相
整
へ
候
次
第
…
則
又
民
法
の
根
本
に
相
當
り

候
故

）
14
（

」
と
述
べ
る
。
思
う
に
こ
の
文
中
に
は
、
民
権
確
立
の
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
つ
ま
り
英
・
米
・
仏
等
の
資
本
主
義
国

は
、
安
政
元
年
あ
る
い
は
五
年
、
市
場
と
原
料
と
を
求
め
て
、
我
が
国
に
開
国
を
強
要
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
外
国
貿
易
は
、



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

三
六
（
三
六
）

突
如
と
し
て
日
本
と
世
界
を
交
通
さ
せ
る
結
果
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
資
本
主
義
体
制
に
突
入
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
体
制
を
採
る

以
上
は
、
不
可
欠
的
要
素
と
し
て
、
個
人
意
思
の
自
由
な
活
動
を
認
め
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
、
自
ら
が
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
封
建
制
社
会
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
主
従
と
い
う
世
襲
的
な
身
分
関
係
と
、
こ
れ
に
基
く
土
地
の
支
配
関
係
と
を

基
礎
に
し
て
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
封
建
制
度
の
も
と
で
は
、
人
は
身
分
に
制
約
さ
れ
、
生
れ
な
が
ら
の
分
に
応
じ
て
の
み
活
動

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
自
由
を
根
幹
と
す
る
近
代
社
会
や
資
本
制
社
会
は
起
り
得
る
は
ず
が
な
い
。
資
本
主
義
体
制
を
受
け
入
れ
る
た

め
に
は
、
一
面
に
お
い
て
封
建
的
身
分
制
度
の
解
消
を
期
す
べ
き
法
制
で
あ
る
、
民
権
確
立
の
た
め
の
民
法
の
制
定
が
、
他
面
に
お
い
て

は
中
央
集
権
的
権
力
国
家
の
促
進
で
あ
る
郡
県
制
が
、
と
も
に
切
望
さ
れ
て
い
た

）
15
（

。
民
法
の
制
定
こ
そ
は
、
民
権
を
確
立
し
、
自
由
・
平

等
の
近
代
社
会
を
実
現
す
る
、
最
も
強
力
な
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
藤
新
平
は
、
毎
月
三
と
八
の
日
に
会
議
を
開
き

）
16
（

、
そ
し
て
明
治
四
年
七
月
か
八
月
に
作
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
民
法
決
議
」
並
に

「
民
法
決
議
第
一
」「
民
法
決
議
第
二
」
で
、
身
上
証
書
を
起
草
し
た
。

　

民
法
決
議
は
、「
民
法
人
事
第
一
章
民
権
ヲ
受
ル
事
（
五
ヶ
条
）、
第
二
章
民
権
ヲ
奪
フ
事
（
一
五
ヶ
条
）、
第
二
篇
第
一
章
身
上
證
書

（
二
〇
ヶ
条
）、
第
二
章
出
産
ノ
書
（
五
ヶ
条
）、
第
三
章
婚
姻
ノ
書
（
一
三
ヶ
条
）、
第
四
章
死
去
ノ
書
（
一
一
ヶ
条
）、
第
五
章
氏
名
更

改
書
（
八
ヶ
条
）、
第
六
章
身
上
證
書
ヲ
改
ル
事
（
三
ヶ
条

）
17
（

）」
を
内
容
と
す
る
。

　

民
法
決
議
第
一
は
、
字
句
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
民
法
決
議
と
同
じ
で
、
第
一
編
と
第
二
編
を
起
草
し
て
い
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
第
一
篇
人
事
、
第
一
章
民
権
ヲ
受
ル
事
（
五
ヶ
条
）、
第
二
篇
第
一
章
身
上
證
書
（
条
文
な
し
）、
第
二
章
民
権
ヲ
奪
フ
事
（
三
四
ヶ
条
）、

第
二

（
マ
マ
）

章
出
産
ノ
書
（
六
ヶ
条
）、
第
三
章
婚
姻
ノ
書
（
一
三
ヶ
条
）、
第
四
章
死
去
ノ
書
（
一
一
ヶ
条
）、
第
五
章
氏
名
更
改
書
（
八
ヶ
条
）、

第
六
章
身
上
證
書
ヲ
改
ル
事
（
三
ヶ
条

）
18
（

）」。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

三
七
（
三
七
）

　

ま
た
民
法
決
議
第
二
は
、
民
法
決
議
、
民
法
決
議
第
一
に
つ
づ
く
も
の
で
、「
第
三
篇
住
所
ノ
事
（
一
〇
ヶ
条
）、
第
四
篇
失
踪
ノ
事
、

第
一
章
失
踪
ノ
疑
ア
ル
事
（
三
ヶ
条
）、
第
二
章
失
踪
ヲ
公
告
ス
ル
事
（
五
ヶ
条
）、
第
三
章
失
踪
ヨ
リ
生
ズ
ル
事
件
（
二
一
ヶ
条
）、
第

四
章
失
踪
セ
シ
時
其
幼
子
ヲ
管
照
ス
ル
事
（
三
ヶ
条
）、
第
五
篇
婚
姻
ノ
事
、
第
一
章
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ニ
必
要
ナ
ル
諸
件
（
二
一
ヶ

条
）、
第
二
章
婚
姻
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
ノ
方
式
（
五
ヶ
条
）、
第
三
章
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
ブ
ル
事
（
八
ヶ
条
）、
第
四
章
婚
姻
取
消
ヲ
求
ム
ル

事
（
二
三
ヶ
条
）、
第
五
章
婚
姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
義
務
（
九
ヶ
条
）」
を
起
草
し
た

）
19
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
仏
国
民
法
第
二
巻
身
上
証
書
に
相
当
す
る
。
そ
の
原
本
と
な
っ
た
の
は
、
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書
民
法

）
20
（

』
第
一
篇

人
事
第
一
巻
民
権
ヲ
受
ク
ル
事
、
民
権
ヲ
奪
フ
事
、
第
二
巻
民
生
ノ
証
書
、
そ
し
て
第
三
巻
住
所
、
第
四
巻
失
踪
、
第
五
巻
婚
姻
ノ
事
の

部
分
で
、
翻
訳
の
程
度
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
最
初
の
民
法
草
案
で
あ
り
、
内
容
は
身
上
証
書
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
民
法
決
議
・
民
法
決
議
第
一
・
民
法
決
議
第
二
を
修
正
、
増
補
し
た
「
御
国
民
法
（
城
井
国
綱
本
と
も
い
わ
れ
る
）」
が
起

草
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
は
、
司
法
省
の
本
省
か
、
ま
た
は
そ
の
外
局
で
あ
る
明
法
寮
に
於
て
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
有
力
な
推
定
も
あ

る
）
21
（

。
し
か
し
内
容
の
大
半
、
約
四
分
の
三
程
度
の
も
の
は
、
民
法
決
議
並
に
民
法
決
議
第
一
、
民
法
決
議
第
二
に
符
号
し
、
た
だ
民
法
決

議
第
二
の
第
五
篇
婚
姻
ノ
事
に
続
い
て
「
第
六
章
夫
婦
ノ
権
及
ヒ
義
、
第
七
章
婚
姻
ヲ
解
ク
コ
ト
、
第
八
章
再
婚
ノ
事
」。
そ
し
て
第
六

篇
離
婚
に
「
第
一
章
離
婚
ノ
原
由
、
第
二
章
定
リ
シ
原
由
ア
ル
離
婚
ノ
事
」
の
五
五
ヶ
条

）
22
（

を
追
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
江

藤
の
太
政
官
制
度
局
時
代
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
う

）
23
（

。

　

こ
の
太
政
官
制
度
局
の
民
法
会
議
で
、
ま
ず
議
論
さ
れ
た
の
は
、
民
法
決
議
並
に
民
法
決
議
第
一
・
第
一
篇
第
一
章
の
冒
頭
「
八
條　

一　

國
人

戸

籍

ニ

列

ナ
リ
タ
ル
者

タ
ル
者
ハ
悉
ク
民
権
ヲ
有
ツ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

）
24
（

」
に
あ
る
「
民
権
」
の
語
で
あ
り
、
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
。『
仏
蘭
西
法

律
書
民
法
』
は
、
民
法
決
議
、
民
法
決
議
第
一
、
民
法
決
議
第
二
の
起
草
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
箕
作
麟
祥
の
翻
訳
で
あ
っ
た
が
、「『
ド



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

三
八
（
三
八
）

ロ
ワ
、
シ
ビ
ル
』
と
云
ふ
字
を
、
私
が
民
権
と
譯
し
ま
し
た
所
が
、
民
に
権
が
あ
る
と
云
ふ
の
は
、
何
の
事
だ
、
と
云
ふ
や
う
な
議
論
が

あ
り
ま
し
て
、
私
が
、
一
生
懸
命
に
辨
護
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
激
し
い
議
論
が
あ
り
ま
し
た
、
幸
に
、
會
長
江
藤
氏
が
辨
明
し
て
く

れ
て
、
や
っ
と
済
ん
だ
位
で
あ
り
ま
し
た

）
25
（

」
と
回
顧
す
る
。

　

『
仏
蘭
西
法
律
書
民
法
』
に
は
、
第
一
篇
人
事
第
一
巻
民
権
ヲ
受
ル
事
と
あ
り
、
さ
ら
に
第
七
条
「
民
権
ヲ
行
フ
ハ
国
民
タ
ル
ノ
分
限

ト
相
管
ス
ル
コ
ト
無
シ
」
と
か
、
第
八
条
「
各
仏
蘭
西
人
ハ
民
権
ヲ
有
ス
可
シ

）
26
（

」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
を
当
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

ま
ず
は
こ
こ
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
民
権
は
、droits civiles

の
訳
で
私
権
の
意
で
あ
り
、
明
治
政
治
上
の
民
権
で

は
な
い
が
、
こ
の
意
も
含
め
て
、
当
時
、
権
は
有
司
（
官
吏
）
に
あ
っ
て
民
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
政
治
に
参
与
す
る
権
利
と

し
て
の
民
権
は
、
藩
閥
政
府
と
対
抗
す
る
自
由
民
権
論
主
張
の
う
ち
に
次
第
に
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
私
権
の
意
の
民
権
に
つ
い
て
、

江
藤
新
平
は
す
で
に
こ
の
時
こ
れ
を
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
「
此
時
ニ
当
リ
、
中
弁
ノ
意
、
一
章
一
疑
議
定
ス
ル
毎
ニ
直
ニ
之
ヲ
実
施
セ
ン
ト
欲
セ
リ
。
而
シ
テ
開
巻

第
一
民
権
ノ
字
義
ニ
於
テ
ハ
、
吾
邦
開
闢
以
来
夢
想
シ
得
サ
ル
所
ノ
事
ニ
シ
テ
父
子
夫
婦
ノ
権
義
ニ
至
る
マ
デ
、
一
ト
シ
テ
奇
怪
ノ
事
タ

ラ
ザ
ル
ハ
無
ク
、
且
訳
字
ノ
雅
馴
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
咎
メ
議
論
坌
涌
徒
ニ
片
言
隻
句
ヲ
論
ス
ル
カ
為
メ
ニ
数
月
ノ
会
議
ヲ
費
シ
、
一
モ
議
定
ニ

至
ル
コ
ト
ナ
シ

）
27
（

」
と
あ
る
。
民
権
は
「
吾
邦
開
闢
以
来
夢
想
シ
得
サ
ル
所
ノ
事
」
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
全
く
理
解
さ
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
箕
作
の
「
訳
字
ノ
雅
馴
ナ
ラ
サ
ル
」
こ
と
が
、「
議
論
坌
涌
」
し
、
い
た
ず
ら
に
「
片
言
隻
句
」

を
論
じ
た
た
め
、
数
ヶ
月
を
費
や
し
た
が
、
一
つ
と
し
て
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

江
藤
の
主
催
す
る
太
政
官
制
度
局
で
の
民
法
会
議
の
審
議
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
江
藤
の
意
欲
と
は
裏
腹
に
少
し
も
進
捗
せ

ず
、
な
お
成
稿
を
得
る
ま
で
に
は
多
く
の
日
時
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
う
え
な
に
よ
り
も
、
江
藤
が
立
案
し
た
民
法
草
案
身
上
証
書
は
、
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三
九
（
三
九
）

民
法
と
い
う
よ
り
実
質
、
戸
籍
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
戸
籍
法
は
、
江
藤
の
身
上
証
書
起
草
渦
中
に
先
立
ち
、
す
で
に
明
治
四
年
四

月
四
日
全
国
惣
体
戸
籍
法
（
太
政
官
布
告
第
一
七
〇

）
28
（

）
が
布
告
さ
れ
、
明
治
五
年
二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
。

　

戸
籍
法
の
制
定
経
緯
の
概
略
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
明
治
新
政
府
は
「
脱
籍
浮
浪
の
徒

）
29
（

」
取
締
の
必
要
か
ら
、
江
戸
期
宗
門
人
別
帳
の
流

れ
を
汲
む
、
文
政
八
年
長
州
戸と

じ
ゃ
く籍

仕
法
を
参
考
に
、
槇
村
正
直

）
30
（

が
起
案
し
、
明
治
元
年
一
〇
月
二
八
日
京
都
府
は
「
京
都
戸
籍
仕
法
」（
京

都
府
告
諭

）
31
（

）
を
制
定
し
た
。
こ
れ
を
新
政
府
は
、明
治
二
年
二
月
五
日
の
「
府
県
施
政
順
序
」（
行
政
官
第
一
一
七

）
32
（

）
や
、六
月
四
日
の
「
京

都
府
編
制
ノ
戸
籍
仕
法
書
ヲ
各
府
県
ニ
頒
ツ
」（
民
部
官
達
第
五
〇
五

）
33
（

）
で
、藩
を
除
く
府
県
に
頒
布
、施
行
さ
せ
た
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、

東
京
戸
籍
仕
法
（
明
治
二
年
三
月
欠
日
行
政
官
第
三
二
三
）
で
は
、「
戸
籍
者
治
道
之
基
ニ
シ
テ
凡
百
之
御
政
事
是
ヨ
リ
不
生
ル
ハ
無
ク

戸
籍
不
明
ニ
候
テ
ハ
教
化
仁
恤
之
道
モ
不
相
立
誠
ニ
以
テ
緊
要
之
事
ニ
候
就
テ
ハ
斯
ク
御
一
新
相
成
候
上
ハ
猶
更
府
藩
県
ニ
於
テ
不
可
帰

之
…

）
34
（

」
と
定
め
て
、
戸
籍
は
「
凡
百
之
御
政
事
」
つ
ま
り
治
安
の
維
持
、
学
制
の
施
行
、
税
の
徴
収
制
度
、
徴
兵
制
の
実
施
な
ど
の
基
礎

で
あ
り
、
か
つ
人
民
掌
握
の
た
め
に
緊
要
な
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
戸
籍
法
を
、
明
治
新
政

府
は
一
方
で
政
府
管
下
に
及
ぼ
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
し
だ
い
に
全
国
統
一
的
な
戸
籍
を
作
ろ
う
と
企
画
し
て
い
た
。

　

明
治
二
年
七
月
八
日
、
職
員
令
（
第
六
二
二

）
35
（

）
を
制
定
し
、
民
部
省
を
新
置
し
た
。
そ
し
て
民
部
省
の
職
掌
を
、「
戸
籍
4

4

、
租
税
、
駅
逓
、

鉱
山
、
済
貧
、
養
老
等
事
」
と
規
定
し
た

）
36
（

。
民
部
省
は
、
権
少
丞
岡
本
健
三
郎
に
命
じ
、
一
二
月
頃
ま
で
に
「
戸
籍
編
製
例
目
」
を
作
成

し
、
明
治
三
年
三
月
一
四
日
「
戸
籍
編
製
例
目
ヲ
確
定
ス

）
37
（

」
と
し
て
省
議
決
定
し
た
。
だ
が
太
政
官
の
裁
可
を
得
て
布
告
す
る
際
に
、
戸

籍
の
性
質
上
、
府
県
と
協
議
し
た
と
き
、「
大
木
と
扞
格
衝
突
す
る
に
至

）
38
（

」
っ
た
。
と
く
に
、
時
の
東
京
府
大
参
事
大
木
喬
任
は
、
戸
主

の
次
に
父
母
な
ど
の
尊
属
が
並
ぶ
儒
教
的
秩
序
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
こ
と
に
反
対
し
た

）
39
（

。

　

そ
こ
で
民
部
省
は
、
新
た
に
民
部
地
理
権
正
杉
浦
譲
に
、
戸
籍
法
案
の
作
成
を
命
じ
た
。
杉
浦
は
、
明
治
三
年
一
一
月
頃
「
戸
籍
法
原



日 
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法 
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八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
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）

四
〇
（
四
〇
）

稿
」
一
九
則
を
起
草
す
る

）
40
（

。
し
か
し
こ
れ
も
民
部
大
輔
に
転
じ
て
い
た
大
木
喬
任
の
容
認
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
四
民
の
別
な
く

編
製
す
る
ハ
上
下
自
主
の
権
を
同
し

）
41
（

」
と
す
る
先
進
的
思
考
に
も
と
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
大
木
喬
任
は
、
自
ら
が
主
導
し
て
、
戸
籍
法
案
作
成
の
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
明
治
四
年
二
月
一
二
日
頃
に
、
大
木
に
よ

る
民
部
省
の
「
戸
籍
法
原
案
」
が
決
定
さ
れ
た

）
42
（

。
こ
の
戸
籍
法
原
案
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
起
草
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い

し
、
起
草
者
が
誰
か
に
つ
い
て
も
見
解
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
43
（

。
過
程
も
充
分
に
は
分
ら
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
民
部
省
戸
籍
法

原
案
に
も
と
づ
い
て
、
あ
る
い
は
「
そ
の
あ
と
に
い
く
つ
か
の
案
が
作
ら
れ
熾
烈
な
討
議
と
数
多
い
修
正
を
へ
て

）
44
（

」、
明
治
四
年
四
月
四

日
「
全
国
惣
体
戸
籍
法
」（
太
政
官
布
告
第
一
七
〇
。
府
藩
県
一
般
戸
籍
法
、
壬
申
の
戸
籍
、
明
治
四
年
式
戸
籍
法
、
明
治
五
年
戸
籍
法

と
も
い
わ
れ
る
）
が
布
告
さ
れ
た

）
45
（

。
前
文
・
本
文
三
三
則
、
書
式
・
表
式
七
ヶ
条
か
ら
成
る
基
本
法
と
、
戸
籍
法
施
行
に
関
す
る
法
令
、

管
内
社
寺
に
触
達
ず
る
法
令
か
ら
成
り
、
明
治
五
年
二
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。（
そ
し
て
五
年
中
に
は
早
く
も

全
国
的
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
し
、
六
年
三
月
頃
に
は
完
全
に
実
施
さ
れ
た

）
46
（

）。

　

こ
の
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
と
る
基
本
的
立
場
を
述
べ
る
な
ら
ば

）
47
（

、
第
一
に
「
全
国
人
民
ノ
保
護
ハ
大
政
ノ
本
務
」（
前
文
）
と
し
、
全

国
画
一
の
法
と
し
た
。
第
二
に
「
臣
民
一
般
」（
第
一
則
）
を
等
し
く
把
握
す
る
人
民
同
一
方
式
を
と
っ
た
。
第
三
に
「
其
住
居
ノ
地
ニ

就
テ
之
ヲ
収
メ
専
ラ
遺
ス
ナ
キ
ヲ
旨
」（
第
一
則
）
と
し
て
、
居
住
地
別
編
成
方
式
を
と
っ
た
。
第
四
に
「
区
画
ヲ
定
メ
毎
区
戸
長
並
ニ

副
ヲ
置
」（
第
一
則
）
と
し
、
ま
た
「
管
轄
廰
ニ
於
テ
戸
籍
専
任
ノ
吏
員
」（
第
六
則
）
を
置
く
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
江
戸
期
の
村
役
人

を
戸
長
・
副
戸
長
の
名
称
に
変
え
て
、
明
治
政
府
支
配
体
制
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
寄
留
制
度
と

鑑
礼
制
度
を
設
け
た
（
第
一
二
則
―
第
二
五
則
）。
第
六
に
、
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
団
体
で
あ
る
「
戸
」
を
単
位
と
し
、「
戸
籍
同
戸

列
次
ノ
順
」（
書
式
）
に
よ
っ
て
登
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
、
戸
主
、
直
系
尊
属
、
戸
主
の
妻
、
直
系
卑
属
、
傍
系
親
属
、
そ
し
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四
一
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て
傍
系
親
属
の
配
偶
者
の
順
と
す
る
儒
教
的
輩
行
制
を
基
本
と
し
た
。
第
七
に
、
そ
れ
ま
で
の
戸
籍
法
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
宗
門
改

が
な
く
な
っ
た
。
第
八
に
、
送
入
籍
（
自
由
転
籍
）
を
認
め
た
（
第
八
則
）。
第
九
に
、
戸
籍
加
除
を
認
め
、
出
生
、
婚
姻
、
離
婚
、
養

子
縁
組
、
離
縁
、
死
亡
な
ど
の
身
分
変
動
は
、
そ
の
つ
ど
戸
主
か
ら
戸
長
に
届
出
て
、
戸
長
は
さ
ら
に
庁
へ
届
出
る
も
の
と
し
た
（
書
式

等
）。
第
十
に
、
全
国
的
な
人
口
調
査
も
任
務
と
し
た
（
表
第
五
号
・
第
六
号
・
第
七
号
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
江
藤
新
平
に
よ
る
民
法
草
案
身
上
証
書
が
企
画
さ
れ
、
他
方
で
は
す
で
に
戸
籍
法
の
整
備
が
進
捗
し
て
い
て
、

明
治
四
年
四
月
四
日
全
国
惣
体
戸
籍
法
が
布
告
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
の
中
で
、
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
七
月
一
四
日
太
政
官
布
告
第
三
五
三

）
48
（

）
に
と
も
な
う
太
政
官
三
院
制
の
実
施
で
、
明
治
四

年
七
月
一
四
日
太
政
官
弁
官
が
廃
止
（
太
政
官
沙
汰
第
三
五
七

）
49
（

）
さ
れ
る
。
ま
た
七
月
二
九
日
立
法
審
議
機
関
の
左
院
が
設
置
（
太
政
官

第
四
一
七

）
50
（

）
さ
れ
、
太
政
官
制
度
局
も
左
院
に
移
管
さ
れ
た
。
つ
ま
り
江
藤
の
本
官
で
あ
る
弁
官
は
廃
官
と
な
り
、
兼
官
で
あ
る
制
度
局

御
用
掛
も
左
院
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
江
藤
は
こ
の
左
院
制
度
局
で
兼
務
を
継
続
す
る
が
、
本
官
は
七
月
一
八
日
設
置
の
文
部
省
（
太

政
官
布
告
第
三
六
一

）
51
（

）
と
な
り
、
文
部
大
輔
に
就
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
四
年
七
月
二
七
日
、
民
部
省
が
廃
止
さ
れ
大
蔵
省
に
併
合
さ

れ
て
（
太
政
官
布
告
第
三
七
五

）
52
（

）、
民
部
卿
大
木
喬
任
が
、
二
八
日
空
席
の
文
部
卿
と
な
る
。
こ
こ
で
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
江
藤
は
文

部
大
輔
在
職
一
七
日
に
し
て
、
八
月
四
日
左
院
一
等
議
員
に
転
出
し
、
八
月
一
〇
日
に
は
左
院
副
議
長
に
就
任
す
る
。

　

な
ぜ
こ
の
と
き
江
藤
が
こ
の
よ
う
に
短
期
間
の
内
に
文
部
大
輔
か
ら
左
院
副
議
長
に
転
じ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
私

見
を
も
っ
て
事
情
を
推
測
す
れ
ば
、
ま
た
前
述
の
重
複
を
お
そ
れ
ず
述
べ
る
な
ら
ば
、
江
藤
新
平
は
、
太
政
官
中
弁
の
ま
ま
制
度
局
取
調

専
務
の
兼
任
を
命
じ
ら
れ
て
の
ち
、
明
治
三
年
九
月
一
八
日
よ
り
民
法
編
纂
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
最
初
の
成
果
と
し
て
、
明
治
四
年
七

月
ご
ろ
起
草
し
た
の
が
、
民
法
決
議
並
に
民
法
決
議
第
一
・
民
法
決
議
第
二
で
あ
っ
た
。
内
容
は
、
主
と
し
て
仏
国
民
法
第
一
巻
「
私
権
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四
二
（
四
二
）

の
享
有
お
よ
び
喪
失
」
と
、
第
二
巻
「
身
分
証
書
」
に
相
当
す
る
部
分
に
す
ぎ
ず
、
翻
訳
の
程
度
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
最

初
の
民
法
草
案
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
「
身
分
証
書
（
身
上
証
書
）」
と
は
実
の
と
こ
ろ
民
法
と
い
う
よ
り
も
戸
籍
法
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
民
部
大
輔
大
木
喬
任
は
、
明
治
四
年
四
月
四
日
太
政
官
布
告
第
一
七
〇
で
「
全
国
惣
体
戸
籍
法
」
を
布
告
し
て
い
た

（
明
治
五
年
二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
）。
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
は
根
本
に
お
い
て
大
き
く
概
念
を
異
に
し
、「
個
」
に
主
眼
を
置
く
江
藤
の
身
上
証
書
と
、「
戸
」
に
重
点
を
置
く
大
木
の

全
国
惣
体
戸
籍
法
は
そ
の
立
法
精
神
を
異
に
し
対
峙
す
る
も
の
と
な
る
。
江
藤
新
平
が
文
部
大
輔
か
ら
短
期
間
の
う
ち
に
左
院
副
議
長

に
転
出
し
た
の
は
、
全
国
惣
体
戸
籍
法
制
定
の
責
任
者
で
あ
っ
た
、
文
部
卿
大
木
喬
任
と
共
に
働
く
こ
と
に
、
熟
思
（
熟
慮
）
た
る
思
い

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
江
藤
と
大
木
の
関
係
は
深
い
。
二
人
は
佐
賀
藩
と
い
う
出
自
を
同
じ
く
し
、

青
年
期
か
ら
親
交
を
共
に
し
て
き
た
。
文
久
二
年
六
月
二
七
日
江
藤
は
脱
藩
上
洛
す
る
が
、
こ
の
と
き
大
木
は
旅
費
、
金
二
十
両
を
工
面

し
て
壮
途
を
励
げ
ま
し
た
り
し
て
い
る

）
53
（

。

　

し
か
し
、
江
藤
新
平
の
民
法
草
案
身
上
証
書
と
、
大
木
喬
任
の
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
聚
訟
・
対
峙
を
原
因
と
し
、
江
藤
は
文
部
大
輔
と

し
て
、
大
木
文
部
卿
と
共
に
働
く
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
ず
か
一
七
日
に
し
て
左
院
副
議
長
に
転
出
し
た
の
は
、

こ
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
後
、
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
が
起
る
が
、
江
藤
の
本
事
件
へ
の
関
与
は
京
都
府
の
判

決
無
視
が
切
掛
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
身
上
証
書
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
と
の
立
法
精
神
の
根
本
的
相
違
か
ら
の
介
入
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　

再
び
、
江
藤
の
民
法
編
纂
事
業
に
話
を
戻
す
と
、
江
藤
は
左
院
副
議
長
と
な
っ
て
す
ぐ
、
明
治
四
年
八
月
一
八
日
民
法
会
議
を
左
院
に



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

四
三
（
四
三
）

移
し
た
。
こ
の
と
き
法
典
起
草
権
は
司
法
省
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た

）
54
（

。
だ
が
一
二
月
二
七
日
、
左
院
の
事
務
章
程
の
改
正
が
行
な
わ

れ
、「
一　

本
院
ノ
務
ハ
立
法
ノ
事
ヲ
議
ス
ル
ヲ
掌
ル

）
55
（

」
と
こ
ろ
と
な
り
、
太
政
官
か
ら
発
令
さ
れ
る
法
律
・
制
度
は
、
す
べ
て
左
院
の

審
議
事
項
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
左
院
で
の
民
法
会
議
は
、
箕
作
麟
祥
に
よ
れ
ば
「
左
院
で
民
法
会
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
字
句
論

が
あ
っ
た
ば
か
り
で
、
事
柄
の
こ
と
は
何
と
も
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

）
56
（

」。
ま
た
東
京
上
等
裁
判
所
の
一
記
録
に
よ
っ
て
も
「
納
言
参

議
ノ
臨
席
、
諸
官
省
会
員
ノ
列
席
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
箕
作
麟
祥
及
ビ
議
官
中
有
志
ノ
輩
数
名
出
席
、
僅
ニ
字
句
ヲ
評
論
ス
ル
ノ
ミ

）
57
（

」
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
江
藤
が
左
院
副
議
長
時
代
の
成
果
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
家
督
相
続
并
贈
遺
規
則
草
案
」
全
九
三
ヶ

条
、
明
治
五
年
司
法
省
合
議
脱
稿

）
58
（

が
あ
る
。（
な
お
明
治
五
年
四
月
二
五
日
江
藤
新
平
は
司
法
卿
に
転
ず
る
が
、
左
院
に
お
け
る
民
法
編

纂
そ
の
も
の
は
中
止
さ
れ
る
事
は
な
く
、
依
然
継
続
さ
れ
明
治
七
年
一
月
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
左
院
民
法
草
案
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。「
養
子
法
草
案
」
全
一
〇
ヶ
条　

明
治
六
年
脱
稿
。「
婚
姻
法
草
案
（
民
法
課
原
案
）」
全
五
九
ヶ
条　

明
治
六
年
脱
稿
。「
後

見
人
規
則
草
案
」
全
三
四
ヶ
条　

明
治
六
年
四
月
脱
稿
。「
後
見
人
規
則
草
案
（
確
定
案
）」
全
二
一
ヶ
条　

明
治
七
年
一
月
完
成
、
で
あ

る
）
59
（

。）

　

こ
の
後
江
藤
新
平
は
、
明
治
五
年
四
月
二
五
日
司
法
卿
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
江
藤
は
ま
ず
司
法
省
に
民
法
会
議
を
発
足
さ
せ
る
。「
明
治

五
年
五
月
司
法
卿
江
藤
新
平
、
裁
判
事
務
ヲ
更
張
セ
ン
ト
シ
、
左
院
議
長
後
藤
象
二
郎
ト
協
議
シ
、
本
会
ヲ
司
法
省
ニ
移
ス
…

）
60
（

」
で
あ
る
。

そ
し
て
司
法
省
明
法
寮
が
、
明
治
四
年
九
月
二
七
日
「
其
省
中
明
法
寮
被
置
候
事　

但
一
等
寮
之
事
」（
太
政
官
沙
汰
第
四
九
一

）
61
（

）
に
よ

り
設
置
さ
れ
る
。
設
立
当
初
は
司
法
官
の
養
成
と
教
育
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
江
藤
が
司
法
卿
就
任
後
、
明
治
五
年
七
月
四
日
「
博
く
古

今
及
各
国
の
法
を
講
究
し
、
長
官
の
採
択
に
備
へ
及
び
新
法
を
議
し
、
条
例
を
編
修

）
62
（

」
す
る
こ
と
を
目
的
に
加
え
、
司
法
省
明
法
寮
で
民

法
草
案
を
審
議
さ
せ
た
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

四
四
（
四
四
）

　

明
法
寮
で
の
民
法
会
議
は
、「
…
明
治
五
年
壬
申
四
月
十
二
日
ヨ
リ
会
議
ヲ
司
法
省
明
法
寮
ニ
於
て
創
メ
、
七
月
十
三
日
ニ
畢
ル
者
、

其
会
議
ニ
会
ス
ル
官
員
左
ノ
如
シ
、
明
法
寮
権
頭
楠
田
英
世
、
大
法
官
津
田
真
道
、
中
判
事
箕
作
麟
祥
、
中
議
官
細
川
潤
次
郎
、
権
大
法

官
鷲
津
宣
光
、
少
議
官
生
田
精
、
少
議
官
永
井
少
忠

（
マ
マ
）、

明
法
寮
助
鶴
田
皓
、
権
中
判
事
大
草
孝
暢
、
権
中
判
官
小
原
重
哉
、
中
議
生
横
山

由
清
、
少
議
生
佐
久
間
長
敬
、
大
掌
記
依
田
薫
、
大
掌
記
橋
詰
敏
、
大
解
部
平
山
能
忍
、
明
法
権
大
属
昌
谷
千
里
、
明
法
権
中
属
於
保
貞

夫
）
63
（

」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
明
法
寮
民
法
会
議
は
、「
七
月
十
三
日
ニ
畢
ル
」
が
、
明
治
五
年
一
〇
月
一
五
日
に
司
法
省
本
省
に
民
法
会
議

が
移
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ
た
民
法
草
案
に
は
、
次
の
三
つ
が
あ
る
。

　

一
つ
は
旧
草
案
を
手
直
し
し
た
民
法
原
案
の
意
味
を
有
す
る
「
改
刪
未
定
本
民
法

）
64
（

」
で
あ
り
、
全
九
巻
か
ら
成
る
。
そ
の
構
成
は
、

「
法
律
施
行
総
規
則
（
六
ヶ
条
）、
民
法
第
一
巻
人
事
篇
民
権
・
身
上
届
書
（
一
条

－

一
五
〇
条
）、
第
二
巻
財
産
篇
一
財
産
ノ
区
別
（
一

四
（
マ
マ
）

一
条

－

二
八
五
条
）、
第
三
巻
財
産
篇
二
財
産
所
有
ノ
権
ヲ
得
ル
方
法
（
二
八
六
条

－

三
八
六
条
）、
第
四
巻
契
約
篇
一
契
約
惣
規
則

（
三
八
七

－

四
九
二
条
）、
第
五
巻
契
約
篇
二
（
四
九
三
条

－

五
九
五
条
）、
第
六
巻
契
約
篇
三
（
五
九
六
条

－

七
四
一
条
）、
第
七
巻
契
約

篇
四
（
七
四
二
条

－

九
三
二
条
、
九
三
三
条
欠
）、
第
八
巻
契
約
篇
五
（
九
三
四
条

－

一
〇
五
八
条
）、
第
九
巻
契
約
篇
六
（
一
〇
五
九
条

－

二
〇
八
五
条
）」
で
あ
り
、
財
産
法
に
関
す
る
草
案
が
起
草
さ
れ
た
の
は
こ
れ
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。

　

二
つ
が
、「
民
法
第
一
人
事
篇

）
65
（

」
で
あ
り
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
法
律
施
行
惣
規
則
（
八
ヶ
条
）、
民
法
第
一
巻
人
事
篇
、

民
権
ヲ
受
ル
事
（
一
条

－

九
条
）、
身
上
届
帳
規
則
（
一
〇
条

－

一
六
条
）、
出
産
届
（
一
七
条

－

二
二
条
）、
婚
姻
届
（
二
三
条

－

二
五

条
）、
養
子
養
女
届
（
二
六
条
）、
家
督
相
続
届
（
二
七
条
）、
分
家
合
家
届
（
二
八
条
）、
行
衛
知
レ
サ
ル
者
ノ
届
（
二
九
条
）、
死
去
届

（
三
〇
条

－

三
九
条
）、
姓
名
更
改
届
（
四
〇
条

－

四
二
条
）、
本
籍
（
四
三
条

－

四
五
条
）、
婚
姻
（
四
六
条

－

五
一
条
）、
夫
婦
（
五
二

条
－

五
八
条
）、
夫
婦
ノ
縁
消
ス
ル
事
（
五
九
条
）、
再
婚
（
六
〇
条
）、
離
縁
（
六
一
条

－

八
〇
条
）、
父
子
（
八
一
条

－

八
五
条
）、
嫡



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
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峙
（
小
林
）

四
五
（
四
五
）

出
ノ
子
（
八
六
条

－

八
七
条
）、
庶
出
ノ
子
（
八
八
条
）、
私
生
ノ
子
（
八
九
条

－
九
四
条
）、
親
子
ノ
義
務
（
九
五
条

－

一
〇
二
条
）、
養

子
（
一
〇
三
条

－

一
〇
七
条
）、
親
ノ
権
（
一
〇
八
条

－

一
一
六
条
）、
幼
年
（
一
一
七
条
）、
後
見
（
一
一
八
条

－

一
二
一
条
）、
後
見
人

ノ
職
務
（
一
二
二
条

－

一
二
七
条
）、
幼
者
ノ
後
見
ヲ
免
ル
ル
事
（
一
二
八
条

－

一
三
〇
条
）、
丁
年
（
一
三
一
条
）、
治
産
ノ
禁
（
一
三
二

条

－

一
三
八
条
）、
浪
費
者
（
一
三
九
条

－

一
四
〇
条
）」。

　

そ
し
て
三
つ
が
、
皇
国
民
法
仮
規
則
で
あ
る
。
こ
の
草
案
は
、
司
法
省
明
法
寮
で
の
最
終
案
で
、
改
刪
未
定
本
民
法
と
民
法
第
一
人
事

篇
を
改
訂
し
て
、
明
治
五
年
一
〇
月
一
五
日
に
編
纂
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

「
皇
国
民
法
仮
規
則

）
66
（

」
は
全
九
巻
か
ら
成
る
も
の
で
、
民
法
第
二
巻
財
産
篇
以
下
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
が
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。「
法
律
施
行
惣
規
則
（
六
ヶ
条
）、民
法
第
一
巻
人
事
篇
、民
権
ヲ
受
ク
ル
事
（
七
条

－

九
条
）、身
上
届
帳
規
則
（
一
〇
条

－

一
六
条
）、

出
産
届
（
一
七
条

－

二
二
条
）、
婚
姻
届
（
二
三
条

－

二
五
条
）、
養
子
養
女
届
（
二
六
条
）、
家
督
相
続
届
（
二
七
条
）、
分
家
合
家
届
（
二

八
条
）、
行
衛
知
レ
サ
ル
者
ノ
届
（
二
九
条
）、
死
去
届
（
三
〇
条

－

三
九
条
）、
姓
名
更
改
届
（
四
〇
条

－

四
二
条
）、
本
籍
（
四
三
条

－

四
五
条
）、
婚
姻
（
四
六
条

－
五
一
条
）、
夫
婦
（
五
二
条

－

五
八
条
）、
夫
婦
ノ
縁
消
ス
ル
事
（
五
九
条
）、
再
婚
（
六
〇
条
）、
離
縁
（
六

一
条

－

八
〇
条
）、
父
子
（
八
一
条

－

八
五
条
）、
嫡
出
ノ
子
（
八
六
条

－

八
七
条
）、
庶
出
ノ
子
（
八
八
条
）、
私
生
ノ
子
（
八
九
条

－

九

四
条
）、
親
子
ノ
義
務
（
九
五
条

－

一
〇
二
条
）、
養
子
（
一
〇
三
条

－

一
〇
七
条
）、
親
ノ
権
（
一
〇
八
条

－

一
一
七
条
）、
後
見
（
一
一

八
条

－

一
二
一
条
）、
後
見
人
ノ
職
務
（
一
二
二
条

－

一
二
七
条
）、
幼
者
ノ
後
見
免
ル
ゝ
事
（
一
二
八
条

－

一
三
〇
条
）、
丁
年
（
一
三

一
条
）、
治
産
ノ
禁
（
一
三
二
条

－

一
三
八
条
）、
浪
費
者
（
一
三
九
条

－

一
四
〇
条
）、
民
法
第
二
巻
財
産
篇
一
（
一
四
一
条

－

二
八
五
条
）、

民
法
第
三
巻
財
産
篇
二
（
二
八
六
条

－

三
八
六
条
）、
民
法
第
四
巻
契
約
篇
一
（
三
八
七
条

－

四
九
二
条
）、
民
法
第
五
巻
契
約
篇
二
（
四

九
三
条

－

五
九
五
条
）、
民
法
第
六
巻
契
約
篇
三
（
五
九
六
条

－

七
四
一
条
）、
民
法
第
七
巻
契
約
篇
四
（
七
四
二
条

－

九
三
二
条
）、
民



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

四
六
（
四
六
）

法
第
八
巻
契
約
篇
五
（
九
三
四
条

－

一
〇
五
八
条
）、
民
法
第
九
巻
契
約
篇
六
（
一
〇
五
九
条

－

二
〇
八
五
条
）」。

　

こ
の
皇
国
民
法
仮
規
則
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
み
る
見
解
が
あ
る
。
第
一
に
、
人
事
篇
、
相
続
及
び
遺
言
、
夫
婦
財
産
契
約
の
分
野
、

す
な
わ
ち
家
族
法
の
分
野
に
お
い
て
、
家
父
長
制
（
戸
主
権
）
と
長
男
単
独
相
続
制
を
そ
の
骨
組
み
と
し
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
最

も
基
本
的
な
原
理
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
家
族
法
は
、「
戸
」
と
い
う
家
族
集
団
を
社
会
生
活
の
単
位
と
し
て
認
め
よ
う
と

す
る
戸
籍
法
と
思
想
を
同
じ
く
し
、
個
人
を
社
会
生
活
の
単
位
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
の
身
上
証
書
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
江
藤

の
政
策
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
財
産
法
は
原
則
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
包
括
的
な
模
倣
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
る

）
67
（

。
司
法

卿
江
藤
新
平
は
、
こ
れ
ら
明
法
寮
で
の
草
案
が
出
来
る
度
ご
と
に
そ
れ
を
精
査
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
も
満
足
で
き
な
か
っ
た
。

特
に
第
二
の
個
人
を
単
位
と
す
る
身
上
証
書
制
度
が
否
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
我
慢
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

　

そ
こ
で
、
江
藤
は
、
明
治
五
年
一
〇
月
一
五
日
、
民
法
編
纂
事
業
を
明
法
寮
か
ら
、
司
法
省
本
省
に
移
し
、
司
法
卿
で
あ
る
自
分
が
再

び
直
接
関
与
し
て
、
新
た
な
出
発
を
始
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
一
層
組
織
あ
る
民
法
会
議
を
設
け
て
、
完
成
を
期

す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

　

会
議
は
、
毎
月
、
三
・
五
・
八
・
一
〇
の
日
に
開
催
す
る
こ
と
と
し
、
司
法
省
御
雇
仏
人
ブ
ス
ケ
（G

eorges Bousquet

）
と
、
ジ
ュ
・
ブ

ス
ケ
（Albert C

harles du Bousquet

）
を
参
合
の
助
と
し
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
悌
、
権
大
判
事
松
本
暢
、
大
判
事
玉
乃
世
履
、
中
議
官

細
川
潤
次
郎
、
明
法
寮
権
頭
楠
田
英
世
、
警
保
頭
島
本
仲
道
、
大
検
事
得
能
良
介
を
も
っ
て
会
議
構
成
員
と
し
た

）
68
（

と
さ
れ
る
が
、
当
然
司

法
中
判
事
箕
作
麟
祥
も
出
席
者
の
一
人
に
加
え
る
べ
き
で
あ
る

）
69
（

。

　

江
藤
新
平
は
こ
こ
に
お
い
て
も
、
箕
作
麟
祥
の
『
仏
蘭
西
法
律
書
民
法
』
の
訳
本
を
も
と
に
し
た
。（
箕
作
は
、
明
治
四
年
七
月
九
日

（
太
政
官
布
告
第
三
三
六
）
に
司
法
省
が
置
か
れ
る
と
司
法
少
判
事
を
兼
任
し
（
本
官
は
文
部
大
教
授
）、
さ
ら
に
五
年
一
月
二
二
日
に
は



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

四
七
（
四
七
）

司
法
中
判
事
に
昇
任
し
（
本
官
は
文
部
少
博
士
）、
五
年
四
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
は
司
法
省
構
内
に
住
居
を
移
し
て
ま
で
こ
の
民
法

編
纂
事
業
を
助
け
た

）
70
（

。）

　

江
藤
は
、「
日
本
と
欧
州
各
国
と
は
、
各
風
俗
習
慣
を
異
に
す
と
雖
ど
も
、
民
法
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
一
な
り
。
宜
し
く
仏

国
の
民
法
に
基
き
て
日
本
の
民
法
を
制
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
の
方
針
を
一
貫
し
て
堅
持
し
た

）
71
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
磯
部
四
郎
は
「
明

治
五
年
に
、
江
藤
新
平
が
司
法
卿
に
や
っ
て
来
て
、
さ
う
し
て
、
其
時
の
議
論
は
、
西
洋
と
日
本
と
は
風
俗
も
違
ひ
、
慣
習
も
違
ふ
け
れ

ど
も
、
日
本
に
民
法
と
云
ふ
も
の
が
、
あ
る
方
が
よ
い
か
、
無
い
方
が
よ
い
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
に
如
か
ず
と
云
ふ
論
で
、
そ
れ

か
ら
仏
蘭
西
民
法
と
書
い
て
あ
る
の
を
日
本
民
法
と
書
き
直
せ
ば
よ
い
。
さ
う
し
て
眞
に
領
布
し
よ
う
と
云
ふ
論

）
72
（

」
だ
っ
た
。
ま
た
津
田

真
道
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
模
倣
す
る
江
藤
の
民
法
編
纂
に
反
対
し
た
が
、「
江
藤
新
平
が
司
法
卿
と
し
て
居
た
が
、
麟
祥
先
生
の
翻
訳
し

た
五
法
を
種
本
と
し
て
、
日
本
の
法
律
を
拵
へ
よ
う
と
し
た

）
73
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
協
力
を
尽
し
た
の
が
、
司
法
省
御
雇
仏
人
ブ
ス
ケ
で
あ
っ
た
。
井
上
正
一
は
回
顧
し
て
、「
明
治
五
年
江
藤
君
ハ
移
テ

司
法
卿
ト
ナ
ラ
レ
タ
…
我
邦
ノ
法
典
ヲ
編
纂
シ
、
我
裁
判
ノ
制
ヲ
改
メ
ザ
レ
バ
到
底
治
外
法
権
ヲ
撤
去
ス
ル
コ
ト
出
来
ヌ
ト
考
ヘ
…
当
時

法
律
顧
問
ト
シ
テ
傭
聘
サ
レ
テ
居
ツ
タ
所
ノ
仏
国
人
ノ
ブ
ス
ケ
ト
云
フ
人
ニ
、
若
シ
仏
国
主
義
ニ
従
ヒ
法
律
ヲ
制
定
シ
テ
発
布
シ
タ
所
デ

ド
ウ
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
却
テ
我
邦
人
民
ノ
不
測
ノ
損
害
ニ
ナ
ル
コ
ト
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
尋
ネ
ラ
レ
タ
。
ブ
ス
ケ
氏
ハ
、
之
ニ
対
シ
テ
決
シ
テ

サ
ウ
云
フ
御
心
配
ハ
無
イ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
…
ト
答
ヘ
タ
。
江
藤
司
法
卿
ハ
玆
ニ
オ
ヒ
テ
大
ニ
安
心
セ
ラ
レ
云
ハ
ル
ゝ
ニ
ハ
、
可
シ
我
先

ヅ
仏
国
民
法
ヲ
土
台
ト
シ
テ
法
律
ヲ
制
定
シ
必
ズ
数
年
ヲ
出
ズ
シ
テ
之
ヲ
行
ワ
ム
ト
、
乃
チ
ブ
ス
ケ
氏
ニ
民
法
ノ
起
草
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ノ

デ
ア
ル

）
74
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
江
藤
は
、
明
治
六
年
一
月
二
四
日
司
法
省
に
対
す
る
大
蔵
省
の
予
算
削
減
に
抗
議
し
て
司
法
卿
の
辞
表
を
提
出
し
た
。
こ
れ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

四
八
（
四
八
）

は
、
明
治
六
年
度
国
家
予
算
編
成
の
折
、
陸
軍
省
は
山
城
屋
和
助
事
件
で
会
計
に
大
穴
を
あ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
満
額
が

認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
司
法
省
が
各
地
に
裁
判
所
を
増
設
す
る
た
め
に
約
九
六
万
両
を
要
求
し
た
が
、
二
分
の
一
以
下
の
四
五
万
両
に

削
減
さ
れ
た
。
こ
れ
に
抗
議
し
て
の
辞
表
で
あ
っ
た
。
二
月
五
日
太
政
官
正
院
は
留
職
さ
せ
る
が
、
こ
の
動
き
の
中
で
、
司
法
省
本
省
で

の
民
法
会
議
は
、
一
旦
中
断
し
た
が
、
辞
表
却
下
の
直
後
、
明
治
六
年
二
月
一
三
日
再
開
し
た
。
そ
し
て
明
治
六
年
三
月
一
〇
日
、「
民

法
仮
法
則
」
全
九
巻
八
八
条
を
起
草
す
る
が
、
当
日
江
藤
新
平
は
司
法
卿
を
辞
任
し
た
。

　

こ
の
司
法
省
本
省
の
民
法
会
議
（
民
法
実
際
会
議
と
も
称
し
た
よ
う
で
あ
る

）
75
（

）
で
作
成
さ
れ
た
「
民
法
仮
法
則

）
76
（

」
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。「
前
加
条
目
（
第
一
条

－

第
六
条
）。
民
法
仮
法
則
。
身
分
證
書
、
第
一
巻
身
分
證
書
取
立
ニ
付
テ
ノ
要
務
（
第
一
条

－

第
七
条
）、

第
二
巻
身
分
證
書
簿
冊
及
ヒ
身
分
證
書
ヲ
記
載
ス
ル
事
（
第
八
条

－

第
三
三
条
）、
第
三
巻
出
産
證
書
（
第
三
四
条

－

第
四
〇
条
）、
第
四

巻
婚
姻
證
書
（
第
四
一
条

－

第
五
〇
条
）、
第
五
巻
離
縁
證
書
（
第
五
一
条

－

第
五
三
条
）、
第
六
巻
死
去
證
書
（
第
五
四
条

－

第
六
四
条
）、

第
七
巻
身
分
證
書
ノ
改
正
及
ビ
遺
漏
ヲ
記
入
ス
ル
事
（
第
六
五
条

－

第
六
八
条
）、
第
八
巻
皇
族
身
分
證
書
（
第
六
九
条

－

第
七
一
条
）、

第
九
巻
布
告
前
ニ
係
ル
身
分
證
書
ヲ
取
立
ル
事
（
第
七
二
条

－

第
八
八
条
）」。

　

以
上
に
み
る
よ
う
に
、
民
法
仮
法
則
と
は
い
う
も
の
の
、
身
上
証
書
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。
何
度
も
言
う
が
身
上
証
書
は
民
法
と
い
う

よ
り
、
実
質
戸
籍
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
民
法
仮
法
則
第
一
巻
第
一
条
は
「
各
組
合
ニ
於
テ
組
頭
ニ
身
分
取
扱
ノ
役
ヲ
兼
ネ
シ
メ
、
即
チ

出
産
婚
姻
離
縁
及
ビ
死
去
ノ
證
書
ヲ
残
ラ
ズ
受
取
リ
保
存
セ
シ
ム
ベ
シ
、
但
シ
、
組
合
ト
ハ
、
各
地
方
ニ
於
テ
便
益
ヲ
同
フ
シ
、
義
務
ヲ

共
ニ
ス
ル
者
ノ
住
所
ニ
シ
テ
、
一
村
長
又
ハ
数
村
町
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ト
ス
…

）
77
（

」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
内
容
は
戸

籍
法
で
あ
っ
た
。

　

司
法
省
は
こ
の
民
法
仮
法
則
を
施
行
す
べ
く
、
明
治
六
年
三
月
一
三
日
太
政
官
正
院
に
対
し
、
布
告
案
を
提
出
し
た
。「
今
般
民
法
仮



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

四
九
（
四
九
）

法
則
別
紙
ノ
通
被
定
候
條
裁
判
所
取
立
有
之
地
方
ハ
裁
判
所
ニ
於
テ
未
タ
裁
判
所
取
立
無
之
地
方
ハ
地
方
官
ニ
於
テ
来
ル
七
月
一
日
ヨ
リ

施
行
可
致
此
旨
相
達
シ
候
事

）
78
（

」
で
あ
り
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
裁
判
所
未
設
置
の
地
で
は
地
方
官
に
お
い
て
、
民
法
仮
法
則
を
七
月
一
日

か
ら
施
行
し
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
太
政
官
正
院
は
、
こ
れ
に
回
答
し
な
か
っ
た
。
民
法
仮
法
則
も
そ
の
内
容
に
お
い
て
戸

籍
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
明
治
四
年
四
月
四
日
全
国
惣
体
戸
籍
法
は
公
布
さ
れ
、
明
治
五
年
二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
江
藤
新
平
は
、
自
か
ら
の
信
念
と
方
針
の
誤
り
な
き
を
強
調
し
て
い
る
。
江
藤
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
も
と
に
個
人
を
把
握
し
、

届
出
事
項
ご
と
に
別
冊
編
製
し
、「
婚
姻
出
産
死
去
を
初
め
相
続
贈
遺
貸
借
売
買
私
有
仮
有
の
法
に
至
る
迄
、
夫
々
相
設
け
、
且
折
断
の

務
を
以
て
、
之
を
確
定
せ
し
め
ば
、
各
民
の
位
置
必
ず
可
正
と
奉
存
候
」（
明
治
六
年
一
月
二
四
日
提
出
の
江
藤
新
平
司
法
卿
辞
表
よ
り

）
79
（

）

と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
の
人
民
把
握
の
方
向
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
江
藤
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
も
と
に
、「
個
」
の
把
握
に
力
点
を
置
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
元
で
の
身
上
証
書
は
、
個
人
の

意
思
を
共
同
体
的
な
も
の
か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
当
事
者
の
意
思
表
示
を
国
家
権
力
が
直
接
に
と
ら
え
て
、
そ
れ
に
法
的

な
意
味
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
六
年
四
月
一
九
日
、
太
政
官
職
制
の
「
潤
飾
」（
明
治
六
年
五
月
二
日
太
政
官
詔
勅

）
80
（

、
太
政
官
職
制
並
正
院
事
務
章
程

の
改
正
）
に
と
も
な
い
、
江
藤
新
平
は
参
議
に
就
任
し
た
。

　

こ
の
「
太
政
官
職
制

）
81
（

」
に
よ
れ
ば
、
太
政
大
臣
は
「
天
皇
陛
下
ヲ
輔
弼
シ
万
機
ヲ
統
理
」
し
、
左
右
大
臣
は
太
政
大
臣
欠
席
の
と
き
こ

れ
を
代
理
し
、
参
議
は
「
諸
機
務
議
判
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
正
院
事
務
章
程

）
82
（

」
に
よ
っ
て
、
正
院
は
「
凡
立
法
ノ
事
務
ハ

本
院
ノ
特
権
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
専
掌
ス
ル
事
務
」
の
第
二
款
に
「
諸
制
度
諸
法
律
及
諸
規
律
ヲ
草
案
シ
之
ヲ
議
決
ス
ル
事
」
と



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

五
〇
（
五
〇
）

い
う
規
定
を
置
い
て
、
制
度
法
律
規
則
の
草
案
の
起
草
、
議
決
は
正
院
の
専
掌
事
務
と
し
た
。

　

し
か
し
明
治
六
年
六
月
二
四
日
「
左
院
職
制
及
ビ
左
院
事
務
章
程

）
83
（

」
で
、「
一　

本
院
ノ
事
務
ハ
会
議
及
ビ
国
憲
、
民
法
ノ
編
纂
、
或

ハ
命
ニ
応
ジ
テ
法
案
ヲ
草
ス
コ
ト
ヲ
掌
ル
所
ナ
リ
」
と
な
り
、
左
院
は
国
憲
の
編
纂
、
民
法
の
編
纂
、
正
院
の
命
に
よ
る
法
律
の
起
草
を

職
務
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
民
法
編
纂
事
業
は
、
左
院
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
司
法
省
本
省
で
の
民
法
会
議
は

根
拠
を
失
い
、
一
旦
中
断
し
、
江
藤
の
後
を
襲
い
司
法
卿
と
な
っ
た
大
木
喬
任
に
よ
っ
て
、
司
法
省
で
再
開
す
る
明
治
九
年
の
半
ば
ま
で

休
止
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
見
解
は
別
れ
る
が
、
手
塚
豊
は
「
こ
の
左
院
改
革
は
、
江
藤
の
司
法
卿
退
任

を
機
と
し
、
自
己
本
来
の
職
掌
に
鑑
み
『
民
法
編
纂
』
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、
司
法

省
民
法
会
議
は
忽
然
と
し
て
中
絶
し
た
も
の
と
私
は
理
解
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る

）
84
（

。
こ
こ
に
江
藤
新
平
の
民
法
編
纂
事
業
は
、
終
結
し

た
。
な
お
左
院
で
の
国
憲
編
纂
事
業
、
民
法
編
纂
事
業
は
、
左
院
副
議
長
伊
知
地
正
治
を
主
と
し
、
左
院
議
官
松
岡
時
敏
及
び
左
院
議
官

宮
島
誠
一
郎
ら
が
、
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た

）
85
（

。
左
院
副
議
長
伊
知
地
の
方
針
は
、「
国
憲
ハ
御
国
体
上
万
世
不
抜
ノ
皇
基
ヲ
安
定
ス
ベ

キ
国
民
ノ
要
領
ナ
レ
ハ
古
今
ノ
憲
法
ヲ
斟
酌
シ
テ
大
ニ
編
纂
セ
ン
ト
」
し
、「
民
法
ハ
我
国
古
来
習
慣
ノ
美
事
ヲ
取
テ
之
ニ
仏
国
ノ
民
法

ヲ
斟
酌
シ
編
纂
ス
ル
ヲ
可
」
と
し
た
。
江
藤
の
「
仏
国
の
民
法
に
基
き
て
日
本
の
民
法
を
制
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ず

）
86
（

」
と
い
う
方
向
か
ら
、「
仏

国
ノ
民
法
ヲ
斟
酌
」
す
る
に
止
め
、「
我
国
古
来
習
慣
」
の
重
視
に
変
改
し
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
江
藤
新
平
の
身
上
証
書
を

中
心
と
す
る
民
法
編
纂
事
業
は
、
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
終
了
し
た
。

　

以
上
長
き
に
渡
り
、
江
藤
新
平
の
民
法
草
案
編
纂
経
緯
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
並
行
編
纂
を
回
顧
し
て
き
た
が
、
江
藤
が
主
宰
し
た
民

法
会
議
が
実
質
的
審
議
対
象
と
し
た
の
は
、
一
貫
し
て
身
上
証
書
の
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
の
最
後
ま
で
、
身
上
証
書
を
民
法
仮

法
則
で
公
布
施
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
強
い
意
思
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
時
に
は
す
で
に
大
木
喬
任
の
全
国
惣
体
戸
籍
法
が
布
告
さ
れ
、



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

五
一
（
五
一
）

明
治
五
年
二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
阻
ま
れ
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
江
藤
の
身
上
証
書
と
大
木
の

全
国
惣
体
戸
籍
法
は
、
そ
の
始
め
か
ら
最
後
ま
で
聚
訟
・
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。

（
8
）

福
島
正
夫
『「
家
」
制
度
の
研
究

－

明
治
前
期
戸
籍
法
令
集

－
資
料
篇
一
』（
東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
三
四
年
）
附
録
六
一
頁
。
続
け
て
「
人

民
の
徴
兵
忌
避
行
為
に
当
惑
し
た
陸
軍
省
が
、『
徴
兵
ノ
儀
ハ
其
法
民
法
ト
表
裏
ヲ
相
為
ス
モ
ノ
』
で
あ
る
か
ら
、
民
法
の
整
備
を
希
望
す
る
と
い

い
、
内
務
省
が
、
こ
れ
に
対
し
て
『
民
法
ノ
制
立
ニ
随
ヒ
百
事
整
理
ノ
時
期
ニ
モ
可
立
至
』
と
答
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
端
的
な
表
現
な
の
で
あ
る
。

当
時
、
民
法
さ
え
あ
れ
ば
、
と
い
う
感
想
は
行
政
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と
っ
て
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）

福
島
・
前
掲
注（
8
）附
録
六
一
頁
。

（
10
）

福
島
・
前
掲
注（
8
）附
録
六
二
頁
。
的
野
・
前
掲
注
（
1
）
下
一
二
頁
。
川
島
武
宜
、
利
谷
信
義
『
民
法
（
上
）
』
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史

5
（
勁
草
書
房　

昭
和
三
三
年
）
四
三
頁
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
民
法
は
決
し
て
裁
判
規
範
で
は
な
く
、
人
民
の
活
動
範
囲
を
確
定
し
て
、
一
歩
も
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
を
保

障
す
る
行
為
規
範
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
も
っ
と
も
端
的
な
あ
ら
わ
れ
は
、「
國
民
ノ
位
置
ヲ
正
」
し
、
人
民
を
大
将
軍
の
号
令
下
一
大
軍
隊
の
よ

う
に
動
か
そ
う
と
す
る
江
藤
新
平
の
構
想
で
あ
る
（
福
島
・
前
掲
注（
8
）附
録
六
二
頁
注
釈
（
三
）、
と
の
見
解
が
あ
り
、
こ
の
方
が
正
し
い
か
も

知
れ
な
い
が
、
僅
少
で
も
民
権
確
立
の
意
識
は
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。

（
11
）

小
早
川
欣
吾
『
続
明
治
法
制
叢
考
』（
山
口
書
店　

昭
和
一
九
年
）
二
一
一
頁
。

（
12
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
一
頁
。

（
13
）

手
塚
豊
『
明
治
民
法
史
の
研
究（
上
）』
著
作
集
第
七
巻
（
慶
応
通
信　

平
成
二
年
）
一
五
五
～
一
六
七
頁
。

（
14
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）三
四
五
頁
。

（
15
）

江
藤
新
平
は
、
明
治
三
年
七
月
末
か
八
月
初
め
、
大
納
言
岩
倉
具
視
に
「
建
国
体
云
々
」
の
答
申
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
郡
県
制

の
促
進
を
提
案
し
て
い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
『
岩
倉
具
視
文
書
』
所
収
）。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

五
二
（
五
二
）

（
16
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
二
頁
。

（
17
）

石
井
良
助
『
民
法
典
の
編
纂
』（
創
文
社　

昭
和
五
四
年
）
一
〇
～
二
三
頁
。
前
田
達
明
『
史
料
民
法
典
』（
成
文
堂　

平
成
一
六
年
）
二
三
二

～
二
三
七
頁
。

（
18
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
二
四
～
二
三
一
頁
。

（
19
）

石
井
・
前
掲
注（
17
）五
三
～
六
六
頁
。
前
田
・
前
掲
注（
17
）二
三
八
～
二
四
六
頁
。

（
20
）

本
書
は
全
一
六
冊
の
本
版
書
で
あ
り
、
前
四
冊
は
明
治
四
年
五
月
頃
大
学
南
校
か
ら
出
版
、
他
の
一
二
冊
（
仏
国
民
法
第
二
篇
七
一
一
条
か
ら

二
二
八
条
ま
で
）
は
、
明
治
四
年
九
月
か
ら
一
二
月
ま
で
に
文
部
省
（
こ
れ
は
明
治
四
年
七
月
、
文
部
省
設
置
と
と
も
に
、
出
版
事
業
を
大
学
南
校

よ
り
継
承
し
た
た
め
で
あ
る
）
よ
り
刊
行
さ
れ
て
、
仏
国
民
法
の
全
訳
が
完
成
し
た
（
小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
一
頁
。
手
塚
豊
『
明
治
民
法
史

の
研
究（
下
）』
著
作
集
第
八
巻
（
慶
応
通
信　

平
成
三
年
）
一
〇
頁
）。
な
お
内
容
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
前
田
・
後
掲
注（
17
）四
～
二
二
〇
頁
を

参
照
し
た
。

（
21
）

手
塚
・
前
掲
注（
13
）一
六
九
頁
。

（
22
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
六
一
頁
～
二
六
五
頁
。

（
23
）

同
意
見
を
述
べ
る
も
の
に
、
坂
本
慶
一
『
民
法
編
纂
と
明
治
維
新
』（
悠
々
社　

平
成
一
六
年
）
一
七
八
頁
。

（
24
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
二
四
頁
。

（
25
）

大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』（
丸
善　

明
治
四
〇
年
）
一
〇
二
頁
。

（
26
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）一
一
頁
。

（
27
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
二
頁
。

（
28
）

外
岡
茂
十
郎
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
第
一
巻
第
一
冊
（
早
稲
田
大
学　

昭
和
四
二
年
）
八
三
頁
。

（
29
）

明
治
政
府
が
「
脱
籍
浮
浪
ノ
徒
」
の
取
締
に
傾
注
し
た
こ
と
は
、
無
数
の
取
締
法
令
の
布
告
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
な
お
詳
細
は
、
小
林
忠
正

『
名
の
法
を
め
ぐ
る
京
都
戸
籍
仕
法
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
立
―
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
―
』（
日
本
法
学
第
七
六
巻
二
号　

平

成
二
二
年
）
六
三
五
頁
注（
3
）を
参
照
さ
れ
た
い
。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

五
三
（
五
三
）

（
30
）

後
に
京
都
府
参
事
と
な
り
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
自
由
転
籍
を
拒
否
し
た
当
事
者
で
あ
る
。

（
31
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
頁
。

（
32
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
二
五
頁
。

（
33
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
頁
。

（
34
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
二
八
頁
。

（
35
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
三
四
頁
。

（
36
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
三
四
頁
。

（
37
）
『
大
蔵
省
沿
革
志
』
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
第
二
巻
（
大
蔵
省
明
治
文
献
資
料
刊
行
会　

昭
和
三
七
年
）
八
三
頁
。

（
38
）
『
大
隈
伯
昔
日
譚
二
』（
続
日
本
史
籍
協
会
叢
書　

明
治
二
八
年　

東
京
大
学
出
版
会
覆
刻　

昭
和
五
六
年
）
四
八
五
頁
。

（
39
）

丹
羽
邦
男
『
地
租
改
正
法
の
起
源
』（
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
書
房　

平
成
七
年
）
一
三
八
頁
。

（
40
）

土
屋
喬
雄
『
杉
浦
譲
全
集
』
第
三
巻
（
杉
浦
譲
全
集
刊
行
会　

昭
和
五
三
年
）
二
六
九
頁
。

（
41
）

土
屋
・
前
掲
注（
40
）二
七
一
～
二
七
二
頁
。

（
42
）

土
屋
・
前
掲
注（
40
）九
〇
頁
。

（
43
）

土
屋
・
前
掲
注（
40
）九
〇
頁
で
は
杉
浦
譲
他
を
挙
げ
る
。
福
島
正
夫
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』
（
東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
四
二

年
）
八
三
頁
で
は
細
川
潤
次
郎
を
挙
げ
る
。

（
44
）

福
島
・
前
掲
注（
43
）八
五
頁
。

（
45
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
八
三
頁
。

（
46
）

福
島
・
前
掲
注（
8
）資
料
篇
二　

六
四
頁
。

（
47
）

詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
林
・
前
掲
注（
29
）六
一
一
～
六
一
四
頁
を
参
照
あ
り
た
い
。

（
48
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
一
一
一
頁
。

（
49
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
一
一
一
頁
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

五
四
（
五
四
）

（
50
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
五
頁
。

（
51
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
三
頁
。

（
52
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
三
頁
。

（
53
）

毛
利
敏
彦
『
江
藤
新
平
増
訂
版
』（
中
公
新
書　

平
成
二
〇
年
）
二
一
頁
。

（
54
）

坂
本
・
前
掲
注（
23
）一
九
八
頁
。

（
55
）
『
法
令
全
書
』
明
治
四
年
（
内
閣
官
報
局
編
）
四
五
八
頁
。

（
56
）

大
槻
・
前
掲
注（
25
）一
〇
二
頁
。

（
57
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
四
頁
。

（
58
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
八
頁
。

（
59
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
八
頁
。

（
60
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
五
頁
。

（
61
）

外
岡
・
前
掲
注（
6
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
五
頁
。

（
62
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）上
六
九
五
頁
。

（
63
）

石
井
・
前
掲
注（
17
）一
八
九
～
一
九
〇
頁
。

（
64
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
六
八
～
三
五
一
頁
。

（
65
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）三
五
三
～
三
六
一
頁
。

（
66
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）三
六
四
～
四
四
八
頁
。

（
67
）

川
島
、
利
谷
・
前
掲
注（
10
）七
頁
。

（
68
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
〇
頁
。

（
69
）

手
塚
・
前
掲
注（
13
）三
九
頁
。

（
70
）

大
槻
・
前
掲
注（
25
）一
〇
頁
。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

五
五
（
五
五
）

（
71
）

的
野
・
前
提
注（
1
）下
一
〇
七
頁
。

（
72
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
〇
八
頁
。

（
73
）

的
野
・
前
提
注（
1
）下
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
。

（
74
）

手
塚
・
前
掲
注（
13
）三
九
～
四
〇
頁
。
井
上
正
一
『
仏
国
民
法
ノ
我
国
ニ
及
ボ
シ
タ
ル
影
響
』
（
仏
蘭
西
民
法
百
年
記
念
論
集　

明
治
三
八

年
）
五
九
頁
。

（
75
）

小
早
川
・
前
掲
注（
11
）二
一
九
頁
。

（
76
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
〇
～
四
五
七
頁
。

（
77
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
一
頁
。

（
78
）

坂
本
・
前
掲
注（
23
）三
〇
五
頁
。

（
79
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
〇
頁
。

（
80
）
『
法
規
分
類
大
全
10
官
職
門（
1
）』（
内
閤
記
録
局　

原
書
房
覆
刻　

昭
和
五
三
年
）
一
五
九
頁
。

（
81
）

法
規
分
類
大
全
・
前
掲
注（
80
）一
五
九
頁
。

（
82
）

法
規
分
類
大
全
・
前
掲
注（
80
）一
六
二
～
一
六
三
頁
。

（
83
）
『
法
規
分
類
大
全
19
官
職
門（
10
）』（
内
閣
記
録
局　

原
書
房
覆
刻　

昭
和
五
三
年
）
九
～
一
〇
頁
。

（
84
）

手
塚
・
前
掲
注（
13
）一
二
〇
頁
。

（
85
）
『
明
治
文
化
全
集
憲
政
篇
』（
日
本
評
論
社　

昭
和
四
二
年
）
三
四
三
頁
。

（
86
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
〇
七
頁
。
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三　

民
法
草
案
身
上
証
書
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
因
っ
て
立
つ
社
会
地
盤

　

こ
れ
ま
で
も
述
べ
た
よ
う
に
戸
籍
は
、
戸
を
単
位
と
し
、
そ
の
戸
に
属
す
る
戸
主
及
び
家
族
の
身
分
に
関
す
る
事
項
を
、
戸
主
又
は
代

理
人
が
届
け
出
て
、
戸
別
に
編
制
す
る
公
文
書
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
身
上
証
書
と
は
、
個
人
の
意
思
を
家
族
共
同
体
的
な
も
の

か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
個
で
あ
る
当
事
者
の
意
思
表
示
を
国
家
権
力
が
直
接
と
ら
え
て
、
法
的
な
意
味
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
。
我
が
国
の
歴
史
上
に
全
く
根
拠
を
も
た
な
い
、
身
分
公
証
制
度
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
継
受
、
追
随
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
と

ん
ど
直
訳
的
で
、
す
で
に
布
告
、
施
行
さ
れ
て
い
た
全
国
惣
体
戸
籍
法
や
、
我
が
国
戸
籍
慣
行
と
の
つ
な
が
り
は
、
本
来
何
ら
考
慮
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
後
述
第
一
）。
し
か
し
こ
の
両
者
が
互
に
編
纂
作
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

多
少
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
後
述
第
二
）。

　

江
藤
新
平
が
手
懸
た
民
法
草
案
、
身
上
証
書
制
に
は
、
次
の
二
種
が
あ
っ
た
。
第
一
は
直
接
関
与
し
た
「
民
法
決
議
」、「
民
法
決
議
第

一
」、「
民
法
決
議
第
二
」
や
「
民
法
仮
法
則
」
に
顕
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
そ
の
ま
ま
に
身
上
証
書
を
も
っ
て
戸
籍
に
代

え
よ
う
と
す
る
、
身
上
証
書
制
で
あ
る
。
第
二
は
明
法
寮
で
審
議
を
容
認
し
た
、「
改
刪
未
定
本
民
法
」、「
民
法
第
一
人
事
篇
」、「
皇
国

民
法
仮
規
則
」
の
採
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
戸
籍
を
前
提
と
し
て
民
法
を
編
纂
す
る
身
上
届
書
・
身
上
届
帳
の
方
式
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
の
身
上
証
書
を
も
っ
て
戸
籍
に
代
え
よ
う
と
す
る
草
案
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
る
。
民
法
決
議
と
民
法
決
議
第
一
は
、
字
句

を
異
に
す
る
程
度
で
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
民
法
決
議
第
一
に
よ
れ
ば
、
第
二
篇
第
一
章
身
上
証
書
で
、「
四
十
条　

各
部
曲
官
庁
ニ
ハ

兼
テ
出
産
帳
縁
談
公
示
帳
縁
組
帳
離
縁
帳
死
去
帳
改
名
帳
各
二
冊
ツ
ゝ
ヲ
備
ヘ
ヲ
キ
、
身
上
申
立
ヲ
両
帳
共
ニ
記
ス
ベ
シ
」。「
四
十
一
条

一
項　

右
帳
二
冊
ト
モ
三
等
裁
判
所
官
員
ノ
自
筆
ニ
テ
首
尾
ニ
番
号
ヲ
記
シ
、
且
毎
葉
証
印
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
」。「
四
十
一
条
二
項　

部
曲
官
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庁
ニ
テ
身
上
ノ
申
立
ヲ
記
ス
ト
キ
ハ
、
其
年
月
日
時
及
ビ
本
人
證
人
ノ
氏
名
年
齢
職
業
住
所
等
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
、
但
本
人
等
申
立
ノ
外
解

説
ニ
類
ス
ル
コ
ト
ハ
ス
ベ
テ
記
載
ス
ベ
カ
ラ
ズ

）
87
（

」
と
し
て
、
個
別
編
制
方
式
を
と
る
。
そ
し
て
、「
三
十
六
条　

本
人
自
ラ
出
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
公
證
ア
ル
書
面
ヲ
以
テ
托
シ
タ
ル
名
代
人
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ

）
88
（

」
と
し
て
、
本
人
自
ら
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
名
代
人

を
認
め
る
が
、
三
等
裁
判
所
官
員
（
四
一
条
一
項
）
の
面
前
に
出
頭
し
て
申
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
身
上
証
書
を
編
制
す
る
草
案
と
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
民
法
仮
法
則
も
、
す
べ
て
身
上
証
書
の
規
定
で
あ
る
が
、「
第
七
条　

各
人
民
ハ
随
意
ニ
己
ノ
宗
旨
ノ
礼
式
ヲ
以
テ
、
出
産
婚
姻

及
ビ
死
去
ヲ
弔
祝
ス
ル
ヲ
得
可
シ

）
89
（

」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
に
従
っ
て
出
生
、
婚
姻
、
死
去
の
儀
式
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
身
分
変
動
の
際
に
は
身
上
証
書
（
身
分
証
書
）
へ
の
記
載
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
第
十
三
条　

身
分
證
書
ニ
ハ
身
分
取
扱
人
ノ

其
證
ノ
陳
述
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
月
日
時
ト
其
書
ニ
記
ス
可
キ
人
ノ
姓
名
年
齢
職
業
住
所
ト
ヲ
記
ス
可
シ

）
90
（

」
と
し
て
、
身
分
取
扱
人
（
第
一
条

各
組
合
ニ
於
テ
組
頭
ニ
身
分
取
扱
ノ
役
ヲ
兼
ネ
シ
メ

）
91
（

）
の
面
前
に
出
頭
し
て
申
述
し
、
個
別
の
身
分
証
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

　

第
二
の
戸
籍
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
は
、
江
藤
が
直
接
関
与
す
る
こ
と
な
く
明
法
寮
で
審
議
さ
せ
た
、
改
刪
未
定
本
民
法
、
民
法

第
一
人
事
編
、
皇
国
民
法
仮
規
則
の
三
つ
の
草
案
で
あ
る
。
た
と
え
ば
皇
国
民
法
仮
規
則
第
四
十
三
条
以
下
で
、
本
籍
の
存
在
を
認
め
、

「
第
四
十
三
条　

凡
本
籍
ト
ハ
本
人
管
轄
ヲ
受
ケ
戸
籍
ノ
存
ス
ル
本
住
居
ノ
地
ヲ
云
フ

）
92
（

」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
「
第
十
条　

戸
長
ハ
役

所
ニ
帳
面
ヲ
備
ヘ
置
キ
出
産
婚
姻
養
子
離
縁
家
督
相
続
分
家
合
家
行
衛
知
レ
サ
ル
者
死
去
姓
名
更
改
等
ノ
身
上
届
ヲ
記
ス
可
シ

）
93
（

」
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
届
は
個
別
編
制
方
式
で
あ
る
が
、
婚
姻
届
（
第
二
三
条
）、
養
子
養
女
届
（
第
二
六
条
）、
死
去
届
（
第
三
十
条
）
等
に
お
い

て
は

）
94
（

、「
戸
主
ヨ
リ
各
其
戸
長
ニ
届
出
ヘ
シ
」
と
し
て
戸
主
か
ら
戸
長
（
身
分
取
扱
吏
）
へ
の
届
出
主
義
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
三
草
案
の
身
上
届
書
並
に
身
上
届
帳
の
方
式
は
、
戸
籍
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
戸
籍
制
度
と
身
上
証
書
制
度
の
折
衷
と
い
う
こ
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と
が
で
き
る
。

　

以
上
第
一
の
、
江
藤
新
平
が
直
接
関
与
し
た
一
連
の
民
法
決
議
や
民
法
仮
法
則
の
身
上
証
書
草
案
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
身
上
証
書

を
も
っ
て
戸
籍
に
代
え
よ
う
と
し
、
戸
籍
制
度
と
は
無
関
係
に
起
草
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
、
江
藤
が
間
接
的
に
明
法
寮

で
審
議
さ
せ
た
皇
国
民
法
仮
規
則
な
ど
の
三
つ
の
身
上
届
書
・
身
上
届
帳
草
案
は
、
戸
籍
を
前
提
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
江
藤
は
明
法
寮
三
草
案
を
拒
否
、
容
認
せ
ず
、
新
た
に
自
ら
関
与
し
て
「
民
法
仮
法
則
」
を
起
草
し
た
こ
と
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

江
藤
の
主
意
は
、
あ
く
ま
で
戸
籍
制
度
と
は
無
関
係
に
身
上
証
書
を
起
草
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
江
藤
の
民
法
草
案
が
、
す
べ
て
身

上
証
書
の
規
定
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
、
た
ん
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
順
序
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
江
藤
の
強
い
信
念
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
江
藤
は
、
一
面
で
、
民
権
の
確
立
、
す
な
わ
ち
人
民
の
権
利
と
義
務
の
観
念
に
立
脚
し
た
近
代
的
な
市
民
法
体
系
の
樹
立
を

意
図
す
る
。
他
面
に
お
い
て
「
各
民
の
地
位
を
正
す

）
95
（

」
こ
と
に
よ
り
人
民
の
法
的
立
場
を
安
定
さ
せ
、
人
民
一
般
に
経
済
活
動
の
意
欲
を

振
起
し
、
ひ
い
て
国
の
富
強
を
期
す
る
と
い
う
、
富
国
強
兵
の
基
本
国
策
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た

）
96
（

。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
人
民
の
分

限
や
権
利
を
明
ら
か
に
す
る
民
法
制
定
、
特
に
身
上
証
書
が
、
何
よ
り
も
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
江

藤
は
、
民
法
草
案
作
成
に
あ
た
り
、
ま
ず
も
っ
て
身
上
証
書
に
重
点
を
置
い
て
起
草
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

そ
し
て
江
藤
は
自
ら
の
最
後
の
草
案
で
あ
り
身
上
証
書
制
を
と
る
民
法
仮
法
則
を
施
行
す
べ
く
、
明
治
六
年
三
月
一
三
日
太
政
官
正
院

に
布
告
案
を
提
出
し
た
が
（
前
述
四
八
頁
）、実
現
し
な
か
っ
た
。
江
藤
新
平
に
よ
る
民
法
編
纂
事
業
は
、す
で
に
大
木
喬
任
に
よ
っ
て
布
告
、

施
行
さ
れ
て
い
た
全
国
惣
体
戸
籍
法
に
は
ば
ま
れ
て
、
進
捗
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
97
（

。
身
上
証
書
と
戸
籍
法
と
が
対
峙
し
た
結
果
で
あ
り
、

こ
れ
が
江
藤
の
民
法
編
纂
事
業
を
さ
ま
た
げ
た
大
き
な
原
因
で
も
あ
っ
た

）
98
（

。
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こ
の
よ
う
に
江
藤
は
身
上
証
書
を
も
っ
て
、
人
民
を
登
録
す
る
こ
と
を
把
握
の
方
法
と
考
え
た
。
一
方
大
木
喬
任
は
戸
籍
を
も
っ
て
人

民
掌
握
の
手
段
と
し
た
。
ど
ち
ら
も
家
族
集
団
の
組
織
的
統
制
に
関
連
す
る
身
分
登
録
制
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
両

制
と
も
に
、
財
産
法
こ
と
に
債
権
的
取
引
法
と
比
較
し
て
、
は
る
か
に
強
い
組
織
的
統
制
の
性
質
と
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

目
的
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
身
上
証
書
制
は
少
な
く
も
民
権
確
立
を
目
的
と
し
て
の
人
民
登
録
で
あ
る
の
に
対
し
、
戸
籍
は
治
安
の
維
持
、

学
制
の
施
行
、
税
の
徴
収
制
度
、
徴
兵
制
の
実
施
な
ど
「
凡
百
之
御
政
事
」（
東
京
戸
籍
仕
法　

明
治
二
年
三
月
欠
日
行
政
官
第
三
二
三

）
99
（

）

の
基
礎
と
し
て
の
人
民
掌
握
の
目
的
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
途
は
大
き
く
相
違
す
る
。

　

こ
の
性
質
、
機
能
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
（
法
一
般
に
い
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
）、
身
上
証
書
も
、
戸
籍
法
も
、
因
っ
て
立
つ

歴
史
的
、
社
会
的
地
盤
を
前
提
と
し
て
、
発
生
、
発
展
、
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
当
該
社
会
の
お
か
れ
て
い
る
一
定
の
史
的
段
階
に
お
い

て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

「
身
上
証
書
は
、
日
本
に
は
従
来
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
継
受
の
対
象
た
る
西
欧
法
系
の
も
の
で
、
元
来
は
教
会
法
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
い
え
ば
、
同
国
で
主
た
る
宗
教
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
で
は
、
教
区
の
僧
侶
に
そ
の
管
掌
す
る
教
会
内
で
、
洗
礼
、

婚
姻
お
よ
び
埋
葬
と
い
う
い
わ
ゆ
る
秘
蹟
に
属
す
る
儀
式
を
取
り
扱
わ
せ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
登
記
簿
も
教
会
が
管
掌
し
て
い
た
。

…
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
婚
姻
の
還
俗
（sécularization

）
を
断
行
し
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
法
の
布
告
は
右
の
出
生
・
婚
姻
・
死
亡
の

三
種
の
身
分
証
書
を
市
町
村
役
場
で
取
り
扱
わ
せ
る
も
の
と
し
、
こ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
規
定
が
出
て
く
る

）
100
（

」
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
我
が
国
に
お
け
る
戸
籍
法
は
、
古
く
大
宝
令
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
の
後
江
戸
期
宗
門
改
帳
と
し
て
発
足
し
、
キ
リ
シ
タ

ン
弾
圧
の
立
場
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
身
上
証
書
制
度
は
我
が
国
に
と
っ
て
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
身
上
証
書
と
し
て
、
単
な
る
登
録
と
し
て
の
人
民
把
握
の
目
的
に
止
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
実
質
的
な
人
民
掌
握
、
た
と
え
ば
全



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
〇
（
六
〇
）

国
惣
体
戸
籍
法
の
と
る
「
戸
数
人
員
ヲ
詳
ニ
シ
テ
猥
リ
ナ
ラ
サ
ラ
シ
ム
ル
ハ
政
務
ノ
最
モ
先
シ
重
ス
ル
所
ナ
リ
…
」（
前
文

）
101
（

）
と
い
っ
た

人
民
掌
握
を
目
的
と
す
る
か
は
、
一
つ
は
当
該
法
制
度
を
生
み
、
動
か
し
て
い
る
政
治
権
力
の
性
格
。
二
つ
は
そ
の
法
制
度
を
受
け
入
れ

る
人
民
の
民
族
的
性
格
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

我
が
国
で
は
、
従
来
よ
り
、
身
分
法
は
即
戸
籍
法
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
戸
籍
法
は
、
村
落
共
同
体
の
組
織
的
統
制
の

機
能
を
有
し
て
い
た
。
当
時
家
族
は
、
全
面
的
に
組
合
（
全
国
惣
体
戸
籍
法
第
三
則
・
第
九
則
な
ど
で
規
定
す
る

）
102
（

。
そ
れ
ま
で
の
伍
組
に

相
当
す
る
）
と
い
う
地
域
共
同
体
の
支
配
、
強
制
に
服
し
、
戸
長
・
副
戸
長
（
江
戸
期
村
役
人
に
相
当
）
の
監
視
下
に
置
か
れ
て
い
た
（
全

国
惣
体
戸
籍
法
第
一
則

）
103
（

）。
組
合
は
、
組
内
の
互
助
、
警
察
、
保
安
、
売
買
、
質
入
、
転
籍
（
小
野
組
転
籍
事
件
で
も
五
人
頭
の
連
名
連

印
を
も
っ
て
提
出
し
て
い
る

）
104
（

）
な
ど
を
監
視
し
た
。
特
に
明
治
前
期
に
お
い
て
、
廃
藩
置
県
を
断
行
し
、
強
力
な
中
央
集
権
を
と
る
絶
対

主
義
の
政
治
形
態
に
お
い
て
は
、
家
族
集
団
を
戸
籍
に
よ
っ
て
固
定
化
す
る
と
と
も
に
、
組
織
的
強
化
と
統
制
に
力
点
を
置
き
、
さ
ら
に

組
合
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
集
団
を
監
視
さ
せ
る
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
戸
籍
の
目
的
こ
そ
は
「
凡
百
之
御
政
事
」
の
基
礎
で

あ
る
と
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
全
国
惣
体
戸
籍
法
に
現
わ
れ
る
「
戸
」
は
、
個
人
の
行
為
と
し
て
の
身
分
行
為
で
は
な
く
、

「
戸
」
の
成
員
、
家
族
共
同
体
の
成
員
と
し
て
の
地
位
の
成
立
と
い
う
形
態
を
取
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
江
藤
の
と
る
身
上
証
書
の
法
律
行
為
は
、「
個
」
の
意
思
表
示
を
そ
の
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
分
行
為
も
そ
の

例
外
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
近
代
法
原
理
に
立
脚
す
る
。
こ
の
原
理
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
戸
籍
法
は
民
法
身
分
法
と

し
て
変
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
当
時
の
会
得
は
も
ち
ろ
ん
乏
し
い
。
江
藤
は
我
が
国
の
歴
史
上
に
根
拠
を
も
た
な
い
身
上
証
書
を
、

突
然
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
継
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
理
も
機
能
も
当
時
全
く
理
解
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
し
、
明
治
前
期
の
政
治
状
況
の
中
で
は
と
う
て
い
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戸
籍
法
の
民
法
身
分
法
化
は
、
戸



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

六
一
（
六
一
）

籍
法
自
体
の
性
格
的
変
化
や
、
政
治
的
型
態
と
性
格
の
変
化
に
伴
っ
て
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
江
藤
の
身
上
証
書
は
、
実
質
的
に

戸
籍
法
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
民
法
身
分
法
に
な
っ
て
行
く
過
程
で
は
、
政
治
権
力
と
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
達
成
さ
れ
る
に
は
多
く
の
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
現
行
民
法
身
分
法
制
定
や
現
行
戸
籍
法
制
定
ま
で

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

）
105
（

。
こ
の
方
向
性
は
、
明
治
民
法
旧
身
分
法
に
至
っ
て
も
、
民
法
起
草
者
は
、「
戸
」
の
原
理
を
と
り
、「
個
」

の
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
れ
ら
を
統
一
、
融
合
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
第
一
に
身
分
行
為
を
個
人
の
意
思
表

示
を
要
素
と
す
る
法
律
行
為
と
し
て
構
成
し
て
財
産
法
こ
と
に
債
権
的
取
引
法
と
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
こ
れ
と
戸
主
の
同
意
権
、
離
籍

権
等
と
か
ら
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
戸
主
に
よ
る
専
権
的
届
出
』
を
実
質
的
に
認
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
戸
主
に
よ
る
『
籍
』

―
家
の
構
成
権
を
保
障
し
、
第
二
に
代
理
・
使
者
の
理
論
や
届
出
の
形
式
的
瑕
疵
の
受
理
に
よ
る
治
癒
理
論
な
ど
を
と
お
し
て
身
分
行
為

の
個
人
性
・
意
思
性
と
古
い
型
態
の
法
生
活
と
背
馳
さ
せ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
調
和
、
融
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

）
106
（

」
と
い
え

る
が
、
こ
の
明
治
民
法
旧
身
分
法
規
定
で
も
、
江
藤
の
身
上
証
書
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
江
藤
の
身
上
証
書
起
草

当
時
に
は
、
も
と
よ
り
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
江
藤
新
平
の
身
上
証
書
に
よ
る
民
権
確
立
と
い
う
理
想
は
、
我
が
国
の
社
会
地
盤
に
深
く
根
差
し
た
全
国
惣
体
戸
籍
法
施

行
と
い
う
現
実
の
前
に
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
江
藤
は
、
民
権
確
立
の
理
想
と
精
神
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
、
小
野
組
転
籍
事
件
に
深
く
関

与
し
た
。
何
度
も
言
う
よ
う
に
身
上
証
書
は
、「
個
」
に
よ
る
届
出
で
あ
っ
て
、
そ
の
身
分
変
動
を
国
家
権
力
が
直
接
と
ら
え
て
、
法
的

な
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
変
動
は
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
藤
は
、
京
都
府
の
小
野
組
転
籍
拒
否
に
遭
遇

し
、
自
ら
が
起
草
し
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
身
上
証
書
の
原
則
と
精
神
を
も
っ
て
反
対
し
、
介
入
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の

で
あ
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
二
（
六
二
）

　

明
治
新
政
府
が
押
し
進
め
た
人
民
把
握
の
方
式
は
、
一
方
に
お
い
て
江
藤
新
平
主
導
の
身
上
証
書
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
法
継
受
に
よ
る
近

代
市
民
法
秩
序
に
も
と
づ
く
、
登
録
へ
の
模
作
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
は
大
木
喬
任
の
全
国
惣
体
戸
籍
法
に
よ
る
我
が
国
社
会
に
根
差

し
て
い
た
戸
籍
に
よ
る
人
民
掌
握
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
制
は
前
述
し
た
よ
う
に
並
行
し
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
、
近
代
法

的
身
上
証
書
的
把
握
動
向
と
、
復
古
的
な
戸
籍
法
的
掌
握
動
向
と
い
っ
た
対
立
は
、
そ
の
他
の
事
象
に
つ
い
て
み
て
も
、
明
治
前
期
に
は

普
通
の
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
対
峙
は
、
本
稿
が
取
り
上
げ
た
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
の
対
立
の
根
底
に
も
あ
っ
た
も
の
と
推
測
し

た
い
。

（
87
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
二
六
頁
。

（
88
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）二
二
六
頁
。

（
89
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
一
頁
。

（
90
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
一
頁
。

（
91
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）四
五
一
頁
。

（
92
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）三
六
六
頁
。

（
93
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）三
六
五
頁
。

（
94
）

前
田
・
前
掲
注（
17
）三
六
五
～
三
六
六
頁
。

（
95
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
二
頁
。

（
96
）

的
野
・
前
掲
注（
1
）下
一
二
頁
。

（
97
）

同
意
見
を
述
べ
る
も
の
に
、
川
島
、
利
谷
・
前
掲
注（
10
）六
頁
。

（
98
）

同
意
見
を
述
べ
る
も
の
に
、
坂
本
・
前
掲
注（
23
）一
七
九
頁
。



名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
（
小
林
）

六
三
（
六
三
）

（
99
）

前
出
、
外
岡
・
前
掲
注
（
28
）第
一
巻
第
一
冊
二
八
頁
。

（
100
）

谷
口
知
平
『
仏
蘭
西
民
法
Ⅰ
人
事
』
現
代
外
国
法
典
叢
書
（
有
斐
閣　

昭
和
一
七
年
）
六
〇
頁
。

（
101
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
八
三
頁
。

（
102
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
八
三
～
八
五
頁
。

（
103
）

外
岡
・
前
掲
注（
28
）第
一
巻
第
一
冊
八
三
頁
。

（
104
）

小
林
・
前
掲
注（
29
）六
二
九
頁
。

（
105
）

な
お
現
行
戸
籍
法
は
、
夫
婦
及
び
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
未
婚
の
子
ご
と
に
編
製
さ
れ
る
（
戸
籍
法
六
条
）。
現
行
民
法
が
家
制
度
を
廃
止

し
、
個
人
の
尊
厳
や
両
性
の
平
等
を
基
調
と
し
て
い
る
以
上
、
個
人
的
編
製
別
の
身
分
証
書
制
を
と
る
の
が
論
理
的
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
夫
婦
と

そ
の
間
の
未
婚
の
子
か
ら
成
る
小
家
族
を
一
括
し
て
表
示
し
て
、
個
人
の
身
分
関
係
を
公
示
す
る
と
い
う
便
宜
さ
か
ら
、
現
行
戸
籍
法
は
夫
婦
と
氏

を
同
じ
く
す
る
未
婚
の
子
と
で
、
戸
籍
編
製
す
る
こ
と
と
し
、
婚
姻
す
れ
ば
そ
の
夫
婦
に
つ
い
て
、
新
戸
籍
を
編
製
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
106
）

山
主
政
幸
『
日
本
社
会
と
家
族
法
―
戸
籍
法
を
と
お
し
て
』（
日
本
評
論
新
社　

昭
和
三
二
年
）
一
六
～
一
七
頁
。

　
　
　
　
　

あ
と
が
き

　

京
都
裁
判
所
に
お
け
る
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
に
際
し
て
、
こ
の
事
件
を
太
政
官
正
院
で
指
揮
し
た
の
は
、
参
議
江
藤
新
平
で
あ
っ

た
し
、
参
議
辞
任
後
も
強
い
関
心
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
江
藤
は
何
ぜ
小
野
組
転
籍
事
件
に
関
与
し
た
の
か
。
こ
の
事
件
は
、
小

野
組
達
が
京
都
よ
り
戸
籍
転
籍
を
求
め
る
が
、
京
都
府
は
全
国
惣
体
戸
籍
法
第
八
則
の
送
入
籍
（
自
由
転
籍
）
規
定
を
無
視
し
て
、
人
民

の
権
利
を
侵
害
し
、
ま
た
裁
判
所
判
決
を
無
視
、
拒
絶
し
た
事
件
で
あ
り
、
身
上
証
書
を
も
っ
て
民
権
の
確
立
を
目
途
と
す
る
江
藤
新
平

の
方
針
と
相
反
し
た
。
し
た
が
っ
て
江
藤
は
、
本
事
件
に
深
く
関
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
四
（
六
四
）

　

本
稿
で
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
の
江
藤
新
平
の
関
与
に
お
い
て
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
対
立
の
根
底
の
一
つ
と
な
っ
た
と
私
見
す
る
、

江
藤
新
平
の
「
民
法
草
案
身
上
証
書
」
と
、大
木
喬
任
の
「
全
国
惣
体
戸
籍
法
」
の
聚
訟
・
対
峙
に
焦
点
を
当
て
て
、み
て
き
た
も
の
で
あ
る
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

六
五
（
六
五
）

　
　
　
　
　

第
一
章 

 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨
な
ら
び
に
論
点

　

1
．
は
じ
め
に
―
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
問
題
意
識
―

　

オ
バ
マ
大
統
領
は
包
括
的
な
金
融
制
度
改
革
を
図
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー

ト
改
革
及
び
消
費
者
保
護
法
（D

odd-Frank W
all Street R

eform
 and C

onsum
er Protection A

ct

）
に
署
名
、
同
法
が
成
立
し
て
い
る
。

同
法
の
包
摂
す
る
範
囲
は
広
く

（
１
）

、
大
き
な
変
革
を
も
く
ろ
む
内
容
で
あ
る
が
、
米
国
金
融
業
界
の
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
に
よ
り
、
骨
抜
き
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
る

（
２
）

。
他
方
で
は
不
十
分
と
し
て
更
な
る
強
化
を
求
め
、
規
制
の
整
合
性
等
を
指
摘
す
る
見
解
も
出
さ
れ
る
。

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び

に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察藤　

　

川　
　

信　
　

夫



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
六
（
六
六
）

域
外
適
用
、
外
国
金
融
機
関
へ
の
影
響
等
、
今
後
の
方
向
性
、
十
分
性
な
ど
不
透
明
な
部
分
も
多
く
、
同
法
成
立
後
も
多
く
の
議
論
と
影

響
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る

（
３
）（
４
）。

本
稿
は
か
か
る
大
局
的
な
問
題
意
識
の
下
に
、
検
討
対
象
と
し
て
は
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引

規
制
等
の
新
た
な
切
り
口
に
絞
り
込
み
、
揺
れ
動
く
同
法
の
展
開
と
帰
趨
な
ら
び
に
実
践
、
影
響
等
に
つ
き
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る

（
５
）

。

　

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨

　

同
法
の
主
な
内
容
は
、
危
機
再
発
防
止
の
た
め
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
把
握
す
る
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー

設
置
、
金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
と
い
うToo big to fail

（TB
TF

）
問
題
へ
の
対
応
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（O

ver 

the C
ounter Sw

aps M
arkets

）
改
革
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
（H

edge Fund

）
規
制
、
銀
行
・
保
険
規
制
改
善
、
格
付
機
関
規
制
強
化
、

証
券
化
市
場
規
制
、
役
員
報
酬
等
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
、
消
費
者
・
投
資
家
保
護
強
化
等
の
多
く
の
課
題
に
対
処
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）

同
法
は
一
六
章
、
二
三
〇
〇
頁
に
及
ぶ
大
部
な
分
量
で
あ
り
、
多
様
な
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
組
合
わ
せ
、
今
後
の
膨
大
な
細
目
規
定
へ
委
任
・

整
備
が
特
徴
で
あ
る
。

（
2
）

適
用
除
外
規
定
の
ほ
か
、
適
用
延
期
に
つ
き
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
最
終
規
則
発
出
日
の
一
二
ヶ
月
後
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）、
ま
た
は

同
法
成
立
二
年
後
（
二
〇
一
二
年
七
月
）
の
早
い
日
に
施
行
さ
れ
る
が
、
最
長
五
年
間
の
移
行
期
間
が
あ
り
、
二
〇
一
七
年
七
月
ま
で
猶
予
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。
流
動
性
の
な
い
フ
ァ
ン
ド
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
判
断
に
よ
り
最
大
五
年
間
の
適
用
延
長
が
可
能
で
あ
り
、
適
用
時
期
は
最
長
で
一
二
年
後

に
な
る
。

（
3
）Ted Paradise,D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP "H

ow
 D

odd-Frank A
pplies O

utside the U
.S. " January 1

6,2
0
1
2, "Fund Investing and 

Sponsoring under the V
olcker R

ule "D
ecem

ber 13,2011, "Proprietary Trading under the V
olcker R

ule " February 20,2012, D
avid Skeel " 



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

六
七
（
六
七
）

The N
ew

 Financial D
eal understanding the dodd-frank act and its unintended consequences " A

pril 2
1,2

0
1
0.

（
4
）

同
法
の
概
要
に
関
し
て
、
小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
―
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
―
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ

リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏
号
）
一
二
七
―
一
五
二
頁
参
照
、以
下
同
。
松
尾
直
彦
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
―
ド
ッ
ド=

フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』

金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）、
鈴
木
博
「
米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
と
金
融
機
関
経
営
─
大
規
模
金
融
機
関
の
経
営
の
視
点
か

ら
─
」
農
林
金
融
（
二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
5
）

筆
者
は
二
〇
一
一
年
二
月
一
日
か
ら
四
月
三
〇
日
ま
で
日
本
大
学
本
部
海
外
派
遣
研
究
員
（
短
期
Ａ
）
と
し
て
米
国G

eorge W
ashington 

U
niversity Law

 School
で
在
外
研
究
（
客
員
研
究
員
）
を
行
い
、
そ
の
後
従
前
の
勤
務
先
で
あ
る
日
本
政
策
投
資
銀
行N

ew
 Y

ork R
epresentative 

O
ffi ce

の
協
力
を
得
て
米
国
金
融
市
場
の
調
査
を
行
っ
た
。
同
大
学
で
のC

-LEA
F and Professor and E*TR

A
D

E B
ank G

eneral C
ounsel John 

B
uchm

an host A
m

erican Enterprise Institute for Public Policy R
esearch Fellow

 Peter J. W
allison and M

IT Sloan School of M
anagem

ent 

Professor Sim
on Johnson "The D

odd-Frank A
ct: D

id It G
o Too Far or N

ot Far Enough?" M
arch 1

7,2
0
1
1,FC

C
-B

urns#
5
0
5

等
関
連
の
研

究
会
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
七
日
同
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
法
案
作
成
者D

odd

委
員
長
自
身
の
講
演
会
等
参
照
。

　
　
　
　
　

第
二
章　

銀
行
持
株
会
社
と
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制

　

1
．
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
一
元
化

　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
危
機
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（M

acro Prudence

）
を
担
う
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・

リ
ス
ク
規
制
機
関
と
し
て
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
（Financial Stability O

versight C
ouncil FSO

C

）
が
設
置
さ
れ
、
連
邦
準
備

制
度
理
事
会
（Federal R

eserve B
oard FR

B

）
が
勧
告
権
限
を
有
す
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
評
価
、
情
報
収
集
・
分
析
を
行

う
金
融
調
査
庁
（O

fnce of Financial R
esearch

）
を
財
務
省
内
に
設
け
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
八
（
六
八
）

　

2
．
銀
行
持
株
会
社
とToo big to fail

問
題
な
ら
び
に
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制

　

金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
）
問
題
の
対
処
と
し
て
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
事
前
予
防
の
観
点
か
ら
シ
ス
テ
ミ

ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
も
た
ら
し
得
る
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（System

ically Im
portant Financial Institutions SIFIs

）、
即
ち
総

資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
を
対
象
に
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス

規
制
（Enhanced Prudential Standards

高
度
健
全
性
基
準
）
を
課
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス

ク
発
生
の
事
後
対
応
と
し
て
連
邦
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
る
秩
序
だ
っ
た
清
算
手
続
き
（orderly liquidation

）
を
組
み
込

む
。
厳
格
な
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
に
よ
り
破
綻
確
率
を
引
き
下
げ
、
納
税
者
負
担
を
回
避
し
つ
つ
清
算
す
る
方
針
で
あ
る
。
レ
バ
レ
ッ
ジ

（leverage

）
、
金
融
資
産
の
量
・
質
、
負
債
の
量
・
質
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
よ
り
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
て
い
る
与
信
額
で
あ
る
オ
フ
バ

ラ
ン
ス
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
等
に
応
じ
規
制
が
厳
し
く
な
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
資
本
構
成
・
リ
ス
ク
、
複
雑
性
、
金
融
業
務
、
規
模
等
を
考

慮
し
、
個
別
金
融
機
関
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
規
制
す
る
。SIFIs

が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
な
金
融
機
関
に
な
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
じ
る
こ
と
が

狙
い
で
あ
ろ
う
。

　

義
務
的
高
度
健
全
性
基
準
に
は
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自
己
資
本
規
制
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
制
限

（
６
）・

流
動
性
規
制
、
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）、

レ
ゾ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
破
綻
処
理
計
画
、
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル

（
７
）

）
及
び
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
報
告
書
、
与
信
集
中
制
限
が

あ
る
。
ま
た
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
（
強
制
転
換
条
項
付
）
キ
ャ
ピ
タ
ル
規
制

（
８
）

、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
強
化
、
短
期
債
務
制
限

（
９
）

等
の
任

意
的
高
度
健
全
性
基
準
は
、
カ
ウ
ン
シ
ル
の
勧
告
を
踏
ま
え
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
具
体
的
に
検
討
す
る
。
清
算
回
避
の
た
め
の
納
税
者
資
金
の
使
用

禁
止
、
破
綻
処
理
コ
ス
ト
の
金
融
機
関
か
ら
の
徴
収
、
Ｆ
Ｅ
Ｄ
（
米
国
連
邦
準
備
銀
行
）
の
個
別
緊
急
融
資
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
。
金

融
シ
ス
テ
ム
に
リ
ス
ク
を
及
ぼ
し
う
る
破
綻
リ
ス
ク
が
生
じ
た
場
合
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
主
導
の
綻
処
理
手
続
き
を
開
始
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
・
Ｆ
Ｅ
Ｄ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

六
九
（
六
九
）

の
勧
告
に
基
づ
き
財
務
長
官
が
裁
判
所
に
手
続
開
始
を
申
し
立
て
る
。
金
融
機
関
側
の
整
理
計
画
と
し
て
、
破
綻
時
を
想
定
し
た
生
前
遺

言
（
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
）
の
当
局
宛
提
出
・
定
期
的
更
新
を
義
務
付
け
る
。
ま
たSIFIs

に
対
す
る
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
流
動
性
等

の
健
全
性
要
件
の
加
重
を
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
が
Ｆ
Ｅ
Ｄ
に
勧
告
す
る
。

（
6
）

レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
は
金
融
安
定
の
重
大
な
脅
威
と
カ
ウ
ン
シ
ル
が
判
断
す
る
場
合
負
債
株
式
比
率
（debt to equity ratio

）
が
15
：
1
に
制
限

さ
れ
、
与
信
集
中
は
関
係
会
社
以
外
に
対
し
自
己
資
本
（
株
主
資
本
＋
剰
余
金
）
の
二
五
％
以
内
の
制
限
が
加
わ
る
。
ベ
ー
ス
、
悪
化
、
最
悪
化
の

各
シ
ナ
リ
オ
で
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
、
破
綻
計
画
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。

（
7
）SIFIs

を
対
象
に
連
邦
倒
産
法
チ
ャ
プ
タ
ー
11
等
に
代
替
す
る
破
綻
処
理
手
続
き
で
あ
る
。

（
8
）

法
律
成
立
日
か
ら
二
年
以
内
に
カ
ウ
ン
シ
ル
が
議
会
に
提
出
す
る
報
告
書
に
よ
り
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
規
則
化
を
検
討
す
る
。

（
9
）

短
期
債
務
制
限
は
、
自
己
資
本
（
株
主
資
本
＋
剰
余
金
）
対
比
に
お
け
る
制
限
が
加
わ
る
。

　
　
　
　
　

第
三
章　

銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
合
併
・
統
合
な
ど
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制　

　

1
．
合
併
・
統
合
な
ら
び
に
銀
行
持
株
会
社
制
限

　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
はSIFIs

を
対
象
に
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
場
合
、
リ
ス
ク
緩
和
を
目
的
と
し
て
当
該
金
融
機

関
に
対
し
合
併
等
の
制
限
、
資
産
売
却
、
当
初
の
合
併
な
ど
を
解
消
す
る
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
を
命
じ
る
権
限
を
規
定
す
る
。
な
お
米
国

で
は
Ｍ
＆
Ａ
の
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
に
関
し
て
、
競
合
関
係
に
あ
る
買
収
提
案
が
さ
れ
れ
ば
経
営
陣
は
株
主
価
値
最
大
化
を
図
る
義
務
が

あ
り
（
レ
ブ
ロ
ン
基
準
）、
情
報
開
示
な
ど
ウ
イ
ン
ド
ー
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て
好
条
件
の
交
渉
に
応
じ
る
が
（
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
・
ア

ウ
ト
条
項
）、
提
案
を
拒
否
さ
れ
た
買
収
者
に
損
失
が
生
じ
る
場
合
に
は
当
該
損
失
を
賠
償
す
る
合
意
を
す
る
場
合
も
あ
る
（
ブ
レ
ー
ク
・



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
〇
（
七
〇
）

ア
ッ
プ
フ
ィ
ー
条
項
）。
次
に
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
他
の
会
社
と
の
統
合
・
合
併

の
制
限
、
金
融
商
品
等
の
提
供
の
禁
止
、
一
部
業
務
の
禁
止
、
制
限
の
賦
課
、
さ
ら
に
不
十
分
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
資
産
な
ら
び
に
オ

フ
バ
ラ
ン
ス
項
目
の
売
却
・
譲
渡
を
求
め
る
。
金
融
危
機
時
に
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
待
避
し
た
投
資
銀
行
に
つ
き
、
ホ
テ
ル
・
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
（H

otel C
alifolnia

）
条
項
も
規
定
さ
れ
、
総
資
産
が
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
で
不
良
資
産
買
取
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｆ
）
に

よ
り
資
本
注
入
さ
れ
た
銀
行
持
株
会
社
が
地
位
を
返
上
す
る
場
合
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
と
し
て
引
き
続
き
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
厳
格
な
プ
ル
ー

デ
ン
ス
規
制
を
受
け
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
追
加
的
自
己
資
本
、
量
的
制
限
が
課
さ
れ
る
。
ま
た
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
の
規
制

潜
脱
防
止
が
規
定
さ
れ
、
カ
ウ
ン
シ
ル
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
要
請
に
よ
り
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
の
非
指
定
会
社
に
つ
き
、
金
融
業
務
（
外
国
会

社
は
米
国
の
金
融
業
務
）
が
米
国
の
安
定
に
脅
威
と
な
り
、SIFIs

の
枠
組
み
適
用
を
免
れ
る
べ
く
組
織
さ
れ
る
場
合
、
金
融
業
務
を
指

定
し
厳
格
な
規
制
下
に
置
く

）
10
（

。

　

2
．
銀
行
持
株
会
社
等
な
ら
び
に
合
併
・
統
合
等
の
禁
止

　

（
1
）
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
等
に
よ
る
業
務
範
囲
の
制
限　

同
法
第
六
一
九
条
に
よ
り
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
第
一
三
条
が
追

加
さ
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（Volcker R

ule

）
が
定
め
ら
れ
、
全
銀
行
と
持
株
会
社
を
対
象
に
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ

ジ
フ
ァ
ン
ド
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
Ｐ
Ｅ
）
フ
ァ
ン
ド
出
資
等
に
つ
き
原
則
禁
止
す
る
。
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
出
資
は
受

入
出
資
金
の
三
％
以
下
か
つ
出
資
者
の
銀
行
等
のTier1

資
本
三
％
以
下
に
限
り
許
可
す
る
。
預
金
保
険
制
度
で
保
護
さ
れ
る
銀
行
が
高

リ
ス
ク
業
務
を
行
い
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
業
務
範
囲
の
制
限
に
よ
る
巨
大
金
融
機
関
の
規
模
抑
制
を
目
的
と
す
る
。
米
国
財
務

省
証
券
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
等
の
取
得
・
処
分
・
引
受
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
間
の
気
配
提
示
に
よ
る
相
対
取
引
で
あ
る
マ
ー
ケ
ッ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
一
（
七
一
）

ト
メ
イ
ク
関
連
証
券
や
顧
客
依
頼
の
証
券
等
の
取
得
・
処
分
、
リ
ス
ク
緩
和
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
業
務
は
例
外
と
な
り
、
当
初
案
に
比
し
適

用
除
外
の
対
象
範
囲
が
明
確
と
な
る
。
銀
行
等
に
よ
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
も
禁
止
さ
れ
る
が
、
一
定
の
許
容

範
囲

）
11
（

が
あ
り
、
外
国
銀
行
組
織
の
米
国
外
の
み
（solely outside the U
S

）
の
行
為
等
も
適
用
除
外
さ
れ
る

）
12
（

。
政
治
的
圧
力
等
に
よ
る
骨

抜
き
化
が
進
ん
で
い
る
点
は
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
業
務
縮
小
に
関
連
し
て
、
第
七
一
六
条
で
は
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項

（sw
ap pushout provision

）
が
設
け
ら
れ
（
リ
ン
カ
ー
ン
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
押
出
条
項
）、
銀
行
が
連
邦
支
援
（federal assistance

）
を

受
け
る
場
合
に
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（sw

aps entities

）
の
分
離
を
求
め
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
業
者
に
対
す
る
連
邦
支
援

）
13
（

を
禁
ず
る
。

連
邦
支
援
対
象
と
な
ら
な
い
限
り
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
金
融
派
生
商
品
）
業
務
は
制
限
さ
れ
ず
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
下
の
持
株
会
社
の
一
部
と
し

て
の
保
険
加
入
預
金
金
融
機
関
の
関
係
会
社
は
禁
止
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。

　

（
2
）
銀
行
持
株
会
社
と
合
併
・
統
合
等
の
禁
止　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
大
規
模
合
併
の
禁
止
を
図
り
、
対
象
と
し
て
預
金
取
扱
機
関
、

銀
行
持
株
会
社
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
、
預
金
保
険
対
象
機
関
の
支
配
会
社
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会

社
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
外
国
会
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
取
得
す
る
金
融
会
社
の
負
債
と
の
合
計
負
債
総
額
が
前
年
末
の
全
金
融
会

社
の
負
債
総
額
（
連
結
ベ
ー
ス
）
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
、
他
の
金
融
機
関
と
の
合
併
、
統
合
、
全
資
産
ま
た
は
主
要
資
産
取
得
、
経

営
権
取
得
が
禁
止
さ
れ
る

）
14
（

。
金
融
機
関
が
破
綻
ま
た
は
危
機
に
あ
る
場
合
、
連
邦
預
金
保
険
法
に
定
め
る
預
金
取
扱
機
関
の
破
綻
処
理
の

場
合
、
承
継
時
の
負
債
増
加
が
僅
か
な
場
合
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
事
前
同
意
に
よ
り
負
債
シ
ェ
ア
制
限
適
用
の
免
除
規
定
が
設
け
ら
れ
る
。

（
10
）

中
間
持
株
会
社
設
置
も
命
じ
る
。
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
と
し
て
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
厳
格
な
監
督
下
に
置
か
れ
る
。
ブ
レ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
に
関
し
て
、

近
藤
浩
「
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
死
角 

第
三
回 

利
益
相
反
」
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
（
二
〇
〇
七
年
八
月
二
三
日
）。

（
11
）

許
容
範
囲
と
し
て
は
、
①
銀
行
等
が
ト
ラ
ス
ト
、
フ
イ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
、
投
資
顧
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
②
フ
ァ
ン
ド
は
同
サ
ー
ビ
ス
提



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
二
（
七
二
）

供
の
た
め
に
組
成
・
募
集
、
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
る
顧
客
に
対
し
て
の
み
組
成
・
募
集
が
行
わ
れ
、
③
僅
か
な
額
の
（de m

inim
is

）
投

資
を
除
き
、
銀
行
等
が
フ
ァ
ン
ド
の
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
の
所
有
権
を
保
有
し
な
い
場
合
で
、
④
連
邦
準
備
法
23
Ａ
条
・
23

Ｂ
条
を
遵
守
す
る
等
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
組
成
・
募
集
（
ス
ポ
ン
サ
ー
を
含
む
）
が
認
め
ら
れ
る
。
③
の
僅
か
な
額
の

投
資
に
つ
い
て
、（
a
）銀
行
等
が
エ
ク
イ
テ
ィ
等
を
保
有
し
て
も
シ
ー
ド
マ
ネ
ー
で
あ
る
場
合
、（
b
）フ
ァ
ン
ド
を
設
立
後
一
年
以
内
に
償
還
・
売
却
・

希
薄
化
に
よ
り
所
有
権
が
三
％
以
下
と
な
っ
た
場
合
、（
c
）銀
行
等
に
と
っ
て
重
大
で
は
な
い
も
の
と
し
て
投
資
金
額
合
計
が
銀
行
等
のTierl

資

本
対
比
三
％
以
内
の
場
合
が
該
当
す
る
。
前
掲
・
小
立
敬
一
三
八
―
一
四
〇
頁
。de m

inim
is exception

に
つ
き
、Ted Paradise, D

avis Polk &
 

W
ardw

ell LLP "R
egistration of O

TC
 D

erivatives D
ealers" June 4,2

0
1
2.

（
12
）

米
国
外
活
動
に
関
す
る
重
要
な
例
外
と
し
て
、
銀
行
持
株
会
社
法
第
四
条（
c
）項（
9
）号
ま
た
は
四
条（
c
）項（
13
）号
に
基
づ
く
自
己
勘
定
取

引
規
定
が
あ
り
、
銀
行
持
株
会
社
が
、
①
外
国
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
、
事
業
の
大
部
分
が
米
国
外
で
行
わ
れ
る
場
合
、
②
海
外
事
業
に
伴
う
事
業

を
除
き
米
国
内
で
事
業
を
行
わ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
例
外
規
定
は
銀
行
事
業
体
が
米
国
内
に
設
立
さ
れ
た
銀
行
事
業
体
に
よ
り
直
接
的
・
間

接
的
に
支
配
さ
れ
る
場
合
は
利
用
で
き
な
い
。
邦
銀
が
米
国
外
に
お
い
て
取
引
を
行
う
場
合
、
米
国
銀
行
事
業
体
に
よ
り
支
配
さ
れ
な
い
限
り
例
外

規
定
を
利
用
で
き
る
。solely outside the U

S
の
例
外
は
後
述
の
ス
ー
パ
ー
23
Ａ
に
は
な
い
。Ted Paradise,D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP.

（
13
）

連
邦
支
援
に
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
連
邦
準
備
法
一
三
条（
3
）項
は
除
外
）、
Ｆ

Ｄ
Ｉ
Ｃ
提
供
の
預
金
保
険
、
債
務
保
証
等
が
規
定
さ
れ
る
。

（
14
）

負
債
は
実
際
は
自
己
資
本
比
率
の
分
母
の
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
か
ら
規
制
資
本
を
控
除
し
て
シ
ェ
ア
が
算
定
さ
れ
る
。
外
国
金
融
機
関
で
は
米

国
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
関
連
の
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
、
規
制
資
本
の
数
字
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

第
四
章 

 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
に
お
け
る
影
響
と
検
討

　

１
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｍ
＆
Ａ
規
制

　

以
下
で
は
論
点
の
多
い
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
中
で
も
Ｍ
＆
Ａ
関
連
規
定
に
絞
っ
て
金
融
業
界
へ
の
影
響
等
を
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
三
（
七
三
）

近
年
連
邦
規
制
法
で
はthe G

arn-St. G
erm

ain A
ct of 1

9
8
2、    the R

iegle-N
eal A

ct of 1
9
9
4、   the G

ram
m

-Leach-B
liley A

ct of 1
9
9
9

等
が
制
定
さ
れ
銀
行
経
営
に
変
革
を
も
た
ら
し
て
い
る

）
15
（

。
同
法
は
銀
行
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
支
配
す
る
重
要
な
条
項
を
含
み
、
第
一
義
的
に

は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
奨
励
よ
り
も
取
引
遂
行
の
規
制
上
の
障
壁
と
な
る
と
い
え
よ
う

）
16
（

。
将
来
の
買
収
者
に
十
分
な
資
本
・
管
理
要
件
を
課
し
、

負
債
と
預
金
の
集
中
に
対
す
る
制
限
を
確
立
し
て
監
督
当
局
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
惹
起
す
る
取
引
を
制
限
す
る
方
向
に
導
い
て

い
る
。
他
方
、
か
か
る
障
壁
と
は
反
対
の
方
向
に
同
法
の
他
の
様
相
が
変
化
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
り
、
資
本
へ
の
制
約
、
小
規
模
銀

行
の
生
存
を
困
難
化
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
経
費
増
加
等
も
挙
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
側
面
は
議
会
は
制
定
時
に
は
意
図
し
な
い
と

し
て
も
、
産
業
再
編
と
経
済
状
態
の
成
熟
さ
の
中
で
、
銀
行
の
新
た
な
Ｍ
＆
Ａ
活
動
の
主
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る

）
17
（

。

（
15
）Steven J. Pilloff, Board of G

overnors of the Federal Reserve System
 Staff Study N

o. 176, Bank M
erger A

ctivity in the U
nited States, 1994-

2003 (2004).

（
16
）

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
規
定
に
関
し
て
、''B

ank M
&

A
 in the W

ake of D
odd-Frank'' M

icha el J. A
iello and H

eath P. Tarbert 

The B
anking Law

 Journal Editor-in-chief Steven A
. M

eyerow
itz V

olum
e 1

2
7 N

um
ber 1

0 N
ovem

ber/D
ecem

ber 2
0
1
0, pp

9
0
9-9

2
3 

を
参

照
し
た
。
以
下
同
。

（
17
）M

att M
onks, C

onsolidation W
ave M

ay Sw
am

p 2
5%

 of B
anks W

ithin 5 Y
ears, A

m
erican B

anker (2
0
1
0). 

　

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
定

　

（
1
）
自
己
資
本
規
制
の
重
複
―
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件
の
改
正
―　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
関
連
規
定
で
第
六
〇
七

条
は
重
要
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
別
州
の
銀
行
支
配
権
を
獲
得
す
る
場
合
、
銀
行
持
株
会
社
に
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
四
（
七
四
）

（w
ell-capitalized and w

ell-m
anaged requirem

ents

）
を
課
す
べ
く
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
（the B

ank H
olding C

om
pany 

A
ct of 1

9
5
6

（B
H

C

）
）
を
改
正
し

）
18
（

、
ま
た
一
九
六
〇
年
銀
行
合
併
法
（the B

ank M
erger A

ct of 1
9
6
0

（B
M

A

）
）
改
正
に
よ
り
被
保

険
者
の
預
金
機
関
に
対
し
各
州
間
の
合
併
に
つ
き
資
本
・
管
理
要
件
を
充
足
し
規
制
当
局
の
許
可
を
求
め
る

）
19
（

。
従
前
はB

ank H
olding 

C
om

pany A
ct

（B
H

C
A

）
、the B

ank M
erger A

ct

（B
M

A

）
に
よ
る
適
切
な
資
本
・
管
理
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
で
済
ん
だ
と
こ
ろ
、

十
分
な
管
理
要
件
は
当
局
の
裁
量
を
伴
う
が
、
必
要
と
さ
れ
る
資
本
比
率
は
柔
軟
性
に
乏
し
い
た
め
厄
介
な
面
が
あ
る
。
ま
た
第
一
七
一

条
コ
リ
ン
ズ
修
正
（C

ollins A
m

endm
ent

）
に
係
る
が
、
自
己
資
本
規
制
の
重
複
が
み
ら
れ
、
同
法
第
一
章
で
はSIFIs

及
び
監
督
対
象

ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
、
コ
リ
ン
ズ
修
正
で
は
米
国
銀
行
持
株
会
社
、
さ
ら
に
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
で
は
国
際
的
に
活
発
な
銀
行
及
び
銀
行
持
株

会
社
が
そ
の
対
象
と
な
る

）
20
（

。
コ
リ
ン
ズ
修
正
で
は
銀
行
に
対
す
る
現
在
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
及
び
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
自
己
資
本
規
制
に
つ
き

）
21
（

、
十

分
な
資
本
と
判
断
さ
れ
る
比
率
は
最
低
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
、Tier1

自
己
資
本
比
率
六
・
〇
％
、
合
計
自
己
資
本
比

率
一
〇
・
〇
％
、
最
低
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
は
五
・
〇
％
と
な
る
（
同
法
以
前
は
各
四
・
〇
％
、
八
・
〇
％
、
四
・
〇
％
）。
監
督
当
局
は

慣
習
法
上
、
合
併
・
買
収
に
先
立
ち
自
己
資
本
比
率
の
要
求
を
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
同
法
は
更
に
不
文
律
で
デ
フ
ァ
ク
ト
な
制
限
を

高
め
る
懸
念
が
あ
る
。Tier1

資
本
の
定
義
が
狭
隘
化
し
、
十
分
な
資
本
化
条
件
は
障
壁
と
な
り
か
ね
ず
、
Ｍ
＆
Ａ
戦
略
を
企
画
す
る
銀

行
に
対
し
て
相
当
な
負
担
を
課
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

（
2
）
集
中
制
限  

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
の
収
束
と
軌
を
一
に
し
、
被
保
険
者
の
預
金
機
関
、
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
指
定
のSIFIs

に
対
し
て
第
六
二
二

条
は
集
中
制
限
（C

oncentration Lim
its

）
規
定
を
設
け
る

）
22
（

。
債
務
に
対
す
る
全
体
的
制
限
と
し
て
、
結
果
的
に
総
計
で
米
国
預
金
債
務

の
一
〇
％
以
上
を
持
つ
場
合
、
買
収
・
合
併
が
禁
止
さ
れ
る
。 

現
在
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
は
一
〇
％
超
を
保
有
す
る
場
合
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る

州
際
銀
行
の
買
収
を
制
限
す
る
が
、
銀
行
の
合
併
、
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
上
の
銀
行
で
は
な
い
預
金
保
険
対
象
機
関
の
州
際



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
五
（
七
五
）

買
収
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
に
よ
る
預
金
保
険
対
象
機
関
の
州
際
買
収
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
る
。
同
法
六
二
三
条
で
は
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
、

Ｂ
Ｍ
Ａ
、
持
家
所
有
者
ロ
ー
ン
法
令
（the H

om
e O

w
ners' Loan A

ct

）
を
改
正
し
、
各
州
間
の
買
収
・
合
併
は
い
か
な
る
預
金
金
融
機

関
も
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
被
保
険
預
金
の
一
〇
％
以
上
を
支
配
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
。
同
法
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
債
務
不
履
行
あ
る
い
は
危
機

に
あ
る
預
金
金
融
機
関
を
包
含
す
る
場
合
、
買
収
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
支
援
を
得
て
達
成
さ
れ
る
場
合
、
監
督
当
局
の
集
中
制
限
の
限
度
額
引
上

げ
を
認
め
る

）
23
（

。
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
当
該
制
限
に
か
か
る
こ
と
は
直
ち
に
考
え
に
く
い
と
は
い
え
、
集
中
制
限
は
銀
行
業
に
お
け
る
大
規
模
合

併
を
よ
り
複
雑
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

（
3
）
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー　

大
規
模
合
併
防
止
の
意
図
さ
れ
た
障
壁
と
し
て
、
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
第
三
・
四
条
に
よ

り
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
競
争
、
金
融
、
管
理
・
監
督
等
の
各
要
因
か
ら
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
の
防
止
権
限
を
有
す
る

）
24
（

。
Ｂ
Ｍ
Ａ
は
Ｏ
Ｃ
Ｃ
（
米

国
通
貨
監
督
庁
）、
Ｏ
Ｔ
Ｓ
（
貯
蓄
機
関
監
督
局
）、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
及
び 

Ｆ
Ｒ
Ｂ 

に
関
し
同
種
の
内
容
を
規
定
す
る

）
25
（

。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク

法
で
は
、
貯
蓄
金
融
機
関
を
統
括
す
る
Ｏ
Ｔ
Ｓ
は
、
国
法
銀
行
監
督
当
局
で
あ
る
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
統
合
さ
れ
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
保
険
業
監
督
当

局
で
あ
る
Ｆ
Ｉ
Ｏ
（
連
邦
保
険
局
）
が
財
務
省
の
中
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ

ク
タ
ー
（system

ic risk factor

）
の
要
因
を
加
え
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
・
Ｂ
Ｍ
Ａ
を
修
正
す
る
。
監
督
当
局
は
提
案
さ
れ
た
買
収
・
合
併
、
再
編
が

全
米
の
銀
行
業
務
・
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
に
与
え
る
大
き
な
集
中
し
た
リ
ス
ク
の
程
度
を
考
慮
し
獲
得
対
象
の
企
業
・
資
産
規
模
が

一
〇
〇
億
超
の
金
融
持
株
会
社
買
収
に
対
し
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
事
前
承
認
を
要
求
す
る

）
26
（

。
同
等
の
大
手
銀
行
間
取
引
で
は
集
中
制
限
と
併
せ
て
シ

ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
の
問
題
が
生
じ
、
さ
ら
に
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
（
翌
日
物
）
資
金
市
場
の
決
済
シ
ス
テ
ム
等
安
定
性

の
問
題
が
先
鋭
化
す
る
場
合
は
か
か
る
制
限
に
よ
り
Ｍ
＆
Ａ
取
引
が
複
雑
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
伝
統
的
銀
行
取
引
よ
り
も
高
リ
ス
ク

と
認
識
さ
れ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
の
合
併
等
も
同
様
で
あ
ろ
う

）
27
（

。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
六
（
七
六
）

　

（
4
）
ノ
ン
バ
ン
ク
の
合
併
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（m

oratorium
 on nonbank banks

）　

銀
行
の
Ｍ
＆
Ａ
市
場
で
は
正
規
の
金
融
機
関
な
ら

び
に
商
業
会
社
（com

m
ercial com

pany

）
に
よ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
の
比
重
が
大
き
い

）
28
（

。
立
法
担
当
者
が
商
業
会
社
が
銀
行
関
連
の
厳

格
規
制
を
回
避
し
て
銀
行
業
務
分
野
に
参
入
す
る
と
し
て
異
を
述
べ
る
所
以
で
あ
る

）
29
（

。
猶
予
期
間
と
し
て
、
銀
行
が
商
業
会
社
に
よ
り
支

配
さ
れ
る
場
合
、
産
業
銀
行
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
銀
行
、
信
託
銀
行
に
関
し
て
新
し
い
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
保
険
の
三
年
間
の
猶
予
期
間
が
賦
与

さ
れ
る

）
30
（

。
ノ
ン
バ
ン
ク
が
商
業
会
社
に
よ
り
直
接
的
、
間
接
的
に
支
配
さ
れ
る
全
取
引
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

）
31
（

。
商
業
会
社
は
本
質
的
に

非
金
融
活
動
の
収
益
が
一
五
％
超
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る

）
32
（

。
同
法
で
は
支
配
の
変
更
が
あ
り
、
八
五
％
以
上
が
非
金
融
収
益
で
あ
る

会
社
に
よ
り
産
業
銀
行
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
銀
行
、
信
託
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
場
合
、
規
制
当
局
が
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
を
規
定
す

る
）
33
（

。
デ
フ
ォ
ル
ト
危
機
に
あ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
買
収
で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
例
外
が
あ
り
、
ま
た
支
配
の
変
化
が
二
つ
の
商
業
会
社
の
間
の

大
型
合
併
と
し
て
起
こ
る
場
合
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
撤
廃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
か
る
限
定
さ
れ
た
例
外
は
あ
る
が
、
モ
ラ
ト
リ
ア

ム
の
存
在
は
ノ
ン
バ
ン
ク
子
会
社
売
却
に
関
す
る
取
引
に
つ
き
、
Ｍ
＆
Ａ
のB

idder

（
入
札
者
）
と
し
て
規
制
を
受
け
る
持
株
会
社
と
商

業
会
社
の
双
方
に
お
い
て
、
複
雑
な
局
面
を
現
出
す
る
要
因
と
な
ろ
う
。

　

（
5
）
資
本
制
約  

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
挑
戦
的
な
様
相
は
資
本
・
負
債
へ
の
制
約
を
課
す
こ
と
で
、
金
融
危
機
の
主
因
を
銀
行

の
僅
少
資
本
と
考
え
、
議
会
の
予
測
可
能
な
救
済
策
と
し
て
よ
り
多
く
の
資
本
と
少
な
い
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
保
有
を
要
請
す
る
。
同
法
第

一
七
一
条
の
コ
リ
ン
ズ
修
正
に
お
い
て

）
34
（

、
監
督
当
局
に
預
金
金
融
機
関
・
持
株
会
社
に
対
す
る
一
律
で
最
小
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
資
本
・
レ

バ
レ
ッ
ジ
要
求
基
準
策
定
を
求
め
る
。
被
保
険
貯
蓄
金
融
機
関
に
適
用
可
能
な
必
要
条
件
よ
り
も
量
的
に
低
く
て
は
な
ら
ず
、
規
制
対
象

の
持
株
会
社
に
適
用
さ
れ
る
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
要
件
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
監
督
下
の
子
会
社
銀
行
に
適
用
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
比
率
と
完
全
に

同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
前
、
持
株
会
社
はTier1

と
し
て
認
定
さ
れ
る
信
託
・
優
先
出
資
証
券
（trust-preferred securities 



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
七
（
七
七
）

TruPS

）
、
累
積
的
優
先
株
（cum

ulative preferred shares

）
発
行
を
享
受
し
た
が
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
は
か
か
る
オ

プ
シ
ョ
ン
を
認
め
な
い
。
全
米
で
約
一
五
〇
〇
億
ド
ル
の TruPS

が
あ
り
急
速
な
排
除
は
困
難
な
た
め

）
35
（

、
一
五
〇
億
ド
ル
以
下
の
資
産
規

模
の
金
融
機
関
に
対
し
て
恒
久
的
な
適
用
免
除
と
し
、
大
規
模
な
金
融
機
関
に
対
し
て
は
段
階
的
廃
止
（
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
）
ル

ー
ル
を
提
供
す
る
。
潜
在
的
に
破
滅
的
な
結
果
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
が
、
段
階
的
廃
止
に
よ
っ
て
は
追
加
資
本
を
求
め
る
金
融
機
関

に
お
い
て
意
味
を
な
さ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。TruPS

の
新
規
発
行
はTier1

の
非
適
格
資
本
と
な
り
、
金
融
機
関
の
株
主
に
必
ず
し
も

魅
力
的
と
い
え
ず
、
基
本
的
な
普
通
株
式
等
に
回
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
現
状
の
証
券
市
場
に
お
い
て
は
償
還
自
体
も
容
易
で
な
い

）
36
（

。
同

法
は
監
督
当
局
に
対
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
金
融
活
動
を
対
象
に
強
化
さ
れ
た
資
本
要
件
の
賦
課
を
求
め
る
が
、
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
・
証
券
化
商
品
、
金
融
保
証
、
有
価
証
券
の
貸
借
・
買
戻
等
も
含
ま
れ
、
手
続
き
が
煩
雑
な
自
己
資
本
増
加
を
強
い
る
こ
と

と
な
る
。
同
法
第
六
一
六
条
で
は
被
保
険
貯
蓄
金
融
機
関
及
び
規
制
さ
れ
る
持
株
会
社
に
対
し
カ
ウ
ン
タ
ー
・
シ
ク
リ
カ
ル
（
景
気
変
動

抑
制
的
）
な
資
本
水
準
を
要
求
し
、
金
融
危
機
の
回
復
過
程
に
あ
る
金
融
機
関
の
負
担
は
大
き
い

）
37
（

。
長
期
的
・
堅
固
な
観
点
か
ら
、
持
株

会
社
が
子
会
社
の
貯
蓄
金
融
会
社
に
金
融
危
機
時
の
金
融
支
援
を
図
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、
厳
格
な
資
本
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
要
件
は
銀
行
セ

ク
タ
ー
の
収
益
性
低
下
を
も
た
ら
そ
う
。
経
済
規
模
拡
大
に
よ
る
収
益
性
追
求
こ
そ
Ｍ
＆
Ａ
の
誘
因
で
あ
り
、
同
法
は
Ｍ
＆
Ａ
規
制
の
強

化
を
図
る
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
反
面
、
長
期
的
に
は
銀
行
セ
ク
タ
ー
間
の
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
要
因
と
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
新

要
求
水
準
を
充
足
で
き
な
い
金
融
機
関
に
は
、
自
ら
の
売
却
が
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
財
産
管
理
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
手
段
と
な
る
可
能
性
も
あ
る

）
38
（

。

（
18
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3(d)(1)(A
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
4
2(d) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank W

all Street R
eform

 

and C
onsum

er Protection A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
7(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0), A

nother provision of the B
ank H

olding C
om

pany A
ct 



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

七
八
（
七
八
）

of 1
9
5
6,

§4(l)(1), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
3(l)(2

0
0
1),am

ended by D
odd-Frank A

ct, Pub. L. 1
1
1-2

0
3, 

§6
0
6(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
19
）Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§4
4(b)(4)(B

), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
3
1u(b) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank A

ct, 

§6
0
7(b).

（
20
）

セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
杉
山
浩
司
、
ダ
ニ
エ
ル
・E

・
ニ
ュ
ー
マ
ン
（D

avis Polk &
 W

ardw
ell LLP

）
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法

案
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
国
際
的
な
金
融
機
関
に
与
え
る
影
響
」
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
八
月
）。

（
21
）FD

IC
 R

ules and R
egulations

§3
2
5.1

0
3(b)(1)(i)-(iv), 1

2 C
.F.R

.

§3
2
5.1

0
3 (pursuant to Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§

3
8, am

ended by Federal D
eposit Insurance C

orporation Im
provem

ent A
ct of 1

9
9
1, Pub. L. 1

0
2-2

4
2,

§1
3
1, 1

0
5 Stat. 2

2
3
6).

（
22
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
2
2, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
23
）Federal D

eposit Insurance A
ct of 1

9
5
0

§1
8(c)(1

3)(B
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
2
8(c) (2

0
0
1), am

ended by D
odd-Frank A

ct, Pub. L. 1
1
1-

2
0
3,

§6
2
3(a), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0). 

（
24
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3 - 4, 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
2 – 1

8
4
3 (2

0
0
1).

（
25
）B

ank M
erger A

ct of 1
9
6
0, 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
2
8(c) (2

0
0
1).

（
26
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§3(c)(7), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
2(c) (2

0
0
1),

§4(k)(6)(B
), 1

2 U
.S.C

.A
.

§1
8
4
3(k) (2

0
0
1), 

am
ended by D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
4(e)(2), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 .

（
27
）

地
域
銀
行
（regional and com

m
unity banks

）
間
の
典
型
的
合
併
で
は
関
連
は
な
い
と
も
い
え
る
。

（
28
）M

aretno A
. H

arjoto, H
a-C

hin Y
i, &

 Tosporn C
hotigeat, W

hy D
o B

anks A
cquire N

on-B
anks?, Journal of Econom

ics and Finance 

(A
pril 1

6, 2
0
1
0). 

（
29
）Exam

ining the R
egulation and Supervision of Industrial Loan C

om
panies, B

efore the S. C
om

m
. on B

anking, H
ousing, and U

rban 

A
ffairs, 1

1
0th C

ong. (O
ct. 4, 2

0
0
7).

（
30
）

支
配
権
制
限
に
関
し
類
似
の
制
限
が
あ
る
が
、
債
務
不
履
行
の
危
険
性
及
び
銀
行
支
配
会
社
の
一
定
の
買
収
に
関
す
る
例
外
が
あ
る
。
Ｂ
Ｈ
Ｃ

Ａ
に
関
す
る
Ｇ
Ｏ
Ａ
調
査
に
よ
り
財
務
相
提
案
が
抜
け
穴
を
塞
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（
31
）

Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ａ
第
4
条（
k
）に
よ
り
定
義
さ
れ
、G

ram
m

-Leach-B
liley A

ct

に
お
い
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

七
九
（
七
九
）

（
32
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
3(a)(2), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).
（
33
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

§4(k), 1
2 U

.S.C
.A

.

§1
8
4
3(k) (2

0
0
1). For defi nition of “

com
m

ercial com
pany

”, see D
odd-

Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
0
2, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
34
）Jennifer Salutric &

 Joseph W
illcox, Federal R

eserve B
ank of Philadelphia, Em

erging Issues R
egarding Trust Preferred Securities, 

1
3(3) SR

C
 Insights 8 (First Q

uarter 2
0
0
9). 

（
35
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§1
7
1(b)(4), 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
36
）Jeff H

orw
itz, R

edeem
ing TruPS Is A

ttractive B
ut N

ot A
lw

ays Feasible, A
m

erican B
anker (2

0
1
0).

（
37
）B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1956

§5(b), 12 U
.S.C.A

.

§1844(b) (2001), am
ended by D

odd-Frank  A
ct of 2010, Pub. L. 111-203.

（
38
）

Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
問
題
リ
ス
ト
に
資
産
規
模
四
〇
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
八
二
九
金
融
機
関
が
あ
る
（
二
〇
一
〇
年
六
月
三
〇
日
時
点
）。

　

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
要
因

　

（
1
）
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
Ｍ
＆
Ａ
へ
の
影
響  

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
一
層
の
困
難
化
を
意
図
す
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
結
果
的
に
業
界
再
編
、
Ｍ
＆
Ａ
を
進
め
る
可
能
性
も
あ
る
。
銀
行
業
界
へ
の
同
法
の
影
響
は
深
遠
と
い
え
、
金
融
危
機
後
の
厳
し

い
経
済
状
況
の
中
、G

ram
m

-Leach-B
liley of 1

9
9
9

等
近
時
の
連
邦
規
制
後
の
新
た
な
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
方
向
性
を
形
成
す
る
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
。

　

（
2
）
基
本
に
戻
る
禁
止
令  

同
法
の
基
本
に
戻
る
禁
止
令
（back-to-basics prohibitions

）
は
リ
ス
ク
の
あ
る
非
伝
統
的
業
務
へ
の

集
中
が
金
融
危
機
の
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ

）
39
（

、
不
合
理
な
リ
ス
ク
を
保
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
特
定
活
動
を
大
規
模
金
融
機
関
か
ら
除

外
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
条
項
が
含
ま
れ
る
。
特
に
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
負
債
性
資
本
投
資
（divestm

ents

）
を
分
離
し
、
当

該
事
業
分
野
か
ら
資
金
を
引
き
上
げ
伝
統
的
事
業
分
野
に
再
注
力
す
る
に
つ
れ
、
間
接
的
に
伝
統
的
貸
付
部
門
の
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
促



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
〇
（
八
〇
）

進
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

）
40
（

。
同
ル
ー
ル
の
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
等
は
不
明
確
な
面
も
あ
る
が
、
議
会
の
明
確
な
意
図
（C

ongress' s 

unam
biguous intent

）
と
し
て
は
銀
行
な
ら
び
に
銀
行
持
株
会
社
に
対
し
、
か
か
る
業
務
部
門
の
分
離
を
図
ら
せ
る
も
の
で

）
41
（

、
小
規
模

金
融
機
関
は
被
保
険
預
金
業
務
を
扱
い
、
同
ル
ー
ル
で
活
動
が
制
限
さ
れ
て
相
対
的
に
業
務
の
継
続
性
に
疑
問
が
生
じ
、
最
終
的
に
は
売

却
（debank
）
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
く
な
ろ
う
。

　

（
3
）Too sm

all to succeed

　

TB
TF

問
題
に
つ
き
、
監
督
当
局
の
指
揮
、
権
限
賦
与
の
た
め
の
二
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
法

規
、
五
〇
〇
以
上
の
規
則
制
定
に
よ
り
、
金
融
部
門
に
対
す
る
規
則
遵
守
の
経
費
増
加
、
規
模
利
益
を
伴
う
共
同
体
銀
行
（com

m
unity 

banks

）
に
お
け
る
不
利
益
発
生
等
が
懸
念
さ
れ

）
42
（

、
規
模
の
経
済
の
問
題
は
消
費
者
金
融
で
も
顕
在
化
す
る

）
43
（

。
同
法
は
権
限
の
強
い
金
融

消
費
者
保
護
庁
（C

onsum
er Financial Protection B

ureau  C
FPB

）
を
創
設
し
、
自
立
・
継
続
し
た
予
算
、
規
則
制
定
と
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
の
機
能
を
担
う

）
44
（

。
一
〇
〇
億
ド
ル
以
下
の
資
産
の
共
同
体
銀
行
と
地
域
金
融
機
関
（regional institutions

）
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
の

直
接
の
監
督
か
ら
は
原
則
と
し
て
外
れ
る
が
、
実
質
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
規
則
は
全
金
融
機
関
に
及
び
、
小
規
模
金
融
機
関
は
消
費
者
に
焦
点

を
当
て
る
た
め
不
均
衡
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
共
同
体
銀
行
で
抵
当
ロ
ー
ン
等
に
関
す
る
規
制
上
の
負
担
が
増
加
し
よ
う
。

　

（
4
）
経
済
状
態
（Econom

ic C
onditions

）　

金
融
危
機
の
経
営
混
乱
状
態
か
ら
改
善
し
て
い
れ
ば
同
法
の
影
響
は
さ
ほ
ど
問
題
と
な

ら
な
い
が
、
現
実
に
は
多
く
の
金
融
機
関
が
破
綻
の
瀬
戸
際
に
あ
り
、
法
令
面
以
外
に
経
済
状
態
が
銀
行
業
界
を
合
併
へ
と
指
向
さ
せ
る

要
因
と
な
っ
て
く
る
。
第
一
に
、
特
定
資
本
と
不
良
資
産
の
対
比
を
示
す
テ
キ
サ
ス
比
率
（Texas R

atio

）
を
み
る
と
一
〇
〇
％
以
上
の

金
融
機
関
は
四
五
一
、
総
資
産
は
二
三
九
〇
億
ド
ル
に
も
達
し

）
45
（

、
こ
う
し
た
金
融
機
関
は
Ｍ
＆
Ａ
の
対
象
と
な
り
か
ね
な
い
。
第
二
に
、

法
令
に
伴
う
経
営
コ
ス
ト
増
は
歴
史
的
に
銀
行
の
経
営
行
動
を
よ
り
挑
戦
的
な
も
の
と
す
る
。
第
三
に
、
健
全
な
銀
行
は
Ｍ
＆
Ａ
を
指
向

し
、
強
い
財
務
基
盤
を
保
有
す
る
保
守
的
銀
行
が
地
理
的
な
勢
力
拡
大
を
図
り
証
券
市
場
の
停
滞
し
た
評
価
を
逆
に
利
用
す
る

）
46
（

。
Ｐ
Ｅ
は



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
一
（
八
一
）

中
小
銀
行
買
収
を
図
る
べ
く
地
域
金
融
強
化
を
図
る
傾
向
に
あ
る
。
米
国
は
新
興
国
に
比
較
し
て
人
口
比
で
銀
行
数
が
多
く
、
八
〇
〇
〇

に
も
及
ぶ
銀
行
、
貯
蓄
金
融
機
関
を
抱
え
産
業
と
し
て
過
剰
供
給
状
態
と
も
み
ら
れ
、
合
併
・
統
合
を
制
限
す
る
同
法
に
よ
り
Ｍ
＆
Ａ
等

の
業
界
再
編
が
む
し
ろ
促
進
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）Letter from

 Jeffrey M
erkley &

 C
arl Levin, U

nited States Senators, to Federal R
eserve B

oard, Securities and Exchange C
om

m
ission, 

C
om

m
odity Futures Trading C

om
m

ission, Federal Insurance C
om

m
ission, O

ffi ce of the C
om

ptroller of the C
urrency (A

ug. 3, 2
0
1
0). 

（
40
）D

odd-Frank A
ct, Pub. L. 1

1
1-2

0
3,

§6
1
9, 1

2
4 Stat. 1

3
7
6 (2

0
1
0).

（
41
）H

eath Tarbert, The V
agaries of the V

olcker R
ule, International Financial Law

 R
eview

 (Sept. 2
0
1
0).

（
42
）Press Release, U

.S. Cham
ber of Com

m
erce, U

.S. Cham
ber Says Congress 'Failed' in Its A

ttem
pt to Reform

 Financial System
 (Jul. 15, 2010). 

（
43
）N

eil B. M
urphy, Econom

ies of Scale in the Cost of Com
pliance w

ith Consum
er Credit Protection Law

s: The Case of the Im
plem

entation of 

the Equal C
redit O

pportunity A
ct of 1

9
7
4, Journal of B

ank R
esearch (1

9
8
0).

（
44
）Title X

－Bureau of Consum
er Financial Protection,

§1001-1100H
 (created to im

plem
ent and enforce federal consum

er fi nancial law
).

（
45
）K

eefe, B
ruyette &

 W
oods, B

anks: B
ringing B

ack the K
D

W
 Takeover List 7 (Jun. 3

0, 2
0
1
0).

（
46
）PriceW

aterH
ouseC

oopers, Transaction Services, O
n the road again - Transactions in an opportunistic m

arket: U
S Financial Services 

M
&

A
 - A

n analysis and outlook 1
4 (2

0
1
0).

　

4
．
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
規
制
に
よ
る
戦
略
的
策
定
へ
の
影
響

　

（
1
）
戦
略
的
策
定
の
影
響　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
規
制
対
象
が
複
雑
に
分
化
し
、
各
項
目
間
で
規
制
内
容
も
絡
み
合
う
。
同
法

第
Ⅵ
章
（D

odd-Frank A
ct - Title V

I: Im
provem

ents to R
egulation of B

ank and Savings A
ssociation H

olding C
om

panies and 



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
二
（
八
二
）

D
epository Institutions

）
で
は
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
（B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1
9
5
6

）
の
改
正
等
の
形
で
、
い
か

に
し
て
大
規
模
金
融
持
株
会
社
（large fi nancial holding com

panies 

（FH
C

s

）
）
が
規
律
さ
れ
、
い
か
な
る
条
項
に
基
づ
き
被
保
険
貯

蓄
機
関
を
保
有
で
き
る
か
等
が
規
定
さ
れ
る

）
48
）（
47
（

。
非
伝
統
的
銀
行
を
も
対
象
と
し
、
グ
ル
ー
プ
間
取
引
を
通
し
て
規
制
を
行
い
、
新
し
い

貸
付
制
限
は
国
法
銀
行
（national bank

）
、
州
法
銀
行
（state bank

）
の
活
動
を
も
対
象
と
す
。FR

B

は
、
全
て
の
Ｆ
Ｈ
Ｃ
と
銀
行
持

株
会
社
に
対
す
る
金
融
機
能
規
制
機
関
（functional regulators

）
と
し
て
新
た
な
規
制
の
展
望
を
提
供
し
て
い
る
。
一
定
の
子
会
社
の

活
動
も
銀
行
の
指
図
に
よ
る
場
合
は
制
約
を
受
け
、
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
の
各
金
融
業
務
の
戦
略
的
統
合
（a new

 strategic fram
ew

ork 

for integrating banking and non-bank fi nancial service

）
を
創
造
す
る
。
大
型
Ｍ
＆
Ａ
取
引
に
関
す
る
全
体
的
基
準
が
変
化
し
、
今

後
は
同
法
に
よ
る
変
化
を
踏
ま
え
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
よ
る
新
た
な
戦
略
的
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。

　

（
2
）
今
後
の
方
向
性　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
従
来
の
金
融
規
制
法
と
の
相
違
点
は
Ｍ
＆
Ａ
取
引
遂
行
上
の
障
壁
を
引
き
上
げ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
十
分
な
資
本
化
・
管
理
要
件
等
の
制
限
規
定
に
も
関
わ
ら
ず
、
統
合
・
再
編
の
動
向
は
今
後
確
実
な
傾
向
に
な
ろ

う
。
同
法
に
よ
る
銀
行
資
本
強
化
、
厳
格
な
規
制
、
監
督
強
化
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
の
負
担
な
ど
へ
の
圧
力
に
伴
い
、
代
替
手
段

の
な
い
金
融
機
関
に
お
い
て
は
Ｍ
＆
Ａ
の
対
象
と
な
る
以
外
に
選
択
肢
が
な
く
な
る
。
現
下
の
経
済
情
勢
が
か
か
る
傾
向
に
拍
車
を
か
け
、

結
果
的
に
Ｍ
＆
Ａ
の
急
速
な
増
加
を
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
47
）Financial Services M

anagem
ent "H

olding-Com
pany Pow

ers, M
&

A
"Cite D

odd-Frank A
ct Public Law

 N
o: 111-203 Title V

I Recom
m

ended 

D
istribution C

EO
, C

FO
, C

orporate Planning, R
isk M

anagem
ent,etc. 

（
48
）Sam

uel C
. Thom

pson,Jr "M
ergers,A

cquisitions and Tender O
ffers: Law

 and Strategies " Volum
e 3 C

hapter 1
7 M

&
A

 involving B
ank 

H
olding C

om
panies, Including Im

pact of the D
odd-Frank A

ct. 2
0
1
0.



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
三
（
八
三
）

　
　
　
　
　

第
五
章　

連
邦
準
備
法
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
制
限
の
修
正
―
ス
ー
パ
ー
23
Ａ
・
23
Ｂ
―

　

1
．
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
に
よ
る
制
限
及
び
域
外
適
用  

銀
行
持
株
会
社
の
グ
ル
ー
プ
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
規
定
と
し
て
、
連

邦
準
備
法
（Federal R

eserve A
ct

）
第
23
Ａ
条
（
フ
ァ
イ
ヤ
ー
・
ウ
ォ
ー
ル
規
制
）
及
び
第
23
Ｂ
条
（
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー

ル
）
に
よ
る
制
限
が
あ
る
。
第
23
Ａ
の
対
象
取
引
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
信
用
供
与
、
関
連
会
社
証
券
へ
の
投
資
、
関
連
会
社
か
ら
の

資
産
購
入
で
あ
る
。
関
連
会
社
と
の
対
象
取
引
は
資
本
金
及
び
剰
余
金
の
一
〇
％
に
制
限
さ
れ
、
全
関
連
会
社
と
の
間
で
も
二
〇
％
に
制

限
さ
れ
る

）
49
（

。
第
23
Ｂ
条
は
、
関
連
会
社
と
の
取
引
に
関
し
て
市
場
条
件
で
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
は
、

米
国
の
支
店
ま
た
は
代
理
店
に
よ
る
一
定
の
取
引
以
外
は
、
米
国
外
銀
行
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

2
．
許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加
的
制
限
・
制
限
の
修
正
―Super section 

23
Ａ
・
23
Ｂ
―　

許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加

的
制
限
に
関
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
の
制
限
の
修
正
（Super section 2

3A

・2
3B

）
と
し
て

）
50
（

、
レ
ポ

（
債
券
貸
借
）
取
引
、
証
券
貸
出
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
含
ま
れ
、
銀
行
ま
た
は
関
連
会
社
に
よ
っ
て
助
言
さ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
が
関
連
会

社
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
対
象
範
囲
が
拡
大
す
る
。
銀
行
等
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
顧
問
と
な
る
場
合
に
は
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
担
保
維
持
要
件
の
強
化
、
金
融
子
会
社
と
の
取
引
に
関
す
る
特
別
な
取
扱
い
の
廃
止
、
適
用
免
除
を

定
め
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
権
限
の
修
正
・
縮
小
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
相
殺
契
約
に
基
づ
く
価
格
変
動
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
た
信
用
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（credit 

exposure

）
の
計
算
を
決
定
す
る
こ
と
、
第
23
Ａ
及
び
第
23
Ｂ
条
は
貯
蓄
金
融
機
関
に
は
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
と
し
て
拡
大
適
用
さ

れ
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
る
。

　

（
a
）
許
容
さ
れ
る
活
動
に
対
す
る
追
加
的
な
自
己
資
本
規
制
等
の
定
量
的
制
限　

銀
行
事
業
体
の
自
己
勘
定
取
引
禁
止
、
ヘ
ッ
ジ
フ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
四
（
八
四
）

ァ
ン
ド
へ
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
禁
止
に
は
多
く
の
例
外
が
あ
る
が
、
規
制
当
局
は
銀
行
事
業
体
の
安
全
性
・
健
全
性
の
保
障
の
た
め

に
適
切
で
あ
る
場
合
、
分
散
投
資
に
関
す
る
要
件
を
含
め
、
追
加
的
自
己
資
本
規
制
等
の
定
量
的
制
限
を
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

）
51
（

。

　

（
b
）
助
言
先
フ
ァ
ン
ド
、
運
営
先
フ
ァ
ン
ド
と
の
取
引
に
対
す
る
連
邦
準
備
法
第
23
Ａ
・ 

23
Ｂ
条
に
よ
る
制
限　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー

ル
は
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
Ｐ
Ｅ
の
間
で
一
定
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
銀
行
事
業
体
に
対
し
、
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
の
制
限
を
拡
大
適
用
す
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
い
て
、
銀
行
事
業
体
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
と
の
一
定
取
引
は
、
銀
行
事
業
体
自
体
が
銀
行
で
な
い
場
合
、
フ
ァ
ン

ド
が
関
連
会
社
で
な
い
場
合
の
い
ず
れ
も
第
23
Ａ
・
23
Ｂ
条
制
限
の
対
象
と
な
る
。
銀
行
事
業
体
が
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
ヘ
ッ
ジ
フ

ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
投
資
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
投
資
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ま
た
は
ス
ポ
ン
サ
ー
を
務
め
る
場
合
、
当
該
銀
行
事
業
体
・
関
連
会

社
は
フ
ァ
ン
ド
と
の
間
で
ロ
ー
ン
ま
た
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
等
の
第
23
Ａ
条
対
象
取
引
が
禁
止
さ
れ
る
。
第
23
Ａ
条
制
限
は
フ
ァ
ン
ド
を
組

成
、
募
集
す
る
場
合
の
銀
行
事
業
体
に
も
適
用
さ
れ
る
。
第
23
Ｂ
条
制
限
は
、
銀
行
事
業
体
が
直
接
的
、
間
接
的
に
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
投
資
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ス
ポ
ン
サ
ー
を
務
め
る
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
を
組
成
・
募
集
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
、
銀
行
事
業

体
・
関
連
会
社
は
当
該
フ
ァ
ン
ド
と
の
全
取
引
に
関
し
て
第
23
Ｂ
条
の
市
場
条
件
の
要
件
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
た
め
銀
行
に
よ
る
フ
ァ

ン
ド
に
対
す
る
資
産
売
却
は
第
23
Ａ
条
制
限
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
市
場
条
件
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
、
銀
行

事
業
体
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
間
で
主
要
な
仲
介
業
務
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
第
23
Ａ
条
に
よ
る
対
象
取
引
禁

止
に
関
し
て
適
用
免
除
を
規
定
で
き
る
が
、
一
定
要
件
と
し
て
同
ル
ー
ル
の
そ
の
他
の
要
件
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
取
引
が
銀
行

事
業
体
の
安
全
か
つ
健
全
な
運
営
状
況
を
阻
害
し
な
い
旨
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
判
断
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
ル
ー
ル
回
避
行
為
防
止
と
し
て
、

規
制
当
局
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
遵
守
の
確
保
の
た
め
、
内
部
統
制
及
び
記
録
保
存
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
制
定
が
求
め
ら
れ
、
銀
行
事
業

体
ま
た
は
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
が
同
ル
ー
ル
の
要
件
の
回
避
行
為
と
し
て
の
投
資
、
活
動
を
行
っ
た
と
考
え



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
五
（
八
五
）

る
場
合
、
活
動
の
中
止
ま
た
は
投
資
の
処
分
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
49
）

全
て
の
信
用
供
与
取
引
は
、
有
担
保
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
中
の
信
用
供
与
、
一
定
の
担
保
付
ロ
ー
ン
及
び
一
定
の
流
動
資
産
の
購
入
の

適
用
免
除
規
定
が
あ
る
。

（
50
）U

.S. Legal D
evelopm

ents by Ted Paradise, D
avis Polk &

 W
ardw

ell LLP. 

（
51
）

追
加
的
自
己
資
本
規
制
の
判
断
に
お
い
て
、
シ
ー
ド
投
資
ま
た
は
そ
の
他
僅
少
な
投
資
に
関
す
る
例
外
に
基
づ
く
銀
行
事
業
体
の
既
存
投
資
額

は
、
当
該
銀
行
事
業
体
の
資
産
及
び
有
形
株
主
資
本
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
控
除
額
は
投
資
対
象
の
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
に

基
づ
い
て
増
加
す
る
。

　
　
　
　
　

第
六
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
と
展
開
な
ら
び
に
我
が
国
へ
の
影
響

　

1
．
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
と
ジ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス　

銀
行
持
株
会
社
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
Ｍ
＆
Ａ
規
制
強
化
は
短

期
的
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
を
停
滞
さ
せ
る
が
、
長
期
的
視
点
に
立
て
ば
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
と
い
う
逆
方
向
に
作
用
し
か
ね
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
主
旨
は
金
融
危
機
の
再
発
を
予
防
す
る
観
点
か
ら
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
な
銀
行
の
出
現
を
抑
制
し
、
本
来
の
伝
統
的
業
務
に

回
帰
さ
せ
、
た
め
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
も
規
制
強
化
せ
ん
と
す
る
。
規
制
強
化
に
よ
り
銀
行
統
合
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
部
門
の
買
収
等
は
従
来
以

上
の
規
制
が
か
か
る
が
、
皮
肉
に
も
現
実
に
はToo sm

all to succeed

等
か
ら
逆
の
事
態
を
惹
起
し
か
ね
な
い
懸
念
を
内
包
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
事
象
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
他
の
局
面
で
も
至
る
所
で
み
ら
れ
る
。
当
初
の
目
論
見
と
逆
に
作
用
し
か
ね
な
い

点
で
規
制
強
化
の
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
例
で
あ
り
、
ジ
レ
ン
マ
と
も
い
え
る
。

　

シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
（
Ｎ
Ｙ
）
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
指
摘
さ
れ
た

）
52
（

。
法
文
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
六
（
八
六
）

詰
め
の
甘
さ
か
ら
自
動
車
ロ
ー
ン
等
周
辺
業
務
へ
の
影
響
が
生
じ
、
か
か
る
副
作
用
を
制
限
せ
ん
と
す
る
と
本
来
の
規
制
効
果
が
薄
ま
る

ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
。
規
制
強
化
す
る
ほ
ど
、
規
制
の
か
か
ら
な
い
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
規
制
の
緩
い
他
国
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
リ
ヒ
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
へ
資
金
が
逃
避
し
、
ま
す
ま
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
く
な
る
と
い
う
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結

）
53
（

と
し
て
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
も
有
す
る
。
米
国
は
日
欧
と
異
な
り
銀
行
依
存
度
が
低
い
た
め
、
規
制
を
か
け
や
す
い
事
情
も
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
現
場

の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
関
す
る
市
場
全
体
の
姿
勢
に
つ
き
、
金
融
規
制
改
革
の
対
応
よ
り
も
、
足
下
の
金
融
緩
和
策
の
結
果
、
短
視
眼
的
と

し
て
も
、
皮
肉
に
も
市
場
全
体
で
は
よ
り
リ
ス
ク
テ
イ
ク
す
る
方
向
に
回
帰
す
る
状
況
も
窺
え
る
。

　

同
法
は
規
制
緩
和
の
流
れ
に
あ
っ
た
米
国
金
融
法
制
史
上
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
向
け
、
大
き
く
規
制
強
化
へ
舵
を
切
る
も
の
で

あ
る
が
、
金
融
業
界
や
共
和
党
の
巻
き
返
し
・
ロ
ビ
ー
活
動
等
か
ら
実
体
は
骨
向
き
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
Ｆ
Ｅ
Ｄ
と
消
費
者
保
護
庁

の
管
轄
の
一
貫
性
の
な
さ
等
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
適
用
除
外
・
段
階
的
適
用
等
も
多
く
、
実
効
規
定
の
大
部
分
は
今
後
の
Ｓ
Ｅ

Ｃ
等
細
則
整
備
に
委
ね
ら
れ
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
も
相
俟
っ
て
、
方
向
性
が
交
錯
し
、
最
終
的
な
具
体
性
が
み
え
て
こ
な
い
嫌
い

が
あ
る
。
広
範
囲
な
内
容
を
網
羅
し
、
二
〇
〇
二
年
米
国
企
業
改
革
法
（Sarbanes-O

xley A
ct SO

X

法
）
改
革
、
内
部
通
報
者
保
護
等

に
も
関
連
す
る
が
、
そ
の
実
、
未
達
事
項
と
し
て
の
積
み
残
し
た
領
域
、
規
制
内
容
が
逆
に
弱
ま
っ
た
事
項
な
ど
も
存
在
す
る
。
バ
ン
ド

ワ
ゴ
ン
（B

andw
agon 

便
乗
政
策
）
条
項
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
等
も
加
わ
り
、
法
全
体
の
視
野
を
一
層
不
透
明
に
し
て
い

る
所
以
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
は
、
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
条
項
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
役
員
報
酬
関
連
で
は
、
ゴ
ー

ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
（Say-on-golden Parachutes

）
規
定
な
ど
、
Ｍ
＆
Ａ
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
結
合
し
た
領
域
の
規
定
も
あ
り
、
概

念
の
新
し
さ
が
窺
え
る
。

　

2
．
域
外
適
用
等
の
検
討
―
差
別
的
跛
行
性
と
我
が
国
へ
の
影
響
―　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
規
制
強
化
に
つ
き
「
出
口
」
を
考
え



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
七
（
八
七
）

る
と
、
同
法
は
基
本
的
に
は
国
内
法
で
あ
る
が
、
米
国
進
出
の
我
が
国
大
規
模
金
融
持
株
会
社
に
は
適
用
が
及
び
、
更
に
外
国
金
融
会
社

の
取
扱
い
、
域
外
適
用
の
可
能
性
等
影
響
が
不
明
な
点
が
多
々
あ
る

）
54
（

。
先
進
諸
国
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（C

onvergence

）
を
も
た
ら

し
、
各
国
の
国
内
法
整
備
を
促
す
等
の
予
測
も
出
さ
れ
る

）
55
（

。
①
私
見
で
あ
る
が
、
同
法
の
規
制
強
化
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
（
国

際
的
）
Ｍ
＆
Ａ
規
則
改
訂

）
56
（

は
、
一
見
す
れ
ば
方
向
性
が
逆
と
も
思
え
る
が
、
相
互
作
用
・
関
連
性
が
問
題
と
な
り
、
域
外
適
用
が
認
め
ら

れ
れ
ば
敷
衍
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
す
る
結
果
、
米
銀
の
海
外
進
出
・
業
容
拡
大
に
は
協
働
し

て
有
利
に
働
く
局
面
も
あ
ろ
う
か
。
②
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
き
、
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
拠
点
に
対
し
直
接
適
用
さ

れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
の
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ

）
57
（

、
日
本
国
債
や
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場
に
対
し
て
深
刻
な
悪
影
響
が
生
じ

得
る
こ
と
等
に
つ
き
、
米
国
に
都
合
の
よ
い
内
容
と
し
て
一
律
・
域
外
適
用
に
対
す
る
懸
念
・
修
正
要
求
が
出
さ
れ
る

）
58
（

。
③
ス
ワ
ッ
プ
・

プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
に
関
し
て
、
米
国
内
銀
行
と
比
較
し
て
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
意
図
せ

ざ
る
帰
結
と
も
な
り
得
る
論
点
で
あ
る

）
59
（

。
同
ル
ー
ル
で
は
米
国
事
業
を
有
す
る
邦
銀
は
対
象
と
な
る
が
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
活
動
は
一

般
的
に
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
連
邦
準
備
銀
行
の
特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
や
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
は
禁
止

の
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
確
で
な
い
こ
と
、
我
が
国
の
事
業
を
有
す
る
米
国
銀
行
へ
の
影
響
は
若
干
異
な
る
こ
と
等
の
跛
行
性

が
あ
る
。
④
更
に
はForeign-cubed

訴
訟
に
関
し
て
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
を
原
則
否
定
す
る
二
〇
一
〇
年
六
月
連
邦
最
高
裁
判
所

M
orrison

事
件
と
、
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
し
訴
権
を
認
め
域
外
適
用
を
許
容
す
る
同
法
第
九
二
九

条
Ｐ
規
定
の
関
連
も
新
た
な
議
論
と
な
ろ
う

）
60
（

。
行
為
・
効
果
基
準
を
復
活
さ
せ
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ

る
た
め
判
例
法
理
か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
他
方
、
我
が

国
等
か
ら
は
各
国
の
事
情
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
合
致
し
た
規
制
体
系
の
維
持
の
重
要
性

）
61
（

等
が
反
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
日
欧
で
は
米



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
八
（
八
八
）

国
と
異
な
り
金
融
市
場
の
銀
行
機
能
の
比
重
が
大
き
く
経
済
停
滞
の
実
際
上
の
リ
ス
ク
は
少
な
く
な
い
。
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
の
共
通

性
を
通
じ
、
一
定
の
法
規
制
統
一
に
向
け
た
影
響
は
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
ろ
う
が
、
逆
に
当
該
国
のProcyclicality

（
景
気
循
環
増
幅

効
果
）
を
拡
大
す
る
結
果
と
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
、
金
融
危
機
の
発
祥
地
で
あ
る
米
国
発
の
規
制
強
化
の
流

れ
に
対
す
る
異
論
が
強
く
唱
え
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

　

3
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
停
滞　

金
融
危
機
防
止
に
は
規
制
面
の
み
な
ら
ず
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
、
利
益
相
反
問
題
等
に
絡
み
、
経
営

陣
の
自
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
が
両
輪
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
。
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能

強
化
が
求
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi cer)

、
リ
ス
ク
委
員
会
等
が
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
要
と
し
て
重
要
な
役
割

を
担
う
。
独
立
報
酬
委
員
会
の
設
置
義
務
、
公
開
会
社
の
委
任
状
勧
誘
規
制
強
化
等
を
図
り
、
基
本
的
に
米
国
上
場
外
国
企
業
は
非
適
用

で
あ
る
が
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
の
枠
組
み
の
開
示
義
務
及
び
過
大
な
枠
組
み
の
禁
止
は
外
国
銀
行
持
株
会
社
を
含
む
預
金
金
融
機
関

持
株
会
社
に
も
適
用
さ
れ
、
報
酬
返
還
ル
ー
ル
も
米
国
上
場
の
本
邦
企
業
は
対
象
と
な
る
。
反
面
で
は
皮
肉
な
こ
と
に
同
法
実
施
と
軌
を

一
に
し
て
経
営
判
断
原
則
適
用

）
62
（

に
よ
る
取
締
役
責
任
の
軽
減
な
ど
（C

iti

基
準

）
63
（

）、
米
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
停
滞
の
動
き
が
指
摘
さ
れ
る
。

今
次
金
融
危
機
の
要
因
の
複
雑
さ
、
対
応
の
困
難
さ
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

　

4
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
と
今
後
の
展
望
―
国
際
的
資
金
管
理
と
の
協
働
の
必
要
性
な
ど
―　

今
次
の
金
融
危
機
後
、
各
国

規
制
機
関
の
国
際
協
調
体
制
構
築
の
必
要
性
が
つ
と
に
強
調
さ
れ
た
が
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
金
融
緩
和
を
背
景
と
し
た
リ
ス
ク
テ
イ
ク

増
大
の
方
向
性
は
、
国
際
的
な
資
金
フ
ロ
ー
を
通
じ
て
新
興
国
へ
の
資
金
流
入
を
も
た
ら
し
、
新
興
国
に
お
け
る
ア
セ
ッ
ト
・
バ
ブ
ル
を

引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
もProcyclicality

と
同
種
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
民
間
ベ
ー
ス
の
金
融

機
関
に
対
す
る
規
制
策
の
み
な
ら
ず
、
資
本
流
入
サ
イ
ド
（
新
興
国
）
な
ら
び
に
流
出
サ
イ
ド
（
先
進
国
）
の
双
方
か
ら
の
政
策
対
応
を



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

八
九
（
八
九
）

Ｉ
Ｍ
Ｆ
（International M

onetary Fund
 

国
際
通
貨
基
金
）
な
ど
が
管
理
し
、
国
際
的
な
安
定
的
な
資
本
通
貨
策
を
確
立
さ
せ
る
必
要

性
が
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
規
制
機
関
で
な
い
点
に
限
界
も
あ
り
、
資
本
フ
ロ
ー
が
も
た
ら
す
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
負
の
側
面
に
つ

い
て
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
関
し
て
、
国
際
的
な
国
家
間
合
意
が
必
要
と
な
ろ
う

）
64
（

。

　

同
法
は
広
範
囲
で
息
の
長
い
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
以
上
に
後
世
に
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
う
る
立
法
事
項
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

あ
ま
り
に
多
く
の
規
制
強
化
の
立
法
事
項
を
網
羅
的
に
保
有
し
、
批
判
に
対
す
る
回
答
形
式
で
条
文
が
策
定
さ
れ
、
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
カ
ウ
ン
シ

ル
で
の
協
議
・
見
解
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
即
断
的
導
入
を
前
提
と
し
な
い
部
分
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
法
内
容
の
最
終
内
容
確

定
ま
で
に
は
時
間
を
要
す
る
た
め
、
そ
の
間
に
現
状
の
理
念
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
経
済
・
財
政
状
態
の
変
化
が
現
出
し
な
い
と
も
限
ら

な
い
。
域
外
適
用
等
の
影
響
か
ら
各
国
の
異
論
も
出
さ
れ
、
現
時
点
で
一
定
の
結
論
に
固
め
る
こ
と
も
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
る
。
規
則
制

定
な
ど
実
践
局
面
に
お
い
て
、
規
制
強
化
と
緩
和
の
動
き
の
交
錯
し
た
不
透
明
で
神
経
質
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
あ
る
が
、
米
国
の
債
務
上

限
問
題
に
伴
う
格
付
低
下
、
欧
州
財
政
問
題
の
悪
化
・
ユ
ー
ロ
危
機
な
ど
、
大
枠
と
し
て
の
世
界
経
済
全
体
の
停
滞
・
不
透
明
感
、
方
向

性
の
な
さ
を
反
映
し
て
も
い
よ
う
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
制
定
経
緯
、
複
雑
さ
の
ほ
か
、
意
図
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
帰
結
の
存
在
等

も
相
俟
っ
て
、
今
後
は
事
前
に
開
示
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
事
後
の
法
執
行
状
況
の
逐
次
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
強
化
し
つ
つ
、
法

制
定
の
趣
旨
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
丁
寧
な
導
入
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
域
外
適
用
や
実
質
的
法
規
範
形
成
な
ど
を
通

じ
て
、
欧
州
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
キ
ン
グ
、
銀
証
の
一
定
の
分
離
を
保
ち
つ
つ
独
自
の
グ
ル
ー
プ
展
開
を
図
る
我
が
国
の
銀
行
持
株

会
社
体
制
な
ど
に
対
し
て
も
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ⅲ
、
英
国
キ
ャ
メ
ロ
ン

連
立
政
権
の
新
金
融
改
革
（R

ing Fence B
ank

）
の
進
展
等
も
合
わ
せ
て
、
今
後
の
動
向
が
注
視
さ
れ
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
・
一
体

性
の
あ
る
真
に
実
効
的
な
改
革
に
向
け
て
各
国
が
協
働
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
〇
（
九
〇
）

（
52
）C

iti G
roup

（N
ew

 York

）
に
お
け
る
筆
者
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
（
二
〇
一
一
年
五
月
二
日
）。
先
方
は
債
券
営
業
部D

irector K
enn K

itahara、
日
本
政
策
投
資
銀
行N

ew
 York R

epresentative O
ffi ce

（
青
貝
忠
所
長
）
の
協
力
を
得
た
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
当
初
は
金
融
危
機
を
引

き
起
こ
し
た
経
営
陣
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（sanction

）
等
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
強
く
、
必
ず
し
も
精
通
し
た
人
間
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
と
は
い

い
難
い
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
53
）

経
済
的
見
地
か
ら
は
貸
付
コ
ス
ト
の
減
少
に
よ
る
景
気
後
退
長
期
化
、
金
融
仲
介
コ
ス
ト
の
増
加
、
金
融
市
場
の
オ
フ
シ
ョ
ア
へ
の
シ
フ
ト
、

銀
行
か
ら
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
人
材
流
出
、
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
々
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
危
険
性
の
高
い
貸
付
の
促
進
、
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
に
関
す
る
流
動
性
の
低
下
、
大
手
銀
行
の
利
益
の
減
少
な
ど
。

（
54
）

紙
幅
の
制
約
等
か
ら
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
域
外
適
用
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
の
更
な
る
検
討
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
55
）

松
尾
直
彦
教
授
・
弁
護
士
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
日
本
の
金
融
機
関
と
企
業
へ
の
影
響
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル A

sahi 

Judiciary

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
）
参
照
。
同
法
は
、
①
米
国
当
局
に
対
し
て
外
国
と
の
協
議
を
義
務
付
け
、
協
議
を
通
じ
て
我
が
国
の
金
融

規
制
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
（SISFs

規
制
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
及
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
な
ど
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
ほ
か
）。
②
外
国
の
金
融
規
制
が
相
応

す
る
も
の
で
な
い
場
合
、
米
国
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
・
制
限
す
る
規
定
を
置
き
事
実
上
外
国
に
対
し
て
相
応
す
る
金
融
規
制
制
度
を
求
め
る
。

同
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六
―
二
八
六
頁
。

（
56
）

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
公
開
買
付
及
び
合
併
を
規
定
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
（
一
九
九
九
年
）
は
、
遅
延
及
び
費
用
を
強
い
る
の
み
な
ら
ず
、
米
国
会

計
基
準
に
準
拠
し
た
登
録
届
出
書
を
提
出
す
る
必
要
性
が
企
業
間
の
合
併
を
妨
げ
る
な
ど
、
非
米
国
企
業
に
煩
瑣
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
九
月
改
訂

に
よ
り
米
国
投
資
家
に
よ
る
海
外
取
引
へ
の
参
加
能
力
を
高
め
る
。

（
57
）

米
国
債
は
自
己
勘
定
取
引
で
も
引
受
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
、
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
等
の
取
引
は
規
制
さ
れ
な
い
。

（
58
）

短
期
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
資
金
調
達
の
困
難
化
、
米
国
外
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
等

も
懸
念
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
金
融
庁
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
案
）
に
関
す
る
米
国
当
局
宛
の
レ
タ
ー
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
二
日
）。

日
本
国
債
等
邦
銀
の
関
連
取
引
コ
ス
ト
が
増
加
し
米
国
現
地
法
人
撤
退
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
域
外
適
用
の
抑
制
、
支
配
及
び
関
連
会
社
の
定
義
を

修
正
し
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
支
配
さ
れ
る
米
国
外
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
現
地
法
人
の
除
外
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
に
関
す
る
ト
レ



米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
（
藤
川
）

九
一
（
九
一
）

ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の
反
証
可
能
な
推
定
規
定
（R

ebuttable Presum
ption

）
の
削
除
が
望
ま
れ
る
。
全
銀
協
「
米
国
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
施
行
規
則

に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
）、
同
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
二
〇
一
〇
年

一
一
月
五
日
（
一
律
適
用
）、
同
「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア

ル
ー
ル
改
正
等
に
係
る
コ
メ
ン
ト
」
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
（
域
外
適
用
）。

（
59
）

本
条
項
起
草
者
も
預
金
保
険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
を
適
用
除
外
条
項
か
ら
除
く
の
は
意
図
し
な
い
結
果
と
議
会
証
言
し
、
当
初
の
意
図

通
り
外
国
銀
行
支
店
等
も
免
責
条
項
を
含
め
米
国
内
銀
行
と
同
様
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
60
）M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, Ltd. N

o.0
7-0

5
8
3-cv (2d C

ir. 2
0
0
8).

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証

券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）、
大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関

す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
―
五
〇
頁
。

（
61
）C

hoongsoo K
im

, G
overnor,B

ank of K
orea "Financial Integration,Financial Stability,and C

entral B
anking,A

sian M
arket Integration 

and Financial Innovation " Financial Service A
gency, G

overnm
ent of Japan, Februry 1

0, 2
0
1
2,

金
融
調
査
研
究
会
「
安
定
的
な
経
済
成
長
の

た
め
の
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
あ
り
方
」（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
）。

（
62
）

松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
経
営
判
断
の
原
則
の
意
義
と
根
拠
に
つ
き
、「
第
一
に
経
営
の
性
質
で
あ
る
。
…
…
第
二
に
、
経
営
判
断
に
関

す
る
裁
判
所
の
審
査
能
力
の
問
題
…
…
事
後
的
な
事
情
に
基
づ
き
取
締
役
に
結
果
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
不
当
で
あ
る
。
そ
し

て
第
三
に
、
経
営
判
断
の
失
敗
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
取
締
役
を
選
任
し
、
経
営
に
つ
き
委
任
し
た
株
主
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
前

提
と
な
る
事
実
の
認
識
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
つ
き
、
経
営
判
断
な
ど
と
は
と
て
も
い
え
な
い
事
例
、
ミ
ス
を
隠
そ
う
と
す
る
事
例
、
意
思
決
定
の

過
程
に
つ
き
企
業
経
営
者
と
し
て
不
合
理
な
も
の
が
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
た
事
例
の
三
類
型
を
示
し
、
整
理
し
て
切
り
込
ま
れ
る
。
金
融
危
機
に
お

け
る
米
国
投
資
銀
行
の
経
営
判
断
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
む
。
松
嶋
隆
弘
『
税
理
士
の
た
め
の
中
小
企
業
の
内
部
統
制
』
日
本
税
理
士
会

連
合
会
推
薦
・
ぎ
ょ
う
せ
い
（
二
〇
〇
八
年
五
月
）
三
五
―
四
四
頁
参
照
。

（
63
）

二
〇
〇
九
年
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
判
決
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
衡
平
裁
判
所
）
で
は
、
金
融
機
関
取
締
役
に
対
し
て
も
事
業
会
社
取
締
役
に
対
す
る
と

同
様
の
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
手
法
（Citi

基
準
）
が
示
さ
れ
、
多
く
の
株
主
訴
訟
が
却
下
さ
れ
る
。
変
動
幅
の
大
き
い
金
融
市
場
に
お
い



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
二
（
九
二
）

て
、
平
時
の
経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ
る
。
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
金

融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）。
吟
味
の
基
準
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
で
は
な
く
、
適
用
を
図
る
前
提
に
対
す
る
疑
念
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。In re C

itigroup S'holder Litig. 9
6
4 A

.2d 1
0
6, 1

2
2 (D

el.C
h. 2

0
0
9), Joseph W

. C
ooch"In re C

itigroup Inc. Shareholder D
erivative 

Litigation: In the H
eat of C

risis, C
hancery C

ourt Scrutinizes Executive C
om

pensation"2
0
1
1.

（
64
）

高
村
泰
夫
世
界
銀
行
日
本
理
事
室
理
事
代
理
、
野
村
宗
成
Ｉ
Ｍ
Ｆ
日
本
理
事
室
審
議
役
他
「
二
〇
一
一
年
Ｉ
Ｍ
Ｆ
世
銀
春
総
会
の
評
価
と
今
後

の
課
題
」
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
開
発
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
会
（
於
世
界
銀
行
本
部W

ashington,D
C

 

二
〇
一
一
年
四
月
二
八
日
）。
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム

（
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）
の
分
析
と
し
て
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
、
資
本
フ
ロ
ー
、
流
動
性
の
三
点
か
ら
検
討
す
る
。
包
括
的
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
資
本
フ
ロ
ー
へ

の
対
処
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
に
な
る
。
各
国
別
の
状
況
と
金
融
面
統
合
の
利
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
資
本
流
出
に
つ
な
が
る
政
策
と
資
本
流

入
へ
の
対
処
策
の
双
方
に
つ
い
て
の
勧
告
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
し
、
世
界
的
な
流
動
性
、
資
本
勘
定
の
管
理
に
関
す
る
加
盟
国
の
多

様
な
経
験
、
国
境
を
越
え
た
資
本
フ
ロ
ー
の
自
由
化
、
国
内
の
金
融
市
場
の
発
展
を
深
く
分
析
す
る
よ
う
強
く
促
す
と
し
て
い
る
。

[

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
日
本
大
学
海
外
派
遣
研
究
員
（
短
期
Ａ
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る]   



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

九
三
（
九
三
）

序Ⅰ　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務

　

1　

警
察
権
限

　

2　

現
代
国
家
に
よ
る
公
衆
衛
生
の
維
持

　

3　

公
衆
衛
生
維
持
シ
ス
テ
ム

　

4　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
緊
急
性

　

5　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
ジ
レ
ン
マ

Ⅱ　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
予
防
と
人
権
制
約
問
題

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察

―
―
国
家
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
責
務
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
憲
法
的
ア
ナ
ト
ミ
ー
―
―

大　
　

林　
　

啓　
　

吾



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
四
（
九
四
）

　

1　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義

　

2　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
と
身
体
の
自
由

　

3　

Jacobson v. M
assachusetts

判
決

　

4　

ワ
ク
チ
ン
接
種
免
除
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向

　

5　

隔
離
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
―
―
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
隔
離
政
策

　

6　

隔
離
に
関
す
る
判
例
法
理

Ⅲ　

命
の
優
先
順
位
と
平
等
―
―
感
染
症
対
策
の
給
付
的
側
面

　

1　

二
〇
〇
五
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
プ
ラ
ン
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

2　

二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
ワ
ク
チ
ン
推
奨
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

3　

平
等
の
問
題

　

4　

民
主
的
決
定
と
専
門
的
判
断

後
序

　
　
　
　
　

序

　

人
類
の
歴
史
を
見
る
と
、
感
染
症
の
脅
威
に
幾
度
と
な
く
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
く
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
た

ペ
ス
ト
、
近
代
以
降
何
度
か
流
行
を
繰
り
返
し
た
コ
レ
ラ
、
二
〇
世
紀
に
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
あ
り
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
も
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
や
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
そ
の
致
死
率
の
高
さ
か
ら
耳
目
を
集
め
た
こ
と
は
比
較
的
記
憶
に
新
し
い
。

　

現
代
医
学
の
進
歩
に
よ
り
、
か
な
り
の
感
染
症
対
策
が
事
前
に
可
能
と
な
り
、
従
来
ほ
ど
不
測
の
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
減
少
し
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
々
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
も
進
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
人
類
と
感
染
症
の
闘
い



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

九
五
（
九
五
）

は
決
し
て
終
わ
り
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
交
通
手
段
の
発
達
に
よ
り
、
従
来
よ
り
も
感
染
症
の
感
染
範
囲
は

拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
問
題
で
あ
る
。

　

疫
学
上
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
は
、「
世
界
的
規
模
、
又
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
起
き
、
国
際
的
境
界
を
横
断
し
な
が
ら
、
通
常
多
く
の

人
々
が
感
染
す
る
流
行

（
１
）

」
の
こ
と
を
指
す
。
感
染
症
は
、
流
行
の
規
模
に
応
じ
て
、
感
染
範
囲
が
狭
い
地
域
に
限
定
さ
れ
る
エ
ン
デ
ミ
ッ

ク
、
感
染
が
広
範
囲
に
及
ん
だ
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
、
そ
し
て
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
に
分
類
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

天
然
痘
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
、
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
細
菌
感
染
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
原
虫
感
染
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
ま
さ
に
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
た
め
、
そ
の
対
策
に
は
各
国
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い

こ
と
は
も
と
よ
り
、
国
家
の
枠
を
越
え
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
の
国
際
機
関
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対

策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
国
境
を
越
え
て
大
流
行
す
る
感
染
症
に
対
し
、
国
家
を
前
提
と
し
て
き
た
憲
法

学
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
推
測
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
い
は
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
し
か
し
本
稿
の
射
程
は
そ
こ
ま
で
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
の
分
析
対
象
は
、
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
国
家

の
感
染
症
対
策
に
関
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
感
染
症
は
い
き
な
り
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
地
域
的
流
行
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
段
階

を
経
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
の
が
一
般
的
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
次
的
に
は
国
家
の
感
染
症
対
策
が
重
要
に
な
る
と
い
う

点
で
あ
る

（
２
）

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
絡
む
憲
法
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
エ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
を

含
め
た
国
内
の
感
染
症
対
策
一
般
を
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
な
ど
が
突
如
と
し
て
現
れ
、
瞬
く
間
に



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
六
（
九
六
）

世
界
中
に
広
が
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
家
が
そ
の
対
策
に
つ
い
て
第
一
次
的
責
務
を
負

う
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
、
感
染
症
の
流
行
に
対
す
る
国
家
の
公
衆
衛
生
上
の
責
務
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
二
に
、
国
家
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
は
強
制
的
に
身
体
を
拘
束
し
た
り
自
由
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
人
権

侵
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
典
的
な
憲
法
的
論
点
で
あ
り
、
こ
の
自
由
と
安
全
の
調
整
を
い
か
に

し
て
は
か
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
、
既
知
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な

る
場
合
と
未
知
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
場
合
と
で
は
、
対
応
が
異
な
っ
て
く
る
。
前
者
の
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
の
備
蓄
や
隔
離

手
続
な
ど
、
予
防
方
法
が
中
心
と
な
る
。
一
方
、
後
者
の
場
合
は
緊
急
的
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
の
緊
急
事
態
権
限
の
問
題

が
で
て
く
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
人
権
を
制
約
す
る
度
合
い
が
大
き
い
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務
と
感
染
症
対
策

に
よ
る
人
権
侵
害
の
問
題
を
検
討
す
る
。
日
本
で
は
憲
法
二
五
条
二
項
が
公
衆
衛
生
の
維
持
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
公
衆
衛
生
に

関
す
る
憲
法
上
の
規
定
の
な
い
国
で
は
公
衆
衛
生
の
維
持
の
必
要
性
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い

（
３
）

。
国
家
は
、
そ
の
成
り
立
ち
か

ら
し
て
国
民
の
安
全
を
守
る
責
務
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
公
衆
衛
生
の
維
持
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
感
染
症

対
策
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
国
家
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
責
務
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
つ
ぎ
に
、
公
衆
衛
生
規
制
が
も
た
ら
す
自
由
へ

の
侵
害
に
つ
い
て
、
侵
害
程
度
の
高
い
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
中
心
に
、
そ
の
限
界
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
優
先

順
位
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
公
衆
衛
生
規
制
が
自
由
の
侵
害
だ
け
で
な
く
、
平
等
の
問
題
を
も
惹
起
し
う
る
場
面
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
以
上
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
早
く
か
ら
憲
法
を
制
定
し
、
国
家
の
公
衆
衛
生
の
責
務
と
人
権
侵
害
の
問



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

九
七
（
九
七
）

題
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
ア
メ
リ
カ
を
素
材
に
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　

Ⅰ　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務

　

1　

警
察
権
限

　

建
国
の
歴
史
的
背
景
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
州
が
広
範
な
自
治
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
邦

く
に

を
形
成
し
て
い
た
州
は
公
衆
衛
生
を
含
む
警
察
権
限
（police pow

er

）
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
は
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

古
く
か
ら
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
法
諺
に
、「
君
は
他
人
の
も
の
を
害
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
君
は
自
身
の
も
の
を
用
い
よ
」（sic 

utere tuo ut alienum
 non laedas （

４
））

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
権
利
の
濫
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
法
諺
を
警
察
権
限
と
の
関

係
で
用
い
た
の
がThorpe v. R
utland &

 B
. R

. C
o.

バ
ー
モ
ン
ト
州
最
高
裁
判
決

（
５
）

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
州
の
警
察
権
限
は
生
命
、

身
体
、
健
康
を
含
む
州
内
の
あ
ら
ゆ
る
財
産
を
守
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
他
者
加
害
を
も
た
ら
す
個
別
具
体
的
な

行
為
で
あ
る
場
合
の
み
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
特
定
の
利
益
に
対
す
る
具
体
的
侵
害
を
抑
止
す
る
場
合
で

な
け
れ
ば
、
州
の
警
察
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る

（
６
）

。
当
初
、
ア
メ
リ
カ
の
警
察
権
限
は
こ
の
よ
う
な
狭
い
概

念
だ
っ
た
。

　

他
方
、「
国
民
の
安
全
は
最
高
の
法
で
あ
る
」（Salus populi est suprem

a lex （
７
））

と
い
う
法
諺
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
が
公
共
の
安
全
、

福
祉
、
道
徳
の
た
め
に
規
制
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
対
象
は
、
他
者
加
害
や
具
体
的
侵
害
が
前
提
と
さ
れ
て



日 
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学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

九
八
（
九
八
）

お
ら
ず
、
む
し
ろ
一
般
的
・
抽
象
的
な
公
益
の
た
め
に
規
制
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
産
業
革
命
を
迎
え
た
ア
メ

リ
カ
で
は
、
州
に
様
々
な
規
制
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
警
察
権
限
の
概
念
も
拡
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
〇
四
年
の
フ
ロ
イ
ン
ト
（Ernst Freund

）
の
著
作

（
８
）

に
よ
り
、
こ
の
概
念
が
警
察
権
限
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（
９
）

。

　

た
だ
し
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
（R

ichard A
. Epstein

）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
安
全
」
は
、
古
典
的
国
家
に
お
け
る
「
公
衆
の
健
康

な
状
態
」（the w

ell being of the public

）
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る

）
10
（

。
警
察
権
限
の
射
程
が
広
が
っ
た
と
は
い
え
、
現
代
の
よ
う
に
人
々

の
幸
福
を
幅
広
く
求
め
る
福
祉
国
家
像
に
ま
で
拡
大
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
警
察
権
限
は
そ
の
名
の
通
り
、
安
全
や
健
康
の
維
持
を
主
軸

に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

警
察
権
限
の
射
程
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
る
も
の
の
、
そ
の
展
開
を
見
る
限
り
、
公
衆
衛
生
の
維
持
が
伝
統
的
に
国
家
（
州
）
の

責
務
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
判
例
法
理
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
、
最
初
に
市
民
の
公
衆
衛
生
を
守
る
警
察
権
限
が
州
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
一
八
二
四
年
のG

ibbons v. O
gden

連
邦
最
高
裁
判

決
）
11
（

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
件
で
は
渡
船
の
免
許
付
与
を
め
ぐ
り
連
邦
と
州
の
権
限
が
争
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
連
邦
最
高

裁
は
州
固
有
の
警
察
権
限
に
言
及
し
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
と
、
州
の
警
察
権
限
に
つ
き
、「
州
内
の
通
商
規
制
法
と
同
様
、
高
速
道

路
や
渡
船
に
関
す
る
検
査
法
、
隔
離
法
、
衛
生
法
は
、
こ
の
包
括
的
権
限
に
含
ま
れ
る

）
12
（

」
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
制
権
限
は
、

い
ず
れ
も
州
が
適
切
に
行
使
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

つ
ぎ
に
、
外
国
船
舶
が
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
湾
に
入
る
こ
と
を
禁
止
し
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
衛
生
委
員
会
の
政
策
が
問
題
と
な
っ
た

一
九
〇
二
年
のC

om
pagnie Francaise de N

avigation a Vapeur v. Louisiana State B
oard of H

ealth

連
邦
最
高
裁
判
決

）
13
（

が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
州
が
ど
こ
ま
で
外
国
船
舶
に
対
す
る
規
制
を
行
え
る
か
ど
う
か
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
州
の
警
察
権
限
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の
射
程
も
問
題
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
法
の
授
権
が
な
く
て
も
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
が
伝
染
病
発
生
地
区
へ
の
船
舶
入
港
の
禁

止
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
、
州
の
警
察
権
限
に
基
づ
く
伝
染
病
対
策
を
広
く
認
め
た
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
主
と
し
て
連
邦
権
限
と
州
の
権
限
と
の
争
い
で
あ
っ
た
が
、
公
衆
衛
生
規
制
と
個
人
の
自
由
が
衝
突
し
た
の
が
一
九
〇
五

年
のJacobson v. M

assachusetts

連
邦
最
高
裁
判
決

）
14
（

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
拒
否
で
き
る
か
否
か
が

争
点
と
な
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
規
制
の
合
憲
性
の
判
断

は
敬
譲
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
、
規
制
の
合
理
性
を
認
め
て
合
憲
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
際
、
州
の
警
察
権
限
に
は
公
衆
衛
生
を

維
持
す
る
責
務
が
含
ま
れ
る
と
し
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
限
り
は
尊
重
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
州
裁
判
所
レ
ベ
ル
の
判
決
で
は
あ
る
が
、
公
衆
衛
生
の
維
持
が
国
家
の
主
要
責
務
の
一
つ
で
あ
る
と
し
た
の
がM

oore v. 

D
raper

フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
判
決

）
15
（

で
あ
る
。
結
核
に
罹
っ
た
た
め
に
結
核
治
療
施
設
（sanitarium

）
に
収
容
さ
れ
た
原
告
が
、
当
該
収

容
は
不
当
に
身
体
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
修
正
一
四
条
違
反
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、

公
衆
衛
生
に
関
す
る
政
府
の
責
務
に
つ
い
て
、
腸
チ
フ
ス
に
罹
患
し
た
こ
と
で
隔
離
さ
れ
た
者
が
人
身
保
護
令
状
を
請
求
し
たPeople 

ex rel. B
arm

ore v. R
obertson

イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
決

）
16
（

を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
州
が
主
権

と
し
て
担
う
責
務
の
一
つ
が
公
衆
衛
生
の
維
持
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
が
保
護
す
べ
き
対
象
の
中
で
公
衆
衛
生
の
維
持

ほ
ど
重
要
な
も
の
は
な
い
。
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
責
務
は
州
の
固
有
か
つ
不
可
譲
の
警
察
権
限
に
十
分
な
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
）
17
（

。」
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
公
衆
衛
生
の
維
持
は
警
察
権
限
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
規
制
に
は
対
象
や
方
法
に
一
定
の
特
徴
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
判
例
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
警
察
権
限
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
の
維
持
の
典
型
例
は
感
染
症
対
策
で



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
〇
（
一
〇
〇
）

あ
っ
た
。「
感
染
症
か
ら
公
衆
衛
生
を
守
る
こ
と
は
政
府
の
重
大
な
責
務
の
一
つ
な
の
で
あ
る

）
18
（

」。
ま
た
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
手
段
は
隔

離
が
一
般
的
で
あ
り
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
予
防
法
が
発
明
さ
れ
て
か
ら
は
隔
離
と
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
主
な
手
段
で
あ
っ
た
点
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
主
な
規
制
対
象
は
感
染
症
で
、
そ
の
対
策
に
は
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
強
制
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
当
初
の
公
衆
衛
生
規
制
は
、
か
な
り
限
定
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

エ
プ
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
限
定
的
対
応
は
公
衆
衛
生
の
維
持
を
公
共
財
の
一
種
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う

）
19
（

。
な

ぜ
な
ら
、
公
衆
衛
生
の
維
持
は
一
般
に
必
要
な
公
益
で
あ
る
も
の
の
、
非
競
合
的
お
よ
び
非
排
他
的
性
格
を
有
す
る
た
め
、
国
家
が
そ
の

任
務
を
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
国
家
は
公
共
財
と
し
て
の
公
衆
衛
生
の
維
持
が
必
要
な
限
り
に
お
い
て
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
そ
の
役
割
は
主
に
感
染
症
対
策
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
版
産
業
革
命
を
経
て
産
業
や
技
術
が
発
達
す
る
と
、
国
家
が
扱
え
る
公
衆
衛
生
の
対
象
範

囲
が
広
が
り
、
か
つ
規
制
需
要
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
国
家
の
責
務
は
も
は
や
市
場
の
失
敗
を

カ
バ
ー
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

2　

現
代
国
家
に
よ
る
公
衆
衛
生
の
維
持

　

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
福
祉
国
家
の
幕
が
開
け
る
と
、
公
衆
衛
生
規
制
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
〇
世
紀
初
頭

は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
に
あ
た
り
、
福
祉
政
策
と
経
済
的
自
由
権
が
衝
突
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
の
福
祉
政
策
は
労
働
立
法
と

し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
労
働
環
境
整
備
の
根
底
に
は
公
衆
衛
生
の
維
持
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
は
ま
だ
公
衆
衛

生
規
制
と
労
働
規
制
が
融
合
し
て
い
た
。
一
九
〇
五
年
のLochner v. N

ew
 York

連
邦
最
高
裁
判
決

）
20
（

で
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
パ
ン
屋
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一
〇
一
（
一
〇
一
）

の
最
長
労
働
時
間
規
制
が
違
憲
と
さ
れ
た
が
、
先
述
し
たJacobson

判
決
も
同
年
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。Lochner

判
決
と
は
対
照

的
にJacobson

判
決
で
は
公
衆
衛
生
規
制
が
合
憲
と
さ
れ
て
お
り
、
司
法
が
警
察
権
限
の
中
で
も
感
染
症
対
策
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
両
判
決
の
七
年
前
に
下
さ
れ
た
一
八
九
八
年
のH

olden v. H
ardy

連
邦
最
高
裁
判
決

）
21
（

で
は
、
危
険
な
労

働
環
境
の
下
で
働
く
炭
鉱
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
最
長
労
働
時
間
を
警
察
権
限
に
基
づ
い
て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
合
憲
判

断
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
を
み
る
と
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
に
お
け
る
最
高
裁
の
態
度
は
、
公
衆
衛
生
規
制
お
よ
び
労
働
規
制
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
危
険
に
対
す
る
安
全
確
保
を
目
指
す
立
法
で
あ
れ
ば
正
当
な
警
察
権
限
の
行
使
と
し
て
合
憲
と
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
な
る
と
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
転
換
し
、
労
働
規
制
一
般
を
立
て
続
け
に
合
憲
と

し
始
め
た
。
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
前
の
一
九
二
二
年
のZucht v. K

ing

連
邦
最
高
裁
判
決

）
22
（

に
て
強
制
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
再
度
合
憲
と
さ
れ
て
以
降
、
連
邦
最
高
裁
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
い
っ
た
ん
こ
の
問
題
は
解
決
済
み
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
た
。

　

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
を
契
機
に
政
府
は
福
祉
国
家
へ
と
舵
を
き
り
始
め
る
と
、
そ
れ
に
伴
い
、
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
も
従
来
の
感
染
症

対
策
の
あ
り
方
に
変
化
が
見
え
始
め
る
。
こ
れ
ま
で
、
強
制
的
な
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
主
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
が
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
増
加
と
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
柔
軟
な
対
応
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
エ
イ
ズ
は
一
定
の
行
為
さ
え
注
意
す
れ
ば
感

染
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
強
制
的
に
隔
離
す
る
必
要
性
は
な
く
、
政
府
は
防
止
策
な
ど
の
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
過
去
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
感
染
症
に
つ
い
て
は
国
全
体
で
そ
の
撲
滅
に
努
め
た
結
果
、
そ
の
多
く
が
収
束
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
な
ど
の
強
制
的
手
法
を
使
う
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
き
た
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
二
（
一
〇
二
）

　

一
方
、
現
代
で
は
、
先
の
理
由
に
加
え
て
、
福
祉
国
家
に
伴
う
財
政
難
の
問
題
も
浮
上
し
、
ま
す
ま
す
強
制
的
手
法
を
用
い
る
公
的
介

入
は
一
部
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
民
間
団
体
や
私
人
に
注
意
を
喚
起
し
た
り
努
力
を
促
し
た
り
す
る
形

で
、
い
わ
ば
誘
導
型
の
公
衆
衛
生
対
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
喫
煙
等
の
健
康
に
害
を
も
た
ら
す
習
慣
を
持
つ
者
へ
の
注
意
喚
起
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
府
が
直
接
介
入
す
る
の
で
は
な
く
、

人
々
の
努
力
に
委
ね
る
よ
う
な
形
で
健
康
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

）
23
（

。
あ
る
い
は
、サ
ン
ス
テ
ィ
ン
＝
セ
ー
ラ
ー
（C

ass 

R
. Sunstein and R

ichard H
. Thaler

）
が
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
よ
う
な
手
法
も
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
24
（

。
そ
れ
は
、

あ
ら
か
じ
め
政
府
が
デ
フ
ォ
ル
ト
を
設
定
し
て
そ
の
選
択
メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
決
定
を
担
保
し

つ
つ
、
政
府
が
目
指
す
方
向
に
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
臓
器
移
植
を
推
進
し
た
け
れ
ば
、
移
植
し
て
も
よ
い

と
考
え
る
場
合
に
意
思
表
示
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
デ
フ
ォ
ル
ト
を
変
換
し
、
移
植
を
希
望
し
な
い
場
合
に
意
思
表
示
さ
せ
る
よ
う
に
し

て
、
移
植
し
や
す
い
方
に
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
方
法
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
方
法
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
な
が
ら
、

望
ま
し
い
政
策
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
公
衆
衛
生
施
策
は
多
様
化
し
て
お
り
、
特
定
の
病
気
予
防
や
治
療

方
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
健
康
を
守
る
た
め
の
様
々
な
手
段
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
25
（

。
そ
の
結
果
、
今
日
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る

議
論
は
、
古
典
的
な
感
染
症
対
策
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
柔
軟
な
対
応
策
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
保
護
者
と
い
う

よ
り
も
、
い
わ
ば
保
険
者
（insurer

）
と
し
て
の
政
府
を
想
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

）
26
（

。

　

実
際
、
こ
う
し
た
展
開
は
公
衆
衛
生
の
定
義
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ゴ
ス
テ
ィ
ン
（Law

rence O
. G

ostin

）
に
よ
る
と
、
伝
統

的
な
公
衆
衛
生
の
定
義
はB

lack ’s Law
 D

ictionary

が
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
う

）
27
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
公
衆
衛
生
と
は
、「
人
々
の
一
般

的
集
合
体
又
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
健
康
又
は
衛
生
条
件
。
特
に
病
気
に
対
す
る
予
防
的
投
薬
や
組
織
的
ケ
ア
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
〇
三
（
一
〇
三
）

の
健
康
の
維
持
方
法

）
28
（

」
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
病
気
予
防
」
が
主
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

一
方
、
疫
学
辞
典
が
、
公
衆
衛
生
を
い
っ
た
ん
「
人
々
の
健
康
を
保
護
、
促
進
、
保
持
す
る
た
め
に
社
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
努
力
の

一
つ

）
29
（

」
と
定
義
し
た
上
で
、「
病
気
の
予
防
又
は
住
民
全
体
の
健
康
需
要
を
重
点
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
。
公
衆
衛
生

活
動
は
技
術
や
社
会
的
価
値
の
変
化
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
そ
の
目
的
は
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
病
気
、
夭
逝
、
病
気
に
伴

う
不
具
合
及
び
身
体
障
害
を
減
ら
す
こ
と
。
し
た
が
っ
て
公
衆
衛
生
は
社
会
の
制
度
、
規
律
、
活
動
で
あ
る

）
30
（

」
と
補
足
説
明
を
行
っ
て
い

る
点
が
興
味
深
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
病
気
予
防
お
よ
び
病
気
治
療
を
目
的
と
す
る
点
に
は
変
化
が
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
行
う
手
段
が

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
な
ど
多
岐
に
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
規
制
態
様
が
不
鮮
明
な
対
策
が
結
果
的
に

過
度
な
制
限
と
な
り
、
そ
の
反
面
、
感
染
症
対
策
な
ど
本
当
に
必
要
な
公
衆
衛
生
規
制
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、「
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
は
い
つ
起
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
一
定
の
問
題
は
な
お
脅
威
が
残
っ
て
い
る

）
31
（

」
の
で
あ
っ
て
、

「
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
の
問
題
は
隔
離
等
の
積
極
的
手
段
を
必
要
と
す
る

）
32
（

」。
し
た
が
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
公
衆
衛
生
規
制
は
、
や
は

り
感
染
症
対
策
を
中
心
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
由
と
衝
突
す
る
と
き
、い
か
に
し
て
調
整
し
て
い
く
べ
き
か
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

3　

公
衆
衛
生
維
持
シ
ス
テ
ム

　

前
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
の
問
題
に
対
し
て
は
、
州
が
中
心
と
な
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ

が
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
州
を
越
え
た
全
国
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
。
さ
ら



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
四
（
一
〇
四
）

に
、
そ
れ
が
世
界
的
規
模
と
な
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
全
国
レ
ベ
ル
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
行
政
国
家
化

に
伴
う
連
邦
権
限
の
拡
大
に
よ
り
、
現
在
で
は
公
衆
衛
生
に
関
す
る
連
邦
の
役
割
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

　

連
邦
政
府
が
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
責
務
を
担
う
根
拠
と
し
て
、
ゴ
ス
テ
ィ
ン
は
以
下
の
憲
法
上
の
根
拠
を
挙
げ
る

）
33
（

。
第
一
に
、
一
条

八
節
一
八
項
の
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
き
、
国
家
全
体
に
関
わ
る
様
々
な
公
衆
衛
生
に
関
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
人
お
よ
び
物
の
移
動
に
関
す
る
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
全
般
的
な
感
染
症
対
策
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
二
に
、
一
条

八
節
一
項
に
よ
り
、
一
般
的
福
祉
の
た
め
の
課
税
権
を
持
つ
。
本
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
管
理
を
中
心
と
す
る
様
々
な
施
策
を
実
行
す
る

た
め
に
資
金
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
一
条
八
節
八
項
に
よ
り
、
知
的
財
産
を
保
障
す
る
権
限
が
あ
る
。
こ
れ
を
基
に
医

薬
品
な
ど
の
特
許
制
度
を
構
築
す
る
。
第
四
に
、
二
条
二
節
二
項
に
よ
り
、
条
約
締
結
権
を
有
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
衆
衛
生
の
維

持
に
関
す
る
国
際
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
に
対
す
る
国
際
的
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
に
、
修
正

一
三
・
一
四
・
一
五
条
に
よ
り
、
市
民
権
を
守
る
た
め
に
様
々
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
規
定
の
実
施
に
あ
た
り
、
市
民
の
権
利

を
保
護
す
る
た
め
に
公
衆
衛
生
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
の
複
数
の
規
定
を
絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
連
邦
政

府
が
公
衆
衛
生
関
連
の
施
策
を
行
う
権
限
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
憲
法
条
文
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
連
邦
政
府
は
様
々
な
公
衆
衛
生
に
関
す
る
連
邦
機
関
を
創
設
し
て
い
る
。
ま
ず
、
公
衆

衛
生
関
連
を
総
括
す
る
機
関
と
し
て
、
保
険
社
会
福
祉
省
（D

epartm
ent of H

ealth and H
um

an Services

）
が
あ
る
。
公
衆
衛
生
問
題

の
う
ち
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
に
関
す
る
対
応
は
、
疾
病
管
理
予
防
セ
ン
タ
ー
（C

enters for D
isease C

ontrol and 

Prevention

：C
D

C

）
や
公
衆
衛
生
局
局
長
（Surgeon G

eneral

）
な
ど
の
下
部
組
織
が
具
体
的
な
実
働
部
隊
と
な
っ
て
い
る
。

　

Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た

）
34
（

。
戦
争
に
よ
り
各
地
で
衛
生
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
〇
五
（
一
〇
五
）

熱
帯
地
方
ま
で
出
兵
し
た
結
果
マ
ラ
リ
ア
等
の
感
染
症
が
流
行
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
対
策
を
行
う
専
門
機
関
と
し
て
創
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
当
初
は
蚊
を
殺
す
こ
と
が
主
な
目
的
と
な
り
、
ス
タ
ッ
フ
の
多
く
は
昆
虫
学
者
や
技
術
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
感
染

症
対
策
の
研
究
が
進
ん
で
い
く
と
、
医
学
・
薬
学
・
公
衆
衛
生
学
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
増
加
し
て
い
き
、
他
の
感
染
症
対
策
も
手
が
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

現
在
で
は
感
染
症
対
策
に
特
化
せ
ず
、
各
政
府
機
関
へ
の
援
助
、
世
界
の
衛
生
の
改
善
、
重
大
な
疾
病
へ
の
対
策
、
監
視
の
強
化
と
疫

学
の
発
達
、
衛
生
政
策
の
改
善
な
ど
、
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
担
当
部
署
が
置
か
れ
、
専
門

に
応
じ
て
組
織
的
に
細
分
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
感
染
症
対
策
は
感
染
症
部
局
（O

ffi ce of Infectious D
iseases

）
が
主
な
任

務
を
担
っ
て
お
り
、
感
染
症
を
減
ら
す
た
め
の
戦
略
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
練
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
個
別
の
感
染
症
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
専

門
の
課
が
存
在
し
、
た
と
え
ば
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
共
同
課
（Infl uenza C

oordination U
nit

）
が
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
を
含
め
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症
部
局
局
長
は
、
エ
イ
ズ
や
肝
炎
な
ど
の
対
策
を
行
う
エ
イ
ズ
、
肝
炎
、
Ｓ
Ｔ
Ｄ
、

Ｔ
Ｂ
予
防
セ
ン
タ
ー
（N

ational C
enter for H

IV
/A

ID
S, V

iral H
epatitis, STD

, and TB
 Prevention

）
な
ど
の
他
の
感
染
部
局
と
の
調

整
役
を
担
い
、
感
染
症
問
題
を
総
括
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
感
染
症
対
策
は
、
感
染
症
に
特
化
し
た
部
局
だ
け
で
対
応
で
き
る
わ
け

で
は
な
く
、
研
究
方
面
で
活
躍
す
る
監
視
、
疫
学
、
研
究
サ
ー
ビ
ス
部
局
（O

ffi ce of Surveillance, Epidem
iology, and Laboratory 

Services

）
や
、
主
に
バ
イ
オ
テ
ロ
な
ど
の
対
策
を
行
う
公
衆
衛
生
予
防
対
策
部
局
（O

ffi ce of Public H
ealth Preparedness and 

R
esponse

）
と
も
連
携
し
て
、
感
染
症
対
策
を
行
っ
て
い
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
六
（
一
〇
六
）

　

4　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
緊
急
性

　

エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
突
然
発
生
し
、
急
激
に
感
染
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
か
ら
迅
速
な
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
連
邦
政
府
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
全
国
レ
ベ
ル
で
対
応
す
べ
く
様
々
な
対
策
に
乗
り
出
し
て

い
る
。
最
初
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
（the Stafford A

ct

）
35
（

）
で
あ
り
、
連
邦
政
府
は
州
政
府
に
協
力
し
て
対

応
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
統
領
の
指
示
に
基
づ
き
、
各
連
邦
行
政
機
関
は
生
命
、
財
産
、
安
全
を
守
る
た
め
、

捜
索
や
救
助
の
み
な
ら
ず
避
難
所
、
食
料
、
薬
品
を
確
保
し
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
や
移
動
手
段
を
用
意
し
た
り
、
警
告
等

の
措
置
を
行
っ
た
り
す
る

）
36
（

。
も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
は
州
政
府
が
第
一
次
的
な
対
応
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
州
の
感
染
防
止
策
が
不
十
分
な
場

合
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
対
策
に
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き

）
37
（

、逆
に
州
の
側
か
ら
連
邦
政
府
の
援
助
を
求
め
る
場
合
に
は
連
邦
緊
急
管
理
庁
（Federal 

Em
ergency M

anagem
ent A

gency

）
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
38
（

。

　

ま
た
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
際
し
て
隔
離
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
公
衆
衛
生
局
局
長
が
、
保
険
社
会
福
祉
省
長

官
の
同
意
に
基
づ
き
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
な
規
則
を
制
定
す
る

）
39
（

。
そ
の
際
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
可
能
な
限
り
そ
れ
を
補
助
す
る
任
務

を
果
た
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
大
統
領
は
感
染
症
を
特
定
し
て
隔
離
す
べ
き
者
の
リ
ス
ト
を
掲
載
し
た
大
統
領
命
令
を
出
す
こ
と
が
で

き
る

）
40
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
感
染
症
に
は
ワ
ク
チ
ン
が
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
日
頃
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が

肝
要
と
な
る
。
そ
こ
で
公
衆
衛
生
サ
ー
ビ
ス
法
（the Public H

ealth Service A
ct

）
は
一
九
八
六
年
の
改
正
に
よ
り

）
41
（

、
国
家
ワ
ク
チ
ン

プ
ロ
グ
ラ
ム
部
局
（N

ational Vaccine Program
 O

ffi ce

）
を
設
置
し
た

）
42
（

。
こ
の
部
署
は
、
連
邦
に
よ
る
総
合
的
な
ワ
ク
チ
ン
政
策
を
目

指
し
て
、
ワ
ク
チ
ン
研
究
・
開
発
・
安
全
性
お
よ
び
効
果
の
テ
ス
ト
・
ワ
ク
チ
ン
特
許
・
ワ
ク
チ
ン
配
布
な
ど
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
〇
七
（
一
〇
七
）

作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た

）
43
（

。

　

も
っ
と
も
、
本
格
的
な
緊
急
事
態
対
策
立
法
が
制
定
さ
れ
始
め
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
た
な
公
衆
衛
生
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
を
命
じ
た
二
〇
〇
〇
年
の
公
衆
衛
生
の
脅
威
お
よ
び
緊
急
対
策
法
（the Public H

ealth Threats and Em
ergencies 

A
ct of 2

0
0
0

）
を
皮
切
り
に
、
バ
イ
オ
テ
ロ
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
の
公
衆
衛
生
維
持
お
よ
び
バ
イ
オ
テ

ロ
予
防
対
策
法
（the Public H

ealth Security and B
ioterrorism

 Preparedness and R
esponse A

ct of 2
0
0
2

）
、
医
薬
品
な
ど
の
予
防

関
連
商
品
の
製
造
者
を
援
助
す
る
二
〇
〇
四
年
の
バ
イ
オ
シ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
法
（the Project B

io Shield A
ct of 2

0
0
4

）
が
矢

継
ぎ
早
に
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
と
並
ん
で
、
公
衆
衛
生
維
持
の
た
め
に
必
要
な
緊
急
対
策
立
法

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

）
44
（

。
た
と
え
ば
、
バ
イ
オ
シ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
法
は
、
保
険
社
会
福
祉
省
長
官
に
、
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事

態
が
生
じ
た
場
合
に
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
、
未
承
認
の
医
薬
品
等
を
使
用
す
る
許
可
を
与
え
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る

）
45
（

。

　

さ
ら
に
直
近
で
は
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
カ
ト
リ
ー
ナ
や
新
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
い
、
新
た
に
緊
急
対
策
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
二
〇
〇

六
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
お
よ
び
全
危
険
予
防
法
（the Pandem

ic and A
ll-H

azards Preparedness A
ct

）
で
あ
る
。
本
法
の
目
的
は
、
公

衆
衛
生
を
改
善
し
、
医
療
的
予
防
を
は
か
り
、
緊
急
対
応
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
監
視

情
報
を
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
ぎ

）
46
（

、
保
険
福
祉
省
長
官
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
き
た
と
き
に
使
用
さ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
が
ど
こ
に
存
在

す
る
か
を
知
る
た
め
に
全
国
レ
ベ
ル
で
追
跡
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
効
果
的
に
ワ
ク
チ
ン
が
行
き
渡
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た

）
47
（

。
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〇
八
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5　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
の
ジ
レ
ン
マ

　

エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
／
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
、
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
。
世
界
の
ど
こ
か
で
発
生
し
た
も
の

が
ア
メ
リ
カ
に
入
っ
て
き
て
大
流
行
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
発
生
し
て
広
が
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
メ

リ
カ
国
内
で
大
流
行
す
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
に
と
ど
ま
ら
ず
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
対
策
を
念
頭
に
置
い
て
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
は
緊
急
性
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
い
っ
た
ん
発
生
し

て
し
ま
う
と
急
激
に
広
ま
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
な
ど
の
事
前
の
準
備
と
隔
離
な
ど
の
事
後
的
対
応
を
セ
ッ

ト
で
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
対
策
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
対
策
が
不
必
要
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
と
き
、
杞
憂
に
終

わ
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
副
作
用
な
ど
の
被
害
が
出
た
場
合
に
は
大
問
題
と
な
る
。
そ
の
典
型
例
が
一
九
七
六

年
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（sw

ine fl u

）
で
あ
っ
た

）
48
（

。

　

一
九
七
六
年
一
月
、
あ
る
陸
軍
兵
士
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
似
た
症
状
で
死
亡
し
、
そ
の
遺
体
か
ら
新
型
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ

ル
ス
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
陸
軍
内
で
こ
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
抗
体
を
持
っ
て
い
る
者
が
多
数
見
つ
か
り
、
さ
ら
に
世
間
で
は
類

似
の
症
状
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。

　

そ
こ
で
Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
た
だ
ち
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
言
委
員
会
（A

dvisory C
om

m
ittee on Im

m
unization Practices

：A
C

IP

）
に
諮
問

を
行
う
。
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
専
門
機
関
で
あ
り
、
専
門
家
が
予
防
接
種
を
推
奨
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
、
保
険
社
会
福

祉
省
や
Ｃ
Ｄ
Ｃ
に
報
告
す
る
任
務
を
担
っ
て
い
る

）
49
（

。
委
員
会
の
中
で
は
ワ
ク
チ
ン
を
製
造
し
、
接
種
を
推
奨
す
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
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法
的
考
察
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大
林
）

一
〇
九
（
一
〇
九
）

れ
た
が
、
ど
の
程
度
流
行
す
る
の
か
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
結
論
を
出
し
あ
ぐ
ね
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
委
員
会
の
議
長
を
務
め
て

い
た
Ｃ
Ｄ
Ｃ
局
長
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
奨
の
覚
書
を
作
成
し
、
保
険
社
会
福
祉
省
副
長
官
の
同
意
を
得
て
フ
ォ
ー
ド
（G

erald Ford

）
大

統
領
に
ワ
ク
チ
ン
製
造
お
よ
び
接
種
の
推
奨
を
行
う
。
選
挙
が
控
え
て
い
た
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
は
不
作
為
よ
り
も
作
為
を
選
ん
だ
方
が
望

ま
し
い
と
の
判
断
か
ら
、
か
れ
ら
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
た
だ
ち
に
議
会
に
諮
り
、
必
要
な
法
律
を
制
定
し
た
。

　

そ
の
後
、
冬
が
終
わ
る
と
い
っ
た
ん
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
も
姿
を
消
し
、
そ
の
間
に
ワ
ク
チ
ン
製
造
が
進
め
ら
れ
た
。
ワ
ク
チ
ン

製
造
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
副
作
用
な
ど
の
様
々
な
問
題
が
出
て
い
た
が
、
途
中
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
で
死
亡
し
た
患
者
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

似
た
症
状
を
見
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
懸
念
が
再
浮
上
し
て
き
た
。
そ
こ
で
一
〇
月
か
ら
ワ
ク
チ
ン
の
大
量
接
種
が

始
ま
っ
た
が
、
接
種
後
に
死
亡
す
る
者
が
出
て
き
た
り
、
ギ
ラ
ン
・
バ
レ
ー
症
候
群
を
引
き
起
こ
す
事
例
も
出
て
き
た
。
一
方
、
豚
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
自
体
は
一
向
に
流
行
の
兆
し
を
見
せ
ず
、
地
域
に
よ
っ
て
は
副
作
用
の
問
題
と
効
果
へ
の
疑
問
か
ら
接
種
を
実
施
し
な
い
と

こ
ろ
が
多
く
出
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
連
邦
政
府
は
ワ
ク
チ
ン
を
供
与
す
る
が
、
具
体
的
な
実
施
は
州
に
任
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
実

質
的
に
は
各
地
方
公
共
団
体
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
二
月
に
な
る
と
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
中
止
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
大
流
行
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
そ
れ
か
ら
緊
急
的
対
応
を
迫
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
し
か
も
、
専
門
家
が
協
議
し
て
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
是
非
に
関
す
る
正
確
な
答
え
が
出
な
い
場
合
に
、
国
家
は
接
種
し
て
公
衆
衛
生

維
持
の
責
務
を
果
た
す
か
、
そ
れ
と
も
副
作
用
の
お
そ
れ
を
重
視
し
て
接
種
を
控
え
る
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
襲
わ
れ
る
。
隔
離
に
も
同

様
の
問
題
が
生
じ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
懸
念
が
あ
る
段
階
か
ら
感
染
の
疑
い
が
あ
る
者
を
早
急
に
隔
離
し
て
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る
か
、

不
必
要
な
隔
離
に
よ
っ
て
人
身
の
自
由
を
制
約
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
隔
離
が
必
要
だ
と
科
学
的
に
認
識
で
き
る
ま
で
隔
離
を
控
え
る



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
〇
（
一
一
〇
）

か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
隔
離
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
憲
法
の
視
点
か
ら
検
討
す

る
。

　
　
　
　
　

Ⅱ　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
予
防
と
人
権
制
約
問
題

　

感
染
症
の
被
害
予
測
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
国
家
は
対
策
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
が
、
し
か
し
他
面
に
お
い
て
、
そ
れ
は
し
ば

し
ば
人
権
制
約
を
伴
う
。
と
な
れ
ば
、
国
家
の
対
策
は
少
な
く
と
も
必
要
か
つ
適
切
な

4

4

4

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
感
染

症
の
大
流
行
を
意
味
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
そ
の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
過
剰
反
応
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
分
析
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

１　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義

　

先
述
し
た
疫
学
上
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
定
義
に
は
、
感
染
症
の
重
篤
度
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
季
節

的
大
流
行
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
の
批
判
が
あ
る

）
50
（

。
実
際
、
当
初
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
重
視
し
、
た
と
え
ば
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
、「
人
々
が
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
新
し
い
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
現
れ
た
時
に
、
世
界
的
規
模

で
同
時
多
発
的
に
流
行
し
き
わ
め
て
多
く
の
死
者
又
は
感
染
者
を
出
し
て
し
ま
う
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

）
51
（

」
と
定
義
し
て
い
た

）
52
（

。
と

こ
ろ
が
、
二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
宣
言
さ
れ
る
直
前
に
、「
き
わ
め
て
多
く
の
死
者
又
は
感
染
者
」
と
い
う
フ
レ
ー



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
一
（
一
一
一
）

ズ
を
削
除
し
、「
人
々
が
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
新
し
い
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
現
れ
た
時
に
起
き
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

）
53
（

」

と
変
更
し
た

）
54
（

。
そ
の
結
果
、
Ｈ
１
Ｎ
１
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
宣
言
を
重
く
受
け
止
め

た
各
国
政
府
が
過
剰
な
対
策
に
乗
り
出
し
て
し
ま
い
、
後
に
コ
ス
ト
面
で
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
リ
ス
ク
評
価

や
ウ
イ
ル
ス
分
析
を
見
直
し
た
上
で
、
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
盛
り
込
み
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
再

認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る

）
55
（

。
ま
た
、
重
篤
度
な
ど
の
要
素
を
含
ま
な
い
と
深
刻
さ
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
逆
に

ワ
ク
チ
ン
処
方
な
ど
の
対
応
が
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る

）
56
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
、
そ
の
定
義
に
争
い
が
あ
る
上
、
流
行
前
の
状
況
か
ら
段
階
ご
と
に
分
け
て
判
断

す
る
た
め
、
そ
の
認
定
も
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
「
世
界
的
規
模
で
大
流
行
す
る
重
大
な
感
染
症
」
と
定
義
し
て

お
く
。

2　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
と
身
体
の
自
由

　

感
染
症
を
防
ぐ
た
め
に
は
良
好
な
衛
生
状
態
を
維
持
す
る
な
ど
の
対
応
が
ベ
ー
ス
と
な
る
が
、
直
接
的
に
有
効
な
手
立
て
は
限
ら
れ
て

い
る
。
細
菌
感
染
で
あ
れ
ば
抗
生
物
質
の
投
与
が
有
効
で
あ
る
が
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
場
合
に
は
ワ
ク
チ
ン
し
か
有
効
な
手
段
が
な
い
。

そ
の
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
防
ぐ
た
め
に
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
が
あ
り
、
過

去
に
は
強
制
的
に
行
わ
れ
て
き
た
時
代
も
あ
っ
た
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
副
作
用
に
対
し
て
は
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
あ
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
と
以
降
は

そ
の
数
が
激
減
し
て
い
っ
た
。
一
九
八
六
年
の
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
法
（the N

ational C
hildhood Vaccine Injury A

ct of 1
9
8
6

）
で
あ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
二
（
一
一
二
）

る
。
先
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ケ
ー
ス
に
加
え
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
Ｄ
Ｔ
Ｐ
接
種
の
副
作
用
問
題
が
発
生
し
、
政
府
は
対
策
を
求
め

ら
れ
た
。
そ
こ
で
制
定
さ
れ
た
の
が
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
法
で
あ
る
。
本
法
に
よ
り
、
国
家
ワ
ク
チ
ン
被
害
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
（N

ational 

Vaccine Injury C
om

pensation Program

）
57
（

）
が
策
定
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
会
社
の
責
任
負
担
を
大
幅
に
軽
減
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
被
害
が

起
き
た
場
合
で
も
、
開
発
会
社
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
ワ
ク
チ
ン
問
題
を
専
門
に
扱
う
連
邦
裁
判
所
の
特
別
部
で
処

理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
被
害
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
ワ
ク
チ
ン
に
か
け
ら
れ
た
特
別
税
に
よ
る
基
金
か
ら
補
償
金
が
支
払
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
救
済
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
は
そ
も
そ
も
予
防
接
種
の
強
制
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
論
点
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
が
先
に
少
し
触
れ
たJacobson v. M

assachusetts

連
邦
最
高
裁
判
決

）
58
（

で
あ
る
。

3　

Jacobson v. M
assachusetts

判
決

　

本
件
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
州
民
に
対
し
天
然
痘
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
拒
否
し

た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
（H
enning Jacobson

）
に
五
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
身
体
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
否
か

が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

一
九
〇
二
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
天
然
痘
が
大
流
行
し
、
同
州
は
州
民
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
法
律
を
制
定
し
た
。

本
法
に
基
づ
き
、
州
内
の
各
自
治
体
の
衛
生
委
員
会
は
無
料
で
州
民
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
接
種
対
象
は
州

民
全
員
で
あ
っ
た
が
、
未
成
年
者
（
二
一
歳
に
満
た
な
い
者
）
に
は
例
外
事
項
が
設
け
ら
れ
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
不
適
切
と
内
科
医
に

診
断
さ
れ
た
未
成
年
者
は
接
種
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
ま
た
は
回
避
し
た
者
に
は
五
ド
ル
の
罰
金
が
科
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一
一
三
（
一
一
三
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

以
前
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
し
て
以
来
体
調
を
崩
し
て
い
た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
必
要
性
や
安
全
性
に
疑
問
が
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
五
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
裁
判
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
憲
法
で
保

障
さ
れ
た
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
健
康
上
の
理
由
に
基
づ
く
接
種
拒
否
を
認
め
な
い
強

制
接
種
は
、
自
ら
の
生
命
や
身
体
を
危
う
く
す
る
こ
と
か
ら
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
、
さ
ら
に
子
供
だ
け
に
除
外
を
認
め
る
こ
と
が
平

等
違
反
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
体
的
状
況
を
み
て
も
、
強
制
的
接
種
が
主
流
か
ら
外
れ
て
い
る
点
も
そ
の
正
当
性
を
疑
問
視

す
る
証
拠
に
な
る
と
い
う

）
59
（

。
一
九
〇
四
年
の
時
点
で
、
四
五
の
州
の
う
ち
一
一
州
し
か
強
制
接
種
を
法
定
し
て
お
ら
ず
、
一
三
州
の
み
が

未
接
種
の
子
供
を
公
立
学
校
に
入
学
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
諸
外
国
を
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
が
子
供

だ
け
を
対
象
と
し
て
強
制
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
の
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
強
制
接
種
を
廃
止
す
べ
き
と
の
勧
告
が
で
て
お
り
、
ス
イ

ス
は
す
で
に
強
制
接
種
を
廃
止
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
法
律
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
よ
う
な

状
況
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
的
に
強
制
接
種
が
廃
止
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
は
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
法
廷
意
見
を
書
い
た
ハ
ー
ラ
ン
（John M

arshall H
arlan

）
判
事
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
、
当
該
規
制
の
根
拠
は
警
察
権
限
に
あ
る
と
す
る

）
60
（

。
州
の
警
察
権
限
は
、
州
内
の
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
公
共
の
安
全
や
公
衆
衛

生
を
維
持
す
る
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
権
限
は
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
人
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

被
告
人
は
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
、
被
告
人
の
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
憲
法
で
保
障



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
四
（
一
一
四
）

さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
権
利
は
ま
っ
た
く
無
制
約
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
状
況
に
応
じ
て
、
安
全
、
健
康
、
平
和
、
秩
序
、
道
徳
な

ど
の
合
理
的
理
由
に
基
づ
き
、
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
自
己
防
衛
ま
た
は
高
度
な
必

要
性
の
原
理
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
の
安
全
を
脅
か
す
病
気
の
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
に
対
し
て
自
ら
を
保
護
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る

）
61
（

」
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
件
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
は
合
理
的
理
由
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
か
。
本
件
強
制
接
種
は
、
専
門
機
関
た

る
衛
生
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き
、
公
衆
衛
生
お
よ
び
公
共
の
安
全
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
天
然
痘
が
大
流
行
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
沈
静
化
さ
せ
る
た
め
に
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
不
要
だ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
て
も
、
強
制
接
種
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
し
ま
う
と
、
司
法
が
他
の

部
門
の
機
能
を
侵
害
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
少
な
く
と
も
、
本
件
で
は
強
制
接
種
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　

つ
ぎ
に
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
62
（

。
立
憲
主
義
を
標
榜
す
る
以
上
、

個
人
は
自
ら
の
意
思
が
最
高
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
妨
害
す
る
行
為
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
秩
序
あ
る
社
会
で
は
、
構
成
員
の
安
全
を
守
る
責
務
が
あ
り
、
大
き
な
危
険
が
迫
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
自
由
を
制
限
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
修
正
一
四
条
は
、
個
人
が
自
ら
の
意
思
で
生
活
や
労
働
す
る
場
所
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る

が
、
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
そ
の
権
利
が
制
約
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
件
の
強
制
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
合
理
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
は
そ
の
有
効
性
や
安
全
性
を
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
裁
判
所
に
で
き
る
の
は
、
権
利
の
侵
害
が
明
白
で
あ
っ
て
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は
公
衆
衛
生
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一
一
五
（
一
一
五
）

と
い
う
目
的
と
の
間
に
実
質
的
関
連
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
に
と
ど
ま
る

）
63
（

。
こ
の
点
、
本
件
に
お
け
る
強
制
的
ワ
ク
チ

ン
接
種
は
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る
と
は
い
え
ず
、
実
質
的
関
連
性
が
な
い
と
も
い
え
な
い
。
他
州
や
諸
外
国
で
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
は

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
有
効
性
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
子
供
に
だ
け
除
外
事
項
を
設
け
る
こ
と
が
平
等
違
反
で
あ
り
、
大
人
に
も
同
様
の
理
由
に
基
づ
く
除
外
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
こ
の
区
分
は
大
人
の
間
で
原
告
の
み
を
差
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
人
を
す
べ
て
平
等
に
扱
っ
て
い
る

以
上
、
平
等
違
反
に
は
な
ら
な
い

）
64
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
警
察
権
限
を
広
く
認
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
反
ワ
ク
チ
ン
運
動
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
〇
八
年
に
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
ア
メ
リ
カ

反
ワ
ク
チ
ン
連
盟
が
創
設
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
反
ワ
ク
チ
ン
運
動
に

は
、
市
民
の
二
つ
の
不
安
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

）
65
（

。
一
つ
は
、Jacobson

判
決
と
同
様
、
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
不
安
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
医
療
を
通
し
て
、
政
府
が
私
的
領
域
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。

　

か
か
る
運
動
の
中
、
一
九
二
二
年
に
は
再
度
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
問
題
が
連
邦
最
高
裁
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。Zucht v. K

ing

連

邦
最
高
裁
判
決

）
66
（

で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
証
明
が
な
け
れ
ば
子
供
を
公
立
私
立
を
問
わ
ず
学
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
テ
キ
サ

ス
州
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
市
の
条
例
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
直
接
接
種
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
条
件

と
す
る
形
で
間
接
的
に
強
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（Louis D

em
bitz B

randeis

）
判
事
に
よ
る
法
廷
意
見

は
、
公
衆
衛
生
に
関
す
る
市
の
裁
量
を
広
く
認
め
た
上
で
、
入
学
に
関
す
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
条
件
は
修
正
一
四
条
の
権
利
を
侵
害
し
て
い

な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
憲
法
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
件
で
は
当
該
規
制
の
合
憲
性
を
争
う
ま
で
も
な
く
、
正
当



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
六
（
一
一
六
）

な
規
制
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
直
接
的
強
制
接
種
お
よ
び
間
接
的
強
制
接
種
と
も
に
合
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
問
題
は
一
応
の
解
決
が

な
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
新
た
な
論
点
を
中
心
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
訴
訟
が
下
級
審
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

両
判
決
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
合
憲
性
を
認
め
た
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
自
体
の
合
憲
性
は
争
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
接
種
の
免
除
を

め
ぐ
っ
て
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

4　

ワ
ク
チ
ン
接
種
免
除
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
い
ず
れ
も
宗
教
的
信
念
に
基
づ
い
て
強
制
接
種
を
拒
否
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
当

初
、
裁
判
所
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
が
本
当
に
信
仰
上
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
み
判
断
し
、
原
告
側
が
そ
れ
を
立
証
し
な
い
限
り

憲
法
問
題
に
踏
み
込
ま
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
。
そ
の
典
型
例
がM

ason v. G
eneral B

row
n C

ent. Sch. D
ist.

連
邦
高
裁
判
決

）
67
（

で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
公
立
学
校
の
生
徒
に
対
し
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
。
原

告
側
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
免
疫
の
創
造
が
自
然
的
遺
伝
子
の
青
写
真
（genetic blueprint by nature

）
に
反
す
る
と
し
て
信
仰
を
理

由
に
接
種
の
拒
否
を
認
め
る
よ
う
に
要
請
し
た
が
、
学
校
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
信
仰
を
理
由
と
し
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
を
認

め
な
い
こ
と
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
高
裁
は
そ
も
そ
も
信
仰
に
基
づ
く
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ず
、
訴
え
を
棄
却
し
た
。

　

そ
の
後
、
信
仰
に
基
づ
く
ワ
ク
チ
ン
接
種
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
ケ
ー
ス
が
登
場
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ

こ
で
はW

orkm
an v. M

ingo C
ounty Schools

連
邦
地
裁
判
決

）
68
（

を
挙
げ
て
お
く
。
ウ
ェ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
、
学
校
入
学
に
際
し



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
七
（
一
一
七
）

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
が
医
学
的
理
由
に
基
づ
く
子
供
の
接
種
免
除
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
拒
否

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
医
学
的
理
由
に
基
づ
く
接
種
免
除
の
申
し
立
て
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
等
の
権
利
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
子
を
守
る
と
い
う
信
仰
上
の
権
利
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
な
い
の
は
憲
法
違
反
で

あ
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
が
宗
教
上
の
免
除
規
定
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え

つ
つ
、
免
除
す
る
か
否
か
は
州
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

た
だ
し
、
州
ま
た
は
地
方
自
治
体
が
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
く
接
種
拒
否
を
免
除
事
由
と
し
て
認
め
る
制
度
を
創
設
し
て
い
る
場
合
に

は
、
免
除
申
立
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
平
等
違
反
の
問
題
と
し
て
争
う
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
子
供
の
学
校
入
学
に
際
し
、
承
認
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
真
正
な
構
成
員
（bona fi de m

em
bers of a recognized religious 

organization

）
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
認
め
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
基
づ
く
州
の
決
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たSherr v. 

N
orthport-East N

orthport U
nion Free Sch. D

ist. 

連
邦
地
裁
判
決

）
69
（

が
あ
る
。
原
告
は
宗
教
団
体
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
州
法
の

免
除
規
定
を
利
用
し
て
自
身
の
信
仰
に
基
づ
く
免
除
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
、
州
の
教
育
委
員
会
は
「
承
認
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
真
正

な
構
成
員
」
の
要
件
を
み
た
し
て
い
な
い
と
し
て
免
除
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
違
反
を

唱
え
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
レ
モ
ン
テ
ス
ト
を
適
用
し
、
州
の
決
定
を
違
憲
と
し
て
い
る
。M

cC
arthy v. B

oozm
an 

連

邦
地
裁
判
決

）
70
（

も
同
種
の
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
が
公
立
学
校
入
学
の
条
件
と
し
て
一
定
の
感
染
症

）
71
（

に
関
す
る
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
が
神
か
ら
授
か
っ
た
免
疫
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
宗
教
的
信
仰
を
理

由
に
当
該
条
件
の
免
除
を
要
求
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
は
指
定
教
会
に
属
す
る
者
に
の
み
信
仰
に
基
づ
く
免
除
を

認
め
て
い
た
た
め
、
原
告
が
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
違
反
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
連
邦
地
裁
は
指
定



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
一
八
（
一
一
八
）

教
会
だ
け
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
免
除
を
行
う
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
判
例
法
理
は
、
立
法
が
宗
教
上
の
理
由

に
基
づ
く
免
除
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
免
除
申
立
拒
否
の
是
非
に
つ
い
て
判
断
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
免
除
の
仕
組
み
が
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
免
除
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
事
案
は
、
天
然
痘
な
ど
の
よ
う
に
飛
沫
感
染
し
て
大
流
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
対
象

に
は
性
交
渉
な
ど
の
接
触
感
染
に
よ
っ
て
し
か
感
染
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
接
触
感
染
等
の
予
防
策
と
し
て
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
有
効
で

あ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
践
上
の
必
要
性
（practically necessity

）
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
た
め
、
強
制
接
種
を
正
当
化
す
る

ほ
ど
の
必
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
72
（

。

　

こ
れ
に
関
連
す
る
事
件
がC

aviezel v. G
reat N

eck Pub. Sch.

連
邦
地
裁
判
決

）
73
（

やB
oone v. B

oozm
an

連
邦
地
裁
判
決

）
74
（

で
あ
る
。

C
aviezel

判
決
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
公
立
学
校
入
学
の
条
件
と
し
て
一
定
の
感
染
症

）
75
（

に
つ
き
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
義
務
づ
け
て
い
た

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
Ｂ
型
肝
炎
も
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
連
邦
地
裁
は
そ
の
点
に
は
触
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
先
例
と
の
整
合
性
に
終
始
し
、
最
終
的
に
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
免
れ
る
た
め
に

修
正
一
条
の
権
利
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
。

　

一
方
、 Boone

判
決
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
が
指
定
ワ
ク
チ
ン
を
す
べ
て
接
種
し
て
い
な
け
れ
ば
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
学
校
に
入
学

で
き
な
い
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
信
仰
と
健
康
を
理
由
に
こ
れ
を
拒
否
し
た
上
で
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
指

定
ワ
ク
チ
ン
の
中
に
は
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
輸
血
や
性
交
渉
な
ど
一
定
の
行
為
（
母
子
感
染
も
あ
る
）
を
行
っ

た
場
合
に
感
染
す
る
も
の
で
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
で
あ
っ
た
。

　

原
告
は
信
仰
上
お
よ
び
健
康
上
の
理
由
で
こ
の
ワ
ク
チ
ン
だ
け
接
種
し
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
の
法
律
は
、
両
親
が
認
定



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
一
九
（
一
一
九
）

教
会
ま
た
は
宗
派
の
構
成
員
で
、
そ
の
信
仰
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受
け
入
れ
が
た
い
場
合
、
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

た
た
め
、
原
告
は
免
除
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
州
の
衛
生
省
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
反
対
す
る
信
仰
を
持
っ
た
認
定
宗
教
の
構
成
員

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
免
除
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
て
訴
え

を
提
起
し
た
。

　

原
告
は
、
信
仰
上
の
理
由
と
し
て
、
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
と
身
体
が
汚
さ
れ
る
と
の
天
使
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
接

種
は
悪
魔
の
計
画
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
仰
内
容
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
、
原
告
の
よ
う
な
宗
教
団

体
に
所
属
し
な
い
宗
派
の
な
い
信
仰
を
宗
教
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
が
差
別
的
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、
修
正
一
条
に
反
す
る

と
判
断
し
た
。
な
お
、
原
告
は
、
宗
教
上
の
問
題
の
他
に
生
命
や
身
体
の
自
由
を
保
障
し
た
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
も
主
張
し
て
い
た

が
、
裁
判
所
は Jacobson 

判
決
な
ど
の
先
例
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
違
反
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

両
判
決
で
は
結
論
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
双
方
と
も
、
実
践
上
の
必
要
性
か
ら
く
る
ワ
ク
チ
ン
に
対
し
て
も
、
生
命
や
身
体
の
安
全
と

い
う
理
由
で
は
な
く
、
宗
教
上
の
問
題
を
理
由
と
し
て
免
除
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
飛
沫
感
染
で
あ
ろ
う
と
行
為
感
染
で
あ
ろ
う
と
、
医
学
的
安
全
性
の
疑
い
に
基
づ
く
健
康
上
の
理
由
で
は
接

種
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
宗
教
上
の
理
由
を
基
に
接
種
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
で
宗

教
上
の
理
由
に
基
づ
く
免
除
を
認
め
る
制
度
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
特
定
の
宗
教
が
差
別
さ

れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
中
心
に
審
査
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
〇
（
一
二
〇
）

　

5　

隔
離
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
―
―
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
隔
離
政
策

　

つ
ぎ
に
、
も
う
一
つ
の
強
制
事
案
で
あ
る
隔
離
の
問
題
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
英
語
で
は
「
隔
離
」
を
指
す
場
合
、
隔
離

（quarantine
）
と
隔
絶
（isolation

）
と
い
う
二
つ
の
単
語
が
用
い
ら
れ
る
。
一
般
的
に
「
隔
離
」
と
い
う
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
の
単
語

も
使
わ
れ
る
が
、
厳
密
に
は
違
い
が
あ
る
。
隔
離

4

4

は
、
伝
染
病
が
広
ま
っ
て
い
る
間
、
そ
れ
以
上
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
感
染
者
の
活

動
を
制
限
す
る
こ
と
を
い
う

）
76
（

。
一
方
、
隔
絶
4

4

は
、
伝
染
病
が
広
ま
っ
て
い
る
間
、
感
染
者
の
移
動
を
制
限
す
る
場
所
に
別
離
さ
せ
る
こ
と

を
い
う

）
77
（

。

　

「
隔
離
」
は
基
本
的
に
州
の
管
轄
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
二
年
に
隔
離
に
関
す
る
手
続
規
定
を
改
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
「
隔
離
」
を
行
う
場
合
、
隔
離

4

4

と
隔
絶
4

4

を
区
別
し
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者

の
活
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る

）
78
（

。
一
方
、
後
者
は
、
伝
播
を
防
ぐ
た
め
に
感
染
者
を
別
離
す
る

）
79
（

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
隔
離
は
、
感
染

症
が
市
民
の
健
康
や
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
、
州
の
保
険
社
会
福
祉
省
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
隔
離
の
必
要
が
あ
る

と
判
断
す
る
と
き
に
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
命
令
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
隔
離
は
市
民
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
最

小
限
の
手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
的
に
は
そ
の
者
の
自
宅
が
隔
離
場
所
と
さ
れ
る

）
80
（

。
隔
離
を
命
令
す
る
書
面
に
は
、
隔
離
理
由
、

隔
離
場
所
、
隔
離
条
件
、
隔
離
期
間
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
81
（

。

　

こ
の
と
き
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
憲
法
違
反
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
適
正
手
続
に
関
す
る
規
定
が

置
か
れ
て
い
る

）
82
（

。
ま
ず
、
執
行
官
は
口
頭
お
よ
び
書
面
の
両
方
で
、
命
令
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
被
隔
離
者

に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
命
令
承
諾
書
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
署
名
以
外
の
こ
と
を
記
入
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
は
な
ら
な



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
一
（
一
二
一
）

い
。

　

も
し
、
被
隔
離
者
が
命
令
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
間
に
も
感
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
迅
速
な
手
続
が
必
要
に
な
り
、

執
行
官
は
た
だ
ち
に
裁
判
所
に
関
連
書
面
を
届
け
（
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
も
可
）、
そ
れ
か
ら
裁
判
所
は
四
八
時
間
以
内
に
聴
聞
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
83
（

。
裁
判
所
で
聴
聞
が
な
さ
れ
て
い
る
間
、
被
隔
離
者
を
解
放
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
被
隔
離
者
の
証
言

が
必
要
な
場
合
に
は
電
話
で
証
言
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

）
84
（

。
ま
た
、
隔
離
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
が
代

理
と
な
っ
て
裁
判
所
に
出
廷
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　

6　

隔
離
に
関
す
る
判
例
法
理

　

（
1
）　

形
式
的
要
件
と
実
質
的
要
件
の
萌
芽

　

隔
離
に
つ
い
て
は
、W

on W
ai v. W

illiam
son

連
邦
高
裁
判
決

）
85
（

が
法
律
の
授
権
お
よ
び
公
平
性
を
要
求
し
て
い
る
。
線
ペ
ス
ト
対
策

と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
の
衛
生
委
員
会
は
、
中
国
人
（
他
の
ア
ジ
ア
系
も
対
象
に
含
む
が
、
実
質
的
に
は

主
に
中
国
人
）
を
対
象
に
ハ
フ
キ
ン
接
種
（H

affkine Prophylactic

）
を
要
求
し
、
接
種
す
る
ま
で
隔
離
す
る
と
い
う
決
議
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
中
国
人
ら
は
、
ハ
フ
キ
ン
接
種
の
危
険
性
や
不
要
性
を
主
張
し
、
中
国
人
だ
け
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と

し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
連
邦
高
裁
は
、
ま
ず
、
法
律
の
授
権
が
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る

）
86
（

。
市
の
憲
章
は
、
立
法
行
為
は
い
ず
れ

も
条
例
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。
公
衆
衛
生
の
た
め
の
隔
離
も
条
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、

本
件
規
制
は
衛
生
委
員
会
の
決
議
に
基
づ
く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
法
律
（
条
例
）
の
授
権
に
欠
け
る
点
が
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
二
（
一
二
二
）

る
。

　

法
律
の
授
権
に
欠
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
公
衆
衛
生
規
制
が
た
だ
ち
に
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
り
に
有
効
だ
と
し
て
も
本

件
規
制
に
は
実
質
的
問
題
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
件
で
は
、
中
国
人
だ
け
を
対
象
に
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
本
件
規
制
の
対
象
は

中
国
人
の
み
で
あ
り
、
白
人
や
黒
人
の
住
民
は
も
と
よ
り
、
一
時
的
に
滞
在
し
て
い
る
者
も
対
象
に
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

中
国
人
だ
け
を
隔
離
・
接
種
し
た
と
こ
ろ
で
、
線
ペ
ス
ト
の
流
行
を
防
ぐ
た
め
の
有
効
な
手
段
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
ハ
フ
キ
ン
接
種

は
感
染
前
に
接
種
す
る
の
は
有
効
で
あ
る
も
の
の
、
感
染
後
に
接
種
す
る
と
生
命
の
危
険
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
国
人
だ
け
を

対
象
と
す
る
こ
と
に
医
学
的
理
由
は
な
く
、
特
定
の
人
種
を
狙
い
撃
ち
し
た
不
合
理
な
規
制
で
あ
る
た
め
、
修
正
一
四
条
に
違
反
す
る
と

し
た

）
87
（

。

　

そ
の
結
果
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
は
中
国
人
が
多
く
居
住
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
を
指
定
し
、
そ
こ
の
住
民
を
隔
離
す
る
と
い
う
新
た
な
規

制
に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
形
式
的
に
は
隔
離
対
象
が
指
定
地
区
の
全
住
民
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
隔
離
対
象
と
な
っ
た
の
は

中
国
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
ま
た
も
や
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
がJoe H

o v. W
illiam

son

連
邦
高
裁
判
決

）
88
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
連
邦
高
裁
は
再
度
違
憲

の
判
断
を
下
す
。
な
ぜ
な
ら
、
線
ペ
ス
ト
の
流
行
を
防
ぐ
た
め
に
隔
離
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
方
法
が
合
理
的
で
あ
る
と
は

言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
線
ペ
ス
ト
の
拡
大
を
防
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
地
域
の
住
民
の
み
な
ら
ず
、
一
時
滞
在
者
や
そ
の
他
の

近
接
エ
リ
ア
を
も
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
感
染
の
疑
い
の
強
い
エ
リ
ア
の
者
同
士
を
一
箇
所
に
集
め
る
こ
と
は
そ
こ
で
の
感

染
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
本
件
規
制
も
差
別
的
色
彩
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
規
制
も
修
正
一
四
条

に
反
す
る
と
し
た
。



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
三
（
一
二
三
）

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
っ
て
、
隔
離
に
は
法
令
の
授
権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
人
種
を
理
由
に
隔
離
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
形
式

的
要
件
が
設
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
隔
離
に
は
合
理
的
理
由
が
必
要
と
さ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
要
件
に
も
踏

み
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　

（
2
）　

形
式
的
要
件
の
追
加
―
―
手
続
的
裁
量
統
制

　

隔
離
が
強
制
的
に
身
体
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
被
隔
離
者
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
告
知
や
聴
聞
等
の
手
続
が
整
備
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、In re C

aselli

モ
ン
タ
ナ
州
最
高
裁
判
決

）
89
（

で
あ
る
。
モ
ン
タ
ナ
州
法
は
淋
病

を
隔
離
対
象
の
伝
染
病
と
し
て
い
た
。
ミ
ス
ラ
市
の
衛
生
官
は
そ
れ
に
基
づ
き
原
告
を
淋
病
罹
患
者
と
判
断
し
、
執
行
官
が
原
告
を
隔
離

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
隔
離
の
前
に
聴
聞
の
機
会
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
淋
病
に
罹
患
し
て
い
る
と
の
証
明
が
不
十
分

で
あ
り
、
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
人
身
保
護
令
状
を
裁
判
所
に
請
求
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
手
続
上
の
問
題
に
つ
い
て
審
査
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
修
正
一
四
条
が
適
正
手
続
を
保
障
し
て
い
る
以
上
、
本

来
で
あ
れ
ば
原
告
に
事
前
に
聴
聞
の
機
会
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伝
染
病
に
罹
患
し
た
者
を
隔
離
す
る
の
は
政
府
の

自
衛
の
た
め
の
警
察
権
限
の
行
使
で
あ
り
、
事
前
に
聴
聞
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
違
憲
に
し
て
し
ま
う
と
、
政
府
は
自

衛
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
隔
離
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
隔
離
を
継
続
し
た
ま
ま
裁
判
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
原
告
を
隔
離
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
移
る
。
原
告
が
淋
病
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
は
医
学
的
検
査
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
争
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
公
衆
に
危
険
を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
四
（
一
二
四
）

は
証
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
別
途
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
原
告
が
不
特
定
多
数
の
人
物
と
性
交
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
目

撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
淋
病
を
治
癒
す
る

ま
で
は
隔
離
し
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
。

　

（
3
）　

隔
離
対
象
に
関
す
る
行
政
裁
量

　

W
on W

ai v. W
illiam

son
判
決
は
、
特
定
の
人
種
を
狙
い
打
ち
に
し
て
い
た
た
め
、
明
ら
か
な
差
別
問
題
の
事
例
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

高
度
な
医
学
的
見
地
か
ら
隔
離
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
社
会
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
人
種
や
性
別
な
ど
に
基
づ
い
て
隔
離
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
専
門
的
見
地
か
ら
み
て
、
隔
離
す
べ
き
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
線
引
き
を
ど
こ
で
行
う
か
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
感
染
が
明
ら
か
な
者
は
と
も
か
く
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
を
隔
離
す
べ
き
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
隔
離
す
る
と
し
て
も
そ
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Crayton v. Larabee
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
判
決

）
90
（

が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
原
告
の
共
同
住
宅
（house

）

の
隣
人
が
天
然
痘
に
罹
っ
た
た
め
、
衛
生
官
（health offi cer

）
が
一
五
日
間
原
告
を
自
宅
に
隔
離
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
原
告
は
、
感
染
し
て
い
る
と
い
う
合
理
的
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
隔
離
の
対
象
と
さ
れ
、
し
か
も
感
染
し
て
い
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
隔
離
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
不
当
な
感
染
判
断
お
よ
び
不
当
な
隔
離
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

本
件
の
争
点
は
、
ま
ず
、
法
が
隔
離
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
衛
生
委
員
会
に
付
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
衛
生
官
が
必
要
な

措
置
を
と
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
授
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
適
切
に
運
用
さ
れ
た

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
二
五
（
一
二
五
）

　

関
連
法
令
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
公
衆
衛
生
法
と
そ
れ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
市
の
条
例
で
あ
る

）
91
（

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
公
衆
衛
生
法
二
五
条
は
、「
全
て
の
地
方
衛
生
委
員
会
は
州
の
衛
生
機
関
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
伝
染
病
又
は
感
染
症
若
し
く
は
伝
染

性
の
病
気
の
出
現
に
対
し
て
、
適
切
か
つ
慎
重
な
検
査
及
び
そ
の
よ
う
な
病
気
に
感
染
又
は
さ
ら
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
又
は
物
の
統
制
に

よ
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
感
染
者
を
治
療
又
は
保
護
す
る
た
め
の
適
切
な
場
所
が
他
で
提
供
さ
れ
な
い
場
合
に
こ
れ
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
る
。
こ
れ
は
、
地
方
の
衛
生
委
員
会
に
対
す
る
感
染
症
対
策
の
一
般
的
授
権
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ

れ
を
受
け
て
、
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
市
は
隔
離
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
然
痘
や
ジ
フ
テ
リ
ア
等
に
感
染
し
た
家
族

に
対
し
て
は
医
療
従
事
者
等
を
除
き
接
触
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
衛
生
官
は
そ
の
よ
う
な
場
合
又
は
衛
生
官
が
必
要
だ
と
考
え
る

場
合
に
隔
絶
又
は
絶
対
的
隔
離
を
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
衛
生
官
が
必
要
だ
と
考
え

れ
ば
そ
の
他
の
隔
離
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
衛
生
官
は
伝
染
病
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
必

要
な
場
合
に
は
隔
離
等
の
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
令
上
、
衛
生
官
は
隔
離
措
置
を
取
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
裁
判
所
は
本
件
に
お
い
て
隔
離
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
検
討
す
る

）
92
（

。
本
件
は
共
同
住
宅
の
隣
人
が
天

然
痘
に
罹
患
し
た
事
例
で
あ
る
た
め
、
衛
生
官
が
隔
離
等
の
手
段
を
と
る
こ
と
は
法
令
上
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
、
本
件
に
お
い
て
隔
離

が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
衛
生
官
が
「
必
要
だ
と
考
え
る
場
合
」
に
は
隔
離
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裁
量
は
広
く
、

本
件
に
お
け
る
隔
離
判
断
は
合
理
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
隔
離
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
き
、
法
令
上
「
必
要
だ
と
考
え
る
場
合
」
と
い
う
規
定
が
衛
生
官
に

広
範
な
裁
量
を
与
え
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
た
。
た
だ
し
、
最
後
に
こ
の
権
限
は
無
制
約
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
言
及
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し
て
い
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、「〝
衛
生
官
が
必
要
と
考
え
る
場
合
は
い
つ
で
も
〟
指
定
の
病
気
に
つ
い
て
衛
生
官
に
隔
離
権
限
を
付
与

し
た
一
般
的
規
定
は
衛
生
官
に
市
民
や
財
産
を
統
制
す
る
無
制
約
な
権
限
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
す
る
衛
生
官
の
行
為
は

恣
意
的
、
不
合
理
、
抑
圧
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

）
93
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
衛
生
官
は
、
隔
離
の
必
要
性
に
つ
き
、
合
理
的
な
知
見
に
基
づ
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

（
4
）　

隔
離
先
に
関
す
る
裁
量

　

隔
離
に
関
す
る
裁
量
統
制
に
つ
い
て
は
、
隔
離
先
の
選
定
に
も
及
ぶ
。K

irk v. B
oard of H

ealth

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判

決
）
94
（

で
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
患
し
た
原
告
は
、
衛
生
委
員
会
か
ら
伝
染
病
専
門
病
院
に
移
動
す
る
よ

う
に
命
令
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
①
こ
の
病
気
は
感
染
力
も
低
く
社
会
に
与
え
る
影
響
は
外
貌
上
の
問
題
だ
け
で
あ
る
こ
と

か
ら
隔
離
す
る
必
要
性
に
欠
け
る
こ
と
、
②
移
動
先
が
劣
悪
な
条
件
の
ペ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
り
、
現
在
で
は
天
然
痘
な
ど
危
険
な
伝
染
病

に
罹
っ
た
黒
人
し
か
入
院
し
て
お
ら
ず
、
自
ら
を
危
険
な
目
に
さ
ら
す
こ
と
、
③
そ
の
病
院
の
隣
に
は
廃
棄
物
処
理
場
が
あ
っ
て
空
気
汚

染
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
病
状
の
回
復
場
所
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
隔
離
さ
せ
る
こ

と
は
裁
量
の
濫
用
で
あ
る
と
し
て
、
差
止
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
は
、
原
告
の
主
張
を
認
め
、
仮
差
止
の
判
断
を
下
し
た
。
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
学
的
見
地
か
ら
す

れ
ば
こ
の
病
気
が
容
易
に
伝
染
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
外
貌
上
の
問
題
を
理
由
に
隔
離
す
る
こ
と
は
公
衆
保
護
の
必
要
性
の
限
度
を
越

え
て
お
り
、
裁
量
濫
用
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
劣
悪
な
環
境
の
下
に
原
告
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
も
合
理
性
が
な
く
、
正
当
な
判

断
と
は
言
い
難
い
と
し
た
。
裁
判
所
は
最
後
に
、
司
法
が
衛
生
委
員
会
の
判
断
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
本
件
を
見
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る
限
り
例
外
的
に
差
止
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
司
法
介
入
が
行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
楔
を
打
っ
て
い
る
点

に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

（
5
）　

隔
離
期
間
の
裁
量

　

通
常
、
隔
離
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
衛
生
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
に

な
っ
た
の
が
、In re H

alko
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
控
訴
裁
判
所
判
決

）
95
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
結
核
と
診
断
さ
れ
て
病
院
に
隔
離
さ
れ
て

い
た
者
が
逃
亡
し
た
た
め
、
そ
の
後
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
再
び
病
院
に
隔
離
さ
れ
、
六
ヶ
月
ご
と
に
衛
生
官
が
隔
離
を
継
続
し
た
こ
と
が

問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
継
続
的
に
隔
離
を
延
長
す
る
こ
と
は
不
当
に
人
身
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
か
か
る

権
限
を
衛
生
官
に
付
与
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
衛
生
維
持
法
三
二
八
五
条
が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
、
人
身
保
護
令
状
を
請
求
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
立
法
府
が
伝
染
病
の
指
定
や
予
防
方
法
の
策
定
な
ど
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
実
効
を
妨

げ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
実
際
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
三
二
八
五
条
も
、
衛
生
官
に
広
範
な
結
核
対
策
の

権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
三
二
八
五
条
は
、
衛
生
官
が
結
核
に
つ
い
て
調
査
、
検
査
、
隔
離
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
隔
離
に

つ
い
て
は
衛
生
官
が
公
衆
を
守
る
た
め
に
必
要
と
考
え
る
期
間
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
定
自
体
が
憲
法
上
保
障
さ

れ
て
い
る
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
二
八
五
条
は
、
隔
離
の
手
続
的
要
件
と
し
て
書
面
の
作
成
、
場
所
の
明
記
、
期
間
の
明
記
を
定
め
、
実
質

的
要
件
と
し
て
隔
離
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
合
理
的
な
根
拠
を
要
求
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、
六
ヵ
月
ご
と
の
延
長
が
問
題
に
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
形
式
面
は
い
ず
れ
も
み
た
さ
れ
て
い
る
。
実
質
面
に
つ
い
て
は
、
結
核
に
感
染
し
て
い
る
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
理
由
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が
あ
れ
ば
よ
く
、
本
件
で
は
そ
れ
も
み
た
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
保
護
令
状
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
請
求
を
退

け
た
。

　

以
上
の
判
例
法
理
を
ま
と
め
る
と
、
隔
離
の
形
式
的
要
件
と
実
質
的
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
形
式
的
要
件
と
し

て
、
法
令
の
授
権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
隔
離
自
体
は
継
続
し
な
が
ら
も
聴
聞
の
機
会
な
ど
の
手
続
的
保
障
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
実
質
的
要
件
と
し
て
恣
意
的
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
隔
離
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
相
当
程
度
行
政
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
必
要
性
を
失
し
て
い
る
場
合
に
は
裁
量
濫
用
と
な
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
お
よ
び
隔
離
と
い
う
強
制
的
要
素
を
は
ら
む
公
衆
衛
生
規
制
は
、
政
府
の
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
る
エ
リ
ア
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
人
権
と
の
関
係
上
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
公
衆
衛
生
規
制
は
強
制
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、

ワ
ク
チ
ン
配
布
な
ど
の
給
付
的
側
面
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
給
付
的
事
項
は
、
強
制
的
規
制
と
は
違
っ
た
憲

法
問
題
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　

Ⅲ　

命
の
優
先
順
位
と
平
等
―
―
感
染
症
対
策
の
給
付
的
側
面

　

何
ら
か
の
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
、
現
状
で
は
ワ
ク
チ
ン
が
最
も
有
効
な
手
段
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
は
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
や

輸
入
に
よ
っ
て
、
必
要
量
の
ワ
ク
チ
ン
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
た
り
、
変
異
型
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
ワ
ク
チ
ン
の
準
備
が
間
に
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合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
に
は
最
低
六
ヶ
月
は
か
か
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
既
存
の
薬
で
対
症
療
法
を
行
っ

た
り
す
る
こ
と
で
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
感
染
症
が
重
症
化
し
な
い
場
合
に
は
大
き
な
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
重
症
化
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
生
死
を
分
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

問
題
は
そ
の
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
と
、
ワ
ク
チ
ン
の
備
蓄
が
患
者

数
に
追
い
つ
か
ず
、
優
先
順
位
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
生
死
を
分
け
る

よ
う
な
場
合
に
は
そ
の
優
先
順
位
が
生
命
の
維
持
に
直
接
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
優
先
順
位
は
慎
重
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。1　

二
〇
〇
五
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
プ
ラ
ン
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

二
一
世
紀
に
入
り
、
世
界
各
地
で
様
々
な
タ
イ
プ
の
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
〇
五
年
に
総
合
的
な
対
策
を
検
討
し
始
め
た
。
そ
の
一
つ
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
で
あ
り
、
製
造
か
ら
配
布
ま
で
対
策
が

練
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
中
で
検
討
事
項
と
な
っ
た
の
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
優
先
順
位
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
保
健
社
会
福
祉
省
が
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
出
し
た
プ
ラ
ン
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
優
先
順
位
が
モ
デ
ル
と
し

て
示
さ
れ
た

）
96
（

。
優
先
度
が
高
い
順
か
ら
み
て
い
く
と
、
１

－

Ａ
：
薬
品
製
造
者
、
医
療
従
事
者
、
１

－

Ｂ
：
六
五
歳
以
上
の
者
（
一
つ
以

上
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
い
て
危
険
な
状
態
な
場
合
）、
六
ヶ
月
以
上
六
四
歳
以
下
の
者
（
二
つ
以
上
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

罹
患
し
て
い
て
危
険
な
状
態
な
場
合
）、
六
ヶ
月
（
未
満
）
の
幼
児
お
よ
び
過
去
に
危
険
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
高
齢
者
、
１

－
Ｃ
：
妊
婦
、
重
度
の
免
疫
不
全
症
候
群
の
同
居
人
、
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
、
１

－

Ｄ
：
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
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す
る
者
、
重
要
な
政
府
の
指
導
者
、
２

－

Ａ
：
六
五
歳
以
上
の
健
康
な
高
齢
者
、
六
ヶ
月
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
者
（
一
つ
の
危
険
な
状
態

に
あ
る
場
合
）、
六
ヶ
月
か
ら
二
三
ヶ
月
ま
で
の
健
康
な
者
、
２

－

Ｂ
：
そ
の
他
の
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
す
る
者
、
警
察

や
消
防
等
公
共
の
安
全
に
従
事
す
る
者
、
水
道
等
の
重
要
イ
ン
フ
ラ
に
従
事
す
る
者
、
燃
料
や
飲
食
等
の
輸
送
に
従
事
す
る
者
、
電
話
や

Ｉ
Ｔ
等
の
重
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
者
、
３
：
公
衆
衛
生
の
決
定
に
関
わ
る
そ
の
他
の
重
要
な
政
府
関
係
者
、
火
葬
や
遺
体
処

理
に
従
事
す
る
者
、
４
：
以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い
二
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
健
康
な
者
、
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
州
や
地

方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
具
体
的
な
策
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
権
威
か
ら
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
に
沿
っ
て

作
成
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
設
定
に
は
理
由
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。［
１

－

Ａ
：
薬
品
製
造
者
］
は
「
ワ
ク
チ
ン
等
の
薬
品
を
最
大
限
供
給

す
る
た
め
」
で
あ
り
、［
１

－

Ａ
：
医
療
従
事
者
］
は
「
医
療
の
質
を
確
保
す
る
た
め
」
で
あ
る
。
１

－

Ｂ
は
い
ず
れ
も
「
入
院
ま
た
は

死
亡
す
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
」
で
あ
る
。［
１

－

Ｃ
：
妊
婦
］
は
、「
過
去
の
例
で
妊
婦
は
リ
ス
ク
が
高
か
っ
た
た
め
お
よ
び
胎
児
を

保
護
す
る
た
め
」、［
１

－

Ｃ
：
重
度
の
免
疫
不
全
症
候
群
の
同
居
人
］
と
［
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
］
は
、「
ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
者
へ
の
感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
」
で
あ
る
。［
１

－

Ｄ
：
緊
急
時
に
公
衆
衛
生
の
維
持
に
従
事
す
る
者
］
は
、

「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
欠
か
せ
な
い
た
め
」、［
１

－

Ｄ
：
重
要
な
政
府
の
指
導
者
］
は
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
重
要
な
決
定

を
行
う
た
め
」
で
あ
る
。
２

－

Ａ
は
い
ず
れ
も
「
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
リ
ス
ク
は
な
い
が
リ
ス
ク
が
高
い
た
め
」
で
あ
る
。
２

－

Ｂ
は
い
ず

れ
も
「
公
衆
衛
生
維
持
の
た
め
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
、
社
会
機
能
に
従
事
す
る
た
め
」
で
あ
る
。［
３
］
は
、「
優

先
度
は
高
く
な
い
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
係
す
る
た
め
」
で
あ
る
。［
４
］
は
、「
以
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
含
ま
れ
な
い
が
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
よ
る
保
護
を
望
む
た
め
」
で
あ
る
。
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二
〇
〇
九
年
の
Ｈ
１
Ｎ
１
ワ
ク
チ
ン
推
奨
（
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

　

二
〇
〇
九
年
に
流
行
し
た
Ｈ
１
Ｎ
１
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
四
月
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
を
出
し
た
た
め
、
多
く
の
国
で
急

遽
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
が
と
ら
れ
た
。
対
策
の
目
玉
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
ワ
ク
チ
ン
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
が
新
型
で
あ
っ
た

た
め
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
。
お
よ
そ
六
ヶ
月
で
ワ
ク
チ
ン
が
製
造
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
、
タ
ミ
フ
ル
や
リ
レ
ン

ザ
な
ど
の
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
が
処
方
さ
れ
、
一
定
の
効
果
が
み
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
各
国
が
迅
速
に
対
処
し
た
せ
い
か
、
も
と
も

と
ウ
イ
ル
ス
が
弱
毒
性
だ
っ
た
か
ら
か
、
そ
れ
ほ
ど
重
症
化
せ
ず
に
治
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
当
初
予
想
し
た
よ
り
も
被
害
は
大
き

く
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
が
出
さ
れ
た
頃
は
、
数
の
限
ら
れ
た
ワ
ク
チ
ン
を
ど
の
よ
う
に
接
種
す
る
か
が
物
議

を
か
も
し
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
も
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
推
奨
す
る
際
に
、
対
象
と
な
る
グ
ル
ー
プ
を
設
定
し
て
い
る

）
97
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
妊
婦

（
健
康
状
態
の
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
お
よ
び
胎
児
の
保
護
の
た
め
）、
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
保
護
者
（
健
康
状
態
の
リ
ス
ク
が
高
い
た
め
）、

医
療
従
事
者
（
患
者
か
ら
の
感
染
可
能
性
お
よ
び
公
衆
衛
生
の
維
持
の
た
め
）、
六
ヶ
月
以
上
二
四
歳
以
下
の
者
（
感
染
者
と
接
触
す
る

機
会
が
多
い
た
め
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
と
き
は
類
型
化
し
た
だ
け
で
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
優
先
順
位
は
設
定
し
て
い
な
い
。
具
体
的
な
優
先
順
位
の
設
定
は
地

方
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
優
先
順
位
の
設
定
が
物
議
を
か
も
す
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
た
め
、
あ
え
て
こ
の
段
階
で
は
設
定
し
な

か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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平
等
の
問
題

　

以
上
の
優
先
順
位
は
、
相
応
の
理
由
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
合
理
性
の
推
定
が
働
く
。
ま
た
、
も
と
も
と
給
付
政
策
に
は

政
府
の
裁
量
が
幅
広
く
認
め
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
こ
れ
を
設
定
し
た
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
専
門
家
集
団
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
順
位
は
生
死
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
恣
意
性
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
類
型
化
の
方
法

次
第
で
は
平
等
の
問
題
が
生
じ
る
事
柄
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
検
討
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
の
重
要
性
の
割
に
は
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
法
的
分
析
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
優
先
順
位
を
批
判
的
に
分
析
し
た
の
が

コ
ー
ル
マ
ン
（C

arl H
. C

olem
an

）
で
あ
り
、
希
少
価
値
の
高
い
業
績
で
あ
る

）
98
（

。

　

コ
ー
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
優
先
順
位
に
は
、
①
年
齢
に
基
づ
く
区
別
、
②
職
業
的
性
格
に
基
づ
く
区
別
、
③
社
会
福
祉
の

最
大
化
に
基
づ
く
区
別
、
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
と
い
う

）
99
（

。
こ
の
設
定
の
背
後
に
あ
る
一
般
原
理
は
、
可
能
な
限
り
多
く
の
人
々
の
生

命
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
道
徳
原
理
に
基
づ

い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
最
大
多
数
の
保
護
と
い
う
目
的
は
む
し
ろ
功
利
主
義
的
発
想
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
是
非
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
①
～
③
の
分
類
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
。

　

①
の
年
齢
に
基
づ
く
区
別
は
功
利
主
義
に
よ
っ
て
正
当
化
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
プ
ラ
ン
に
お
け
る
年
齢
区
分
は
、
幼
児
や

青
少
年
な
ど
若
者
を
優
先
す
る
傾
向
が
あ
る

）
100
（

。
こ
れ
は
、
年
齢
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
人
生
を
享
受
し
て
お
ら
ず
、
逆
に
年
齢
が
高
く
な

れ
ば
高
く
な
る
ほ
ど
人
生
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
若
年
層
を
保
護
す
べ
き
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

た
と
え
ば
二
〇
歳
の
者
は
幼
児
よ
り
も
希
望
や
計
画
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
歳
の
者
は
そ
れ
を
実
践
す
る
利
益
を
有
す
る
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
実
践
す
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
二
〇
歳
の
者
が
失
う
利
益
は
大
き
い
。
そ
の
結
果
、
二
〇
歳
の

方
が
幼
児
よ
り
も
人
生
に
関
す
る
利
益
が
大
き
い
と
い
え
る
。

　

②
の
職
業
的
性
格
に
基
づ
く
区
別
は
、
も
し
医
療
関
係
者
が
感
染
し
て
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
結
果
他
の
人
々
も
死
ん

で
し
ま
う
危
険
性
が
高
く
な
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
く

）
101
（

。
つ
ま
り
、
重
要
な
任
務
に
就
く
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
全
体
の
利
益
を
高
め
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
ら
は
職
業
上
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
理
由
も
、
優
先
性
の
正
当
化
に
寄
与
す
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
職
業
的
区
分
は
明
確
な
設
定
を
し
な
け
れ
ば
、
恣
意
的
に
拡
大
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
従
事

者
と
い
う
よ
う
な
枠
組
で
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
そ
の
範
疇
に
入
る
か
が
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
真
に
必
要
な
職
業

を
定
義
し
て
、
対
象
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
の
社
会
福
祉
の
最
大
化
に
基
づ
く
区
別
は
、
弱
者
ほ
ど
リ
ス
ク
が
高
い
の
で
、
多
く
の
人
を
救
う
た
め
に
は
そ
れ
ら
の
者
を
保
護
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る

）
102
（

。
社
会
倫
理
と
し
て
重
要
な
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
点
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弱
者
保
護
と
い
う
道
徳
的
要
請
は
平
等
と
い
う
道
徳
的
要
請
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
な
い

ま
ま
、
弱
者
の
優
先
順
位
を
上
げ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
プ
ラ
ン
に
は
様
々
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
コ
ー
ル
マ
ン
は
プ
ラ
ン
を
全
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
最
善
の
プ
ラ
ン
で
は
な
い
た
め
、
公
衆
の
熟
議
を
通
し
て
問
題
点
の
再
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
プ
ラ
ン
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
さ
と
重
症
化
の
リ
ス
ク
を
混
在
さ
せ
て
い
る
点
や
、
基

礎
疾
患
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
点
な
ど
、
そ
の
合
理
性
に
疑
問
が
浮
か
ぶ
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
生
命
の
優
先

順
位
を
つ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
先
着
順
に
す
べ
き
で
あ
る
と
か
く
じ
引
き
に
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
根
本
的
問
題
も
潜
ん
で
い
る
。
と



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
三
四
（
一
三
四
）

は
い
え
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
き
始
め
る
と
き
り
が
な
く
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
た
び
に
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
糾
弾
さ
れ
て
い
て
は
医
療
行
政
は
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
反
面
、
生
命
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
可
能
な
限
り
理
想
的
な
順
位
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
問
題
を
議
論
し
、
対
応
で
き
る
よ
う
な
枠
組
を
作
っ

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
裁
判
で
争
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
も
影
響
す
る
。
お
そ
ら
く
、
一
見
し
て
明
白
に
合
理
性
が
欠
如
し
て
い
る

よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
政
府
が
優
先
順
位
に
つ
き
法
的
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
断

過
程
を
統
制
す
る
道
は
残
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
で
は
、
合
理
的
判
断
を
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

4　

民
主
的
決
定
と
専
門
的
判
断

　

ア
メ
リ
カ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
優
先
順
位
は
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
が
基
本
的
な
モ
デ
ル
を
示
し
た
上
で
、
実
際
上
の
運
用
は
州
や
市
な
ど
に
任
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
次
的
に
は
専
門
家
が
判
断
し
、
第
二
次
的
に
は
民
主
的
機
関
（
多
く
の
場
合
法
律
で
は
な
く
命
令
）
が
決

定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
専
門
家
と
民
主
的
機
関
の
連
携
プ
レ
イ
は
、
合
理
性
と
正
当
性
の
両
方
を
担
保
す
る
上
で
有
効
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
決
定

は
ど
う
し
て
も
場
当
た
り
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
の
会
議
は
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
透

明
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
説
明
責
任
が
果
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
が
、
公
衆
衛
生
法
（the Public H

ealth Service A
ct

）
で
規
定
さ
れ
た
機
関
で
あ
る

）
103
（

。

一
五
人
の
専
門
委
員
を
中
心
に
、
投
票
権
の
な
い
関
係
者
も
会
議
に
参
加
で
き
、
そ
の
権
威
は
世
界
的
に
も
高
い
。
委
員
は
、
保
険
社
会



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
三
五
（
一
三
五
）

福
祉
省
長
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
が
、
医
学
的
見
識
に
優
れ
た
者
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
消
費
者
代
表
も
委
員
と
な
っ
て
い
る
。
投
票

権
は
な
い
が
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
な
ど
の
政
府
関
係
者
と
医
学
関
係
の
各
学
会
の
代
表
者
な
ど
も
会
議
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
合
理
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
が
働
く
。
日
本
に
も
、
予
防
接

種
部
会
（
厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
分
科
会
予
防
接
種
部
会
）
が
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
の
内
容
は
わ

か
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
不
透
明
で
あ
り
、
説
明
責
任
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る

）
104
（

。
ま
た
、

日
本
で
は
、
厚
生
労
働
省
が
医
療
現
場
に
与
え
る
影
響
力
が
強
く
、
そ
の
ま
ま
指
示
に
従
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、

そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
か
、
法
律
ま
た
は
規
則
の
制
定
が
必
要
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　

後
序

　

本
稿
で
は
、
国
家
の
公
衆
衛
生
維
持
に
関
す
る
責
務
と
そ
れ
に
伴
う
人
権
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
国
家
に
は
公
衆
衛
生
を
維
持
す
る

責
務
が
あ
り
、
そ
の
方
法
は
隔
離
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
い
っ
た
強
制
的
性
格
の
強
い
も
の
か
ら
、
市
民
誘
導
型
の
ソ
フ
ト
な
手
法
ま
で
多

岐
に
渡
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
時
と
し
て
市
民
の
人
権
を
大
幅
に
制
約
す
る
こ
と
が
あ
り
、
限
界
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
一
般
に
、
公
衆
衛
生
の
維
持
や
快
適
な
公
共
を
保
持
す
る
た
め
に
ど
ん
な
法
律
や
規
則
が
必
要
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
立
法
の
問
題
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
と
ら
れ
た
手
段
が
適
切
か
ど
う
か
は
司
法
審
査
の
対
象
で
は
な
い
。
警
察
権
限
の
行
使
は

立
法
府
又
は
当
該
権
限
を
委
任
さ
れ
た
委
員
会
若
し
く
は
審
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
で
あ
り
、
裁
判
所
は
公
衆
衛
生
を
保
護
す

る
た
め
に
と
ら
れ
た
規
制
が
恣
意
的
、
抑
圧
的
、
不
合
理
で
な
い
限
り
こ
の
権
限
の
行
使
を
阻
害
し
な
い

）
105
（

」
と
さ
れ
る
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
三
六
（
一
三
六
）

　

と
は
い
え
、
政
府
は
無
制
約
に
公
衆
衛
生
の
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
施
策
を
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
決
定

し
た
か
、
そ
し
て
必
要
性
や
合
理
性
が
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
106
（

。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

は
緊
急
性
を
帯
び
る
こ
と
が
多
い
が
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
過
程
の
手
続
的
整
備
を
行
い
、
透
明
性
を
は
か
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
司
法
が
施
策
の
合
理
性
を
実
質
的
に
問
う
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
判
断
過
程
審
査
を
行
う
余
地
は
残
さ
れ
て
お
り
、

ま
っ
た
く
の
自
由
裁
量
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
市
民
の
協
力
を
仰
ぐ
上
で
も
重
要
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
政
策
の
成
功
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
く
ら
法
律
を
整
備
し
て
公
衆
衛
生
維
持
の
実
効
性
を
高
め
た
と
こ
ろ
で
、
市
民
の
自
発
的
対
応

を
促
進
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
効
果
は
上
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

）
107
（

。
こ
れ
は
公
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
（public trust

）
に
つ
な
が
る
問
題

で
あ
り
、
民
主
政
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る

◆

。

（
1
）A

 D
IC

TIO
N

A
RY O

F E
PID

EM
IO

LO
G

Y 1
7
9 (M

iquel Porta ed., 5th ed. 2
0
0
8). 

（
2
）

実
際
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
警
戒
区
分
は
感
染
力
や
流
行
状
況
に
応
じ
て
段
階
ご
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）

日
本
国
憲
法
と
公
衆
衛
生
権
限
の
関
係
を
論
じ
る
研
究
は
少
な
い
が
、
先
行
研
究
で
は
憲
法
二
五
条
二
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
の
見
解
が
有

力
に
な
っ
て
い
る
。
緒
方
章
宏
「
第
一
〇
章　

医
事
・
行
政
衛
生
法
」
桜
井
昭
平
編
『
現
代
行
政
法
【
各
論
】』
二
六
一
―
二
八
三
頁
（
八
千
代
出

版
、
二
〇
〇
一
年
）、
徳
田
博
人
「
第
五
編
第
三
章　

医
事
衛
生
行
政
」
室
井
力
編
『
新
現
代
行
政
法
入
門
（
二
）
―
―
行
政
組
織
・
主
要
な
行
政

領
域
―
―
』
一
三
六
―
一
四
九
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
そ
の
他
、
健
康
権
に
関
連
し
て
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
唄
孝
一
「
健
康
権

に
つ
い
て
の
一
試
論
」
公
衆
衛
生
三
七
巻
一
号
一
〇
頁
（
一
九
七
三
年
）、
下
山
瑛
二
『
健
康
権
と
国
の
法
的
責
任
―
―
薬
品
・
食
品
行
政
を
中
心

と
す
る
考
察
―
―
』
七
七
―
九
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。
な
お
、
公
衆
衛
生
の
維
持
や
感
染
症
対
策
の
推
進
を
日
本
国
憲
法
の
平

和
主
義
の
理
念
に
求
め
る
見
解
と
し
て
、
蟻
田
功
・
中
根
美
幸
「
人
類
と
感
染
症
―
―
平
和
憲
法
の
意
義
と
課
題
」
公
衆
衛
生
七
二
巻
一
号
一
五
頁



パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
三
七
（
一
三
七
）

（
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
ま
た
、
国
家
の
公
衆
衛
生
権
限
の
行
使
に
よ
る
人
権
制
約
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
竹
中
勲
「
予
防
接
種
強

制
制
度
の
合
憲
性
と
予
防
接
種
健
康
被
害
に
対
す
る
憲
法
上
の
救
済
権
」
同
志
社
法
学
六
〇
巻
五
号
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
4
）

柴
田
光
蔵
・
林
信
夫
・
佐
々
木
健
編
『
ラ
テ
ン
語
法
格
言
辞
典
』
二
七
六
頁
（
慈
学
社
、
二
〇
一
〇
年
）。（
以
下
、『
法
格
言
辞
典
』
と
い
う
）。

（
5
）Thorpe v. R

utland &
 B

. R
. C

o., 2
7 V

t. 1
4
0, 1

4
9-1

5
0 (1

8
5
4). 

（
6
）G

lenn H
. R

eynolds and D
avid B

. K
opel,  The Evolving Police Pow

er: Som
e O

bservations for a N
ew

 C
entury, 2

7 H
A

STIN
G

S C
O

N
ST. L. 

Q
. 5
1
1 (2

0
0
0).

（
7
）

前
掲
注
（
４
）『
法
格
言
辞
典
』
二
六
六
頁
。

（
8
）E

R
N

ST F
R

EU
N

D, T
H

E P
O

LIC
E P

O
W

ER: P
U

B
LIC P

O
LIC

Y A
N

D C
O

N
STITU

TIO
N

A
L R

IG
H

TS (1
9
0
4).

（
9
）R

eynolds and K
opel, supra note 6, at 512.

（
10
）R

ichard A
. E

pstein,  In the D
efense of the “O

ld” Public H
ealth: The Legal Fram

ew
ork for the Regulation of Public 

H
ealth, 69 B

R
O

O
K

LY
N L. R

EV. 1421, 1427 (2004).

（
11
）G

ibbons v. O
gden, 22 U

.S.1 (1824).

（
12
）Id. at 203.

（
13
）C

om
pagnie Francaise de N

avigation a Vapeur v. Louisiana State B
oard of H

ealth, 186 U
.S. 380 (1902).

（
14
）Jacobson v. M

assachusetts,197 U
.S. 11 (1905).

（
15
）M

oore v. D
raper, 57 So. 2d 648 (Fla. 1952).

（
16
）People ex rel. B

arm
ore v. R

obertson, 302 Ill. 422 (Ill. 1922).

（
17
）Id. at 427.

（
18
）Ernest B

. A
bbott, Law, Federalism

, the C
onstitution, and C

ontrol of Pandem
ic Flu, 9 A

SIA
N-P

A
SIFIC L. &

 P
O

L ’Y J. 185, 197 (2008).

（
19
）Epstein, supra note 10, at 1425-1427.

（
20
）Lochner v. N

ew
 York, 198 U

.S. 45 (1905).
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）

（
21
）H

olden v. H
ardy, 169 U

.S. 366 (1898).
（
22
）Zucht v. K

ing, 264 U
.S. 174 (1922).

（
23
）

こ
の
点
、
日
本
の
健
康
増
進
法
二
条
が
、「
国
民
は
、
健
康
な
生
活
習
慣
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自

ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
健
康
の
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
健
康
維
持
を
国
民
の
責
務
と
し
て
い
る
点
も
、
こ

う
し
た
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
24
）C

ass R
. Sunstein and R

ichard H
. Thaler, Libertarian Paternalism

 Is N
ot an O

xym
oron, 70 U

. C
H

I. L. R
EV. 1159 (2003). 

（
25
）Epstein, supra note 10, at 1423-1425.

（
26
）Id.  at 1463.

（
27
）L

A
W

R
EN

C
E O

. G
O

STIN, P
U

B
LIC H

EA
LTH L

A
W

: P
O

W
ER, D

U
TY, R

ESTR
A

IN
T 16 (2d ed. 2008).

（
28
）B

LA
C

K’S L
AW

 D
IC

TIO
N

A
RY, 724 (9th ed., 2009). 

（
29
）A

 D
IC

TIO
N

A
RY O

F E
PID

EM
IO

LO
G

Y, supra note 1, at 198.

（
30
）Id. at 198-199.

（
31
）Epstein, supra note 10, at 1465.

（
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）Id. 1463.

（
33
）G

O
STIN, supra note 27, at 77-110 .

（
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）C

D
C

 H
om

e, http://w
w

w.cdc.gov/about/history/ourstory.htm
.

（
35
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isaster R
elief and Em

ergency A
ssistance A

ct of 1988, 42 U
.S.C

. 5121 (am
ended the D

isaster R
elief A

ct of 1974).

（
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）42 U
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. 5170b.
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パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
大
林
）

一
四
三
（
一
四
三
）

◆
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
科
研
基
盤
（
Ｂ
）
「
二
一
世
紀
公
衆
衛
生
法
シ
ス
テ
ム
の
公
法
学
的
実
証
的
研
究
」
（
研
究
代
表
：
竹
中

勲
）
の
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
三
日
於
同
志
社
大
学
）
に
お
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
、
竹
中
先
生
を
は
じ
め

と
す
る
諸
先
生
方
に
大
変
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。



一
四
五
（
一
四
五
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

　

【
は
じ
め
に
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
二
月
二
四
・
二
五
日
に
、
日
本
大
学
法

学
部
を
会
場
と
し
て
実
施
さ
れ
た
平
成
二
三
年
度
日
本
大
学
学

部
連
携
研
究
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
国
内
）「
二
一
世
紀
に
お
け

る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
総
合
的
研

究
」（
主
催
：
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員

会
、
後
援
：
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
、
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究

所
）
に
お
け
る
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
原
発
事
故
の
教
訓
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
転
換
へ
の
制
度
改
革
・
熱
源
選
択
の
あ
り
方
」（
オ
ー
ガ
ナ

イ
ザ
ー
：
円
居
総
一
教
授
、
平
成
二
四
年
二
月
二
四
日
）
に
お
け

る
筆
者
の
報
告
「
原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
～
東
電
の
再
生
に

向
け
て
～
」
を
、
タ
イ
ト
ル
を
改
め
た
上
で
活
字
化
し
、
必
要
な

注
記
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
（
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
本
稿
末
尾
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
転
記
し
た
の
で
そ
れ
を
参
照

さ
れ
た
い
）。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
活
字
化
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

資　

料

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済

シ
ス
テ
ム

―
―
私
法
学
の
観
点
か
ら
―
―

松　
　

嶋　
　

隆　
　

弘



一
四
六
（
一
四
六
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

検
討
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
時
間
が
か
か

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
の
私
見
の
公
表
を
行
う
と

と
も
に
、
今
後
の
研
究
へ
の
足
が
か
り
を
記
す
と
い
う
意
味
で
、

こ
こ
に
資
料
と
し
て
掲
載
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
報
告
は
、
与
え
ら
れ
た
時
間
が
極
め
て
短

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
意
を
尽
く
せ
な
い
部
分
も
多
い
。
後
日

詳
細
な
も
の
を
論
説
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　

1
．
本
報
告
の
概
要

　

原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
東
京
電

力
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
問
題
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
問
題
に
関

し
て
は
様
々
な
論
考
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
管
見
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
東
京
電
力
が
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
、
被
災
者
に
損
害
賠
償
に
よ
る
実
効
的
な
救
済
を
与
え
る

べ
く
、
そ
の
た
め
の
法
律
構
成
・
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
の
範
囲

を
議
論
す
る
も
の
と
括
る
こ
と
が
で
き
る

（
１
）

。
実
務
に
お
け
る
対
応

も
同
様
で
あ
り
、
平
成
二
三
年
八
月
五
日
決
定
「
東
京
電
力
株
式

会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の

範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指
針
」
の
公
表
を
受
け
、
各
種
法

整
備

（
２
）

が
な
さ
れ
る
な
ど
、
個
々
具
体
的
な
被
災
者
に
き
ち
ん
と
賠

償
を
請
求
さ
せ
る
た
め
の
取
り
組
み
が
官
民
挙
げ
て
な
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。「
い
ま
そ
こ
に
あ
る
現
実
」
を
解
決
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
個
々
具
体
的

な
被
災
者
の
顔
を
見
据
え
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
か
か
る
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
は
遅
々
た
る
歩
み
と
は

い
え
、
進
歩
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

た
だ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
属

す
る
本
報
告
で
は
、
原
発
事
故
に
関
す
る
具
体
的
な
民
事
法
的
救

済
「
そ
れ
自
体
」
を
議
論
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
か
か
る
議
論
か

ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
者

（
３
）

が
、「
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
」
の

た
め
に
教
訓
と
し
て
何
を
学
び
、
当
該
事
故
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム

を
設
計
し
て
い
く
の
か
が
主
要
な
関
心
事
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

本
報
告
で
は
、
前
述
し
た
現
実
の
姿
を
一
応
捨
象
し
て
、
今
回
の

原
発
事
故
を
、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関

す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
」
検
討
の
た
め
の
素
材
と
捉
え
、
現

実
の
姿
と
は
別
に
、
か
か
る
ス
キ
ー
ム
設
計
と
し
て
ど
の
よ
う
な

選
択
肢
（
別
の
解
）
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
三
点
を
検
討
す
る
。
第
一
は
、
電
気
事
業



一
四
七
（
一
四
七
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

者
（
今
回
の
原
発
事
故
の
場
合
は
東
京
電
力
で
あ
る
。） 

の
み
を

加
害
者
＝
賠
償
義
務
者
と
し
て
捉
え
、
そ
の
資
力
な
ど
に
問
題
が

あ
る
場
合
に
は
適
宜
支
援
を
与
え
た
上
で
、
電
気
事
業
者
に
被
害

者
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
さ
せ
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
が
妥
当
で

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
あ
く
ま
で
民
間
部
門
で
あ
る
電
気
事
業
者
に
、
青
天

井
で
損
害
賠
償
さ
せ
る
枠
組
み
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
こ
の
問
題
は
、
東
京
電
力
に
原

子
力
損
害
賠
償
法
上
の
免
責
事
由
が
あ
る
の
か
と
い
う
形
で
議
論

さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
多
く
の
被
災
者
（
つ
ま
り
損
害
賠
償
債
権
者
）
を
抱

え
る
電
気
事
業
者
を
倒
産
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
破
綻
処

理
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

2
．
電
気
事
業
者
の
み
に
損
害
賠
償
を
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　

枠
組
み
の
妥
当
性
に
つ
い
て

　

（
1
）．
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
概
要

　

ま
ず
は
最
初
の
テ
ー
マ
：
電
気
事
業
者
の
み
に
損
害
賠
償
を
さ

せ
る
枠
組
み

（
４
）

の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
、
原
子
力
損
害

賠
償
法
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
（
責
任
集
中
）
に

立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
力
損
害
賠
償
法

（
５
）

は
、
原
子
力
事

業
者
（
本
件
原
発
事
故
の
場
合
は
東
京
電
力
）
の
み
に
責
任
を
集

中
さ
せ
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
賠
償
の
上
限
な
し
（
い
わ
ば
青

天
井
）
の
、
し
か
も
無
過
失
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
上
で
、
か
か
る
賠
償
の
実
効
を
期
す
た
め
、
①
．
一
般
的
な
損

害
に
つ
い
て
は
民
間
の
保
険
で
、
②
．
地
震
・
津
波
等
に
つ
い
て

は
政
府
補
償
で
、
③
．
巨
大
な
場
合
に
は
、
政
府
の
措
置
を
、
そ

れ
ぞ
れ
講
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。「
原
則
と
し
て
」
と
書
い
た

の
は
、
例
外
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
常
に
巨
大
な

天
災
地
変
に
関
し
て
は
、
原
子
力
事
業
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
（
原
子
力
損
害
賠
償
法
三
条
一
項
但
書
）。
か
か
る

「
例
外
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
テ
ー
マ
と
し
て
後
で
検
討
す
る
。

　

さ
て
、
法
律
が
か
か
る
責
任
集
中
と
い
う
建
て
付
け
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
複
数
の
者
に
責
任
が
分
散
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
か

え
っ
て
実
効
的
な
賠
償
を
果
た
し
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
賠

償
額
に
上
限
が
な
く
、
青
天
井
に
な
っ
て
い
る
の
も
同
様
な
趣
旨

で
あ
る
。
そ
し
て
無
過
失
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
被
害
者
で
あ
る

被
災
者
に
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
事
故
が
生
じ
た
と
い
う
過

失
の
立
証
を
さ
せ
る
の
は
、
か
え
っ
て
実
効
的
な
救
済
を
果
た
せ



一
四
八
（
一
四
八
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

な
く
な
る
か
ら
で
、
こ
れ
も
被
害
者
救
済
と
い
う
こ
と
に
要
約
で

き
る

（
６
）

。

　

た
だ
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
救
済
に
尽
力
す
る
実

務
や
学
説
の
努
力
に
よ
り
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
学

説
上
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
規
定
す
る
原
子
力
損
害
賠
償
法
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
賠
償
や
株
主
代
表
訴
訟
（
会
社
法

八
四
七
条
以
下
）
の
提
起
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い

る
（
７
）（
８
）。

お
そ
ら
く
、
今
後
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
増
え
て
い
く
も
の

と
予
想
さ
れ
る
。

　

（
2
）．
原
子
力
事
業
者
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー
ム

　

こ
の
点
に
関
し
、
筆
者
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
責
任
集

中
の
枠
組
み
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
事
業
者
（
東

京
電
力
）
の
み
が
賠
償
義
務
を
負
う
「
悪
者
」
と
さ
れ
、
か
か

る
「
悪
者
」
を
い
わ
ば
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
叩
く
こ
と
に
よ

り
、
原
子
力
政
策

（
９
）

を
推
進
し
て
き
た
国
家
の
責
任
が
ウ
ヤ
ム
ヤ
に

な
っ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
類
似
の
ケ
ー
ス
と
し

て
、
水
俣
病
に
お
け
る
加
害
者
で
あ
る
会
社
（
チ
ッ
ソ
）
の
姿
が

思
い
浮
か
ぶ

）
10
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
会
社
が
行
っ
た
有
機
水
銀
の
海

へ
の
垂
れ
流
し
は
態
様
と
し
て
極
め
て
悪
質
で
あ
る
も
の
の
、
公

害
規
制
に
つ
い
て
必
要
な
対
応
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
国
の
「
不

作
為
」
も
ま
た
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
会
社
に
被
害
者

へ
の
賠
償
を
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
会
社
を
破
綻
処
理
せ
ず
存
続

さ
せ
る
こ
と
で
、
か
か
る
国
の
責
任
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま

う
。

　

か
か
る
事
例
と
本
件
原
発
事
故
を
比
較
す
る
と
、
原
子
力
事
業

者
（
東
京
電
力
）
を
テ
コ
に
被
害
者
救
済
を
行
い
、
東
京
電
力
は

賠
償
さ
せ
る
た
め
破
綻
さ
せ
ず
、
賠
償
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て

い
く
と
い
う
点
で
、
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
東
京
電
力

を
「
流
し
ビ
ナ
」
に
す
る
こ
と
で
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進

し
て
き
た
と
い
う
国
の
責
任
は
、
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
。
水
俣
病
の
場
合
に
は
、
適
切
な
規
制
を
し
な
か
っ
た
と

い
う
国
の
不
作
為
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
原
発
事
故
の
場
合
は
、

適
切
な
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
を
構
築
し
な
か
っ
た
国
の
不
作
為

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
て
き
た
作

為
が
あ
る
点
、
よ
り
国
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
余
地
が
大
き
い

と
考
え
る
。



一
四
九
（
一
四
九
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

　

（
3
）．
国
の
責
任
は
？

　

そ
し
て
か
か
る
「
懸
念
」
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
計
画
停
電

実
施
の
時
に
も
あ
っ
た
。
電
気
事
業
法
は
、「
経
済
産
業
大
臣
は
、

電
気
の
需
給
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
電
気
の
供
給
の
不
足
が
国

民
経
済
及
び
国
民
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
公
共
の
利
益
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
を
克

服
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
使
用
電
力
量
の
限
度
、
使
用
最
大
電
力
の
限
度
、
用
途
若

し
く
は
使
用
を
停
止
す
べ
き
日
時
を
定
め
て
、
一
般
電
気
事
業
者
、

特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規
模
電
気
事
業
者
の
供
給
す
る

電
気
の
使
用
を
制
限
し
、
又
は
受
電
電
力
の
容
量
の
限
度
を
定
め

て
、
一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規
模

電
気
事
業
者
か
ら
の
受
電
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
電
気

事
業
法
二
七
条
）
と
し
て
、
電
気
の
使
用
制
限
等
を
な
し
う
る
権

限
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
計
画
停
電
の
実
施
時
に
は
、

か
か
る
権
限
の
発
動
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
東
京
電

力
の
「
自
主
的
な
措
置
」
と
し
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
や
や
勘

ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
電
気
事
業
法
二
七
条
の
権
限
を
発
動
す
る
と
、

そ
の
権
限
の
発
動
が
国
家
賠
償
法
に
い
う
「
公
権
力
の
行
使
」
と

し
て
、
後
日
国
家
賠
償
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う 

リ
ー
ガ
ル･

リ
ス
ク
が
あ
り
、
そ
れ
を
お
そ
れ
た
国
サ
イ
ド
が
、
東
京
電
力
に

責
任
を
押
し
つ
け
た
と
も
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
賠
償
義
務
者
た

る
東
京
電
力
の
背
後
に
国
が
隠
れ
て
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

3
．
青
天
井
で
損
害
賠
償
さ
せ
る
枠
組
み
の

　
　
　
　
　
　

妥
当
性

　

（
1
）．
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
免
責
事
由

　

次
に
、
第
二
の
テ
ー
マ
：
電
気
事
業
者
に
、
青
天
井
で
損
害
賠

償
さ
せ
る
枠
組
み
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
き
検
討
す
る
。
前
述
の

と
お
り
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
は
、
原
則
と
し
て
原
子
力
事
業

者
（
東
京
電
力
）
に
無
過
失
か
つ
青
天
井
で
の
賠
償
義
務
を
負
わ

せ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
三
条
一
項
但
書
に
お
い
て
「
た
だ
し
、

そ
の
損
害
が
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は
社
会
的
動
乱
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
し
て
、

「
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は
社
会
的
動
乱
」
の
場
合
に
お
け

る
免
責
を
認
め
る
。

　

学
説
を
み
る
と
、
本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
免
責
事
由
に
該
当

す
る
と
解
す
る
見
解
は
き
わ
め
て
少
数
の
よ
う
で

）
11
（

、
多
数
説
は
、



一
五
〇
（
一
五
〇
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

被
害
者
救
済
の
た
め
、
例
え
ば
貞
観
津
波
の
ケ
ー
ス
か
ら
し
て
本

件
は
予
測
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、「
異
常
に
巨
大
」
と
は
い
え
な

い
と
し
て
、
免
責
事
由
に
該
当
し
な
い
と
い
う
見
解
の
方
が
多
数

で
あ
る

）
12
（

。

　

本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
政
府
解
釈
と
し
て
、
免
責
事
由
に
あ

た
ら
な
い
こ
と
が
い
ち
早
く
示
さ
れ
（
た
だ
そ
の
根
拠
が
十
分
に

示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
）、
実
務
は
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
指
針
作
り
に
入
っ
た
。
そ
し
て
仮
払
制
度

（
平
成
二
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関

す
る
法
律
）
な
ど
の
関
連
法
整
備
ま
で
な
さ
れ
た

）
13
（

。

　

こ
こ
で
も
、
第
一
の
テ
ー
マ
と
同
様
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー
ム
の
為
に
は
、
免

責
事
由
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
、
政
府
に
よ
る
免
責

事
由
不
該
当
宣
言
は
、「
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー

ム
」
の
核
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
り

国
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
東
京
電
力
の
背
後
に
退
い
て
し
ま
う
。

　

（
2
）．
免
責
事
由
該
当
説
の
骨
子
と
国
が
果
た
す
べ
き
役
割

　

こ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
少
数
説
（
免
責
事
由
該
当
説
）
を
み
て
み

る
と
、
そ
の
意
図
は
、
東
京
電
力
を
免
責
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
と
い
う
制
度
の
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、

国
家
に
よ
る
直
接
的
な
（
東
京
電
力
を
介
し
な
い
）
補
償
を
提
言

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
と
い

う
制
度
は
、
本
来
加
害
者
対
被
害
者
と
い
う
二
当
事
者
間
（
も
し

く
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
少
数
者
間
）
の
公
平
を
金
銭
に
よ
る

解
決
す
る
制
度
で
あ
り
、
本
件
原
発
事
故
の
よ
う
な
大
規
模
で
、

必
然
的
に
多
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
国

家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
第
一
の
テ
ー
マ
と
第
二
の
テ
ー
マ
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
ま
と

め
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
よ
う
な
国
家
政
策
に
よ
る
事
業
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
多
数
の
被
害
者
救
済
の
た
め
に
は
、
国

家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、
最
終
的
に
は
、
税
と
い

う
形
に
よ
り
国
民
全
体
で
支
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



一
五
一
（
一
五
一
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

　
　
　
　

4
．
電
気
事
業
者
（
東
京
電
力
）
の
破
綻
処
理

　
　
　
　
　
　

の
可
能
性

　

（
1
）．
な
ぜ
破
綻
処
理
を
避
け
る
の
か

　

そ
れ
で
は
、
多
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
場
合
に
お
け
る
「
民
間

部
門
」
た
る
原
子
力
事
業
者
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
念
頭
に

置
く
と
、
よ
り
広
く
電
気
事
業
者
）
の
役
割
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
三
つ
目
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
こ
で
、
三
つ
目
の
テ
ー
マ

と
し
て
、
多
く
の
被
災
者
（
つ
ま
り
損
害
賠
償
債
権
者
）
を
抱
え

る
電
気
事
業
者
を
倒
産
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
破
綻
処
理

す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

前
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
き
検
討
し
た
と
お
り
、
原
子
力
事
業

者
・
電
気
事
業
者
で
あ
る
東
京
電
力
に
責
任
を
集
中
さ
せ
、
か
つ

必
要
な
援
助
を
し
て
、
事
業
者
を
い
わ
ば
テ
コ
に
し
て
、
被
害
者

救
済
を
行
う
と
い
う
の
が
今
回
の
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
今
回
の
ス

キ
ー
ム
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
事
業
者
を
経
営

破
綻
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
会
社
更
生
、
民
事
再
生

と
い
っ
た
倒
産
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
被
災
者
は
債
権
者
と
し
て

扱
わ
れ
、
一
律
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
か
と
い
っ
て
長
銀

の
よ
う
に
「
国
有
化
」
し
て
し
ま
う
と
、
東
京
電
力
＝
国
で
あ
る

の
で
、
今
度
は
、
何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
は
ず
の
国
の
責
任

が
正
面
に
出
て
き
て
し
ま
う
。

　

（
2
）．
電
気
事
業
法
三
七
条
の
電
気
事
業
社
債
の
優
先
権

　

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
、
東
京
電
力
を
破
綻
処
理
さ
せ
な
い

た
め
の
「
理
由
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
電
気
事
業
法

三
七
条
の
規
定
で
あ
る

）
15
（

。
同
条
は
、
電
気
事
業
社
債
を
発
行
し

た
電
気
事
業
者
が
倒
産
し
た
場
合
に
、
当
該
社
債
権
者
に
優
先
弁

済
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
旨
の
規
定
で
あ
り
、
同
条
一
項
は
、

「
一
般
電
気
事
業
者
た
る
会
社
の
社
債
権
者
（
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
一
三
年
法
律
第
七
五
号
）
第
六
六
条

第
一
号 

に
規
定
す
る
短
期
社
債
の
社
債
権
者
を
除
く
。）
は
、
そ

の
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
だ
っ
て
自
己
の
債

権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
、
二
項
は
「
前
項
の

先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法 

（
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
）
の

規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。」
と
そ
れ

ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
先
取
特
権
は
、
倒
産
法
上
は
優
先

債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
破
産
法
九
八
条
、
民
事
再
生
法

一
二
二
条
、
会
社
更
生
法
一
六
八
条
一
項
二
号
）。

　

つ
ま
り
、「
電
気
事
業
法
三
七
条
の
存
在
に
よ
り
、
仮
に
電
気



一
五
二
（
一
五
二
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

事
業
者
た
る
東
京
電
力
が
倒
産
し
て
し
ま
う
と
、
東
京
電
力
の
資

産
が
優
先
的
に
電
気
事
業
社
債
権
者
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
い
、
被

害
者
（
被
災
者
）
に
回
る
お
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら

倒
産
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
倒
産
と
い
う
い

ざ
と
い
う
時
の
た
め
の
用
意
を
し
た
規
定
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

肝
心
の
倒
産
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
は
、
何
と
皮
肉
な
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
電
気
事
業
者
の
資
金
繰
り
の
安
定
を
考
え
る
上
で
、

電
気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
無
視
で
き
な
い
程
の
重
要
性
を
有

す
る
。
た
だ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
条
を
「
錦
の
御
旗
」
に
し
て

倒
産
を
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
責
任
逃

れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
清
算
型
で
あ
る
破
産
は
別
と
し
て
、
経
営

を
続
け
な
が
ら
企
業
体
質
の
改
善
を
し
て
い
く
会
社
更
生
、
民
事

再
生
の
場
合
に
は
、
電
気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
、
要
は
長
い

目
で
見
て
返
済
が
保
障
さ
れ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
仮
に
電
気

事
業
法
三
七
条
の
存
在
を
捨
象
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
当
該
社
債

権
を
株
式
に
振
り
替
え
（
デ
ッ
ト･

エ
ク
イ
テ
ィ･

ス
ワ
ッ
プ

）
16
（

）、

ま
ず
被
害
者
の
弁
済
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
か
か
る
柔
軟
な
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
救
済
は
、

個
別
の
賠
償
ス
キ
ー
ム
よ
り
も
、
む
し
ろ
集
団
的
取
扱
い
に
馴
染

ん
だ
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
方
が
望
ま
し
く
、
か
か
る
処
理

を
実
現
す
る
た
め
、
同
条
の
改
正
論
議
は
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
条
を
所
与
の
定
数
で
な
く
変
数
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
、
シ
ス
テ
ム
設
計
上
は
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

5
．
ま
と
め

　

本
報
告
は
以
上
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
第
一

セ
ッ
シ
ョ
ン
「
原
発
事
故
の
教
訓
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
へ
の
制
度

改
革
・
熱
源
選
択
の
あ
り
方
」
の
中
で
の
本
報
告
の
位
置
づ
け

を
述
べ
る
。
本
報
告
は
、
池
村
正
道
教
授
に
よ
る
御
報
告
「
原
発

事
故
と
そ
の
対
策
」
を
受
け
、
原
英
史
氏
の
御
報
告
「
原
子
力
と

電
力
供
給
体
制
改
革
へ
の
課
題
と
展
望
」
へ
の
つ
な
ぎ
を
果
た
し
、

同
セ
ッ
シ
ョ
ン
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
総
括
さ
れ
る
円
居
総
一

教
授
の
御
報
告
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
に
向
け
た
熱
源
選
択
へ
の
現

実
解
」
へ
私
法
学
の
立
場
か
ら
の
一
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

り
、
円
居
教
授
の
ご
意
見
に
影
響
を
受
け
、
拙
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
現
状
と
異
な
る
シ
ス
テ
ム
設
計
に
つ
い
て
の
別
の
「
解
」
を

考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
足
り
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
精
進
の
上
、
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。



一
五
三
（
一
五
三
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

【シンポジウム概要】



一
五
四
（
一
五
四
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

（
1
）

小
島
延
夫
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
と

そ
の
法
律
問
題
」
法
律
時
報
八
三
巻
九
・
一
〇
号
五
五
頁
、
山
崎

栄
一
「
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
被
災
者
救
済
の
課
題
」
法
律

時
報
八
三
巻
一
二
号
五
六
頁
、
松
井
勝
＝
岡
将
人
「
福
島
原
子
力

発
電
所
事
故
損
害
賠
償
金
仮
払
仮
処
分
と
営
業
損
害
額
の
算
定
‐

被
災
者
救
済
の
観
点
か
ら
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
六
七
号
二
二
頁
、
日
本
弁

護
士
連
合
会
編
『
原
発
事
故
・
損
害
賠
償
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
平
成
二

三
年
）

（
2
）

法
令
デ
ー
タ
提
供
シ
ス
テ
ム
（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/

idxsearch.cgi

）
で
「
東
日
本
大
震
災
」
を
検
索
す
る
と
（
平
成
二

四
年
三
月
八
日
現
在
）、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日

法
律
第
四
〇
号
）、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
三
年
六

月
二
四
日
法
律
第
七
六
号
）
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
二
三
九
本
の

法
令
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
飯
島
淳
子
「
東
日
本
大

震
災
復
興
基
本
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
一
〇
頁
、
有
林
浩

二
「
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
制
定
と
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
四
三
三
号
三
二
頁
、
長
瀬
洋
裕
「
東
日
本
大
震
災
財
特
法
に

つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
六
号
二
二
頁
等
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
3
）

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
別
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
武
川
丈
士
「
東
日
本
大
震
災
後
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
三
八
頁

（
4
）

森
田
章
「
政
府
の
援
助
の
義
務
と
電
力
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
三
号
四
六
頁

（
5
）

原
子
力
損
害
賠
償
法
の
グ
ラ
ン
ド･

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、

野
村
豊
弘
「
原
子
力
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
仕
組
み
と
福
島
第

一
原
発
事
故
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
七
号
一
一
八
頁
、
星
野
英
一

「
原
子
力
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
案
―
日
本
法
と
関
連
さ

せ
つ
つ
―（
1
）（
2
）」
法
学
協
会
雑
誌
七
九
巻
一
号
三
八
頁
、
同

三
号
五
一
頁

（
6
）

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済
―
損
害
賠
償
と
補

償（
1
）」
時
の
法
令
一
八
八
二
号
四
五
頁

（
7
）

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
賠
償
支

援
機
構
法
―
不
法
行
為
法
学
の
観
点
か
ら
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三

三
号
四
〇
頁
、
人
見
剛
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
損
害

賠
償
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
二
三
頁

（
8
）

東
京
電
力
の
安
全
体
制
整
備
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

と
し
て
、
山
口
利
昭
「
原
発
事
故
に
み
る
東
電
の
安
全
体
制
整
備

義
務
―
有
事
の
情
報
開
示
か
ら
考
え
る
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
二
八

頁

（
9
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
も
考
え
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

（
10
）

た
だ
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
よ
う
な
責
任
集
中
の
規
定
は

な
い
。

（
11
）

森
嶌
・
前
掲
注
（
6
）
三
九
頁

（
12
）

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
」
法
律
時

報
八
三
巻
一
一
号
四
九
頁
、
大
塚
直
「
原
発
の
損
害
賠
償
」
法
学

教
室
三
七
二
号
二
七
頁
、
人
見
・
前
掲
注
（
7
）
二
一
頁
。
な
お
、



一
五
五
（
一
五
五
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

免
責
の
要
件
に
つ
き
、
升
田
純
『
原
発
事
故
の
訴
訟
実
務
―
風
評

損
害
訴
訟
の
法
理
―
』
（
平
成
二
三
年
）
三
〇
頁
を
参
照
。

（
13
）

大
塚
友
美
子
「
平
成
二
三
年
原
発
事
故
被
害
者
へ
の
国
に
よ

る
仮
払
金
の
支
払
等
に
つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
七
号
三
〇
頁

（
14
）

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済
―
損
害
賠
償
と
補

償
（
3
）
」
時
の
法
令
一
八
八
八
号
四
三
頁

（
15
）

森
田
章
「
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
無
限
責
任
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五

六
号
二
五
頁
。
な
お
森
田
・
前
掲
注
（
4
）
四
五
頁
を
も
参
照
。

（
16
）

松
嶋
隆
弘
「
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
浜
田
道

代=

岩
原
伸
作
編
『
会
社
法
の
争
点
』
（
有
斐
閣
、
平
成
二
一
年
）

九
二
頁
、
同
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・

ス
ワ
ッ
プ
」
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
平
成
二
二
年
）
一
七
七
頁
、

同
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ

プ
」
私
法
七
四
号
二
七
四
頁
（
日
本
私
法
学
会
第
七
五
回
大
会
の

個
別
報
告
）



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
）

一
五
七
（
一
五
七
）

〔
業
務
上
過
失
致
死
傷
被
告
事
件
、
神
戸
地
裁
平
二
一
（
わ
）

六
九
五
号
、
平
成
二
四
年
一
月
一
一
日
判
決
、
無
罪
（
確
定
）

LEX
/D

B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トTKC

法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・

文
献
番
号
２
５
４
８
０
４
３
９
〕

【
事
実
】

　

被
告
人
が
関
わ
る
本
件
事
故
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。
平
成
一
七
年
四
月
二
五
日
午
前
九
時
一
八
分
頃
、
福
知
山
線

宝
塚
駅
発
Ｊ
Ｒ
東
西
線
経
由
片
町
線
同
志
社
前
行
き
七
両
編
成
の

快
速
列
車
を
運
転
し
て
い
た
Ａ
運
転
士
が
、
適
切
な
制
動
措
置
を

と
ら
な
い
ま
ま
、
転
覆
限
界
速
度

（
１
）

を
超
え
る
約
一
一
五
㎞
／
ｈ
で

同
列
車
を
本
件
曲
線
（
尼
崎
市
久
々
知
三
丁
目
二
七
番
付
近
の
半

径
三
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
曲
線
）
に
進
入
さ
せ
た
際
、
本
件
曲
線
に

Ａ
Ｔ
Ｓ
（
自
動
列
車
停
止
装
置
）
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
自
動
的
に
同
列
車
を
減
速
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
同
列
車
を
転
覆
さ
せ
て
線
路
脇
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
外
壁
等
に

衝
突
さ
せ
る
な
ど
し
、
同
列
車
の
乗
客
一
〇
六
名
を
死
亡
さ
せ
る

と
と
も
に
、
同
列
車
の
乗
客
四
九
三
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
。

　

被
告
人
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
お
い
て
、
平
成
八
年
六
月
二
〇
日

か
ら
平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
ま
で
の
間
、
取
締
役
会
決
議
に
基

判
例
研
究

脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失

―
―
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
件
―
―

船　
　

山　
　

泰　
　

範



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
五
八
（
一
五
八
）

づ
き
安
全
問
題
に
関
す
る
業
務
執
行
権
限
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
取
締

役
鉄
道
本
部
長
を
務
め
て
い
た
。
被
告
人
は
、
本
件
曲
線
で
速
度

超
過
に
よ
る
脱
線
転
覆
事
故
が
発
生
す
る
危
険
性
及
び
本
件
曲
線

に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
れ
ば
容
易
に
事
故
を
回
避
で
き
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
線
形
変
更
工
事
（
半
径
を
六

〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
〇
四
メ
ー
ト
ル
に
す
る
）
及
び
本
件
ダ
イ

ヤ
改
正
（
平
成
九
年
三
月
八
日
か
ら
の
も
の
）
の
実
施
に
当
た
り
、

自
己
が
統
括
す
る
安
全
対
策
室
等
の
職
員
に
対
し
、
本
件
曲
線
に

Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
る
よ
う
指
示
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が

あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
。

　

被
告
人
は
、
線
形
変
更
後
の
本
件
曲
線
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
し
な

い
ま
ま
こ
れ
を
列
車
運
行
の
用
に
供
し
、
転
覆
限
界
速
度
を
上
回

る
速
度
で
本
件
曲
線
手
前
の
直
線
を
走
行
す
る
列
車
を
運
行
し
た

過
失
が
あ
り
、
本
件
事
故
を
起
こ
し
た
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致

死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
四
年
一
月
一
一
日
、
神
戸
地
裁
は
、
以
下
の
よ
う
な
理

由
を
示
し
て
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
同
一
月
二
五
日
、

神
戸
地
検
は
控
訴
を
断
念
し
た
の
で
、
本
件
判
決
は
確
定
し
た
。

【
判
旨
】

　

（
1
）
判
決
は
、
被
告
人
の
負
う
注
意
義
務
の
内
容
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

「
Ｊ
Ｒ
西
日
本
管
内
の
曲
線
の
中
か
ら
本
件
曲
線
を
個
別
に
指

定
し
、
本
件
曲
線
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
る
よ
う
指
示
す
る
結
果
回

避
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
刑
事
法
上
の
注
意
義
務
違
反
と

な
る
こ
と
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
に
つ
い
て
上
記
の
不

作
為
に
よ
る
死
傷
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
肯
定
で

き
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
予
見
可
能
性
の
程
度
の
下
で
、
当

該
結
果
回
避
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
被
告
人
と
同
様

の
立
場
に
置
か
れ
た
大
規
模
鉄
道
事
業
者
の
安
全
対
策
の
責
任
者

に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
行
動
基
準
を
逸
脱
し
、
結
果
回
避
義
務
違

反
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
予
見
可
能
性
は
、
無
前
提
に

そ
の
有
無
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
結
果
回
避
義
務

を
課
す
こ
と
の
前
提
と
し
て
ど
の
程
度
の
予
見
可
能
性
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
を
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
の
注
意

義
務
は
、
被
告
人
の
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
義
務
に
よ
り
定
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
が
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
地
位
あ
る
い
は
立
場
に
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
直
ち
に
定
ま
る

も
の
で
は
な
い
。」



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
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一
五
九
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一
五
九
）

　

（
2
）
被
告
人
が
本
件
曲
線
で
の
脱
線
転
覆
事
故
の
危
険
性
を

認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　

「
被
告
人
が
本
件
曲
線
に
つ
い
て
速
度
超
過
に
よ
る
脱
線
転
覆

事
故
が
発
生
す
る
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
く
、
被
告
人
が
そ
の
危
険
性
を
容
易
に
認
識
で
き

た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。」

　

（
3
）
判
決
は
、
検
察
官
が
論
告
に
お
い
て
、
予
見
可
能
性
は

「
い
つ
か
は
起
こ
り
得
る
と
い
う
程
度
に
予
見
し
得
る
も
の
」
で

あ
れ
ば
足
り
る
と
主
張
し
た
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
及
し

て
い
る
。

　

「
予
見
の
対
象
と
さ
れ
る
転
覆
限
界
速
度
を
超
え
た
進
入
に
至

る
経
緯
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
果
発
生
の
可
能
性
も
具

体
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
結
果
が
予
見
可
能
の
範
囲

内
に
あ
る
こ
と
を
予
見
可
能
性
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
実

は
危
惧
感
と
い
う
も
の
と
大
差
は
な
く
、
結
果
発
生
の
予
見
は
容

易
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
の
程
度
は
相
当
低
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。」

　

（
4
）
結
果
回
避
義
務
に
つ
い
て
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

「
被
告
人
が
Ｊ
Ｒ
西
日
本
管
内
の
曲
線
の
中
か
ら
本
件
曲
線
を

個
別
に
指
定
し
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
る
よ
う
指
示
す
る
結
果
回
避

措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
被
告
人
と
同
様
の
立
場
に
置
か

れ
た
大
規
模
鉄
道
事
業
者
の
安
全
対
策
の
責
任
者
に
つ
い
て
の
行

動
基
準
か
ら
逸
脱
し
、
結
果
回
避
義
務
違
反
と
な
る
も
の
で
は
な

い
。
被
告
人
に
対
し
て
、
将
来
的
に
見
込
ま
れ
て
い
た
福
知
山
線

の
路
線
単
位
で
の
Ａ
Ｔ
Ｓ
―
Ｐ
整
備
に
際
し
て
本
件
曲
線
に
Ａ
Ｔ

Ｓ
―
Ｐ
を
整
備
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
本
件
曲
線
を
個
別
に
指
定

し
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
整
備
を
指
示
す
べ
き
結
果
回
避
義
務
を
課
す
に
足
り

る
程
度
の
予
見
可
能
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
人
に
注
意
義
務
違

反
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

　

（
5
）
検
察
官
が
、
論
告
に
お
い
て
、「
鉄
道
事
業
者
は
、
常
に

鉄
道
事
故
や
鉄
道
交
通
の
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
収
集
や
調

査
・
研
究
を
怠
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
発
生
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
事
態

を
想
定
し
、
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
得
る
よ
う
、
万
全
の

安
全
対
策
を
講
じ
る
べ
き
高
度
の
責
務
を
負
っ
て
い
る
」
と
主
張

し
た
の
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　

「
過
失
犯
は
、
個
人
に
刑
事
法
上
課
せ
ら
れ
る
注
意
義
務
を

怠
っ
た
こ
と
を
処
罰
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
注
意
義

務
は
、
当
該
個
人
の
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
義
務
に
よ
り
定
ま

る
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
組
織
と
し
て
の

責
務
が
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
鉄
道
事
故
に
よ
っ
て
乗
客
ら
の
死
傷
結



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
〇
（
一
六
〇
）

果
の
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
個
人
と
し
て
の

被
告
人
に
つ
い
て
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
す
る
た
め
の
予
見
可
能

性
の
程
度
を
緩
和
す
る
理
由
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
検
察
官
が

鉄
道
事
業
者
と
し
て
の
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
責
務
と
し
て
主
張
す
る
と

こ
ろ
は
、
被
告
人
に
つ
い
て
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
す
る
に
足
り

る
予
見
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で

は
な
い
。」

【
評
釈
】

一　

本
件
の
争
点

　

本
件
の
争
点
は
、
本
判
決
も
述
べ
る
よ
う
に
、
被
告
人
が
、
平

成
八
年
一
二
月
頃
か
ら
平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
ま
で
の
間
、「
自

己
が
統
括
す
る
安
全
対
策
室
等
の
職
員
に
対
し
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
管

内
の
曲
線
の
中
か
ら
本
件
曲
線
を
個
別
に
指
定
し
、
本
件
曲
線
に

Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
る
よ
う
指
示
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
っ
た
の
に

こ
れ
を
怠
っ
た
と
い
う
過
失
が
あ
る
か
否
か
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
判
決
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
検
察
官
は
、「
論
告

に
至
っ
て
」、
被
告
人
に
お
い
て
危
険
性
の
認
識
（
本
件
曲
線
に

つ
い
て
速
度
超
過
に
よ
る
脱
線
転
覆
事
故
が
発
生
す
る
危
険
性
）

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
過
失
は
成
立
す
る
旨
の
主
張

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
件
で
は
、
鉄
道

企
業
に
お
け
る
鉄
道
本
部
長
な
い
し
社
長
の
立
場
に
あ
る
者
の
管

理
過
失
が
本
体
的
な
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
の
当

初
の
立
証
方
針
に
勘
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
検
察

官
は
、
公
判
途
中
か
ら
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
論
告
に
お
い

て
、
本
件
曲
線
の
危
険
性
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
注

意
義
務
違
反
だ
と
の
主
張
を
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
方
向
転

換
が
や
や
遅
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
、

控
訴
審
に
お
い
て
争
点
を
変
え
て
論
証
も
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
た
め
、
検
察
側
の
控
訴
断
念
は
「
不
作
為
の
過
失
」
と
も
評
し

え
よ
う
。

　

管
理
過
失
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
現
場
に
お
け
る
ミ
ス
や
事
故

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
大
規
模
な
被
害
結
果
に
拡
大
し
な

い
よ
う
に
、
予
め
予
防
措
置
を
と
っ
て
お
く
こ
と
が
企
業
体
の
経

営
者
・
管
理
者
の
管
理
責
任
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
管
理
過
失
で
は
、
も
と
も
と
実
際
に
発
生
し
た

結
果
を
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
件

に
関
し
て
言
え
ば
、
福
知
山
線
に
お
け
る
本
件
現
場
で
事
故
が
起



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
）

一
六
一
（
一
六
一
）

き
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
部
下
を
使
っ
て

管
内
に
お
け
る
危
険
な
個
所
を
探
索
さ
せ
、
万
が
一
の
事
故
に
備

え
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
設
置
を
す
る
な
ど
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
せ
る
こ

と
が
、
被
告
人
の
注
意
義
務
な
の
で
あ
る
。

二　

無
罪
判
決
の
理
由

　

本
判
決
が
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
問
わ
れ
た
被
告
人
に
つ

い
て
無
罪
判
決
を
下
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

①
被
告
人
が
刑
事
法
上
の
注
意
義
務
違
反
と
な
る
た
め
に
は
、

不
作
為
に
よ
る
死
傷
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
認
め

ら
れ
、
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
大
規
模
鉄
道
事

業
者
の
安
全
対
策
責
任
者
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
行
動
基
準
を
逸

脱
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。〔
前
述
の
判
旨（
1
）
に
対
応

す
る
〕

　

②
被
告
人
が
、
本
件
曲
線
に
つ
い
て
速
度
超
過
に
よ
る
脱
線
転

覆
事
故
が
発
生
す
る
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
に

足
り
る
証
拠
は
な
い
。〔
判
旨（
2
）〕

　

③
被
告
人
に
は
、
本
件
曲
線
を
個
別
に
指
定
し
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
整
備

を
指
示
す
べ
き
結
果
回
避
義
務
を
課
す
に
足
り
る
程
度
の
予
見
可

能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。〔
判
旨（
3
）〕

　

④
よ
っ
て
、
被
告
人
に
注
意
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
。

〔
判
旨（
4
）〕

三　

判
決
の
論
理
の
検
討

　

（
1
）
責
任
主
義
の
意
味

　

本
判
決
が
、
鉄
道
企
業
の
安
全
対
策
の
責
任
あ
る
立
場
の
者
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
を
負
う
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
本
件
の
被
害
者
や
遺
族

の
悔
し
い
気
持
に
な
ん
ら
応
え
て
い
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
さ
ら
に
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
（
東
日
本
大
震
災
）
以

降
、
安
全
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り

組
む
中
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
趨
勢
を
一
顧
だ
に
す
る
こ
と
な

く
、
裁
判
所
が
司
法
判
断
を
示
し
た
こ
と
に
は
、
驚
き
を
禁
じ
え

な
い
。
か
つ
て
、
あ
る
天
文
学
者
が
日
露
戦
争
が
起
き
て
い
る
こ

と
を
知
ら
ず
に
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
２
）

が
あ

る
が
、
社
会
規
範
に
関
わ
る
判
断
、
し
か
も
多
く
の
人
命
に
関
わ

る
判
断
を
す
る
裁
判
官
が
、
社
会
の
趨
勢
に
目
を
向
け
ず
に
超
然



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
二
（
一
六
二
）

と
判
断
を
示
す
こ
と
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
企
業
ト
ッ

プ
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
被
告
人
の
注
意
義

務
は
、
企
業
の
中
の
「
ど
の
よ
う
な
地
位
あ
る
い
は
立
場
に
あ
っ

た
か
」
に
は
関
係
が
な
い
と
の
視
点
に
裁
判
官
が
立
っ
て
い
る
こ

と
に
は
、「
何
の
た
め
の
安
全
対
策
責
任
者
か
」
と
い
う
素
朴
な

疑
問
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
い
て
く
る
。
さ
ら
に
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
業
務
上
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
無

頓
着
な
姿
勢
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
業
務
に
つ

い
て
、「
本
来
人
が
社
会
生
活
上
の
地
位
に
基
づ
き
反
復
・
継
続

し
て
行
な
う
行
為
で
あ
っ
て
、
…
…
か
つ
そ
の
行
為
は
他
人
の
生

命
身
体
等
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ
る
も
の
」（
最
判
昭
三
三
・
四
・

一
八
刑
集
一
二
・
六
・
一
〇
九
〇
）
と
理
解
す
べ
き
判
例

（
３
）

の
立
場

を
無
視
す
る
も
の
と
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

む
ろ
ん
、
本
事
件
は
判
決
の
七
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

東
日
本
大
震
災
を
体
験
し
た
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
通
底
す
る
「
危

険
な
企
業
活
動
の
暴
挙
に
対
す
る
安
全
対
策
を
怠
っ
て
き
た
」
と

い
う
悔
恨
の
気
持

（
４
）

を
、
遡
っ
て
押
し
つ
け
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
さ
え
、
鉄
道
企
業

が
乗
客
の
安
全
を
第
一
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は

変
わ
り
が
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
視
点
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

近
代
以
降
の
刑
法
は
、
結
果
責
任
主
義
を
排
し
、
行
為
者
に
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
で
法
的
責
任
を
追
及
す
る
責

任
主
義

（
５
）

を
確
認
し
て
き
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
行
為
者
は
、
刑

罰
を
受
け
た
と
き
、「
運
が
悪
か
っ
た
」
と
か
「
国
家
権
力
の
横

暴
の
犠
牲
に
な
っ
た
」
と
し
か
受
け
と
ら
ず
、
何
ら
規
範
意
識
の

喚
起
に
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
結
果
の
重

大
性
に
引
き
ず
ら
れ
た
感
想
は
厳
に
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
行
為
者
が
危
険
を
防
止
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
者
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
危
険
を
回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た
か

を
考
察
す
る
こ
と
は
、
責
任
主
義
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
判
決
の
論
理
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

（
2
）
具
体
的
予
見
可
能
性
説
で
よ
い
の
か

　

本
判
決
の
過
失
犯
に
対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
は
、
い
わ
ゆ
る
具

体
的
予
見
可
能
性
説

（
６
）

に
依
拠
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

判
決
文
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
疑

い
が
な
い
。

　

イ
、「
被
告
人
が
、
単
な
る
曲
線
一
般
の
脱
線
転
覆
の
抽
象



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
）

一
六
三
（
一
六
三
）

的
危
険
性
に
対
す
る
認
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
件
曲
線
に

つ
い
て
個
別
具
体
的
に
脱
線
転
覆
の
危
険
性
の
認
識
を
有

し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
認
識
を
前
提
と
し

て
結
果
回
避
義
務
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
…
…
こ
の
危

険
性
の
認
識
の
有
無
は
、
過
失
の
成
否
の
判
断
に
重
要
な

事
実
関
係
で
あ
る
。」

　

ロ
、「
予
見
の
対
象
と
さ
れ
る
転
覆
限
界
速
度
を
超
え
た
進

入
に
至
る
経
緯
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
果
発
生

の
可
能
性
も
具
体
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
結

果
が
予
見
可
能
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
を
予
見
可
能
性
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
実
は
危
惧
感
と
い
う
も
の
と

大
差
は
な
く
、
…
…
予
見
可
能
性
の
程
度
は
相
当
低
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

以
上
の
摘
記
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
判
決
は
危
惧
感
説

（
７
）

を

い
わ
ば
小
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
口
吻
さ
え
見
ら
れ
る
。

　

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
過
失
犯
の
要
素
で
あ
る
予
見
可
能
性
の

内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
本
稿
は
判
例
評
釈
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
で
具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
危
惧
感
説
の
対
立
を
詳

細
に
議
論
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
こ
と
に
し
よ
う

（
８
）

。
た
だ
し
、

本
判
決
が
、
予
見
可
能
性
は
具
体
的
予
見
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の

ご
と
く
捉
え
て
い
る
こ
と
に
は
批
判
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
論
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
判
例
の
中
に
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
よ
っ
た

と
思
わ
れ
る
も
の

（
９
）

も
あ
れ
ば
、
危
惧
感
説
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る

も
の
も
あ
り
、
必
ず
し
も
ど
ち
ら
か
に
帰
一
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
危
惧
感
説
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
生

駒
ト
ン
ネ
ル
火
災
事
件
」
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
（
最
決
平
一

二
・
一
二
・
二
〇
刑
集
五
四
・
九
・
一
〇
九
五
）
が
あ
る
。
こ
の

事
件
は
、
近
畿
日
本
鉄
道
東
大
阪
線
生
駒
ト
ン
ネ
ル
内
に
お
け
る

電
力
ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
工
事
に
際
し
、
施
行
資
格
を
有
し
て
そ
の

工
事
に
当
た
っ
た
被
告
人
が
、
ケ
ー
ブ
ル
に
特
別
高
圧
電
流
が
流

れ
る
場
合
に
発
生
す
る
誘
起
電
流
を
接
地
す
る
た
め
の
大
小
二
種

類
の
接
地
銅
板
の
う
ち
の
一
種
類
を
Ｙ
分
岐
接
続
器
に
取
り
付
け

る
の
を
怠
っ
た
。
そ
の
た
め
、
右
誘
起
電
流
が
大
地
に
流
さ
れ
ず

に
、
本
来
流
れ
る
べ
き
で
な
い
Ｙ
分
岐
接
続
器
本
体
の
半
導
電
層

部
に
流
れ
て
炭
化
導
電
路
を
形
成
し
、
長
期
間
に
わ
た
り
同
部
分

に
集
中
し
て
流
れ
続
け
た
こ
と
に
よ
り
、
火
災
が
発
生
し
た
。
折

か
ら
ト
ン
ネ
ル
内
を
通
過
中
の
電
車
の
乗
客
ら
が
、
火
災
に
よ
り

発
生
し
た
有
毒
ガ
ス
を
吸
引
し
、
一
名
が
死
亡
、
四
三
名
が
傷
害



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
四
（
一
六
四
）

を
負
っ
た
。
被
告
人
は
、
業
務
上
失
火
罪
、
業
務
上
過
失
致
死
傷

罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
決
定
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
有
罪
を
是
認

し
て
い
る
。

　

「
被
告
人
は
、
右
の
よ
う
な
炭
化
導
電
路
が
形
成
さ
れ
る
と
い

う
経
過
を
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

右
誘
起
電
流
が
大
地
に
流
さ
れ
ず
に
本
来
流
れ
る
べ
き
で
な
い
部

分
に
長
期
間
に
わ
た
り
流
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
災
の
発
生

に
至
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
火
災
発
生
の
予
見
可
能

性
を
認
め
た
原
判
決
は
、
相
当
で
あ
る
。」

　

第
二
に
、
予
見
可
能
性
の
内
容
と
し
て
ど
の
程
度
の
も
の
が
必

要
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、〔
予
見
可
能
性
→
結

果
回
避
措
置
〕
と
い
う
論
理
的
順
序
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
通
常
は
こ
の
よ
う
な
順
序
で
考
え

る
の
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
定
の
立
場
に
あ
る
者

が
ど
の
よ
う
な
結
果
回
避
措
置
を
と
る
べ
き
か
は
、
ど
の
よ
う
な

結
果
回
避
措
置
を
と
れ
ば
結
果
発
生
を
防
げ
る
か
と
い
う
視
点
か

ら
も
捉
え
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
例
で
も
、

自
動
車
を
運
転
し
て
い
て
雨
が
降
り
始
め
た
ら
、
ど
ん
な
事
故
が

起
き
る
か
を
考
え
る
よ
り
は
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
ど
ん

な
結
果
回
避
措
置
が
と
れ
る
か
を
考
え
て
、
減
速
し
た
り
、
ラ

イ
ト
を
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
降
雨
が
激
し
い
と
き
は
、

自
動
車
を
道
路
の
脇
に
寄
せ
て
、
停
車
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
結
果
回
避
措
置
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

予
見
可
能
性
は
危
惧
感
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
し
て

や
、
業
務
と
し
て
活
動
し
て
い
る
場
合
、
余
所
で
起
き
て
い
る
事

例
）
10
（

を
、
ま
さ
に
「
他
山
の
石
」
と
し
て
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る

措
置
を
と
る
材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
余
所

で
起
き
た
事
例
は
、
本
事
例
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
危
惧
感

の
前
提
と
な
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
な

結
果
回
避
措
置
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

）
11
（

し
て
予
見
可
能
性
の
内
容

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
予
見
可
能
性

と
結
果
回
避
措
置
は
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
内
容
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
方
通
行
で
捉
え
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
私
は
、
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
措

置
の
関
係
は
双
方
向
的
モ
デ
ル
で
捉
え
る
べ
き
と
考
え
る
。



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
）

一
六
五
（
一
六
五
）

　

以
下
の
松
戸
ト
ン
ネ
ル
水
没
事
件
に
関
す
る
判
例
（
最
決
平
一

三
・
二
・
七
判
時
一
七
四
三
・
一
四
九
）
は
、
結
果
回
避
措
置
に

重
点
を
置
い
た
も
の
と
い
え
る
。

　

事
案
は
、
千
葉
県
が
発
注
し
た
ト
ン
ネ
ル
型
水
路
部
分
を
含
む

国
分
川
分
水
路
の
建
設
工
事
に
お
い
て
、
台
風
の
接
近
に
よ
る
豪

雨
の
た
め
、
周
辺
の
河
川
か
ら
あ
ふ
れ
出
し
た
水
が
ト
ン
ネ
ル
坑

口
前
の
掘
削
地
に
た
ま
り
、
そ
の
水
圧
で
、
ト
ン
ネ
ル
坑
口
に
設

置
さ
れ
て
い
た
仮
締
切
が
決
壊
し
、
大
量
の
水
が
一
挙
に
ト
ン
ネ

ル
内
に
流
れ
込
ん
で
、
ト
ン
ネ
ル
内
下
流
の
区
域
で
作
業
に
従
事

し
て
い
た
作
業
員
七
名
が
溺
死
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
被
告

人
は
、
千
葉
県
土
木
部
の
出
先
機
関
で
あ
る
真
間
川
改
修
事
務
所

の
国
分
川
建
設
課
長
と
し
て
、
本
件
工
事
の
監
督
、
仮
締
切
の
管

理
等
を
担
当
し
て
い
た
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
起
訴
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
決
定
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
有
罪
を
よ

し
と
し
て
い
る
。

　

「
被
告
人
は
、
仮
締
切
の
管
理
に
関
し
て
、
当
時
ト
ン
ネ
ル
内

で
建
設
工
事
等
に
従
事
し
て
い
た
者
の
危
険
を
回
避
す
べ
き
義
務

を
負
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
上
、
本
件
に
際
し
て
仮
締
切
の
決
壊

を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
に

は
、
仮
締
切
の
決
壊
に
よ
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
ト
ン
ネ
ル



日 
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法 
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）

一
六
六
（
一
六
六
）

内
で
作
業
に
従
事
す
る
な
ど
し
て
い
た
請
負
人
の
作
業
員
ら
を
直

ち
に
避
難
さ
せ
る
措
置
を
採
る
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
と
し
た
原

判
断
は
、
正
当
と
し
て
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　

右
の
決
定
は
、
被
告
人
に
ど
の
よ
う
な
危
険
回
避
義
務
が
あ
る

か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
予
見
可
能
性
を
判
断
す
る
と
い
う
論

理
構
造
を
と
っ
て
お
り
、
結
果
回
避
措
置
の
面
か
ら
捉
え
る
手
法

を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

（
3
）
企
業
の
過
失
と
企
業
ト
ッ
プ
の
過
失
の
関
係

　

本
判
決
の
無
罪
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
鉄
道
事
業
者
の
組
織

と
し
て
の
責
務
と
安
全
対
策
責
任
者
の
個
人
の
責
務
を
区
別
し
て
、

鉄
道
事
業
者
の
注
意
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
（
な
お
、

現
行
法
で
は
規
定
が
な
い
の
で
不
可
罰

）
12
（

）、
そ
れ
は
個
人
の
注
意

義
務
に
は
結
び
つ
か
な
い
、
と
い
う
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
判
決
文
で
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、「
被
告
人
に
つ

い
て
注
意
義
務
違
反
を
肯
定
す
る
た
め
の
予
見
可
能
性
の
程
度
を

緩
和

4

4

す
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
表
現
し
て
い
る
が
、
用
語
と
し
て

違
和
感
を
覚
え
る
。
趣
旨
は
、
予
見
可
能
性
の
程
度
が
弱
く
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、「
緩
和
」
と
は
、「
き
び
し
い
状
態
が

や
わ
ら
ぐ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
表
現
と
し
て
適
切
と
は

言
い
難
い
。
む
し
ろ
、「
軽
減
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
判
決
文
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
で
は

法
人
処
罰
の
立
法
的
検
討
が
必
要
と
の
報
道
も
散
見
さ
れ
た

）
13
（

。
む

ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
判
決
の
論
理
が
正
し

い
か
は
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

す
で
に
断
片
的
に
述
べ
た
が
、
本
事
例
で
安
全
対
策
責
任
者
が

個
人
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
管
理
過
失
で
あ
る
。
管
理
過

失
は
、
企
業
活
動
の
現
場
で
ミ
ス
や
事
故
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ

が
大
規
模
な
災
害
に
拡
大
し
な
い
よ
う
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め

の
対
策
を
と
る
、
と
い
う
管
理
責
任
を
怠
っ
た
場
合
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
、
管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
経
営
者
・
管
理
者
的

地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
回
避
措
置
を
実
施
す
る
よ

う
部
下
に
命
じ
る
権
限
の
あ
る
者
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

管
理
責
任
は
企
業
の
組
織
の
責
務
と
同
内
容
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
判
決
が
、
鉄
道
事
業
者
の
組
織
と
し
て
の
責
務
と

安
全
対
策
責
任
者
の
個
人
の
責
務
の
間
に
大
き
な
隔
絶
が
あ
る
か

の
ご
と
く
捉
え
て
い
る
の
は
、
管
理
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
と

い
う
意
識
を
欠
く
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
の
面
か
ら

み
る
な
ら
、
本
判
決
が
、「
鉄
道
事
業
者
と
し
て
の
Ｊ
Ｒ
西
日
本
」

に
責
務
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
な
ら
ば
、
管
理
過
失
を
肯
定
し
て



脱
線
転
覆
事
故
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け
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任
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一
六
七
（
一
六
七
）

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

判
例
で
は
、
川
治
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
火
災
事
件

）
14
（

に
関
し
て
、
実

質
的
な
経
営
者
で
あ
っ
た
代
表
取
締
役
の
「
妻
」
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
管
理
過
失
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
最
決
平
二
・
一
一
・

一
六
刑
集
四
四
・
八
・
七
四
四
）。
す
な
わ
ち
、「
本
件
火
災
に
よ

る
宿
泊
客
及
び
従
業
員
の
死
傷
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に

お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
消
防
計
画
を
作
成
し
て
こ
れ
に
基
づ
き
避

難
誘
導
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
右
の
防
火
戸
・
防
火
区
画

を
設
置
し
て
い
れ
ば
、
双
方
の
措
置
が
相
ま
っ
て
、
本
件
火
災
に

よ
る
宿
泊
客
等
の
死
傷
の
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
不
作
為
犯
と
し
て
業
務
上
過
失
致
死

傷
罪
が
成
立
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
管
理
責
任
と
は
、
経
営
者
・
管
理
者
が
予
め
物

的
・
人
的
両
面
で
安
全
対
策
を
講
じ
て
お
く
べ
き
注
意
義
務
を
負

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
企
業
体
の
責
任
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る

）
15
（

。

　

（
4
）
作
為
義
務
の
根
拠

　

本
判
決
が
無
罪
判
決
の
根
拠
と
す
る
、
も
う
一
つ
の
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
本
件
曲
線
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
設
置
す
る
法
令
上
の
義
務
が
な

か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
検
察
官
が

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パ
ン
火
災
事
件

）
16
（

を
援
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

判
決
は
、「
む
し
ろ
本
件
と
の
事
案
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
の
過
失
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な

い
」
と
、
揶
揄
す
る
よ
う
な
口
振
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
論
理
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
作
為
義
務
の
根

拠
に
関
し
て
、
裁
判
官
の
認
識
不
足
を
露
呈
し
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
判
決
は
、
不
作

為
犯
の
作
為
義
務
の
根
拠
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い

て
、
検
討
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

作
為
義
務
の
根
拠
に
な
る
も
の
と
し
て
は
、
法
令
は
も
ち
ろ
ん
、

契
約
、
先
行
行
為
、
慣
習
、
条
理
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

）
17
（

。
そ

の
点
で
は
、
契
約
が
作
為
義
務
の
根
拠
に
な
る

）
18
（

こ
と
に
着
目
し
た

い
。
た
と
え
ば
、
母
親
が
入
院
し
て
い
る
た
め
に
契
約
に
よ
っ
て

雇
わ
れ
た
ベ
ビ
ー
・
シ
ッ
タ
ー
は
、
乳
児
の
た
め
に
ミ
ル
ク
を
用

意
す
る
な
ど
生
命
・
健
康
を
保
持
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
本
件
に
関
し
て
考
察
す
る
と
、
乗
客
が
電
車

に
乗
る
と
き
は
、
鉄
道
事
業
者
と
の
間
に
一
種
の
運
送
契
約
が
成

立
す
る
。
乗
客
は
料
金
を
支
払
い
、
鉄
道
事
業
者
は
乗
客
を
目
的

地
ま
で
安
全
に
送
り
届
け
る
義
務
を
負
う
と
い
え
る
。
そ
の
乗
客

の
安
全
を
守
る
た
め
に
鉄
道
事
業
者
が
負
う
義
務
は
、
契
約
に
基
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づ
く
作
為
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
民
事
法

に
お
い
て
は
、
鉄
道
事
業
者
は
、
旅
客
運
送
契
約
（
商
法
五
九
〇

条
一
項
）
に
基
づ
き
、
乗
客
の
生
命
お
よ
び
健
康
等
を
危
険
か
ら

保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
（
安
全
配
慮
義
務
）
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る

）
19
（

。
民
事
と
刑
事
の
違
い
は
あ
る
が
、
鉄
道
事
業
に
お

け
る
責
任
者
と
し
て
作
為
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
べ
き
根

拠
と
し
て
は
十
分
と
い
え
る
。
鉄
道
事
業
者
が
運
送
契
約
に
よ
っ

て
負
う
義
務
に
関
し
て
、
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
判
例

は
、
従
業
員
に
対
し
て
さ
え
、「
多
数
の
乗
客
の
生
命
等
の
安
全

の
た
め
、
臨
機
か
つ
万
全
の
措
置
を
講
ず
べ
き
職
責
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

）
20
（

こ
と
を
考
え
た
場
合
、
鉄
道
本
部
長
や

社
長
に
契
約
上
の
作
為
義
務
が
な
い
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

乗
客
の
安
全
確
保
の
た
め
に
曲
線
の
半
径
が
短
い
個
所
に
Ａ
Ｔ
Ｓ

を
設
置
す
る
義
務
は
、
鉄
道
事
業
者
が
負
う
基
本
的
義
務
の
一
つ

で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
推
進
す
る
立
場
に
あ
る
の
が
鉄
道
本

部
長
・
社
長
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
法
令
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
設
置
の
義
務
が

書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
作
為
義
務
が
な
い
と
す
る
判
断
は
、
作
為

義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
し
て
い
な
い
裁
判
所
の
落

度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四　

結
び
に
か
え
て

　

（
1
）
刑
事
司
法
の
限
界
で
は
な
い

　

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
け
る
無
罪

判
断
は
、
刑
法
理
論
上
の
無
理
解
あ
る
い
は
偏
見
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
て
、
判
決
と
し
て
不
当
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も
う
一
度
繰
り
返
す
と
、
本
判
決
は
、
過
失
犯
の
捉
え
方
に

つ
い
て
の
誤
解
、
管
理
過
失
と
い
う
観
点
の
欠
落
、
作
為
義
務
の

根
拠
に
関
す
る
見
落
し
な
ど
、
い
ず
れ
も
結
論
に
大
き
く
影
響
す

る
部
分
に
つ
い
て
重
大
な
誤
認
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
批
判

を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
を
受
け
て
、
刑
事
司
法
の
限
界
で
あ
る

と
か
、
法
人
処
罰
を
し
な
け
れ
ば
対
処
で
き
な
い
、
と
い
う
反
応

を
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
現
行
法
に
お
け
る
個
人

責
任
の
追
及
で
十
分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
安
全
対
策
を
任
う
鉄
道
本
部
長
な
ら
び
に
安
全
に

関
す
る
最
高
責
任
者
で
あ
る
社
長
は
、
常
日
頃
か
ら
、
部
下
に
命

じ
て
危
険
な
個
所
を
探
索
さ
せ
、
見
つ
か
っ
た
と
き
は
速
や
か
に

Ａ
Ｔ
Ｓ
を
設
置
さ
せ
る
な
ど
の
管
理
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

部
下
か
ら
の
報
告
な
ど
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
責
を
免
れ
る
理
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由
に
は
な
ら
な
い
。
部
下
か
ら
危
険
個
所
の
指
摘
が
上
が
っ
て
く

る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
作
り
を
す
る
こ
と
が
、
責
任
あ
る
者
の
作
為

義
務
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、安
全
対
策
を
怠
っ

た
歴
代
の
鉄
道
本
部
長
・
社
長
に
、
一
人
ひ
と
り
不
作
為
犯
が
成

立
す
る

）
21
（

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
危
険
個
所
へ
の
Ａ
Ｔ
Ｓ
設
置
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本

は
路
線
単
位
で
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
企
業
側
の
勝

手
な
理
屈
で
あ
っ
て
、
何
ら
免
責
の
根
拠
と
な
り
え
な
い
。
半
径

の
短
い
危
険
な
個
所
は
、
路
線
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
半
径
が
短
い
」
と
い
う
物
理
的
理
由
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
観
点
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
敷
き
、
結
果
回

避
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
そ
の
よ
う

な
点
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
ら
ず
、
弁
護
側
の
意
見
に
い
た
ず

ら
に
傾
斜
し
た
も
の
で
、
ど
こ
に
も
卓
見
は
見
い
出
せ
な
い
。
乗

客
の
安
全
確
保
の
た
め
に
何
が
必
要
か
と
い
う
視
点
を
欠
い
た
拙

劣
な
判
決
に
よ
っ
て
本
事
件
の
幕
引
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
2
）
控
訴
に
も
民
意
の
反
映
を

　

本
事
件
は
、
検
察
側
が
控
訴
を
断
念
し
た
た
め
、
被
告
人
の
無

罪
が
確
定
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
私
は
検
察
側
が
控
訴
す
べ

き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

第
一
審
判
決
に
対
し
て
控
訴
す
る
か
ど
う
か
は
、
検
察
官
ま
た

は
被
告
人
・
弁
護
人
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
て
（
刑
訴
三
五
一
条
以

下
）、
一
般
国
民
は
も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
被
害
者
に
も
そ
の
権
限
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
検
察
審
査
会
に
い
わ
ゆ
る
強
制

起
訴
（
検
察
四
一
条
の
六
）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯

な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
今
後
は
、
控
訴
・
上
告
に
つ
い
て
も
何
ら

か
の
形
で
民
意
を
反
映
さ
せ
る
方
法

）
22
（

が
工
夫
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

　

（
3
）
過
失
犯
理
論
の
課
題
の
再
考

　

過
失
犯
の
理
論
構
成
に
あ
た
っ
て
大
切
な
目
標
の
一
つ
と
し
て
、

藤
木
英
雄
博
士
が
、「
科
学
技
術
の
高
度
化
に
と
も
な
う
企
業
活

動
の
破
壊
的
側
面
を
有
効
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
を
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
提
唱
さ
れ
た
の
は
一
九
七
五
年
で
あ
る

）
23
（

。
い

ま
だ
こ
の
課
題
に
十
分
に
答
え
て
い
な
い
こ
と
を
恥
じ
、
あ
ら
た

め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
七
〇
（
一
七
〇
）

（
1
）

列
車
が
曲
線
を
通
過
す
る
際
、
内
側
の
輪
重
を
喪
失
し
、
遠

心
力
に
よ
り
転
覆
を
開
始
す
る
速
度
の
こ
と
。

（
2
）

水
沢
緯
度
観
測
所
所
長
を
つ
と
め
た
木
村
栄

ひ
さ
し

は
、
研
究
に
没

頭
し
、
水
沢
の
市
民
が
日
露
戦
争
の
勝
利
を
祝
っ
て
提
灯
行
列
を

し
た
と
き
、
市
民
に
尋
ね
て
初
め
て
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
知
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
3
）

判
例
の
前
提
と
な
っ
た
事
例
は
、
免
許
を
受
け
娯
楽
の
た
め

に
行
う
狩
猟
行
為
で
あ
る
。
ま
し
て
や
本
件
は
乗
客
の
安
全
に
関

わ
る
事
例
で
あ
る
。

（
4
）

加
賀
乙
彦
は
、「
今
回
の
災
厄
が
、
集
団
の
不
幸
」
と
い
う
面

を
持
つ
こ
と
、
そ
の
「
不
幸
か
ら
希
望
の
あ
る
未
来
を
望
み
見
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
を
考
え
る
と
い
う
（
加
賀
乙
彦
『
科

学
と
宗
教
と
死
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
一
二
頁
）。
こ
の

指
摘
に
肯
く
人
は
多
い
で
あ
ろ
う
。

（
5
）

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
は
、

責
任
主
義
に
つ
い
て
、「
犯
罪
行
為
者
に
、
刑
罰
が
影
響
を
及
ぼ
し

う
る
よ
う
な
心
理
的
要
素
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
処
罰
す
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
（
五
二
頁
）。

（
6
）

た
と
え
ば
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
〕』（
成

文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
刑
事
責
任
を
問
う
前
提
と
し
て
の
予

見
可
能
性
は
、「
当
該
罰
条
に
よ
っ
て
刑
事
責
任
を
問
う
に
値
す
る

程
に
具
体
的
で
高
い
可
能
性
の
予
見
可
能
性
」
と
い
う
（
二
一
八

頁
）。

（
7
）

た
と
え
ば
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
弘
文
堂
、

一
九
七
五
年
）
は
、「
予
見
可
能
と
い
う
た
め
に
は
、
結
果
発
生
に

い
た
る
具
体
的
因
果
過
程
の
予
見
ま
で
は
必
要
で
な
く
、
一
般
人

な
ら
ば
す
く
な
く
と
も
そ
の
種
の
結
果
の
発
生
が
あ
り
う
る
と
し

て
、
具
体
的
な
危
惧
感
を
い
だ
く
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
」

と
い
う
（
二
四
〇
頁
）。

（
8
）

む
ろ
ん
、
判
例
研
究
が
判
例
に
重
要
な
貢
献
を
す
る
機
能
を

有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
行
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
、
団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
）
一
九
三
頁
。

（
9
）

そ
の
点
を
意
識
し
て
判
決
が
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
北
大

電
気
メ
ス
事
件
に
関
す
る
札
幌
高
判
昭
五
一
・
三
・
一
八
高
刑
集

二
九
・
一
・
七
八
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
結
果
発
生
の
予
見
と

は
、
内
容
の
特
定
し
な
い
一
般
的
・
抽
象
的
な
危
惧
感
な
い
し
不

安
感
を
抱
く
程
度
で
は
足
り
ず
、
特
定
の
構
成
要
件
的
結
果
及
び

そ
の
結
果
の
発
生
に
至
る
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
の
予
見
を
意

味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
判

決
が
危
惧
感
説
を
明
示
的
に
否
定
す
る
例
と
し
て
よ
い
か
は
、
疑

問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
船
山
泰
範
「
北
大
電

気
メ
ス
事
件
」『
医
事
法
判
例
百
選
』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
三
号
、

二
〇
〇
六
年
）
一
八
六
頁
参
照
。

（
10
）

本
件
に
関
し
て
は
、
平
成
八
年
一
二
月
四
日
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道

函
館
線
の
半
径
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
曲
線
に
お
い
て
、
貨
物
列
車

が
速
度
超
過
に
よ
り
脱
線
転
覆
事
故
が
発
生
し
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
で

は
、
同
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
被
告
人
が
出
席
す
る
鉄
道
本
部



脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
（
船
山
）

一
七
一
（
一
七
一
）

内
の
会
議
に
お
い
て
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
が
整
備
さ
れ
て
い
れ
ば
防
止
で
き

た
事
故
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

（
11
）

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
は
、
も
と
も
と
制
御
工
学
や
通
信
工
学

の
用
語
で
あ
る
。
結
果
に
含
ま
れ
る
情
報
を
原
因
に
反
映
さ
せ
、

調
整
を
は
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
科
学
に
も
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
12
）

現
行
刑
法
典
に
は
、
法
人
処
罰
の
規
定
は
全
く
設
け
ら
れ
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
刑
法
で
は
、
両
罰
規
定
の
形
で
、
法
人

に
対
し
て
本
条
の
罰
金
刑
の
み
を
科
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
四

条
、
売
春
防
止
法
一
四
条
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収

益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
一
七
条
等
が
あ
る
。

（
13
）

平
成
二
四
年
一
月
二
六
日
神
戸
新
聞
で
は
、「
遺
族
ら
『
法
人

罰
創
設
を
』」
の
見
出
し
が
見
ら
れ
る
。

（
14
）

川
治
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
火
災
事
件
で
は
、
不
注
意
か
ら
火
災

を
発
生
さ
せ
た
建
設
会
社
作
業
員
に
は
、
業
務
上
失
火
罪
（
一
一

七
条
の
二
）
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
（
二
一
一
条
前
段
―
当
時
）

が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
。

（
15
）

将
来
、
法
人
処
罰
規
定
が
刑
法
典
中
に
設
け
ら
れ
た
場
合
に

お
い
て
管
理
過
失
が
問
わ
れ
た
と
き
は
、
刑
事
責
任
に
つ
い
て
、

①
法
人
、
②
経
営
者
・
管
理
者
、
③
現
場
従
業
員
の
三
者
が
刑
事

罰
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

（
16
）

最
決
平
五
・
一
一
・
二
五
刑
集
四
七
・
九
・
二
四
二
。　

（
17
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
〕
』
（
創
文
社
、

一
九
九
〇
年
）
一
四
九
頁
。

（
18
）

失
火
の
後
の
不
作
為
を
と
り
あ
げ
て
現
住
建
造
物
放
火
罪
の

成
立
を
認
め
た
判
例
（
最
判
昭
三
三
・
九
・
九
刑
集
一
二
・
一
三
・

二
八
八
二
）
は
、
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
先
行
行
為
の
ほ
か

に
、「
残
業
職
員
」
と
し
て
消
火
義
務
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
会
社
と
の
雇
用
契
約
が
前
提
と
な
っ
て
作
為
義
務
が
生
ず
る

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
19
）

た
と
え
ば
、
東
京
高
判
平
一
五
・
六
・
一
一
判
時
一
八
三
六
・

七
六
は
、
鉄
道
事
業
者
と
し
て
は
、
乗
客
が
「
鉄
道
施
設
等
を
利

用
す
る
間
、
そ
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を
確
保
す
べ
き
契
約
上

の
義
務
を
負
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い

る
。
事
案
は
、
車
椅
子
を
利
用
し
て
い
る
重
度
の
身
体
傷
害
者
が

ホ
ー
ム
上
で
放
置
さ
れ
た
た
め
、
線
路
に
落
ち
そ
う
に
な
り
、
精

神
的
苦
痛
を
負
わ
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
で

損
害
賠
償
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
20
）

福
井
地
判
昭
五
五
・
一
一
・
二
五
判
時
一
〇
〇
三
号
三
五
頁
。

北
陸
ト
ン
ネ
ル
列
車
火
災
事
件
で
は
、
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
列
車
火

災
に
よ
り
、
乗
客
二
九
名
と
指
導
機
関
士
が
窒
息
死
し
、
五
六
九

名
が
負
傷
し
た
。
判
決
は
、
列
車
お
よ
び
動
力
車
乗
務
員
が
消
火

作
業
ま
た
は
列
車
の
走
行
再
開
に
よ
る
ト
ン
ネ
ル
か
ら
の
脱
出
措

置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
火
災
の
状
況
、
消
火
施
設
、

当
時
の
各
種
保
安
規
定
、
従
業
員
の
受
け
て
い
た
指
導
・
訓
練
の

内
容
に
照
ら
し
て
、
過
失
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、

無
罪
を
言
い
渡
し
た
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
七
二
（
一
七
二
）

（
21
）

被
告
人
は
、
本
件
事
件
当
時
、
鉄
道
本
部
長
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、

Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
相
談
役
、
会
長
、
社
長
だ
っ
た
歴
代
の
三
社
長
は
、

強
制
起
訴
さ
れ
（
検
審
四
一
条
の
六
）、
公
判
が
引
続
き
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
22
）

裁
判
員
裁
判
は
、
刑
事
司
法
の
も
っ
と
も
中
核
的
な
部
分
に

「
民
意
」
を
反
映
さ
せ
る
方
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
思
想
を
公
訴
権
に
押
し
及
ぼ
し
た
も
の
が
強
制
起
訴
と
い
え

る
。
な
お
、
最
高
裁
は
、
覚
せ
い
剤
密
輸
事
件
に
関
し
て
、「
一
審

尊
重
」
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
控
訴
審
で
は
、
一

審
判
決
に
論
理
則
、
経
験
則
な
ど
に
照
ら
し
て
不
合
理
な
点
が
あ

る
こ
と
を
具
体
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
、
事
実
誤
認
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
後
、
一

審
で
の
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
状
況
で
は
、
よ
り

強
く
妥
当
す
る
。」
と
し
て
、
二
審
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
、
無
罪

と
し
た
の
で
あ
る
（
最
判
平
二
四
・
二
・
一
三
判
時
二
一
四
五
・
九
）。

こ
れ
は
、
民
意
尊
重
と
い
う
考
え
方
が
下
地
に
あ
る
判
断
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

（
23
）

藤
木
・
前
掲
注
（
6
）
三
一
頁
。
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